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令和６年３月第１回山都町議会定例会会議録 

 

１．令和６年３月６日午前10時０分招集 

２．令和６年３月６日午前10時０分開会 

３．令和６年３月６日午前10時57分散会 

４．会議の区別 定例会 

５．会議の場所 山都町役場議場 

６．議事日程（第１日）（第１号） 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期決定の件 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 提案理由説明 

日程第５ 議案第35号 工事請負変更契約の締結について（山都町運動公園運動施設等整備

工事） 

日程第６ 議案第36号 工事請負変更契約の締結について（山都町運動公園サッカー場施設

整備工事） 

日程第７ 議案第５号 山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

日程第８ 議案第６号 山都町職員育児休業等に関する条例及び山都町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

日程第９ 議案第８号 山都町監査委員に関する条例等の一部改正について 

日程第10 議案第12号 山都町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

日程第11 議案第13号 山都町飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例の制定につい

て 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

７．本日の出席議員は次のとおりである（13名） 

  １番 東    昭     ２番 坂 本 幸 誠     ３番 眞 原   誠 

  ４番 西 田 由未子     ５番 中 村 五 彦     ６番 矢仁田 秀 典 

  ８番 藤 川 多 美     ９番 飯 開 政 俊     10番 吉 川 美 加 

  11番 後 藤 壽 廣     12番 工 藤 文 範     13番 藤 原 秀 幸 

  14番 藤 澤 和 生 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

８．本日の欠席議員は次のとおりである。（１名） 

  ７番 興 梠   誠 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

９．地方自治法第121条の規定により会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

  副 町 長   䬞 林 力 也  教 育 長   井 手 文 雄 
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 総 務 課 長  坂 本 靖 也  清 和 支 所 長  長 崎 早 智 

 蘇 陽 支 所 長  村 上 敬 治  会 計 管 理 者  飯 星 和 浩 

企画政策課長 北   貴 友 健康ほけん課長 木 實 春 美 

福 祉 課 長 髙 野 隆 也 環境水道課長 有 働 賴 貴 

 農林振興課長 松 本 文 孝  建 設 課 長 西     賢 

 山の都創造課長  木 野 千 春  商工観光課長   藤 原 章 吉 

学校教育課長 工 藤 博 人 生涯学習課長 上 田   浩 

そよう病院事務長 枝 尾 博 文 監 査 委 員 志 賀 美枝子 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

10．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

 議会事務局長   嶋 田 浩 幸   外２名 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

開会・開議 午前10時０分 

○議長（藤澤和生君） おはようございます。

これから本日の会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。

────―────―────―────―────―────────―────────― 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（藤澤和生君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

今定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定により、８番、藤川多美君、９番、飯

開政俊君を指名します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

日程第２ 会期決定の件 

○議長（藤澤和生君） 日程第２、会期決定の件を議題にします。

お諮りします。

今定例会の会期は、本日から３月18日までの13日間にしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は本日から３月18日までの13日間とすることに決定しました。

────―────―────―────―────―────────―────────― 

日程第３ 諸般の報告 

○議長（藤澤和生君） 日程第３、諸般の報告を行います。

議長としての報告事項は、お手元に配付しているとおりです。

次に、本日に受理した陳情等は、陳情等文書表のとおり処理しましたので、報告します。

以上で諸般の報告を終わります。

────―────―────―────―────―────────―────────― 
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 日程第４ 提案理由説明 

○議長（藤澤和生君） 日程第４、提案理由の説明を求めます。 

 山都町長職務代理者、副町長、䬞林力也君。 

○町長職務代理者副町長（噪林力也君） おはようございます。 

 令和６年第１回定例会を招集いたしましたところ、御参集を賜りまして、誠にありがとうござ

います。 

 梅田町長は現在、病気療養中のため、今定例会につきましては、私、副町長の䬞林が町長職務

代理者として、提案理由を説明させていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。 

 まず、梅田町長の現在の状況でございますけれども、入院から２か月が経過し、順調に回復さ

れているところであります。今のところ、主治医のほうから公務復帰の見通しは示されていない

ことから、引き続き治療に専念していただき、町長の回復と公務復帰を見守りたいと思っており

ます。 

 さて、本町では、新年早々の１月13日に新道の駅がオープンし、２月11日には九州中央自動車

道山都通潤橋インターチェンジが開通するなど、大変喜ばしい出来事が続いております。週末は

九州中央自動車道を利用して、町外からたくさんの観光客が訪れるなど、賑わいを見せておりま

す。 

 また、２月23日には、重要文化財通潤橋総合調査報告書が第45回熊日出版文化賞を受賞し、選

考委員の方々から石橋の百科事典という高い評価をいただきました。これもひとえに、報告書の

作成に携わっていただきました関係各位の御尽力と関係職員の努力のたまものであります。 

 それでは、今定例会に提案しております議案について御説明させていただきます。 

 令和６年度は、令和５年７月の豪雨災害等の災害復旧関連事業の早期発注、そして竣工を進め

ていくとともに、国宝に指定されました通潤橋、並びに九州中央自動車道山都通潤橋インターチ

ェンジの開通を最大限に生かしたまちづくりを念頭に置きながら、重点プロジェクトとして位置

づけております中央グラウンド周辺整備事業、国宝通潤橋周辺整備事業、そして、有機農業を核

としたＳＤＧｓの推進等を展開していくとしております。 

 また、町内の均衡ある発展を促し、地域間格差を生じないよう、道路インフラの整備や少子高

齢化が進む中、介護サービスの充実と買物困難者に対する支援としての移動販売支援事業など、

引き続き高齢者の支援を行うとともに、福祉課に子育て支援係を設置し、子どもや子育て家庭に

関する総合相談窓口として子ども家庭センターを設置し、子育て支援体制を整備してまいります。 

 このようなことから、令和６年度の一般会計予算については、総額170億7,300万円を計上して

おります。 

 今回の定例会に提出する議案は32件で、条例15件、補正予算５件、当初予算６件、その他６件

でございます。いずれも、町長の政策方針並びに各種法令改正等を踏まえた提案となっておりま

す。 

 議案第５号から議案第19号は、それぞれ必要な条例の一部改正や新たな条例の制定や廃止を行

うものです。 
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 議案第20号から第24号は、令和５年度における一般会計及び特別会計並びに事業会計の補正予

算に関するものです。 

 議案第25号から第30号は、令和６年度における一般会計及び特別会計並びに事業会計の当初予

算に関するものです。 

 議案第31号は、町有財産の処分に関するものです。 

 議案第32号は、分収契約に基づく町有林の処分に関するものです。 

 議案第33号は、山都町過疎地域持続的発展計画の変更に関するものです。 

 議案第34号は、一般廃棄物の処分に関する事務の委託に関するものです。 

 議案第35号、議案第36号は、それぞれ工事請負変更契約の締結に関するものです。 

 以上、提案理由について説明いたしました。 

 詳細については担当課長から説明させますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。重

ねて、町長の一日も早い公務復帰を議員の皆様、そして町民の皆様とお祈りするものであります。

どうかよろしくお願い申し上げます。 

○議長（藤澤和生君） 提案理由の説明が終わりました。 

────―────―───―────―────―────────―────────― 

 日程第５ 議案第35号 工事請負変更契約の締結について（山都町運動公園運動施設等整備

工事） 

○議長（藤澤和生君） 日程第５、議案第35号「工事請負変更契約の締結について（山都町運

動公園運動施設等整備工事）」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 生涯学習課長、上田 浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） おはようございます。議案第35号について説明いたします。 

 議案第35号、工事請負変更契約の締結について。 

 令和５年第５回山都町議会臨時会において議決された山都町運動公園運動施設等整備工事請負

契約のうち、請負代金額１億1,660万円を１億1,908万5,130円に変更することとする。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。 

 本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により、議会の議決を経る必要があります。これが議案を提出する理

由です。 

 資料１を御覧ください。 

 工事請負変更契約概要です。 

 工事番号。Ｒ５教生工第３号。 

 工事名。山都町運動公園運動施設等整備工事。 

 工事場所。山都町長原地内。 

 当初契約年月日。令和５年８月４日。 
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 財源内訳は、交付金、変更後5,900万円、増額100万円。起債、変更額5,900万円、増額100万円。

一般財源、変更後108万5,130円、増額48万5,130円。合計で、変更後１億1,908万5,130円、増額

の248万5,130円。 

 工事内容について説明いたします。 

 本工事につきましては、令和５年８月10日から令和６年３月22日を工期として、現在施工中で

あります。 

 本工事は、サッカー場及びちびっこ運動広場の施設を整備するものでございます。今回、６の

工事内容が、最終の工事出来高予定となっております。 

 資料２を御覧ください。 

 変更数量増額表を載せておりますが、（１）のサッカー場につきましては、変更部分について

申し上げますと、法面排水工のところで、当初ゼロに対して、サッカー場西側法面におきまして、

国土交通省残土処理引渡し後の町で施工しました盛土分の法面の小段排水27メーター及び張コン

クリート122平米を追加してあります。 

 また、調整池までの進入路の舗装工が７平米の減となっております。 

 続きまして、（２）のちびっこ運動広場では、排水工１メーターの減、管理施設工で、舗装止

めブロック36メーター増となっております。舗装版撤去工は、現在の管理棟下の段の既設の駐車

場舗装を剥がすための撤去工997平米が増えております。電気等設備は変更ございません。 

 変更増減につきましては、以上です。 

 資料１に戻っていただきまして、７、契約相手方、上益城郡山都町杉木465の１、大栄企業株

式会社、代表取締役、込山憲太郎。 

 資料３を御覧ください。 

 公共工事請負変更仮契約書の写しです。 

 ４、変更工事請負額から説明いたします。変更後、変更増額248万5,130円。 

 令和５年８月４日付で請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項のとおり請負

契約を変更する。 

 本変更契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決

を得られないときは無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。 

 令和６年２月29日、発注者、山都町長職務代理者。受注者、上益城郡山都町杉木465の１、大

栄企業株式会社、代表取締役、込山憲太郎。 

 資料４は、位置図でございます。 

 資料５を御覧ください。変更契約平面図です。 

 図面中央下のサッカー場西側の朱書き部分が、先ほど説明しました小段排水と張コンクリート

の追加箇所です。このほか、数量の変更を朱書きと表示しております。 

 資料６を御覧ください。 

 サッカー場南側ルート排水計画の変更図面です。 
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 資料７を御覧ください。 

 朱書き部分が、小段排水分の変更図面です。 

 資料８を御覧ください。 

 ちびっこ運動広場の駐車場管理施設平面図ですが、朱書きの部分が舗装止めを追加する部分と

なります。 

 資料９を御覧ください。 

 位置写真を載せておりますが、現在の管理棟の下段の駐車場の舗装剥ぎ取り面積997平米の追

加施工部分です。 

 資料10は、今回の変更に関わる部分の写真を載せております。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第35号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） すいません、２点お願いします。サッカー場が人工芝になるという

ことで、マイクロプラスチックの排出の問題についてちょっと考えてたんですが、今日、配水管

のことで出ているので、垂れ流しといいますか。そのマイクロプラスチックができるだけ流れな

いようにするような排水の工夫とかもあるのでしょうかというのが一つです。 

 それと、今回のにはちょっと関係ないかもしれませんけど、この９番の写真を見せていただく

と、管理棟のところとか、トイレのところはどうなるのかなとちょっと思うんですが、その辺の

これからの何か全体的な工事として出されるのではなくて、部分的にちょこちょこっと出てくる

ので、どうなるのかなというのがありますので、そこがお答えできるのであれば、お願いしたい

と思います。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。次の施工で、人工芝の工事が来年度以降予定

されております。その中のマイクロプラスチックにつきましては、今のところ、対応としてはま

だ考えておりませんけど、今後発注する上で、その辺は考えていかなければいけないかなという

ふうに感じておるところでございます。 

 それとまた、トイレの件ですけど、この後の36号で関係する工事がございますので、そこで説

明したいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 管理棟のすぐ下のコンクリートの剥ぎ取りなんですが、当初の計画は

ありませんでした。ゼロでした。今回、この剥ぎ取り部分の工事が増額になっておりますが、こ

れを剥ぎ取った後、どうされるのかをお尋ねしますが、今はコンクリがありますので、車も汚れ

ないというか、通路で汚れないんですが、剥ぎ取った後、そのままならば、また路面が悪くなり

ますので、その心配もありますが、今後の方向性と、それから工期が３月22日ですが、間に合う
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のかも心配しております。 

 以上お尋ねいたします。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。１点目の舗装版の剥ぎ取りにつきましては、

当初計画ございませんでしたが、施工上、ちょうどこれは今後の道路敷になる部分ではございま

すが、こっちに仮置きするところが必要になったため、今回剥ぎ取って、それは処分をしていく

ところでございます。 

 それと、工期につきまして、物すごく厳しい工期となっております。外構工事は坂本建設がや

っておったんですけど、そのちびっこ運動広場も、まず、造成までは坂本建設が請け負っており

まして、まず、それが終わらないと、こちらの工事に入れなかったという現状がございます。 

 しかしながら、工期を目標に、今、急ピッチで工事をしているところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第35号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第35号「工事請負変更契約の締結について（山都町運動公園運動施設等整備

工事）」は、原案のとおり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第６ 議案第36号 工事請負変更契約の締結について（山都町運動公園サッカー場施設

整備工事） 

○議長（藤澤和生君） 日程第６、議案第36号「工事請負変更契約の締結について（山都町運

動公園サッカー場施設整備工事）」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） それでは、議案第36号について説明いたします。 

 議案第36号、工事請負変更契約の締結について。 

 令和５年第３回山都町議会定例会において議決された山都町運動公園サッカー場施設整備工事

請負契約のうち、請負代金額5,632万円を6,344万4,019円に変更することとする。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。 

 本件の工事請負変更契約を締結するには、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分
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に関する条例第２条の規定により、議会の議決を経る必要があります。これがこの議案を提出す

る理由です。 

 資料１を御覧ください。 

 工事請負変更契約概要です。 

 工事番号。Ｒ５教生工第10号。 

 工事名。山都町運動公園サッカー場施設整備工事。 

 工事場所。山都町長原地内。 

 当初契約年月日。令和５年９月28日。 

 財源内訳は、交付金、変更後2,997万5,000円、増額181万5,000円。起債、変更後2,990万円、

増額180万円。一般財源、変更後356万9,019円、増額350万9,019円。合計で、変更後6,344万

4,019円、増額712万4,019円。 

 工事内容について説明いたします。 

 本工事につきましては、令和５年10月２日から令和６年３月22日を工期として、現在工事を進

めているところです。 

 本工事は、サッカー場施設整備に当たり、グラウンドコート、外側の防球ネットのコンクリー

トポール27本、便所工、パークトイレ３連タイプ１基、浄化槽96人槽１基を設置するものです。 

 最終の工事、出来高予定としまして、防球ネット工、コンクリートポール27本は変更ございま

せん。 

 今回、変更追加工事としまして、防球ネット工のネット817平米と、防草対策工の張りコンク

リート115平米を計上しております。この後の変更図面で説明しますが、施設整備を少しでも前

に進めたく、予算の範囲内で追加施工をしたいものです。便所工、パークトイレ１基、浄化槽、

96人槽１基は変更ございません。 

 変更数量の増減につきましては、次ページの資料２をおつけしておりますので、後で御覧いた

だきたいと存じます。 

 契約の相手方、上益城郡山都町千滝222の１、株式会社尾上建設、代表取締役、上村雄二。 

 資料３を御覧ください。 

 公共工事請負契約仮契約書の写しです。 

 ４、変更工事請負額から説明いたします。変更増額712万4,019円。 

 令和５年９月28日付で請負契約を締結した上記工事について、上記変更契約事項のとおり、請

負契約を変更する。 

 本変更契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 なお、この契約は、議会の議決を得たとき本契約としての効力を生ずるものとし、議会の議決

を得られないときは無効となり、発注者は一切の責任を負わないものとする。 

 令和６年２月29日、発注者、山都町長職務代理者。受注者、上益城郡山都町千滝222の１、株

式会社尾上建設、代表取締役、上村雄二。 

 資料４は、位置図です。 
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 資料５を御覧ください。 

 変更契約平面図です。図面中央下のサッカー場、朱書き部分を変更しております。 

 資料６を御覧ください。 

 サッカー場詳細図です。今回追加で、赤線部分、延長140.8メーター、高さ６メーターの防球

ネットを張り、その下には、草刈りのときにネットを切らないように、幅１メートル程度の防草

コンクリートをネット延長分施工したいと考えております。 

 資料７を御覧ください。 

 防球ネットの展開図です。今回、図面４段ございますが、コンクリートポールは、上段のナン

バー10から下段のナンバー36までの27本を建柱し、今回、追加施工で３段目のナンバー21からナ

ンバー36までの間の防球ネットを張りたいと存じます。 

 資料８を御覧ください。 

 防球ネットの詳細図です。 

 資料９の写真を御覧ください。 

 防球ネットの施工範囲を示しております。 

 また、資料10の写真は、ネット下の防草コンクリートのイメージです。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第36号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第36号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第36号「工事請負変更契約の締結について（山都町運動公園サッカー場施設

整備工事）」は原案のとおり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第７ 議案第５号 山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

○議長（藤澤和生君） 日程第７、議案第５号「山都町一般職の職員の給与に関する条例の一

部改正について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） おはようございます。それでは、説明をいたします。 

 議案第５号、山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について。 

 山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 
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 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。 

 55歳を超える職員については、国、県等で定期昇給の原則停止となっており、本町でもそれに

準じた見直しが必要となることから、山都町一般職の職員の給与に関する条例を改正する必要が

あります。これがこの条例を提出する理由です。 

 次のページは、条例の改正文です。 

 今回の改正は、人事院勧告において、50歳代後半層の給与水準の上昇を抑制するために、これ

まで、55歳未満の職員が４号給の昇給するところを、２号給としていたところを昇給停止とする

ために、改正を行うものです。 

 附則。 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第５号の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） この５のところに、成績が特に良好または極めて良好である場合に限

り行うという云々、くだりがありますが、これはいわゆる人事評価の結果を見てということです

が、その人事評価を何年か前からされていますが、具体的な動きは今までなかったんですが、６

年度からきちんとした人事評価をして、その評価をもってするということでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。人事評価につきましては、今、議員のほうか

ら御質問がありましたように、これまで、試行として実施をしてまいりました。これについては、

国のほうから本格運用しなさいということで、再三、御指導をいただいておりまして、令和５年

度におきまして、職員に対して、令和５年度の人事評価の成績を令和６年度から反映させるとい

うことで考えております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第５号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５号「山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について」は、

原案のとおり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 
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 日程第８ 議案第６号 山都町職員育児休業等に関する条例及び山都町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 日程第８、議案第６号「山都町職員育児休業等に関する条例及び山都町会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部改正について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） それでは、説明いたします。 

 議案第６号、山都町職員育児休業等に関する条例及び山都町会計年度任用職員の給与及び費用

弁償に関する条例の一部改正について。 

 山都町職員育児休業等に関する条例及び山都町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。 

 地方自治法の一部を改正する法律及び令和５年人事院勧告に伴い、改定された一般職の職員に

準じた給料表に改定するため、山都町職員育児休業等に関する条例及び山都町会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する必要があります。これがこの議案を提出する

理由です。 

 これまで、フルタイムの会計年度任用職員に対しての勤勉手当支給は任意でありましたが、地

方自治法の改正により、令和６年度からパートタイムの会計年度任用職員について勤勉手当の支

給が可能となり、併せてフルタイムの会計年度任用職員に対しても勤勉手当を支給すべきことが

通知されました。 

 育児休業を取得している会計年度任用職員につきましては、勤勉手当等の支給に該当しないこ

ととなっておりましたが、総務大臣通知により、育児休業中の会計年度任用職員にも勤勉手当を

支給するよう改正する旨の通知がありました。 

 また、昨年の12月定例会におきまして、令和５年人事院勧告に伴い、山都町一般職の職員の給

与の改正を行い、今回、会計年度任用職員につきましても、一般職の職員に準じた給料表の改定

を行うものでございます。 

 会計年度任用職員制度は、年度ごとに任用する制度であり、年度当初に任用通知書に示した額

での任用としていることから、改正後の給料表は令和６年度の任用から適用するものであります。 

 以上のことから、会計年度に対して勤勉手当支給と給料表の改定を行うため、関係条例の改正

を行うものです。 

 ２ページ目から23ページ目が条例の改正分で、24ページから47ページは新旧対照表となってお

ります。 

 23ページの改正文をお願いいたします。 

 附則、この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○議長（藤澤和生君） 議案第６号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第６号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第６号「山都町職員育児休業等に関する条例及び山都町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について」は、原案のとおりに可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第９ 議案第８号 山都町監査委員に関する条例等の一部改正について 

○議長（藤澤和生君） 日程第９、議案第８号「山都町監査委員に関する条例等の一部改正に

ついて」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） それでは、説明いたします。 

 議案第８号、山都町監査委員に関する条例等の一部改正について。 

 山都町監査委員に関する条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。 

 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴い、山都町監査委員に関する条例等を改正する必

要があります。これがこの議案を提出する理由です。 

 地方自治法の一部を改正する法律が令和６年４月１日に施行されることに伴い、同一の改正、

同期で改正する条例が４本ありますので、今回、併せて条例改正を行うものです。 

 該当する条例は、山都町監査委員に関する条例、山都町病院事業の設置等に関する条例、山都

町水道事業の設置等に関する条例、町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例です。一部改

正の内容は、公金事務の私人への委託に関する制度の見直しに伴い、地方自治法において関係条

文に新設され、現在の条文に条ずれが生じることにより、この４本の条例において、それぞれ条

例の改正が必要となったものでございます。 

 ２ページをお願いいたします。 

 条例文であります。 

 附則、この条例は令和６年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第８号の説明が終わりました。 
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 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第８号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第８号「山都町監査委員に関する条例等の一部改正について」は、原案のと

おり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第10 議案第12号 山都町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

○議長（藤澤和生君） 日程第10、議案第12号「山都町水道事業の設置等に関する条例の一部

改正について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） それでは、議案第12号について御説明いたします。 

 山都町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について。 

 山都町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。 

 現下の人口の減少等による料金収入の減少、施設・設備の老朽化による更新投資の増大など、

厳しさを増す経営環境を踏まえ、山都町簡易水道事業に対しても、地方公営企業法の規定の全部

を適用することとし、令和６年４月１日から公営企業会計に移行することに伴い、山都町水道事

業の設置等に関する条例、その他関係条例について整理する必要があります。これがこの議案を

提出する理由です。 

 ただいま、提案理由で申し上げましたとおり、公営企業を取り巻く経営環境は、大幅な人口減

少等に伴うサービス需要及び料金収入の減少や施設等の老朽化に伴う更新需要の増大等により、

急速に厳しさを増しております。 

 このような状況を踏まえ、平成31年１月25日付で、総務大臣から地方自治法第245条の４第１

項に基づく技術的助言として、各地方公共団体に対して公営企業会計の適用のさらなる推進につ

いてとの通知が発せられており、人口３万人未満の市町村における簡易水道についても、令和６

年４月１日から公営企業会計に移行するように要請がなされておりました。 

 これを受けて、本町の簡易水道事業についても、経営基盤の強化と財務マネジメントの向上に

取り組むために、令和６年４月１日から公営企業会計に移行することとし、同日から施行するた

めに関係条例の改正をするものです。 
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 ２ページを御覧ください。 

 主な改正点について説明いたします。 

 中ほど、上から９行目です。 

 題名を山都町水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例に改めます。 

 本則については、第１条で、事業を設置する目的に、新たに簡易水道事業を規定しています。 

 第１条の２では、簡易水道事業に、地方公営企業法の規定の全部を適用する旨を規定しており

ます。 

 第２条では、経営に関する基本的事項として、簡易水道事業の経営規模を規定しております。 

 次のページを御覧ください。 

 第３条の２では、既に公営企業会計で経理を行っている水道事業と簡易水道事業を一つの経理

で行う旨を規定しております。 

 第８条及び第９条では、水道事業に簡易水道事業を加え、運営に関する事項を審議する運営審

議会を管理者の諮問機関として設置する旨を規定しております。 

 ４ページを御覧ください。 

 次に、附則です。 

 第１項で、施行期日を令和６年４月１日からと規定しております。 

 本則において、山都町水道事業の設置等に関する条例を改正しておりますが、これに伴い、関

係する条例を、この後、９ページまで、附則の第２項から第９項までにおいて改正しております。

10ページ以降は、新旧対照表を添付しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第12号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） ２のところの水道事業の経営規模のところですが、給水区域は別表第

１のとおりとする。ただし、公益上その必要があると認め、水量に余裕がある場合は区域外に給

水することができるとあります。この次の表を見ましたら、おおよそ山都町全体がこれに入って

おりますが、この区域外というのはどういうことを想定されておるんでしょうか。給水するとな

れば、水道管が連結してないと給水はできませんので、どういったことを想定されているのか。

この区域外というところの御説明をお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） お答えします。この表に提示しておりますのは、字で表示し

てありますが、実際の区域というのは、水道管敷設の敷設部分を囲っております。ここには提示

しておりませんけども、既存の設置してある水道管の範囲だけを給水区域としておりますので、

そこから外れたところを考えておりますが、現況の経営状況では、一応、条文としては、好転し

たときに上がることは、余裕があればすることは可能だという一文を加えているだけで、現況と

しては拡大は非常に厳しいというものです。 
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○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 給水区域に島木一区の一部が入ってないようですが。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） お答えします。統合するときに、会計を統合する場合に、町

のほうで整備した事業の区域のほうを今度統合するということで入れておりますので、その島木

の一部というのが町の整備した……、であるんでしょうか。ちょっと……。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 高速道路の建設に伴って、今、既存の水道がちょっと足りないという

ことで延長したんですけれども、椛の木という地区にですね。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） お答えします。統合の字番地につきましては、位置につきま

しては、調査の段階で、町のほうの整備した事業ということでやっておりますので、その地番に

ついて、町が整備したところなんでしょうか。でなければ、今回はあくまでも町の施設として管

理している部分についての会計統合をやっております。また、詳細については、確認してお答え

いたします。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 13番、藤原秀幸君。 

○13番（藤原秀幸君） 公益企業に簡易水道も入れろと、国のほうの指示で、こういう条例の

改定が提案されたと思っておりますが、文言を見ますと、やはり中島地区は簡易水道というよう

な形で残ると。ここはやはり地域の方には大変言いにくいところも私もございますけれども、や

はりこれは国県の予算で、あの地域も造った水道です。 

 ですから、やはりこれはもう町と同じような形になるように、簡易水道に分けんでなるような

形をというようなことで、努力をしていただきたいと思います。もう今すぐせいという意味では

ありません。これは地域の理解が得られんとなかなかできないと思っておりますので、その点も

課長として頭に入れて、していただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第12号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第12号「山都町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について」は、原
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案のとおり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第11 議案第13号 山都町飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例の制定につい

て 

○議長（藤澤和生君） 日程第11、議案第13号「山都町飲料水供給施設等の設置及び管理に関

する条例の制定について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） それでは、議案第13号について御説明いたします。 

 山都町飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例の制定について。 

 山都町飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。 

 本町内における簡易水道施設と飲料水供給施設等の設置及び管理については、現在、山都町簡

易水道等事業の設置に関する条例及び山都町簡易水道等事業給水条例において定めているところ

です。 

 令和６年４月１日から簡易水道事業についても地方公営企業法を全部適用することとし、公営

企業会計に移行することに伴い、関係条例を整備するに当たり、簡易水道事業を除いた飲料水供

給施設等の設置及び管理については、新たに山都町飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条

例において定める必要があります。これが議案を提出する理由です。 

 飲料水供給施設等は、上水道及び簡易水道の給水区域外に設置されたものであり、地域に衛生

的な水を持続的に供給しており、地域住民に欠かすことのできないライフラインであります。 

 現在、本町では、飲料水供給施設を２施設、小規模水道施設を６施設設置しており、施設の維

持管理は町と利用者団体が連携協力して行っているところです。 

 次のページを御覧ください。 

 施設を設置する目的、名称、給水区域、利用料金、管理について、第１条から次のページの第

４条で規定し、第５条から第８条で、料金の徴収、維持管理や修繕に係る費用負担の方法につい

て規定しております。 

 次のページを御覧ください。 

 附則です。 

 第１項で、施行期日を令和６年４月１日からと規定しております。 

 山都町水道事業の設置等に関する条例の一部改正及び山都町飲料水供給施設等の設置及び管理

に関する条例の制定に伴い、第２項で、山都町簡易水道等事業の設置に関する条例及び山都町簡

易水道等事業給水条例については、廃止いたします。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第13号の説明が終わりました。 
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 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 定義のところは、給水人口が定められております。山都町も前にあり

ましたですね。2050年の人口がぐっと減る。これからしても、人口が減るのはもう必至でありま

す。ここに人口が50人から100人以下である水道を飲料水供給施設とうたってあります。50人以

下に言われることがあると思いますが、そしたらば、この名称にあるところの施設は、もうここ

から除外ということになるのでしょうか。そしたらば、この町がこの施設を給水施設として認め

ないというふうになりますが、この給水人口はこれでいいのかという疑問です。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） 議員お尋ねの給水人口が50名を切った場合ですが、その場合

は、それより以下の小規模水道施設というのが町の設置分でありますので、そちらのほうになる

と思いますが、あくまでも、この定めにある分については、届けを出した部分の設置時の分で今

走っておりますので、よほど人口が激減して、それが定常的にならない限り、申請を変えること

はないと思います。一応区分けとしては、小規模水道施設という区分けになります。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） すいません、利用料金の価格差の基準ちゅうのは、どうやってこうい

うふうになったか教えてください。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） お答えします。それぞれの地区の負担割合で償還金等でされ

ている部分がありますので、かかる費用が各施設で違いますので、そこの分はかかる費用だけを

各施設ごとに分かれております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第13号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第13号「山都町飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例の制定につい

て」は、原案のとおりに可決されました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

散会 午前10時57分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 月８日（金曜日） 
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令和６年３月第１回山都町議会定例会会議録 

 

１．令和６年３月６日午前10時０分招集 

２．令和６年３月８日午前10時00分開議 

３．令和６年３月８日午後１時20分散会 

４．会議の区別 定例会 

５．会議の場所 山都町役場議場 

６．議事日程（第３日）（第２号） 

日程第１ 議案第10号 山都町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例等の一部改正について 

日程第２ 議案第11号 山都町介護保険条例の一部改正について 

日程第３ 議案第14号 山都町二瀬本ふれあい館条例の廃止について 

日程第４ 議案第15号 山都町二瀬本研修センター条例の廃止について 

日程第５ 議案第16号 山都町営体育館条例の一部改正について 

日程第６ 議案第17号 山都町営弓道場条例の一部改正について 

日程第７ 議案第18号 山都町猿ヶ城キャンプ村条例の一部改正について 

日程第８ 議案第19号 山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

日程第９ 議案第７号 山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定について 

日程第10 議案第９号 山都町デマンド型乗合タクシー条例の制定について 

日程第11 議案第20号 令和５年度山都町一般会計補正予算（第９号）について 

日程第12 議案第21号 令和５年度山都町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て 

日程第13 議案第22号 令和５年度山都町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

日程第14 議案第23号 令和５年度山都町簡易水道特別会計補正予算（第４号）について 

日程第15 議案第24号 令和５年度山都町病院事業会計補正予算（第２号）について 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

７．本日の出席議員は次のとおりである（13名） 

  １番 東    昭     ２番 坂 本 幸 誠     ３番 眞 原   誠 

  ４番 西 田 由未子     ５番 中 村 五 彦     ６番 矢仁田 秀 典 

  ８番 藤 川 多 美     ９番 飯 開 政 俊     10番 吉 川 美 加 

  11番 後 藤 壽 廣     12番 工 藤 文 範     13番 藤 原 秀 幸 

  14番 藤 澤 和 生 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

８．本日の欠席議員は次のとおりである。（１名） 

  ７番 興 梠   誠 

────―────―────―────―────―────────―────────― 
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９．地方自治法第121条の規定により会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

  副 町 長   䬞 林 力 也     教 育 長   井 手 文 雄 

  総 務 課 長   坂 本 靖 也     清 和 支 所 長   長 崎 早 智 

  蘇 陽 支 所 長   村 上 敬 治     会 計 管 理 者   飯 星 和 浩 

  企画政策課長   北   貴 友     税務住民課長   高 橋 尚 孝 

  健康ほけん課長   木 實 春 美     福 祉 課 長   髙 野 隆 也 

  環境水道課長   有 働 賴 貴     農林振興課長   松 本 文 孝 

  建 設 課 長   西     賢     山の都創造課長   木 野 千 春 

  商工観光課長   藤 原 章 吉     学校教育課長   工 藤 博 人 

  生涯学習課長   上 田   浩     そよう病院事務長  枝 尾 博 文 

  監 査 委 員   志 賀 美枝子 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

10．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

  議会事務局長   嶋 田 浩 幸   外２名 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

開議 午前10時00分 

○議長（藤澤和生君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第１ 議案第10号 山都町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例等の一部改正について 

○議長（藤澤和生君） 日程第１、議案第10号「山都町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部改正について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） おはようございます。それでは、議案第10号について御説明いた

します。 

 議案第10号、山都町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例等の一部改正について。 

 山都町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等の一

部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由。介護サービスに係る基準については、国において３年に一度、介護報酬に係る改定

と併せ、社会保障審議会介護給付費分科会の審議を踏まえ、見直されます。 

 この基準の見直しを受け、所要の改正を行う関係省令が令和６年１月25日に公布され、同年４

月１日から施行されるため、関係条例の一部を改正するものです。これが、この議案を提出する
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理由です。 

 関係省令において規定される介護サービスに係る従うべき基準等については、地方公共団体の

条例で定めることとされており、本町において、山都町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例を含めた４件の関係条例を制定しているところです。関

係省令を改正する省令が施行されることに伴い、当該関係条例について改正する必要があります。 

 27ページから86ページまでが新旧対照表になりますので、御確認をお願いいたします。 

 最後のページを御覧ください。 

 法改正に伴い、記載してあります４本の条例を改正いたします。 

 その前のページを御覧ください。 

 ２の主な改正の内容です。重要事項においては、ウェブサイトへの掲載をすること。管理者が

兼務できる範囲を明確化すること。利用者の安全等に資する方策を検討するための委員会を設け

ること。身体的拘束等の適正化の推進の義務化、そのほか、協力医療機関を定めること、緊急時

の対応の明確化等がございます。 

 以上の事項を運営規程において明確化することとなります。 

 続きまして、２ページ目にお戻りください。 

 ２ページから24ページまでが改正文になります。 

 24ページをお願いいたします。 

 24ページの中段が附則になります。 

 附則を御覧ください。 

 第１条、この条例は令和６年４月１日から施行する。以降、第２条から第５条に関して経過措

置を定めております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第10号の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第10号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第10号「山都町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例等の一部改正について」は、原案のとおり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第２ 議案第11号 山都町介護保険条例の一部改正について 

○議長（藤澤和生君） 日程第２、議案第11号「山都町介護保険条例の一部改正について」を
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議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） それでは、議案第11号について御説明いたします。 

 議案第11号、山都町介護保険条例の一部改正について。 

 山都町介護保険条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由。山都町介護保険条例において、令和６年度から令和８年度までの各年度における保

険料率を定めるため、山都町介護保険条例の一部を改正する必要があります。これが、この議案

を提出する理由です。 

 介護保険法において、市町村は３年を１期とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直

しを行うこととされ、このたび、第９期の山都町介護保険事業計画を策定したところです。 

 介護保険事業計画については、町長の附属機関であります山都町高齢者保健福祉推進委員会に

諮問し、４回の会議を行い、２月28日に答申を得て決定をいただきました。 

 介護保険料については、介護保険事業計画に定めるサービス費用の見込額等に基づき、３年間

を通した財政の均衡を保つよう設定しなければなりません。介護保険の財源内訳は、公費50％、

保険料50％で設定いたします。公費50％の内訳は、25％が国庫負担金、12.5％が県負担金、12.

5％が町負担金になります。保険料50％の内訳は、65歳以上の保険料23％、40歳から64歳までの

保険料が27％で設定いたします。 

 添付しています資料を御覧ください。 

 介護保険料については、過去３年間のサービス利用料と今後３年間の利用見込みを勘案し設定

します。急速に進む高齢化と施設利用者の増加により、基準額を200円増額し、7,200円に設定す

ることといたします。 

 また、保険料を所得により階層を決定いたしますが、介護保険法の改定により、階層が９段階

から13段階に改正され、所得が多い方がより多く保険料を負担し、低所得者の保険料を引き下げ

る仕組みとなっております。 

 本町では、基準額の第７段階までに、65歳以上の87％の方が該当する見込みです。 

 議案書にお戻りください。 

 ４ページから５ページが新旧対照表になります。 

 ２ページにお戻りください。 

 ２ページからが改正文になります。 

 ３ページをお願いいたします。 

 附則です。この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 第２項で経過措置を定めております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第11号の説明が終わりました。 
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 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第11号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第11号「山都町介護保険条例の一部改正について」は、原案のとおり可決さ

れました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第３ 議案第14号 山都町二瀬本ふれあい館条例の廃止について 

○議長（藤澤和生君） 日程第３、議案第14号「山都町二瀬本ふれあい館条例の廃止について」

を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 蘇陽支所長、村上敬治君。 

○蘇陽支所長（村上敬治君） おはようございます。議案について説明いたします。 

 議案第14号、山都町二瀬本ふれあい館条例の廃止について。 

 山都町二瀬本ふれあい館条例を廃止する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。二瀬本ふれあい館の供用を廃止することに伴い、山都町二瀬本ふれあい館条例

を廃止する必要があります。これが、この議案を提出する理由です。 

 ３ページの資料を御覧ください。 

 二瀬本ふれあい館は昭和62年に開館され、主に農産物の加工を目的とした施設です。近年はみ

そづくりなどで活用されてきましたが、供用開始から36年が経過し、施設の老朽化や利用者の減

少などで、令和４年度末に施設の使用を終了しております。令和５年12月末までに、ふれあい館

の加工機器はそよ風パーク内に移転完了をしているものです。ふれあい館施設につきましては、

これから協議を進めることになります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 附則。この条例は公布の日から施行する。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第14号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第14号を採決します。 



- 23 - 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第14号「山都町二瀬本ふれあい館条例の廃止について」は、原案のとおり可

決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第４ 議案第15号 山都町二瀬本研修センター条例の廃止について 

○議長（藤澤和生君） 日程第４、議案第15号「山都町二瀬本研修センター条例の廃止につい

て」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 蘇陽支所長、村上敬治君。 

○蘇陽支所長（村上敬治君） 議案について説明いたします。議案第15号、山都町二瀬本研修

センター条例の廃止について。 

 山都町二瀬本研修センター条例を廃止する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。二瀬本研修センターの供用を廃止することに伴い、山都町二瀬本研修センター

条例を廃止する必要があります。これが、この議案を提出する理由です。 

 ３ページの資料を御覧ください。 

 二瀬本研修センターは昭和47年に開館され、農業経営及び技術の研修など、農業基盤の研修推

進のために建設された施設です。 

 平成11年からはＮＰＯ法人に施設の貸付けを行っていましたが、築後52年が経過し、施設の老

朽化などで、令和３年にＮＰＯ法人が撤退され、その後の利用もなく現在に至っております。施

設の老朽化は状況も著しく、現在では使用する状態にはございません。また、施設につきまして

は、これから協議を進めることになります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 附則。この条例は公布の日から施行する。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第15号の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第15号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第15号「山都町二瀬本研修センター条例の廃止について」は、原案のとおり

可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第５ 議案第16号 山都町営体育館条例の一部改正について 

○議長（藤澤和生君） 日程第５、議案第16号「山都町営体育館条例の一部改正について」を

議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） それでは、議案第16号について説明いたします。 

 議案第16号、山都町営体育館条例の一部改正について。 

 山都町営体育館条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。中央体育館の廃止及び山都町立潤徳小学校の閉校に伴い、山都町営体育館条例

を改正する必要があります。これが、この議案を提出する理由です。 

 中央体育館につきましては、新総合体育館の完成に伴い廃止するものです。また、潤徳小学校

の体育館につきましては、学校閉校に伴い、社会体育施設に移行するものですが、体育館の名称

につきましては、改めて地元自治振興会に名称についてお諮りをし、地域から要望がありました

御岳西部体育館とするものです。 

 新旧対照表を御覧ください。 

 別表第１、最上段の中央体育館を削除し、次のページの右側、改正後（案）最下段に、御岳西

部体育館を加えております。 

 別紙につきましても、同様に改正しております。 

 写真１と２を御覧ください。中央体育館の外部と内部の写真です。昭和46年建築で築53年が経

過しており、令和２年５月頃、河川側の外壁が大きく崩れ、その後、バリケードで通路を塞いで

いる状況です。体育館内の利用には影響ありませんでした。最盛期は、旧矢部町時代に年間６万

人の利用がありました。 

 続きまして、写真３と４を御覧ください。 

 現在の潤徳小学校体育館の写真です。平成７年建築で築29年となっており、先月２月24日、体

育館内で潤徳小学校閉校記念式典が行われたところです。 

 戻りまして、改正条文をお願いします。 

 別表第１、中央体育館の項を削り、同表に御岳西部体育館を加え、改正する条文となっており

ます。 

 附則。この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第16号の説明が終わりました。 
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 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第16号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第16号「山都町営体育館条例の一部改正について」は、原案のとおり可決さ

れました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第６ 議案第17号 山都町営弓道場条例の一部改正について 

○議長（藤澤和生君） 日程第６、議案第17号「山都町営弓道場条例の一部改正について」を

議題とします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。 

 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） それでは、議案第17号について説明いたします。 

 議案第17号、山都町営弓道場条例の一部改正について。 

 山都町営弓道場条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。町営第一弓道場の廃止に伴い、山都町営弓道場条例を改正する必要があります。

これがこの議案を提出する理由です。 

 現在、中央体育館の裏側に第一弓道場がありますが、今回の中央体育館の解体と併せて、解体

するものです。これは、現在計画中の通潤橋周辺整備事業に伴い、中央体育館周辺の一体的整備

に伴い、解体するものです。 

 第一弓道場は陣矢弓道場、正座して矢を射る弓道ですけど、専用として使われております。解

体後は、これまで団体と協議を重ねてまいりまして、千寿苑の横にあります第二弓道場に場所を

移すことで合意しております。 

 これにより、今回、第一弓道場を廃止するものです。 

 新旧対照表を御覧ください。 

 現行では、第一弓道場と第二弓道場がありますが、改正後は、千寿苑横の山都町千滝238番地

の町営弓道場に改正をさせていただきたいと存じます。 

 写真１と２を御覧ください。 

 第１弓道場の外部と内部の写真です。昭和48年建築で築51年が経過しており、昨年の７月豪雨

災害においては床上浸水があっております。写真のトタン壁の線があると思いますけど、そこま

で水が上がった状態です。 
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 続いて、写真３と４を御覧ください。 

 千寿苑横にあります第二弓道場です。 

 戻りまして、改正条文をお願いします。 

 ただいま説明いたしました条例を改正する条文となっております。 

 附則。この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第17号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第17号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第17号「山都町営弓道場条例の一部改正について」は、原案のとおり可決さ

れました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第７ 議案第18号 山都町猿ヶ城キャンプ村条例の一部改正について 

○議長（藤澤和生君） 日程第７、議案第18号「山都町猿ヶ城キャンプ村条例の一部改正につ

いて」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） それでは、議案第18号について御説明いたします。 

 議案第18号、山都町猿ヶ城キャンプ村条例の一部改正について。 

 山都町猿ヶ城キャンプ村条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由。施設の状況や利用形態の変化等に伴い、開場期間を改めるため、山都町猿ヶ城キャ

ンプ村条例の一部を改正する必要があります。これが、この議案を提出する理由です。 

 ３枚目をお開きください。 

 新旧対照表です。 

 今回改正をお願いしますのは、第４条、開場期間について、現状では４月から11月までの開場

期間となっておりますけれども、これを通年に改正するものです。 

 近年のキャンプブームのピークは過ぎましたものの、冬季のキャンプ場利用の問合せも多く、

今回改正を行うものでございます。 

 ２枚目の改正文をお願いします。 
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 附則。この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第18号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ６番、矢仁田秀典君。 

○６番（矢仁田秀典君） 議案については何も問題ありませんけども、こうなったときの指定

管理料については何か変わりがあるんでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 指定管理料については、債務負担行為については去年の９月

の議会だと思いますけども、基本的にはそのままの指定管理料で行かせていただきたいというふ

うに思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 冬季も希望が多いということで、通年という御説明をいただきまし

たけれども、私がいつも心配するのは災害についての対応です。 

 冬季になると、凍結してとかいろんなことも考えられますが、それと、この指定管理について

の採決をするときにも、危険防止とか避難訓練とか、そういうことをお願いしてきましたけれど

も、そういうことについての条文はないんですよね。全体がちょっと出てないので、分かりませ

ん。覚えている限りではなかったと思うので、今回これでいいんですけれども、そういう事に対

する心配があるので、それに対する対応もきちんとしていただきたいと思うんですね。通年にす

るということでの危険防止については、どのように考えておられますか。 

 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。現在の猿ヶ城キャンプ村管理組合にお願いす

るときにも、議会のほうから災害等の心配があるからということで御指摘を受けておりましたの

で、当初５年前に指定管理を受けていただくときには、代表者の方を含め、そういった自然災害

等の危険性がある場合には、早めに利用者がおられる場合は避難をしていただくことであったり、

そういったところの徹底をしていただくように、管理者のほうにはお願いをしているところでご

ざいます。 

 台風ですとか、大雨が予測される部分については、前日、前々日から、そういった申込みがあ

っていれば、予約者のほうに連絡を取っていただくというような形で、現在運営をさせていただ

いているところです。 

 また、再度、管理者のほうには周知をさせていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 
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○２番（坂本幸誠君） ８か月通の期間が通年になるということで、問合せが多数あるってお

っしゃったんですけども、何名ぐらいの問合せがあるんですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 実際に電話の件数自体は把握をしておりませんけれども、11

月末を過ぎてからの問合せ等もあるようでございます。件数自体はちょっと把握をしておりませ

ん。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第18号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第18号「山都町猿ヶ城キャンプ村条例の一部改正について」は、原案のとお

り可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第８ 議案第19号 山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について 

 日程第８、議案第19号「山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について」を議

題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） それでは、議案第19号について御説明いたします。 

 山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について。 

 山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。し尿の収集及び運搬手数料額の改正に伴い、山都町廃棄物の処理及び清掃に関

する条例を改正する必要があります。これが、この議案を提出する理由です。 

 し尿の収集及び運搬業務は、衛生的な地域生活を行う上で欠かすことのできないライフライン

であります。本町では、２社に収集及び運搬許可を出し、業務を行っているところです。現在の

手数料額は、消費税の改定以外の事由では平成22年４月から13年間改定されておりません。昨今

の燃料費を筆頭に、資機材の高騰、働き方改革及び安全な事業継続に対応するため、し尿の収集

及び運搬手数料額を増額し、令和６年６月１日から適用するために、本条例を改正するものです。 

 次のページを御覧ください。 

 改正点について説明いたします。 
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 中頃、９行目です。第９条第２項第２号中、「11円」を「15円」に改めます。また、併せまし

て、第10条第１項中の文言の修正を行います。 

 次に、附則です。 

 附則で、施行期日を令和６年６月１日からと規定しております。 

 次のページに、新旧対照表を添付しております。御覧ください。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第19号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第19号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第19号「山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について」は、

原案のとおり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第９ 議案第７号 山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定について 

○議長（藤澤和生君） 日程第９、議案第７号「山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条

例の制定について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） それでは、説明いたします。 

 議案第７号、山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定について。 

 山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。町民が安心して暮らせる安全な環境の整備のため、防犯カメラの設置を推進し

ていく上で、個人の権利等との調和を図るために、防犯カメラの設置及び運用に関する条例を制

定する必要があります。これが、この議案を提出する理由です。 

 本町は、県内においても上位の高齢化率であり、独り暮らしや高齢者のみの世帯も増加してお

り、高齢者の行方不明事案なども増加しております。 

 また、通潤橋の国宝指定や九州中央自動車道の山都通潤橋インターチェンジ開通などにより、

観光客など、町外からの来訪者の増加に合わせて、犯罪や交通事故の増加も懸念されております。 

 このようなことから、防犯カメラを設置することにより、事件や事故の早期解決と犯罪の未然

防止など、抑止力にも効果が期待され、町民が安心して暮らせる安全な町につながるものと思わ
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れます。 

 また、防犯カメラの設置については、防犯カメラの適正な管理を行い、町民等の権利及び利益

を保護するなど、個人情報保護法を遵守した条例の制定を行う必要があります。 

 ２ページをお願いいたします。 

 条例文です。 

 最後のページをお願いいたします。 

 附則。この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第７号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第７号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第７号「山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定について」は、

原案のとおりに可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第10 議案第９号 山都町デマンド型乗合タクシー条例の制定について 

○議長（藤澤和生君） 日程第10、議案第９号「山都町デマンド型乗合タクシー条例の制定に

ついて」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） それでは、説明いたします。 

 議案第９号、山都町デマンド型乗合タクシー条例の制定について。 

 山都町デマンド型乗合タクシー条例を別紙のとおり定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者です。 

 提案理由です。デマンド型乗合タクシーの運行を開始するに当たり、山都町デマンド型乗合タ

クシー条例を制定する必要があります。これが、この議案を提出する理由です。 

 平成18年から運行してきました山都ふれあいバスについては、利用者の減少や運転士不足等に

より、令和５年度末をもって廃止することとし、12月補正予算において、周知用チラシ、令和６

年４月受け付け開始に係るシステム利用料等のイニシャルコストについて承認いただいておりま

す。令和６年４月よりデマンド型乗合タクシーを運行させます。 

 次のページを御覧ください。 
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 条例の内容としましては、第１条の目的に記載しておりますとおり、地域住民の日常生活のた

めの交通手段を確保し、もって町民の福祉の向上に寄与するものであります。３条で運行に関す

ること、４条で、運行区域と路線、次ページから運休や禁止行為、乗車の制限を規定しておりま

す。 

 次のページをお願いします。 

 運賃では、別表にて、区域内１人１乗車500円、清和地区のみ区域を超えた場合、1,000円とし、

未就学児は無料、小学生は半額としております。 

 運賃の減額。障害者手帳をお持ちの方は半額とし、次に、手回品の取扱いを規定をしておりま

す。 

 次のページをお願いします。 

 11条では、損害賠償に関して規定しております。 

 附則をお願いします。この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 また、附則において、山都町コミュニティバス条例の廃止を定めております。 

 次のページでは、別表として、区域と料金を示しております。 

 次のページをお願いします。 

 資料として、広報２月号に折り込みとして全戸配布しました乗合タクシーのチラシをつけてお

ります。 

 先ほども申し上げましたとおり、ふれあいバスについては、誰も乗っていないであったり、バ

ス停まで行くのが遠いなどの住民の声を受けまして、ドア・ツー・ドアの乗合タクシーを運行す

ることとしました。乗合タクシーとなりますので、一般のタクシーとの違いはタクシー会社の選

択はできません。ほかのお客さんと同乗することになるかもしれません。時間も、自分の好きな

ときには運行できませんということになります。予約は３月25日からとし、今後も１週間前から

の予約が可能となります。９時便につきましては、前日の４時までに予約が必要で、そのほかの

便については、１時間前までに予約する必要があります。 

 予約受け付け方法につきましては、電話とネットでの予約を準備しており、専用コールセンタ

ーで受け付けることとなります。 

 次のページを御覧ください。 

 山都町を旧町村の三つのエリアに分けて、エリア内であれば、運賃１人500円で、自宅から病

院の前までといった乗車や降車が可能となっております。 

 清和地区においては、歯科以外の病院がないため、エリアを越えた運行も可能としており、蘇

陽エリアには、高森町の高森駅、観光交流施設、フレインの３か所を含めております。 

 運行の時間としましては、各集落から９時台に出発して、中心部に10時に到着する便と、中心

地から12時半くらいから出発して、各集落に向かう便となっております。午後便につきましても、

中心地に14時半着と、中心地から16時出発となっております。 

 住民説明会も３月18日と19日に開催する予定としており、説明会参加者の予約は必要ありませ

んが、住民説明会にもタクシーの送迎をすることとしており、こちらは予約が必要で、現在30名



- 32 - 

ほどの予約が入っております。 

 また、２月27日の自治振興区代表者会議においても、希望があれば、集落単位での説明を開催

する旨、説明を行いました。 

 なお、今までのふれあいバスの車両については、ふれあいバスとしての運行は行いませんが、

スクール専用便として運行することとします。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第９号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 一応取り組んでいただいて、その成果を見らないかんと思うんですけ

ども、乗合タクシーの表示はあるんですかね。タクシー自体、これは乗合タクシーですという表

示は。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） まだ現状、はっきりしたことは決めてないんですけど、多分

タクシーの車両の横に、乗合タクシーですというマグネットでつけるような形になると思います。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 自治体で話をされたんですかね。ほかの自治体関係の代表者と。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） ２月27日に、自治振興区の代表者会議がありましたので、そ

の場で説明しております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） そのときどんな意見が出ましたか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 特に意見はありませんでした。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 13番、藤原秀幸君。 

○13番（藤原秀幸君） この事業自体に反対するものでありませんが、運賃の設定、利用者の

について、私、清和ですけど、地元のことだけ言うつもりはありませんが、例えば、旧蘇陽地区

は高森まで行っても500円、馬見原から行っても、大野から行っても500円と。清和地区だけなん

で、1,000円って設定したか。設定の根拠をちょっと、私、住民地域にやっぱり説明するために

も必要ですので、その根拠を示していただきたいというふうに思います。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） おっしゃいますとおり、清和地区に関しましてはエリアを超

えるというところでありますので、1,000円いただくというところで、最初は設定しております。
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蘇陽地区に関しましては、今まで高森町のほうにバスが行っていたからというところで、高森地

区も入れているというところになっております。 

 ただ、今回エリアを三つに分けております。このエリアの考え方は、エリアを越えた運行につ

きましては、来年度からの運用を行いながら、どのような形で運行したほうがベストなのかとい

うところを決定していきたいと思っております。 

 乗合タクシー事業については、来年度から初めて運行されるわけであり、よりよいものにして

いくことは当然のことではありますが、初めから100％満足のできる仕組みにはできないと考え

ております。 

 路線バスも運行されておりますし、一般のタクシー業も妨げることはできませんので、低料金

で運行するデマンド型乗合タクシーにおいては、民業圧迫についても視野に入れる必要がありま

す。 

 いろいろな御指摘があると思いますが、４月から現在の仕様で運行してみて、改善するべきと

ころは適宜改善していくという方向で考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 以前の御説明のときに、地区ごとのタクシーの台数について言われ

ましたけれども、矢部地区が２台、清和が１台、蘇陽が１台か２台になるかもということでの御

説明があったかと思います。やりながらということにはもちろんそうだと思いますけれども、予

約が殺到してしまったときで、以前の説明でも、今日できなかったら次というふうに、予定を変

えながら、ドア・ツー・ドアという利便性があるということを理解してもらいたいという御説明

もいただきましたけれども、便利なものになるということで、台数が足りないよという現状にな

ったときにはどのようにお考えですか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 今、議員おっしゃいました矢部地区２台、清和地区１台、蘇

陽地区１台ではなく、矢部地区２社、清和地区１社、蘇陽地区１社なので、各社２台ずつという

ところで、矢部地区で言えば４台走ることとなります。広いとは思いますが、予約が殺到すると

いうところまでいくのかどうなのかというところまでも、まだ未定の状況でありますので、取り

あえず状況を見て進めていきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第９号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第９号「山都町デマンド型乗合タクシー条例の制定について」は、原案のと

おり可決されました。 

 ここで10分間休憩します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午前10時48分 

再開 午前10時58分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第11 議案第20号 令和５年度山都町一般会計補正予算（第９号）について 

○議長（藤澤和生君） 日程第11、議案第20号「令和５年度山都町一般会計補正予算（第９号）

について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） それでは、議案第20号、令和５年度山都町一般会計補正予算（第

９号）を説明いたします。 

 歳出から説明いたしますので、18ページをお願いします。 

 まず、全体を通しまして、人事院勧告に伴う会計年度任用職員の１節報酬、３節職員手当等、

４節共済費、８節旅費を調整しております。 

 ２款１項総務管理費です。 

 ５目財産管理費では、14節工事請負費において、旧中島西部小学校校舎で新規の賃借に対応す

るため、給食室に電気料子メーターを設置する工事費13万2,000円と、16節公有財産購入費にお

いては、蘇陽地区の今滝下造林組合と清和地区の舞岳造林組合において、分収林契約に基づき、

立木のまま権利を購入するための費用192万2,000円を計上するものです。 

 11目企画費では、18節負担金補助及び交付金において、路線バスの赤字路線の欠損を補填する

支援策として、地方バス運行等特別対策補助金を計上しておりましたが、収入見込みが増額とな

ったため、支援金額を540万9,000円減額するものです。 

 15目小水力発電施設事業費では、本年度の売電収入で歳出経費を賄うこととしておりましたが、

売電収入見込みが大幅に下回ったことから、590万円を一般財源に組替えするものでございます。 

 次のページをお願いします。 

 25目新型コロナウイルス感染症対策交付金事業費では、３節職員手当から18節負担金補助及び

交付金におきまして、各所管課で実施しています各種事業経費の実績により、事業費1,448万円

の減額を行うものです。 

 次のページをお願いいたします。 
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 27目新型コロナウイルス感染症対策臨時特別給付金給付事業費では、22節償還金利子及び割引

料において、令和４年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金事業の額が確定したことにより、

県補助金11万3,000円を返還金として計上するものです。 

 31目物価高騰対応重点支援地方交付金事業費は、１節報酬から18節負担金補助及び交付金にお

きまして、実績により事業費2,283万2,000円の減額を行うものです。 

 ２款２項２目賦課徴収費では、12節委託料において、定額減税に対応するために、住民税シス

テム改修を行うため、184万8,000円を計上するものです。 

 22ページをお願いします。 

 ３款１項社会福祉費です。 

 １目社会福祉総務費では、22節償還金利子及び割引料において、令和４年度生活困窮者就労準

備支援事業費等補助金の額が確定したことにより、7,000円を返還金として計上するものです。 

 ７目保険事務費では、27節繰出金において、保険給付する上で、法定負担金決定に伴い、特別

会計に繰り出すものです。 

 ４款１項６目環境衛生費では、18節負担金補助及び交付金において、浄化槽整備促進事業補助

金で、設置数減が見込まれることから、747万4,000円を減額するものです。27節繰出金において

は、金内橋水道管応急工事に係る国庫補助金が年度内に受入れができないことから、相応分を一

般財源で補填するため、特別会計に繰り出すものです。 

 23ページをお願いします。 

 ５款１項31目地籍調査費では、国補正予算の交付決定を受けて、必要な事業費に対する予算４

億4,007万6,000円を計上し、うち３億2,658万円は国費でございます。 

 25ページをお願いいたします。 

 ５款２項林業費です。 

 ２目林業振興費では、11節役務費、12節委託料において、実績確定により不用額を減額し、財

源につきましても、それぞれ調整を行うものです。18節負担金補助及び交付金においては、阿蘇

森林組合、蘇陽加工所への木材乾燥と設備導入補助事業のうち、県費２分の１分の３億1,774万

5,000円を計上するものです。 

 ７目治山費では、12節委託料において、実績確定により36万3,000円を減額し、14節工事請負

費においては、事業取下げ申請により630万円を減額するものです。 

 ６款１項商工費です。 

 ２目商工振興費では、18節負担金補助及び交付金においては、補助事業、不採択を受けて、

1,856万円を減額するもので、財源につきましてもそれぞれ減額調整を行うものです。 

 ４目観光施設費では、そよ風パークに設置します木質バイオマスボイラーに関連する費用で、

12節委託料においては、委託内容精査に伴う導入調査委託料161万1,000円を減額するとともに、

設置に係る実施設計及び管理業務委託料495万円と、14節工事請負費で、設置工事費5,489万

5,000円を計上するものです。財源といたしましては、県費2,500万円と森林環境整備基金1,275

万7,000円を充当いたします。 
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 ６目文化交流拠点施設費は、市町村交付金の交付決定により、財源組替えを行うものです。 

 ８目観光施設整備事業費は、企業版ふるさと納税寄附金のうち、100万円を道の駅整備事業に

充当するために財源組替えを行うものです。 

 ７款１項土木管理費です。 

 １目土木管理総務費では、18節負担金補助及び交付金において、県工事負担金額の確定に伴い、

202万5,000円を増額し、申請数減に伴い、戸建て木造住宅耐震改修事業補助金及び民間危険ブロ

ック塀等安全確保支援事業をそれぞれ減額するものです。 

 次のページをお願いします。 

 ７款２項道路橋梁費です。 

 ６目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費は、実績確定に伴い事業費を減額するとともに、

補助対象外の事業費を一般財源に組み替えるものです。 

 ７目社会資本整備総合交付金事業費では、道路改良工事の事業内容見直しの実績確定に伴い、

事業内での節間の調整を行うものです。 

 12目道路メンテナンス事業費では、12節委託料において、入札において不用額の減額調整と併

せて、橋梁補修設計委託業務を前倒して実施するため、466万8,000円を計上するものです。14節

工事請負費においては、不用額調整と入札不調に伴う設計見直しによる増額変更で、1,070万

5,000円を減額するものです。 

 次のページをお願いいたします。 

 ７款４項住宅費です。 

 １目公営住宅等管理費では、12節委託料において、団地建て替え事業の設計見直しにより、48

万4,000円を14節から組み替えると共に、14節工事請負費においては、県補助金の事業費配分調

整に伴い、町営住宅解体工事509万6,000円を追加及び調整するものです。 

 ８款１項消防費です。 

 １目常備消防費では、18節負担金補助及び交付金において、令和元年に亡くなられた上益城消

防組合職員の損害賠償請求事件判決に係る損害賠償金のうち、一部を構成町において負担するた

め、1,963万3,000円を計上するものです。 

 ４目災害対策費では、３節職員手当に、今年度分の災害待機に伴います職員の時間外勤務手当

53万9,000円を計上するものです。 

 次のページをお願いいたします。 

 ９款４項社会教育費です。 

 ２目公民館費では、平成28年熊本地震復興基金の追加交付を受け、400万円を中央公民館耐震

改修工事費の一部に充当するため、財源組替えを行うものです。 

 11目矢部高校応援事業費では、企業版ふるさと納税寄附金のうち100万円を矢部高校応援事業

に充当するため、財源組替えを行うものです。 

 13目通潤橋保存活用事業費では、通潤橋橋上観覧料増額に伴いまして、増額分９万3,000円を

財源組替えするものです。 
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 ９款５項保健体育費です。 

 ２目体育施設費では、平成28年熊本地震復興基金の追加交付を受け、800万円を蘇陽林業者等

健康増進施設照明取替え工事費の一部に充当するため、財源組替えを行うものです。 

 ５目中央グラウンド周辺整備事業費では、14節工事請負費において、補助金交付決定を受けて、

要望額との差額を減額調整するとともに、当初、総合体育館建設工事費の一部に公共施設整備基

金を600万円充当することとしておりましたが、平成28年熊本地震復興基金の追加交付を受けて、

同工事に6,090万6,000円を充当するため、財源組替えを行うものです。 

 10款１項農林水産施設災害復旧費です。 

 １目現年度農業施設災害復旧費では、12節委託料において、査定額決定に伴い、測量設計委託

料を8,845万7,000円、委託内容調整に伴い、査定設計書作成業務委託料を412万8,000円、それぞ

れ減額するものです。 

 次のページをお願いいたします。 

 14節工事請負費において、査定額決定に伴い、３億360万円減額するものです。 

 10款２項公共土木施設災害復旧費です。 

 １目現年度公共土木施設災害復旧費では、４節共済費において、会計年度任用職員の社会保険

料に不足が生じるため、10節需用費から6,000円を組替えするものです。 

 12款２項基金費です。 

 １目及び８目、10目から17目においては、それぞれの基金の利子分を積み立てるものです。 

 ２目減債基金費は、普通交付税で追加交付を受けた中から一部を令和６年度、令和７年度の臨

時財政対策債の償還金に充てるため、3,003万4,000円を基金に積み増すと共に、利子分１万

2,000円を積み立てるものです。 

 ９目学校教育施設整備基金費は、廃校施設の目的外利用相当分の経費を基金化するために、24

万3,000円を積み増すとともに、利子分2,000円を積み立てるものです。 

 18目まちひとしごと創生推進基金費は、企業版ふるさと納税で寄附を受けた1,200万円のうち、

1,000万円を基金に積み増すものです。 

 34ページの19目町道維持管理基金費は、特定防衛施設周辺整備調整交付金3,726万2,000円を基

金に積み増すとともに、利子分2,000円を積み立てるものです。 

 21目国宝「通潤橋」保存活用基金費は、通潤橋の橋上観覧料796万5,000円を基金化するもので

す。 

 13款予備費は、調整です。 

 続きまして、歳入を説明いたしますので、11ページをお願いいたします。 

 12款地方交付税は、普通地方交付税の確定に伴い、4,223万7,000円を計上し、本年度の確定額

を53億5,558万9,000円とするものです。また、特別地方交付税は、増額分１億2,843万6,000円を

計上するものです。 

 14款２項負担金です。 

 ３目農林水産業費負担金では、申請者からの治山工事取下げ申出により、67万6,000円を減額
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するものです。 

 ６目災害復旧費負担金では、農地等災害復旧事業費の減額を受けて、受益者負担金１億1,796

万3,000円を減額するものです。 

 15款使用料及び負担金から17款県支出金は歳出で説明いたしましたので、省略いたします。 

 15ページをお願いいたします。 

 18款１項財産運用収入は、それぞれ基金利子です。 

 19款寄附金です。企業版ふるさと納税寄附金の追加分、1,200万円を収納しております。 

 次のページをお願いします。 

 20款２項基金繰入金です。 

 ８目公共施設整備基金繰入金は、当初繰入れする予定でしたが、歳出で説明しましたとおり、

県から平成28年熊本地震復興基金が追加交付されたことを受け、全額を基金に繰り戻すものです。 

 17目森林環境整備基金繰入金は、森林環境贈与税関連事業の調整によるものです。 

 20目国宝「通潤橋」保存活用基金繰入金は、通潤橋橋上見学料収入を基金化した中から、歳出

の通潤橋保存活用事業に要する分を繰り入れるものです。 

 22款５項雑入です。市町村交付金406万3,000円は、歳出で説明いたしました事業に充当するも

のです。平成28年熊本地震復興基金7,290万6,000円は熊本県から追加交付されたもので、歳出で

説明しました事業に充当するものです。清和水力発電所売電収入1,600万円は、売電収入の減に

伴い、減額するものです。 

 ３目過年度収入は、実績確定に伴い、追加交付されるものです。 

 23款１項町債です。それぞれ事業の調整に伴い、減額するものです。 

 戻って、６ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費です。年度内の事業完了が見込めない事業を翌年度に繰越して行うものです。

全34事業、33億9,083万8,000円です。 

 ８ページをお願いします。 

 第３表地方債補正です。橋梁補修工事及び治山工事に伴う事業費の減額によりまして、起債額

を変更するものです。 

 表紙の次のページをお願いいたします。 

 令和５年度山都町一般会計補正予算。 

 令和５年度山都町の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億9,700万円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ179億7,400万円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 繰越明許費。第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用するこ

とができる経費は、第２表繰越明許費による。 

 地方債の補正。第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。 
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 令和６年３月３日提出、山都町長職務代理者です。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第20号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 26ページの商工振興費なんですが、地域商業機能複合化推進事業補助

金というものがなくなったといいますか、事業が達成できなかったというような御説明だったと

思いますが、すいません、これについてもうちょっと詳しく御説明いただきますか。ちょっとこ

の事業の内容について、今、忘れておりますので、これが何だったのか。どの開発、地域振興に、

商業の振興に使われるはずだったお金か。どういう計画で、どういうふうにし流れてしまったの

かというところを、もう一度御説明いただけますでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） それでは、お答えします。まず、地域商業機能複合化推進事

業というのは、昨年の９月補正で計上させていただいたものです。 

 商店街等の組織または民間事業者が商店街等において、来街者の消費動向の調査分析、新たな

需要の創出につながる魅力的な機能の導入を行い、最適なテナントミックス、いろんな業種業態

の組合せを実現して取り組むというものでございます。経費の一部を国が２分の１、それと町が

４分の１、それと間接事業者が４分の１負担をして実施する事業でございます。 

 具体的には、事業の計画としては、小一領神社の参道及び空き地を活用して、門前町スタイル

のテナントミックス事業を行う計画でございましたけれども、第三次の募集に申請を８月に行っ

てありました。申請の結果が９月末にありまして、この時点で不採択という通知をいただいたも

のですから、予算のほうを今回、減額をさせていただいたところです。 

 ９月予算に予算を計上したわけですけれども、事業採択の可否を内示後に挙げればよかったわ

けですけれども、事業期間が残り半年であるということと、採択後の正式な交付申請書を提出す

る際に予算の議決の書類を添付する必要がありましたので、９月の議会に計上させていただいた

というところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 思い出しました。小一領神社前の何かコンテナハウスのような事業だ

ったというふうに思っています。 

 この事業なんですが、国の募集時期をということだったんだろうと思うんですが、やっぱり町

なかの再開発を今後ともやっぱり考えていかなくちゃいけない上で、こういう事業は今後もまた

応募するという芽があるのかというようなところが１点と、それからもう１点、次のページの道

の駅のほうに財源を組替えて100万円というふうなお話があったというふうに思って、観光施設

整備事業費というところです。道の駅、今、あまり評判がよろしくなくて、昨日ちょっとは課長

にお伺いしたところ、あそこの身障者のところの雨よけというか、それと下屋がつながっていな

いというところを申し上げたら、それは工事をする予定ですというふうにおっしゃったんですよ



- 40 - 

ね。そういうふうな追加の工事というのが今後も出てきそうな気がしているんですけれども、こ

ういった見通しといいますか、やっぱり度々こういうふうにして補正をしながらやっていくべき

こと、町の持ち物だし、やっていくべきことなのかなあ。やっぱ使いやすいように改修をしてい

くということは非常に大事なことかなというふうに思っているんですが、そこも、もう１点併せ

て御質問いたします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 失礼します。先ほどの地域商業機能複合化推進事業につきま

しては、まちづくりやべのほうで申請をされたわけですけども、来年度申請をするかどうかにつ

いてはちょっとまだはっきり確認をしておりませんので、そういったところの取組も今後必要に

なると思いますので、まちづくりやべのほうとも協議をさせていただきたいというふうに思いま

す。 

 それと、道の駅の整備の件でございますけれども、身障者の駐車場から直売所のほうへのアク

セスの屋根については、令和６年度の来年度の予算のほうで計上をさせていただいております。 

 それと、もろもろひさしをつける工事ですとか、そういった部分の追加の工事を令和６年度に

計上させていただいております。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 大きく３点お願いします。19ページから20ページに、価格高騰重点

支援補助金の減額とか、飼料価格高騰の減額とか、その次のページに、物価高騰対策重点支援地

方交付金事業費が大きく2,000万円減額されている理由については、最初の見通しから実績に応

じた減額ということでは理解するんですけど、それは結構、物価高騰に対するせっかくの事業が

減額されるというのは、住民の方に対してどうなのかなというふうに思いますので、どうしてそ

んなふうに大きく、特に2,000万円のマイナスというのは繰越しができるのかとか、返還せなん

のかとか、その点について一つお尋ねしたいです。 

 それと、22ページに、浄化槽整備設置の申請が減ったのでという減額と、それから27ページに、

耐震工事についても多分申請が減ってということでの減額だと思うんですが、もったいないなと

思うんですね。せっかくの予算なので、これは足りないぐらい、補正で追加するぐらいしていた

だければありがたいと思うんですが、この現実について今後どのようにお考えかということと、

29ページの橋梁点検の委託料も減額されている理由をお尋ねしたいと思います。 

 以上、お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。物価高騰対策支援重点交付金事業ですけれど

も、これは非課税世帯、１世帯当たり７万円の給付支給という国の事業になります。予算計上時

では、2,800世帯で算定して計上いたしております。 

 予算については不足しないように、議員おっしゃったとおり、ある程度の安全係数を掛けて予

算を計上いたしております。実績分が2,371世帯ということで、500世帯分ほど多めに予算を組ん
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でいたというところで、金額的には大きく返還金がなっております。 

 繰越しはこの事業においてはいたしませんので、３月末締めということで事業を実施いたしま

す。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） お答えします。浄化槽の補助金につきましてですが、計画で

50基予定しておりました。その中で、人槽、５人槽、７人槽、10人槽という形で計画をしていた

んですが、５人槽については予定より多かったんですけども、こういう御時世ですので、７人槽

のほうの申請のほうがどうしても少なくなっておりまして、その分と、あと12槽、大規模のほう

も予定していたんですけど、今回は申請がなかったと。実績です。 

 これは単年度ではなく、国県の補助がありますので、５か年計画でしておりますので、来年度

以降の申請のときには上乗せという形でできますので、そういう形で対応していきたいと思いま

す。 

○議長（藤澤和生君） 建設課長、西賢君。 

○建設課長（西  賢君） 道路メンテナンス事業の減額補正について説明いたします。委託

料につきまして、1,536万3,000円の減額になっております。 

 これにつきましては、一番大きい要素としまして、鮎の瀬大橋の橋梁点検の委託を今年度発注

しておりました。一応3,000万円程度の予算で予算していたんですけども、1,760万ということで、

予算からの落札率が58％で、これが1,200万ほど出ていると。トンネル委託料につきましても、

2,300万円の予算が1,500万円ほどで、それにつきましても、落札率が68％、この額を橋梁の補修、

前倒しして、466万8,000円を追加して委託をやりたいということと、工事費請負費の1,070万

5,000円の減額につきましては、柳井原大橋を繰越し予算と令和５年度予算、合冊で発注してお

りました。 

 繰越し予算につきまして、別の路線で減額になったものですから、繰越し予算の事業費を満足

するために、繰越し予算と合冊にしとるものですから、繰越し予算のほうで柳井原大橋の補修を

やったということで、現年分の予算が減額になったと。不用額が生じたということになります。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ９番、飯開政俊君。 

○９番（飯開政俊君） 18ページです。公有財産の購入費で、立木権利の購入費ですけども、

どのくらいの面積で、この192万2,000円の価格の基準ですね。どうやって算定して、この数字が

出たかということと、もう１点は、９月の決算審査でも毎年議題にのぼるんですけども、小水力

発電施設の今年の売電収入が非常に減額しておりますけども、そこのところの説明をお願いを申

し上げます。 

○議長（藤澤和生君） 蘇陽支所長、村上敬治君。 

○蘇陽支所長（村上敬治君） お答えいたします。分収林につきましての面積は1.2ヘクタール
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になります。 

 以上です。 

 （「算定根拠」と呼ぶ者あり） 

 失礼いたしました。それと、その算定根拠につきましては、金額の0.7を掛けた金額というこ

とで算定しております。 

 以上です。失礼いたしました。 

○議長（藤澤和生君） 清和支所長、長崎早智君。 

○清和支所長（長崎早智君） まず、立木権利購入費の件についてお答えいたします。清和地

区内の舞岳造林組合分ですが、昨年４月に皆伐の届けがございましたが、その後、立木のまま権

利を買い取らせていただくということで、町の方針といたしましたので、昨年９月の補正予算に

おいて立木調査を行っております。 

 10月、12月の間に調査を実施していただきまして、そこで評価額を算定していただいておりま

す。販売総額が1,478万5,000円の算定に対しまして、市場に出した場合ですとか搬出経費等を、

そのうち、年間の平均の係数等を掛けまして、1,300万円ほどの経費を引きまして、差引きの価

値が176万6,000円となっておりまして、その７割分の123万6,320円を今回、計上させていただい

ております。 

 また、水力発電所についてお答えいたします。かねてより、皆さん方から御意見いただいてお

りますが、今年度は年度当初より、取水口への土砂の堆積が続いておりまして、４月、５月で既

に５回ほど掘削作業を行いました。 

 その後、大雨等もございまして、常に堆積、掘っても掘っても詰まるという状況が続いており

ましたし、観光シーズンもありましたので、６月から８月は掘削を行わずに、発電自体をストッ

プしております。 

 その後、９月に発電を再開いたしましたが、今度はそもそもの上流域から流れてきます水量が

例年の２分の１から４分の１ほどに減少しておりまして、全く取水口が詰まっている状況ではな

いんですけども、発電所に取り入れる水が少なく、例年、発電所を運営し始めて、初めての減少、

これほど大幅な減少になっております。 

 補正予算計上前の12月時点で売電収入が342万円、１月末でもプラス40万円で383万円の歳入と

いうことですので、３月、今回の補正予算で歳入のほうを減額させていただいております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） すいません、少し補足させていただきます。ただいま、蘇陽支所

長、それから清和支所長のほうから答弁をさせていただきましたが、蘇陽支所におきましては、

今滝下造林組合の分でございます。 

 先ほど清和支所長が申し上げたとおり、それぞれ森林組合から見積りいただいた中でやってお

ります。 

 先ほど蘇陽支所長のほうからありました0.7というのは、分収契約によりまして、その金額の
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７割をお返しするというところでの金額を上げているということでございました。失礼しました。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 同じく小水力の件についてお尋ねなんですが、今年度は売電収入が

1,600万円減収ということの見込みで、支出のほうも財源組替えをされておりますが、そもそも、

これは以前からずっと、先ほど支所長のほうも申されましたが、これは懸案事項でございました

し、直近では昨年の12月に、定期の監査報告を見せていただきましたが、そのときの報告書の中

にも、この事業については一考されたいというふうな指摘事項がございました。 

 そのことを受けて、どのように対処されたのか。先ほどの支所長の説明では、これまでにない

かってないこの減収であったし、状況がそういうことであったということですが、今後はまた、

そういう大雨だったりというのは、この気象条件が近年こういうふうになっておりますので、今

後さらにそういうことが予想されますので、このことについては、早々にどういうふうにするの

かというのを考えなければならない時期なんですが、その指摘事項を受けて、どのように協議を

されたか。されてなければされてないで結構ですが、そこの答弁をお願いします。 

 それから、22ページの金内橋が崩落したことによる水道管布設のこの事業に関して、国県支出

金が３月までに見込めないから減額をいたしましたということですが、３月までに見込めないで

なくて、もう入る見込みがないということだったのですか。そこを再度お尋ねいたします。 

○議長（藤澤和生君） 清和支所長、長崎早智君。 

○清和支所長（長崎早智君） お答えいたします。まず、発電所の状況につきまして、しゅん

せつ等の関係は令和４年６月に県のほうに要望しております。それを受けまして、令和５年度、

県のほうで予算化をいただいておりまして、今年度、しゅんせつをされることとなっております。 

 当初は、10月に発注を予定されておりましたが、災害対応などで発注の時期が年明けにずれ込

みまして、３月末の工期で、現在工期中でございますので、そこをお知らせしておきます。 

 今後の発電事業についてですが、年度当初はこれまでの売電実績を踏まえまして、定額買取り、

ＦＩＴ制度終了後も黒字で維持できる見込みとして、今後の決算、収支状況の見込みを立ててお

りましたが、11月時点でその現状を踏まえまして、大幅に下方修正をいたしました。 

 この資料を基に、当初予算計上前に町長と協議を行っておりまして、まずは、県のしゅんせつ

工事の完了を待ち、水量の回復状況がどうなるかというのを判断したいと思います。また、春先

は出水期でもありますので、その回復状況も参考にすることとしております。 

 今回当初予算では、経常的な点検等の経費を計上させていただいておりますが、春先の水量の

回復の状況等を見まして、また、施設の通常行っております年次点検等も前倒しで実施いたしま

して、その結果も踏まえ、新年度の早い段階で存続または廃止や譲渡等も選択肢に含めた上で方

針を決定することと、町長と協議をしております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） お答えします。この197万4,000円につきましては、国県の支
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出金からの補助金なんですが、あとで簡易水道の会計のほうの補正にも上げておりますが、本工

事費の決定に伴い、その分の国庫補助金と併せて国のほうが繰越し処理をしております。 

 ただ、本年度で簡易水道会計のほうが閉じますので、入ができない不足分については一般財源

のほうで入れて、国県の補助金については水道事業のほうに後でまた入るという形になります。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） すいません、先ほどの飯開議員のほうからの質問で、私の答弁を

訂正させていただきます。森林組合からの見積りと申し上げましたが、正確には熊本県森林組合

連合会のほうに委託をいたしまして、見積りを取って、その金額を根拠としております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） すいません、先ほどの質問で、耐震工事についての減額にはちょっ

と答えていただいてないのと、それと、いろいろ価格高騰とか、飼料高騰とか、物価高騰とか、

いろいろありましたけど、御説明いただいたような物価高騰の分だけだったんですよね。それは

繰越しもなく、返還もないんですかね。 

 あと、コロナ補助金については、何か繰越しができるとかいう話もちらっと聞いたんですけど、

それをはっきりさせていただければありがたいかなと思います。 

 橋梁点検のことで聞いたのは、何か所かあって、当初のときにきちんと理解できてなかった私

も悪いんですけども、鮎の瀬大橋だけじゃなくって、ほかにもされる予定だったのができてない

のかなと思って、お尋ねしたところでした。すいません。まだお答えできてない分をお願いした

いと思います。 

○議長（藤澤和生君） 建設課長、西賢君。 

○建設課長（西  賢君） 失礼しました。耐震改修工事の補助金なんですけども、耐震改修

工事、減額の209万円につきましては、申請がなかったと、個人から申請がなかったということ

で、不用額として減額しております。 

 ブロック塀につきましても、申請が１件だったものですから、20万円の不用額が生じましたの

で、減額しているということになっています。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） それで、飼料高騰対策の支援事業補助金、減額29万4,000円と

なったところの実績をお知らせしたいと思います。 

 当初予算を組むときに、畜産統計の頭数で組んでおりますけれども、若干の余裕を持って組ん

でおるところでございます。 

 鶏につきましては規模拡大等も見越した要求をしていたところでございますけれども、実際に

はほぼほぼ全員からの申請があっているということと思っております。 

 統計を上回って申請された農家が１件あるのと、あと牛になりますけれども、一、二頭の飼養

のところについては３件ほどが辞退をされているということで、この申請につきましては、一応
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全農家さんに通知をして申請をしていただいているということになっております。申請があった

分で29万4,320円ほどが不用額となったということでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） お答えします。19ページにあります新型コロナウイルス感染

対策交付金事業のほとんどなんですけども、国から山都町は幾らですよという形で補助金が下り

てきます。それに対して、この山都町はこのメニューをしますよというところで、最初申請を出

します。申請を出して、もちろん単年度事業ですので、その年にしてしまうという形になります。

この事業をするためにはこれぐらいの予算が必要ですよねということで、最初、予算を立てます。

それに対して、先ほどありましたように、応募がなかったりとか、事業費が少なかったりとかと

いうときには、じゃあほかのところに回しますとか、そういうことはできませんので、それに関

しては返還という形になります。 

 物価高騰とか、飼料高騰とかありますが、流れとしましては、コロナウイルスの交付金が物価

高騰という名前を変えて、同じような仕組みで上から下りてきているという形になります。 

 繰越しに関しましても、繰り越せる事業もありますし、繰り越せない事業もあります。それは

いろいろです。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） それでは、返還金の実績について御報告いたします。まず、19ペ

ージの物価高騰重点支援補助金888万円の返還ですけれども、これを住民税非課税世帯、１世帯

当たり３万円の給付になっております。これは10月で終了をいたしております。実績が2,707世

帯で、811万2,000円の給付になっております。 

 それから、20ページの一番上の上段、社会福祉施設等価格高騰支援補助金の17万円の返還にな

ります。この事業も同じく10月に終わっております。実績が、介護事業所14、障害者施設６、私

立保育園５、学童クラブが７で、1,583万円の実績になっております。 

 その下の下段、令和４年度の低所得の子育て世帯支援給付金の返還金ですけども、これは最終

調整ということで、令和４年度の事業になります。住民税非課税世帯、１人当たり５万円の給付

金になります。166名が対象で、880万円の実績になっております。 

 その下の物価高騰対策支援金の給付金に関しましては、先ほど申し上げました今年度３月まで

の事業ということで、見込み分で計算をいたしまして、返還金のほうを計上いたしております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 26ページですね。バイオマスボイラーについて質問ですけれども、導

入調査委託料ということでマイナスになっております。これは前にも、昨年、その前にも出とっ

たと思うんですけども、トータルでこの調査費用というのは幾らかかったかというのと、今度、
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バイオマスボイラー設置工事ってありますけれども、工事請負費ってありますね。上の設置工事

設計監理業務委託料という会社と、この設置業者というのは違うんですかね。 

 それが一つと、これを用いたときのメリットですね。どれぐらいのメリットになると、費用対

効果がどれくらいあるからこの予算をかけてやるということでお考えなのかをお聞きします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） それでは、お答えします。木質バイオマスボイラーにつきま

しては、令和５年度と４年度を合わせまして、790万円ほど調査費用の予算を組んでおります。 

 今回161万3,000円の減額については、当初、そよ風パークと通潤山荘の２か所を予定しており

ましたので、予算のほうを計上しておりました。 

 通潤山荘のほうは御存じのとおり、民間に売却ということになりましたので、その分は減額と

いうことで予算のほうを計上させていただいております。 

 木質バイオマスボイラーの概要を少し御説明させていただきたいと思います。今、タブレット

のほうに配信があったと思いますけれども、山都町バイオマスボイラー計画図の１ページをお開

きいただきたいと思います。 

 木質バイオマスボイラーについては、既存の温水ボイラーと併用することが基本になります。

木質ボイラーで、１日の中のベースとなる熱需要をバイオマスボイラーで賄い、そのベースを超

えるピーク負荷を化石燃料ボイラーで補うという仕組みとなります。 

 １ページには、左側に新設家屋、建屋、それと右側のほうに既存のボイラーということで、セ

ットで整備が必要になります。 

 それと、２ページ目をお開きください。今回設置する場所でございますけれども、新設ボイラ

ーの配置図になります。場所はそよ風浴場、キッチンマアム、宴会場がある建物の東側の赤い線

で囲んでいる場所になります。 

 ３ページを御覧ください。３ページのほうは、搬入経路を示しております。 

 ６ページが、建屋、平面、立面図になります。構造は鉄骨造ということで、計画をしておりま

す。 

 御質問のありました業者については、設計の業者と工事を請け負う業者についてはまだ予算も

確保できておりませんので、業者については入札なりの手続を経た後に業者のほうが決まるとい

うことになります。 

 それと、整備に関する効果ということでございましたけれども、町内の公共施設で熱源として

利用することで、木材の需要創出と地球温暖化に貢献できるということと、それと化石燃料が減

少することで、町外に資金が流れませんので、地域の木材の資源を供給することで、地域に資金

が循環するということが挙げられると思います。 

 それと、三つ目に、町が取り組むＳＤＧｓの未来都市の実現に貢献できるということが挙げら

れるかと思います。 

 導入調査の中で試算をしてありますけれども、具体的に化石燃料については、これまでそよ風

パークの大浴場で年間、大浴場の営業をしていたときの化石燃料の消費量というのが７万2,000
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リットル、これが約半分になるということです。 

 それと、まきの調達に経費がかかりますので、今、調査費の中で試算をした金額で申し上げま

すと、燃料費だけでの削減が138万円ほどという報告を受けております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 13番、藤原秀幸君。 

○13番（藤原秀幸君） 昼食前の質問は嫌われますけれども、農林振興課長にお尋ねしたいと

思います。現年度災害復旧費、３億円ほどの減額というようなことで、パーセントでいえば20％

ちょっとかと思いますけれども、一応出させていたけれども取り下げられた。恐らくその中には、

社会的な要因ももちろん、米価の問題であったり、高齢化の問題であったり、それから、自力復

旧でするというようなこともあるかと思いますが、その要因についてどのようにお考えかという

ようなことをお聞きしたいと思います。 

 さきの一般質問でいたしましたが、そういった負担金の割合、問題ですね。設計費は２％と聞

いておりますけれども、そういったのも弊害になっておらんのではないかなと、一つの要因にな

っているのではないかなというような気もいたしておりますが、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） それでは、お答えをしたいと思います。今回３億円ほど減額

をしているところでございますけれども、まず、申請での状況をお知らせしたいと思います。 

 農地と施設を合わせまして、全体の申請件数は909件、そのときの被害額の想定として22億

2,720万円ほどという想定をしたところでございます。 

 その後、査定がございまして、12月末までかかったわけでございますけれども、その中で査定

に取り上げたのが合計で329件、査定決定額として12億円ほどという形になっております。こう

いうことがありまして、今回、減額をさせていただいたということになっておるところでござい

ます。 

 それから、自力復旧のほうもさせていただいておりますので、申請件数の中から、900件あっ

た分から250件ほどは自力復旧のほうに流れているのかなというふうに思っているところでござ

います。 

 負担金については、測量負担金が２％ということで、２月に一応測量負担金のほうを各農家さ

んのほうには発送させていただいているところでございますが、具体的にその弊害があるかどう

かというような情報等は聞いておるところではございません。安ければ安いほうがいいというの

はもう心情的には分かっているところでございますけれども、具体的に、負担金を払えないので

というのは、今、納付書を送っておりますので、そういったところでお話が出てくるのかなとい

うところを思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第20号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第20号「令和５年度山都町一般会計補正予算（第９号）について」は、原案

のとおり可決されました。 

 ここで昼食のため、１時まで休憩いたします。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午後０時03分 

再開 午後１時０分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第12 議案第21号 令和５年度山都町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て 

○議長（藤澤和生君） 日程第12、議案第21号「令和５年度山都町国民健康保険特別会計補正

予算（第３号）について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 健康ほけん課長、木實春美君。 

○健康ほけん課長（木實春美君） それでは、令和５年度国民健康保険特別会計補正予算につ

いて御説明いたします。 

 今回の補正につきましては、金額の確定や国民健康保険税本算定後の年度末までの収納額の見

込み等により、加減を行うものです。 

 歳出から御説明いたします。 

 ９ページを御覧ください。 

 ７款基金積立金でございます。国保財政調整基金利子を６万8,000円増額しております。現在、

２月末基金残高が４億1,635万1,891円です。 

 14款予備費は、調整です。76万2,000円です。 

 続きまして、７ページをお願いします。 

 １款国民健康保険税でございます。こちらにつきましては、本算定後、年度末までの収納額見

込みにより、789万5,000円の減額です。主な要因としましては、被保険者数の減少、約210名ほ

ど減少しておりますとともに、課税額が減少したこと、また、所得額が減少したことによるもの

です。 

 続きまして、５款財産収入１目利子及び配当金は、先ほど御説明いたしました国保財政調整基
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金利子で６万8,000円でございます。 

 ８ページをお願いします。 

 ７款繰入金でございます。 

 １目一般会計繰入金につきましては、今回、それぞれの項目ごとの金額が確定しましたので、

合計で865万7,000円の増額補正となります。 

 表紙の次のページを御覧ください。 

 令和５年度山都町国民健康保険特別会計補正予算。 

 令和５年度山都町の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ83万円追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億1,167万4,000円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第21号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第21号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第21号「令和５年度山都町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につい

て」は、原案のとおり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第13 議案第22号 令和５年度山都町介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

○議長（藤澤和生君） 日程第13、議案第22号「令和５年度山都町介護保険特別会計補正予算

（第３号）について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） それでは、議案第22号、令和５年度山都町介護保険特別会計補正

予算（第３号）について御説明いたします。 

 今回の補正予算は、国県補助の確定による財源組替えと介護予防サービスの増加分について計

上いたしております。 

 まず、歳出からです。 
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 ８ページをお願いいたします。 

 ２款１項介護サービス等諸費１目居宅介護サービス給付費から９目地域密着型介護サービス給

付費については、国県補助の確定により財源の組替えを行っております。 

 ９ページです。 

 ２款２項介護予防サービス等諸費１目介護予防サービス給付費18節負担金補助及び交付金580

万6,000円は、要支援者の施設サービス利用の増加により、３月まで予測される不足分を計上い

たしております。 

 ５目介護予防サービス計画給付費18節負担金補助及び交付金50万7,000円は、介護予防計画作

成に係る増加分になります。 

 ３目、４目、７目は財源の組替えになります。 

 10ページです。 

 ２款３項その他諸費から７項特定入所者介護サービス等費については、財源の組替えになりま

す。 

 11ページです。 

 ４款１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金24節積立金4,000円は、基金利子分を積み

立てます。今年度末の基金残高は、6,240万3,198円になります。 

 ５款５項高額サービス等諸費１目高額介護予防・日常生活支援総合事業サービス費18節負担金

補助交付金２万円は、３月まで予測される不足分を計上いたしております。一定の負担限度額を

超えた場合に払戻しされる費用になります。 

 予備費は、調整になります。 

 続きまして、７ページをお願いいたします。 

 歳入です。 

 ３款２項国庫補助金１目調整交付金は、現年度増額分1,288万4,000円を計上いたしております。 

 ５款１項県負担金１目介護給付費負担金は、現年度当初予算からの減額分2,068万7,000円を減

額で計上いたしております。 

 次に、表紙に戻っていただいて、２枚目をお願いいたします。 

 令和５年度山都町介護保険特別会計補正予算。 

 令和５年度山都町の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ780万円を削減し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ31億6,538万2,000円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第22号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第22号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第22号「令和５年度山都町介護保険特別会計補正予算（第３号）について」

は、原案のとおり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第14 議案第23号 令和５年度山都町簡易水道特別会計補正予算（第４号）について 

○議長（藤澤和生君） 日程第14、議案第23号「令和５年度山都町簡易水道特別会計補正予算

（第４号）について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） それでは、議案第23号、令和５年度山都町簡易水道特別会計

補正予算（第４号）の説明を申し上げます。 

 11ページを御覧ください。 

 １款１項１目一般管理費について、759万4,000円を減額補正しております。これは下鶴地区小

規模水道修理ほか、３地区の修繕料の不用額と公営企業会計移行支援委託料の不用額です。 

 ２目簡易水道整備事業費について、46万8,000円を減額補正しております。これは町道水の田

尾下鶴線改良に伴う水道管更新工事で改良事業が完了し、費用が確定したことに伴い、不用額を

減額するものです。 

 ３目災害復旧費について、703万3,000円を補正しております。14節の工事請負費増額は、12月

に行われた災害査定結果に基づき、金内橋の本工事を計上しております。その他の項目は、不用

額を減額するものです。 

 前に戻っていただき、９ページを御覧ください。 

 歳入につきまして、１款１項１目簡易水道負担金について、23万6,000円を補正しております。

これは歳出で説明した下鶴小規模水道修繕料ほか、３地区の修繕料の減額に伴い、各組合からの

負担金の減額と金内橋に添架する水道施設復旧本工事負担金の増額分を差し引いた額を計上して

おります。 

 ３款１項１目簡易水道国庫支援支出金について、266万1,000円を補正しております。これは先

ほど歳出で説明いたしました町道水の田尾下鶴線改良に伴う水道管更新工事で、改良事業が完了

し、調整交付金の額が確定したことによる増額と金内橋の復旧本工事の増額補正です。 

 ４款１項１目繰入金について、197万4,000円を補正しております。これは金内橋落橋で行った

応急仮工事の国庫補助金の算入が繰り越すことに伴い、不足額を計上しております。 
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 次のページを御覧ください。 

 ７款１項１目簡易水道事業債について、590万円を減額補正しております。これは先ほど歳出

で説明した公営企業会計移行支援委託費の不用額を全額起債対応しておりましたので、減額補正

しております。 

 ５ページを御覧ください。 

 繰越明許費です。 

 本事業は、国が行う金内橋災害復旧工事と並行して、添架する水道施設の災害復旧工事であり、

橋本体の工事が来年度施工のため、併せて繰り越すものです。 

 次のページを御覧ください。 

 地方債の補正です。 

 限度額を補正前の2,640万円から590万を減額し、2,050万円とします。起債の目的、起債の方

法、利率及び償還の方法は変更ありません。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 令和５年度山都町簡易水道特別会計補正予算。 

 令和５年度山都町の簡易水道特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ102万9,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,252万9,000円とする。 

 ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 明許繰越費。第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰越して使用するこ

とができる経費は、第２表繰越明許費による。 

 地方債の補正。第３条、地方債の変更は、第３表地方債補正による。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第23号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第23号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第23号「令和５年度山都町簡易水道特別会計補正予算（第４号）について」

は、原案のとおり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 
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 日程第15 議案第24号 令和５年度山都町病院事業会計補正予算（第２号）について 

○議長（藤澤和生君） 日程第15、議案第24号「令和５年度山都町病院事業会計補正予算（第

２号）について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 そよう病院事務長、枝尾博文君。 

○そよう病院事務長（枝尾博文君） それでは、議案第24号、令和５年度山都町病院事業会計

補正予算（第２号）について御説明いたします。 

 今回の補正は、医療提供において使用する機器、食事提供にて使用する機器、臨床実習にて使

用する機器における資本的収入に係るものです。 

 ４ページをお開きください。 

 補正予算（第２号）の説明書です。資本的収入及び支出における資本的支出です。 

 １款１項３目医療機械器具購入費286万2,000円の増。これはリハビリテーション科の昇降式平

行棒、歯科の記録画像撮影用カメラ、栄養科の調理用スチームオーブン、救急実習用気道管理モ

デルを計上しています。これは、経年劣化により修理をすることが困難となった機器を更新する

ものです。及び臨床実習等において使用する機器は、新規購入によるものです。いずれも早急に

今年度中の調達が必要となっているものであります。 

 前に戻っていただき、２ページをお開きください。 

 令和５年度山都町病院事業会計補正予算（第２号）。 

 第１条、令和５年度山都町の病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 第２条、令和５年度山都町病院事業会計予算第５条本文括弧書き中、資本的収入額が資本的支

出額に対し不足する額「2,341万9,000円」を「2,628万1,000円」に改め、資本的支出の予定額を

次のとおり補正する。 

 以下、科目、既決予定額、補正予算額、計の順に申し上げます。 

 支出。 

 第１款資本的支出、5,161万9,000円、286万2,000円、5,448万1,000円。 

 第１項建設改良費、789万5,000円、286万2,000円、1,075万7,000円。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第24号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第24号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第24号「令和５年度山都町病院事業会計補正予算（第２号）について」は、

原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

散会 午後１時20分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 12 日（火曜日） 
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令和６年３月第１回山都町議会定例会会議録 

 

１．令和６年３月６日午前10時０分招集 

２．令和６年３月12日午前10時０分開議 
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８．本日の欠席議員は次のとおりである。（１名） 

  ７番 興 梠   誠 
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10．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 
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  議会事務局長   嶋 田 浩 幸   外２名 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

開議 午前10時０分 

○議長（藤澤和生君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 テレビ局から、テレビカメラによる本日の議会の取材申込みがありましたので、これを許可し

ます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第１ 一般質問 

○議長（藤澤和生君） 日程第１、一般質問を行います。 

 ７人の方から質問の通告があっておりますので、本日４人、明日３人としたいと思います。順

番に発言を許します。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） おはようございます。８番、藤川多美です。 

 本日は、雨の後の足元の悪い中にたくさん傍聴においでいただきまして、誠にありがとうござ

います。 

 元日に起きました能登半島地震により、お亡くなりになられた方々へ謹んでお悔やみを申し上

げますとともに、被災された方々、その御家族や関係者の皆様に心よりお見舞いを申し上げます。

被災された皆様の、安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 

 今回は、服掛松キャンプ場について、そして山都町の将来の人口や、町内の買物困難者支援に

ついて一般質問をいたします。 

 それでは、引き続き質問台より質問します。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） それでは、まず始めに、服掛松キャンプ場について質問いたします。 

 キャンプ場の草刈りについて、５年前の指定開始後、満足に草刈りができてないこと、特に最

終年の令和５年度においては、これまでにない管理のまずさでした。 

 一番人目につきやすい、しかも、前年の令和４年11月に新たに教育委員会において、文化財に

指定された明治陸軍による野戦陣地の演習跡ですが、くしくもこの指定を受けてから、皮肉なこ

とに、特にこの部分が１年間ほったらかしで、草刈りが１度もされませんでした。 

 文化財でもあり、観光地でもあり、保育園や小学校や中学校など、地域の学校ばかりでなく、

お隣の五ヶ瀬町からも、子どもたちの遠足場所でもありました。そんな親しみのある場所が、な

ぜに１度も手を加えられなかったのか。地域のみんなにとっては、我慢の域に達し、町と議会に

もっときれいに整備してほしいと陳情がなされたところです。 

 議会においては、経済建設委員会に付託をされ、経済建設常任委員会では現地も見られ、指定

管理者からの聞き取りや、要望された地元の皆さんから御意見を聞くなど、審議をされましたが、
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12月定例会では結論が出されず、継続審議となされました。このことについては、12月定例会で、

担当課長、副町長、町長のトップ以下３名が管理不足を認められ、陳謝されたところでございま

す。 

 そこで、町としては、年３回草刈りをすることとする契約の不履行について、どのように対処

されたのかお伺いをいたします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） おはようございます。それでは、お答えをしたいと思います。 

 12月定例会以降の対応について申し上げます。 

 指定管理者代表とキャンプ場責任者を呼んで行政指導を行いました。自主的に整備計画書を作

成して来られましたので、内容を確認し、速やかに実施するよう指導したところです。その後12

月15日現在、それと12月27日現在、それと２月末現在の整備状況について、町へ報告があってお

ります。町も12月20日、１月25日、３月５日に現場確認を行っております。 

 毎月の業務報告についてでございますけれども、重点管理区域を設定をして、現状の写真の添

付を義務づけております。町は当面、２か月に１回程度指定管理施設の巡回を行うということに

しております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 業務計画というのは、当初に計画を出さなければなりませんね、協定

書にそう書いてございます。 

 前回も申しましたように、テントを張ったりする平らなところは本当にきれいに整備をされて

おりますが、それ以外のところ、例えば力仕事が要るところだとか、そういうところは全然なさ

れませんでしたが、当初に年次計画を出されるときに、その計画書が出ていると思いますが、今

回指摘をした地域の場所の計画はどんなふうになっておりましたですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） それぞれ利用目的に施設がございますので、それらの目的に

応じた利用と管理をやるということで報告は受けております。 

 ただ、御指摘があったとおり、管理のほうが不十分であったということでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 管理不十分ということは、前回の定例会でも、今回もまた課長がお認

めになられました。 

 協定書におきますと、第４条の管理物件に関して、管理物件を常に善良なる管理者の注意をも

って管理しなければならないというのが、協定書にうたってあります。なので、業務計画を出す

出さない以前の問題で、きちんとした注意をもって管理しなければならないということになって

おりますが、この５年間、契約不履行の部分について、どの部分が何年不履行だったのか。 

 12月の議会では、執行部の返答は曖昧でございました。これは素直に、管理者に聞くしかない
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のではないですか。毎日管理日誌をつけてあると思いますので、日誌で確認されるしかないと思

いますが、管理料の算定はどうされるのか。これもまた、協定書の中にあります。 

 契約というか協定書にうたってある事項について、履行しなかった場合は停止をしたり取消し

をしたり停止をしたり、経費の全部または一部を返還しなければならないと、返還を命じること

ができるとうたってあります。 

 どのように、今後、この返納に関して、不履行の部分についての返納に対してどのように対処

されるおつもりでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。指定管理者の指定後５年間の不履行というこ

とでございますけれども、管理者に聞き取りしましたところ、２年間という回答を受けておりま

す。管理不足の指摘を受けて、現在、業務改善に向けて取り組んでおりますので、管理料の返納

については考えておりません。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） ２年間というのはいつの、どの部分でしょうか。 

 展望所なんかは、新しい指定管理者になる前に、地元の整備委員会が前の業者さんのときに委

託を受けて、きれいにされましたが、その後手つかずの状態とお聞きしております。その点は確

認されましたでしょうか。 

 今課長がおっしゃいました、２年間だけ不履行だったというのはどの部分がいつからいつ何年

のとき不履行だったのかというのをお尋ねいたします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。ここは聞き取りで確認をしましたので、オー

トキャンプ場、それと調整池の周り等々について２年間ということで確認をしております。 

 それと、もう一つの質問。その２年間でよろしいですか。すみません。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 町のほうは確認をされてなかったわけなんですよね。 

 今回この草刈りができてないことが発覚して、それでもって、指定管理者の方に聞き取りをし

て分かったということでございますが、ちゃんとこの事件が発生してからもくにんはされました

よね。 

 今課長は、オートキャンプ場のところと、下の調整池のところとおっしゃいましたが、私が冒

頭申しました、あの服掛松のあの丘、あれは、前年度に指定をされました。それと同時に、上益

城郡の植樹祭がありましたが、それ以降、今度指摘するまでのちょうど１年間、丸１年間手つか

ずでございました。ですから、そこも契約不履行だったということになりますよね。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 服掛松の記念碑のところについては、すいません、先ほど申

し上げなかったんですが、そこの部分についても不履行だということを、草刈りをしてなかった



- 59 - 

ということでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） それでは、１年間も手つかずだったと、その前は２年間、場所によっ

ては２年間しなかったというのは事実であったということなんですが、ではしてもしなくても管

理料は返さなくていいというならば、この協定書はどうなりますか。 

 不履行があったならばそういう返還または一部または全額を返還しなければならないとありま

すけれども、じゃどういったときに一部返還を求めるのでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。契約上の不履行は確かにございましたけれど

も、現在行政指導を行って、業務改善に向けて取組を進めているところでございます。 

 これが、期限までに業務改善等がなされない場合は、そうしたことも検討しなければならない

というふうに考えております。 

 今回は、現在業務改善に向けて取り組んでいる状況でございますので、その状況を見て検討さ

せていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） では副町長にお尋ねいたします。 

 副町長は私のほうがこの、とにかく地元の方から、いや観光客●●●●●●●●●●●●●● 

●●から何ともみっともないと、私も何度もお叱りをいただきました。なので、もうたまり切れ

なくて、この地元の方も陳情書を出されましたが、その前に、私はたまたま副町長と電話でお話

しする機会がありましたので、このことを申しましたら、それはすぐに確認に行きますというこ

とで、確認に来ていただきまして、すぐにこれは担当課に命令されたことでしょう。もうすぐに、

翌日か翌々日にあの丘を切っていただきました。そういうのを目前に、ちゃんと、副町長は見て

おられます。 

 今申しましたように、１年間してない、その前も２年間してない、そのほかにもまだあります。

課長が申された以外にも、今も手つかずのところがございます。なので、この協定書にこういう

ふうに協定をうたっているのに、これを一部でもいいじゃないですか、できなかった部分の返還

を求めても、なぜこれをされないのですか、これをお尋ねいたします。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） まずは昨年12月の定例会でも申し上げましたとおり、御指摘のこと

につきましては、服掛松キャンプ場の管理者について、整備の不行き届きであったということ、

これにつきましては、町長、それから私のほうからも、謝罪をさせていただきました。現場も実

際私も見に行きまして、そういうところがあった点は確認できましたので、そのとおり、もう誠

実に謝罪をさせていただいたところであります。 

 それにつきまして、そもそも服掛松キャンプ場につきましては、私が旧蘇陽町入庁以来、昭和
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52年に入りましたけど、その前から服掛松キャンプ場は整備がされておりました。当時は、服掛

松のキャンプ場運営委員会の方々がしっかりと整備をされて、アットホームなキャンプ場として、

それなりの評価も受けておりました。 

 それからそよ風パークが管理運営者となり、あと、みずのとらベル隊、そして、今の現在の管

理者といろいろな変遷してまいりましたけれども、その月々につきまして、それなりの評価をし

ていただきました。そして、九州屈指のキャンプ場として育ってきたわけです。 

 その中で、今回こういった整備の不行き届きがあったことについては、改めて皆さん方にもお

わびをしたいと思います。また、そもそもこの服掛松キャンプ場が、町が整備した事のきっかけ

は、町の振興もありますけれども、地域の振興、発展を願うということもありました。ですから、

地域の人々と連携しながら、キャンプ場を中心に、核として盛り上げていくという大事な目的が

ございましたので、その点が今、果たされていないということは非常に残念に思います。 

 当時は先ほど申しましたとおり、町と地域と管理者が一体となってやってきた部分がございま

す。そして、良好な管理をして、九州屈指のキャンプ場となったわけですから、今後もそういっ

たことをやっていかなければならないわけですから、ぜひ、そこについては、管理者と地域の皆

様、そして町が一体となってこの取組をしていけるような体制をつくっていきたいと思っており

ます。 

 御指摘の管理の不行き届きの点については、細かな面もございますけれども、確かに、何年か

にわたって管理がしていなかった分について、議員御指摘のように減額すべきではないかという

こともあります。ただトータルとして見たときに、それなりの管理はしていただいた部分がござ

います。確かに御指摘のようにしていけなかった部分も、それはそれで看過していくのかという

ことがございますので、今後、指定管理者とも協議しながら、どういったことが適切であるかと

いうことは、また改めて協議していきたいというふうに思いたいと思っております。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 副町長から、当初のことからずっと経緯を申されました。 

 全くそのとおりでございます。地域振興が一つの目的でございまして、本当に、地域の方と一

緒に盛り上げて、いろんな祭り等もして、してきたところに、こういうふうなことになってとて

も残念でございますが、今、トータル的に整備をされたということで、私の理解としては、一部

の返還も求めないということであろうと思いますが、それでは、ほかのキャンプ場の士気が下が

ると思います。 

 ああ、これはしてもせんでも返還せんでもいいなとなりますよ。それでもいいんですか、もう

一度副町長お尋ねします。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） キャンプ場に限らずいろんな指定管理を町がそれぞれのところに施

設に指定管理しております。 

 おっしゃるとおり、きちっと指定管理を受けたところは、きちっと整備をしていただいて、管

理運営をしていただかんと困ります。ですから、そういった面で御指摘のようにそれを看過する
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ということであって、ほかの、じゃあほかのキャンプ場が管理の不行き届きであったらどうなる

かということは確かにございますので、そこについては、もう当然、しっかり管理していただく

ということは協定書にもあるとおり、大前提ですので。 

 今回のことについて、その分があるということで、議員も御指摘でございますけれども、そこ

はトータル的に考えて、勘案して対処していきたいと思っておりますし、そのことについて、服

掛松のことについて不行き届きがあって、町が看過したということで、ほかのキャンプ場あるい

はほかの施設がそういうことになるということでは私はないと思いますので、そこはきっちりと、

ほかの施設もしていただきたいし、今後、当該キャンプ場については、改めて、そこについては

していただければと思いますし、その点については、もう少し、担当とも協議を詰めていきたい

というふうに思います。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 結局は、副町長も看過する、看過というのは見過ごすといういうこと

ですよね。 

 ということになると、ほかの指定管理者の方が、もう適当に草刈りしとけばよかばいてなるの

がとても心配でございます。やはりここは、そのために協定書を結んであるわけですので、この

第17条をもっと、きちっと、かみ砕んでいただいて、しっかりとペナルティーはしてほしいと思

います。よろしくお願いしておきます。 

 もともと今の指定管理者は、５年前の応募の際、５年後、10年後は独立採算制に持っていける

とプレゼンをされました。それを考慮すると本来、今回の応募ではゼロ円で応募してこられるの

が当然だと思いますが、もうそのことはお忘れになっていたんでしょうか。町が示した金額で応

募してこられましたよね。このことについても、プレゼンの約束が守られていません。 

 昨年９月議会において、向こう５年間の指定管理料の新たな金額の債務負担の金額を示されま

した。これまでは年間369万7,000円の管理料でしたが、来年度からは143万4,000円ですが、９月

の議会での説明は、収入が多かったことを触れられたかと思いますが、一体年間幾らの収入があ

り、幾らの経費があり、この143万円の金額に設定されたのかをお伺いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。服掛松キャンプ場の収入ということでござい

ますけれども、現在手元に資料がございませんけれども、4,000万円近くの収入が上がっていた

というふうに記憶をしております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 4,000万円近くの収入があったと、経費のほうは述べていただきません

でしたが、どんなでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 詳細な資料を持っておりませんのでお答えできませんけれど

も、指定管理料の算定については、簡単に申し上げますと、直近３年間の収入及び支出の実績額
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の平均を算出をして、その差額を指定管理料としております。 

 人件費については、実績額から除いて民間給与実態調査、これはもう毎年変わりますので、そ

ちらの数値に置き換えて算定をしているところです。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 先ほど、詳細について説明できないことについては、ちょっと申し

訳ございませんけれども、指定管理については、収入と支出を総合的に勘案して、最終的にその

差引きとして、最低これだけは要るという金額を指定管理料として設定させていただいておりま

すので、そこは御了承いただきたいと思います。 

 先ほど、議員のほうから看過するということで、発言がございましたけど、決して看過はして

おりません。私も、きちっとそこは、当該キャンプ場の管理者が怠っている分については、きち

っとそれは見ていかなければならないし、それはほかの管理施設に対してのこともありますので、

当然していかなければならないというふうに思っております。 

 ただ、その中で先ほども申しましたように、決算監査の中でも御指摘がありましたように、当

該管理者も、しっかりと努力はされております。九州屈指のキャンプ場となって、それを維持す

べく、いろいろな努力もされておりますので、そこは御理解いただきたいと思っております。 

 先ほど申しましたように、その中でやはり町の地域振興、それから地域の人としっかりとまち

づくりをしていくということは非常に大事なことですので、そこについては、町も責任を持って

していきたいと思っておりますので、これから、そこら辺りをしっかりと対応していきたいと思

っております。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 指定管理料が算定をされましたが、昨年、次年度からのプレゼンがあ

りましたが、その際に、前回の、５年後は独立採算制に持っていきますよというのは、ちゃんと

プレゼンをされていました。 

 そこはどのように、プレゼンのときに、でも今回の応募されるときは町が示した金額で応募さ

れてきましたが、本当は０円で応募してこられるのが妥当ではないかと思いましたが、その点に

ついては、どうでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 服掛松のプレゼンテーションについては、５年前と昨年と２

回あったわけですけども、今回、そういう御提案がなかったということについては、そこの提案

をされた事業者のこれまでの運営とか含めての御提案というふうに理解をしております。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） ではプレゼンのとき、５年前はどんなことをしたいというプレゼンを

された、例えば独立採算に持っていくということが魅力だったから採ったのも一つあると思うん

ですよ。もう役場が指定管理料を出さなくてもゼロ円でやっていけるって、それも魅力だったと

思います。採用されるのに。 
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 ですから、５年前のプレゼンした内容は本当に、どのくらい達成出来できているのかなという

のも、本来はその審査のときに審査してほしいと思います。でないと、口でまかせにそれはきれ

いごとばっかり言って採ろうと思うのは、どんなことでも全国どこからでもプレゼンターを連れ

てきてすればいいんですよ。だけども、こうやって守られてないということなんですよね。 

 改めて、そこを例えばそのプレゼンのとき、おたくは５年後は独立採算制で持っていくとおっ

しゃいましたよねって、どうですかってお尋ねにならなかったんですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 昨年の選定委員会については、選定委員を外部から委員にお

願いをして選定をさせていただいております。 

 ５年前の選定については、そういう御提案もあったかもしれませんけれども、それはあくまで

も目標として発言をされたことではないかというふうに理解をしております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） やっぱり、言ったことに対しての責任は取ってほしいと思いますので、

それは、町もちゃんと頭の中に置いておいて、そのことは正していっていただきたいと思います。 

 あなたがゼロ円でしたいと、５年後は独立採算制でやっていきますよという提案をされました

から、期待しておりますよぐらい言っていいと思いますよ。●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●● 

 ではまた、次の質問ですが、新たに文化財に指定された服掛松の記念碑周辺を除外されました

が、新年度から、除外部分についての管理料の減額の算定はどうされましたでしょうか。先ほど

の新たな指定管理料は、過去３年分の収支と支出を見て計算をしたとおっしゃいました。だけど

も、今度はここの面積の部分が、もう管理をされなくてよくなりました。だけども、この面積の

部分についての減額のお話はございませんでした。なので、管理をしなくてよくなった部分につ

いての管理料の減額というのは、どのような算定をされたのか。 

 先ほど聞いたまででは、減額の算定はありませんでしたけども、新たにここは教育委員会のほ

うの管轄ということで、新年度の予算を見てみますと、年間59万7,000円が文化財整備委託料と

して払われるという予定になっておりますので、当然この部分が減額されてもいいんじゃないか

と思いましたので、お尋ねをいたします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 
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○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。服掛松記念碑周辺を管理範囲から除外した部

分の指定管理料の算定についてでございますけれども、服掛松キャンプ場の全体の面積が７万

5,000平米ほどあるかと思います。うち記念碑周辺の面積が5,008平米というふうに伺っておりま

す。割合で申し上げると6.6％の減少で、債務負担行為の設定をする段階では減少分を算定して

おりませんでした。 

 今月、年度協定の締結を行いますけれども、それまでに燃料費、消耗品費について、歳出総額

から減額をして算定し直す予定でございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） ではその算定額というのは今のところ分かりませんか。減額する予定

の額。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 金額については、まだ算定中で額が出ておりません。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） それでは、新たな、先ほど申しました143万4,000円の新年度からの年

間の委託料から、幾ばしかの金額が減額されるということでよろしいですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 御指摘のとおり債務負担行為の額から、その分を減額、減じ

た額ということでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 分かりました。 

 では、次の質問に参ります。 

 新年度からの指定管理者可決、昨年の12月の定例会直後なんですが、12月のうちに、もう本当

直後でした。キャンプ場で使用している車の無車検、いわゆる車検切れが発覚をいたしましたが、

しかも、１台ではなくて２台とお聞きし、びっくりをしたところです。無車検車運行の法定刑を

調べてみましたところ、２つの法令違反に値します。 

 一つは、道路運送車両法で、６か月以下の懲役または30万円の罰金です。もう一つは、自動車

損害賠償保障法で１年以下の懲役または50万円の罰金です。通常より１か月遅れで自賠責も切れ

ますが、車検も切れ、自賠責も切れたら無車検と無保険で罪が２つ重なり、さらに重い罰則で、

行政処分として免停日数は90日間の３か月です。それから１年６か月以下の懲役または80万円以

下の罰金、違反点数は12点となるため、例えば過去に３点以上の違反点を抱えていれば合計15点

となり、即刻免許取消しとなります。 

 無車検運行は、免停処分になったならば、公安委員会の指示によりまして、運転免許試験場で

免許停止処分者講習を受けなければなりませんので、●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●管理者の資格が問われるのは当然でございます。 

 指定管理者募集要項でも、社会的信用を著しく損なうなど指定管理者としてふさわしくないと

認められるときは、指定管理者の指定を取り消しできるものとするとあります。●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●町の責任と対応についてどうされたか、されてなければ今後どうされるおつもり

なのかをお伺いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） それではお答えします。指定管理者と山都警察署からも、12

月18日にキャンプ場で使用している車両について報告を受けたところです。町は12月20日に、山

都警察署地域交通課に出向き、指定管理者からの報告内容の確認を行いました。この件に対する

処理について、警察署は警告ということで念書を徴求されております。 

 よって、今回の件は同社に町として厳重注意処分書を12月26日付で発し、町長宛てに念書を徴

求したところです。同社も深く反省し、再発防止に努めることを確認しております。町も、指定

管理施設の管理状況について定期的に確認するなどして、指導を徹底してまいります。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 後手後手なんですよね日頃から。 

 車の管理等も、点検を町のほうが、点検というか管理監督が不十分だったおかげでこんなこと

になりましたが、本当に、これまで事故がなかったことが幸いなんです。●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●そこは本当に管理者として責任はあると思いますよ。ただ十分な

注意だけでは済まされません。これこそ、協定書の違反事項ではございませんか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。確かに先ほど御指摘がございましたとおり、

車検切れの車両に、状態で運転するということについては、無車検、無保険状態で法律違反にな

るということで御指摘を受けたとおりでございます。 

 そのことも含めて、現在、業務改善の指導をしておりますし、再発防止に向けた取組もしてい

ただいております。車両、運転台帳の整備ですとか、車両に車検がいつまでという表示を表示す

るとかということで、車両管理については、現在指導をして業務改善に向けて取り組んでいただ

いているというところでございます。 
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 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 注意をされたということですが、それは当然のことでございます。で

すが、この協定書の第17条の１項です。ここで、業務に際し不正行為があったときとあります。

法令違反は不正行為なんですよ。ここをどのように受け止めておられますか、課長の判断と副町

長に再度お尋ねをいたします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 先ほども申し上げましたけれども、山都警察署のほうに確認

に参りまして、今回は警告ということで警察のほうも処理をしてあります。 

 警察のほうは悪質性はなく、管理不十分、うっかりミスということで、今回処理をしてあるよ

うでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） この件につきましては、もう弁論の余地もございません。 

 もう地域の方々がまず一番ですけれども、これ町として非常に遺憾であるということ自体は、

もう本当に間違いございませんので、改めておわびを申し上げたいと思います。 

 その上で、議員御指摘のとおり、するのかどうかというのは判断の分かれるところであります。

また、町としてもその件については、町長、それから私、担当課長と協議をして、今現在のとこ

ろは厳重注意処分ということで、処理をさせていただいておりますけれども、改めて申しますけ

ども、もう本当に弁論の余地のない、重要事件であることは間違いないというふうに理解してお

ります。申し訳ありませんでした。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 何で、この事業者に対して何度も何度も議会に対して陳謝しながら、

助けるんですか、もう一度お尋ねいたします。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 別に助けているわけではなくて、当該事業者もそれ相応の評価を受

けておられます。 

 先ほども申しましたとおり、いろんなＳＮＳを使った情報発信、それから自ら自己資本の投資

をして、キャンプ場の運営管理について努力されている点は、評価していかなければならないと

いうふうに思っておりますので、その評価と現在の不祥事と勘案して、今、厳重注意にとどめて

いるという状況でございますので、この判断について、いろいろ賛否分かれるところであります

けれども、現在町長と協議している部分については、これまでの努力を評価し、今後しっかりと

キャンプ場の運営をしていただきたいという結論に至っているところであります。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 評価することはこれは当たり前なことなんで、それをすると言ってし

ていることですから。評価があるから、甘んじているということは絶対許されるべきではありま
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せん。不正行為があっているんですから、それも法令違反ですよ。もう少しここは執行部は厳重

に受け止めてほしいと思います。 

 令和５年12月６日、それこそこの12月の定例議会の前に提出された、監査委員さんによる定期

監査報告書において、商工観光課には指定管理者と町との協定書が守られるように、管理者に対

する指導、チェック機能等には十分留意されたいとありました。 

 監査委員の指摘をどのように受け止め、どのように指導されたのか、またチェック機能はどの

ように働かせるおつもりなのかをお伺いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。定期監査報告書への対応については、監査委

員の指摘を真摯に受け止め、対応することとしております。 

 先ほども申し上げましたが、指定管理者代表とキャンプ場責任者を呼んで行政指導を行ってお

りますし、整備計画を基にした整備を現在進めております。12月15日現在、12月27日現在、２月

現在の整備状況について町に報告が上がっております。町も12月20日、それと１月25日、３月５

日に現場を確認をしております。 

 それと、毎月の業務報告については、重点管理区域を設定し、現況写真の添付を義務づけ、町

は当面２か月に１回程度指導、指定管理施設の巡回を行うということにしております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） ５年前の応募の際、大きなキャンプ場で、管理体験のあるスキルのあ

る人を管理責任者として迎えたいとプレゼンされました。 

 プレゼンどおり福岡方面から管理責任者を迎えられましたが、その方もあるときから見受けし

ないようになりましたので、お尋ねをいたしましたら、歌瀬キャンプ場で働いておられると、そ

して間もなくやめられました。 

 この方が来られたときはお住まいが見つからず、町の短期滞在住宅に住まわれましたが、その

うちに、町の空き家対策で補助金を使われて、リフォームされたおうちに小さなお子さんと御夫

婦で住まわれました。やめて帰られるときお話をする機会がございましたが、子どもも地域の方

にかわいがられ、自分たちも終の住みかとして、山都町民としてここに住み続けるつもりでした

が、まさかこの町を出ることになるとは夢にも思ってなかったと、慣れた保育園を去るときの子

どもがかわいそうだったとお話をされました。 

 せっかく税金を使ってリフォームまでして迎えた移住者を失うのはもったいない、人口が減る

中での貴重な移住者だったのにと残念な思いでした。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●● 

 作業管理に続き、人事管理、車の管理と相次ぐ管理不足が露呈しました。基本協定書で結んで

いる協定内容に従わなくても管理料を払われることは、町民の大切な税金の無駄遣いでもありま

す。 

 経済建設常任委員会の審議が継続されていました陳情書の件については、前回12月から３か月

が過ぎ、本定例会を迎えたわけでございますが、地元の皆さんは、本定例会では適切な判断が下

されるものと期待をされております。 

 では次の質問に移ります。 

 山都町の将来推計人口についてお尋ねをいたします。 

 2050年の推計人口が発表されましたが、県内トップの減少率であります。2020年の人口１万

3,503人に対し、2050年には59.5％減り、なんと5,466人という数字が示されました。 

 日本総合研究所の推計は、2045年に現行水準の行政サービスを維持するには、地方公務員数が

約83万人必要だが65万人しか確保できず、充足率は78％まで低下するとあります。これは平均で

ございますので、小さい町村に限っては、充足率は64.6％だそうでございます。小規模自治体ほ

ど人手不足が深刻になるそうです。 

 働き手がいなくなると税収も少なくなる。町の財政が行き詰まると行政サービスも低下すると

いった負の連続でございますが、この超少子高齢化に真剣に向き合う時期に来ていると思います。

一つの手段として、デジタル化が進んでおるところでございますが、３月４日に提出された監査

委員さんの後期の定期監査報告書を見ると、最後の結びでは、一つの案件について、ＤＸ時代、

職員の労務軽減、経費節減につながるよう、システムの構築を検討されたいとあります。 

 役場の組織もデジタル化しながら、抜本的な機構改革を急ぐ必要があると思われますが、どの

ようにお考えでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） お答えします。本町は、現在１万3,000人ほどの人口ですが、

さきに発表されました社人研による将来推計人口では、2050年に約5,500人になると予測されて

おり、60％減少することとなります。 

 国全体では、45年後に30％減の人口と見込みが示され、町では25年後に60％の減ということで、

まさに地方からの人口減少が数字に表れたものとなっております。本町では水準よりも高い福祉

政策を行っており、来年度は子育て支援係を設置し、こども家庭センターを開設いたします。 

 過去には高い高齢化率に応じた対策なども行いながら、健康福祉課を福祉課と健康ほけん課や

事務分担が曖昧だった山の都創造課を商工観光課と山の都創造課に分けたように、改革が必要で

あれば、そのときの状況に応じて機構改革を行ってきました。また、職員に関しましても、令和

元年度からの５年間で、在職10年未満の若い職員が18名も離職しており、役場内部においても少

子高齢化のような現象が見られるような状況となっております。 

 新規採用につきましても、専門職の募集はするものの、なかなか採用までは至っていないよう
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な状況が続いており、一般職による専門業務の継続や補充ができていない状況となっております。

一般職につきましても、思ったような新規採用ができず、先ほどの早期離職者の補充ができてお

りません。業務が増えますが職員は減るという悪循環が今後も続くことが予想され、限界が一歩

一歩近づいてきています。 

 行政機関としてのこれからを考えれば、住民サービスを衰退させることがあってはならないと

は考えますが、必要のない業務や、優先度が低い業務については、早い段階で見直しや廃止をし

ていくことが必要になってくると強く思っております。そのためにも、業務改革、それに伴う機

構改革、さらにＤＸを推進し、組織のスリム化など、先を見越した対策が今から必要だと考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） おっしゃるとおり、住民サービスの低下にはつながらないようにしな

ければなりませんが、そのためには、一定の職員の定数は保たなければなりません。 

 おっしゃったように、旧態依然の業務をそのままするのであれば、業務が増えるばかりでござ

いますが、やっぱりここで思い切り、見直しが必要だと思いますが、なかなかこれを切ってこれ

をということにはいきませんが、今おっしゃったように、子ども子育ての件についても、新たな

法律によって、やはりまたこの新しい部署を設けなければならないといった国の施策に従わなけ

ればならなくて、そこを保たなければならないということで、絶対的にこの数字は必要だという

こともあって、業務は減りはしません。 

 だけどもここは、やはり山都町ならではの業務をきちっと見直す必要があると思います。そこ

で副町長の見解を求めます。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 先ほど企画課長のほうから申しましたとおり、非常に人材不足が深

刻になってまいります。 

 ここでやっぱり、おっしゃるとおり、思い切った施策をしていかなければならないというふう

には思っておりますが、そういった中でもやっぱり、住民の皆さんの望まれることにはしっかり

応えていきたいという、相反することを今、庁舎内で議論をしているところであります。 

 若手の職員が今、それぞれの業務の改善の見直しについてそれぞれ提案をしていただいたり、

組織化して、今どういうふうに今後のデジタル化を進めていくかということも協議していただい

ております。そういったことを、オール庁舎を挙げて取り組みながらやっていきたいと思ってお

ります。 

 まだ今道半ばで、今年中にはそういっためど等をつけて、来年から、いよいよデジタル化の推

進に向けて、令和７年の12月には、いよいよ目標にしております標準化が進みますので、そこに

向けてしっかりと対応していきたいというふうに思っています。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） お聞きをしますと、今年度末で退職される方が、若手職員が多いと聞
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きました。 

 私は一瞬、わあこれは田舎の町役場ですから、魅力がないのかなと一つ頭にぴっときました。

なので、若手職員が数人、複数やめていかれることに関し、副町長としてはどのように、転職さ

れる方もいらっしゃいますけれども、本来ならばここで頑張ろうといって受験をしていただいた

方が、ここで本当は育てて山都町のために働いていただきたいということで採用されたと思いま

すが、少ない年数でやめていかれることに関して、副町長のお考えと申しますか、どのように捉

えておられますでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 退職する、職員のことについては、それぞれの理由があって退職す

るわけですから、それについて私がここでどうこう言う立場にありませんけれども、昨年、来年

採用の職員の面接をしましたけれども、その面接に当たっては、やはりこの町でしっかりと仕事

をして、町民の皆さんのためにやっていきたいという希望と夢を持って受験してくれた職員が、

今度また４月に入ってまいりますので、そういった若い職員たちと力を合わせてやっていきたい

と思っております。 

 やはり今、終身雇用の時代ではないというところを肌身に感じております。それはそれとして

仕方がないことで、やはりこの町役場の中で町民の皆さんのためにやっていくんだという、やり

がいのある職場にしていく、そういう環境をしっかり作っていって、みんなで力を合わせてやっ

ていきたいというふうに思っておりますので、その役割を私が担わなければならないというふう

に思っております。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） ぜひ、新たに採用された若手の職員が、離職されないようにしっかり

と育てていただきたいと思います。 

 それでは、最後に蘇陽地区の買物困難者についてお尋ねをいたします。 

 蘇陽地区のスーパー２店舗が、昨年度末２店舗が閉店をいたしましたことに伴いまして、早速

買物困難者が多発しております。このことについての支援についてお伺いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。蘇陽地区のスーパー２店舗が閉店したことに

伴い、非常に買物に困難になっていらっしゃる、支障が出ているということはもう認識いたして

おります。 

 その課題を解消するための一つの手段として、令和５年４月より、移動販売に取り組む事業者

に対し、車両購入費等の補助を行う取組を始めております。多数の問合せ等ありましたが、今年

度は、県内で24店舗を経営している熊本市の大手スーパー、株式会社ゆめマートが取り組むこと

となり、11月に補助金の交付決定を行い、事業の調整を進めております。 

 株式会社ゆめマートとは包括連携協定を締結し、移動販売だけでなく、災害時における生活物

資の支援や、各店舗における山都町のイベントの開催等も行うことといたしております。今後に

おきましては、実証実験を行いまして、令和６年度中に本格的に稼働することといたしておりま
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す。週６日６ルートを回る計画ですが、ルートについては、実証実験を基に調整をする予定です。 

 今後、人口減少とともに、余儀なく閉店をされる事業所も出てくることが予想されます。役場

内の関係各課、また商工会等とも情報を共有し、買物支援の対策を講じる必要性があると考えて

おります。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） ぜひとも、支援のほうを細やかに回られますようにお願いを申し上げ

まして、私の一般質問をここで終了いたします。 

○議長（藤澤和生君） ただいまの発言の中に、不穏当発言だと直ちに判断することができな

い点があるため、後刻、調査の上、措置することとします。 

 これをもって８番、藤川多美君の一般質問を終わります。 

 ここで10分間休憩します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午前11時０分 

再開 午前11時10分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 皆さん、おはようございます。３番、眞原誠です。 

 雨の後お足元の悪い中、本日もたくさんの方に傍聴に来ていただいております。誠にありがと

うございます。 

 さきの一般質問におきまして、人口減少のお話が質問がありました。この人口減少の話という

のはもう本当に今、皆さん、誰とお話ししても、話題に上がる課題だろうと思います。 

 そんな中、さきの12月定例会におきまして、そこでも議員の質問に対して、梅田町長も、保育

園、小学校の児童の減少が深刻な問題であるというふうに発言なさっています。全国的に少子化

が進む中、山都町における、若い人の転出、転入、これの差はマイナスが続いております。そう

すると当然、山都町の少子化というのは加速するということになるわけです。梅田町長の問題意

識というのは、まさにそのとおりだろうと思います。この状況下では、山都町という地方公共団

体、この存続についても、もう危機感を持っていかねばならないんだろうと、そういうふうに私

は思っております。 

 住民の生活を支えるための、様々な機能を地域社会が保有し続けるためには、幅広い世代で十

分な人口が必要だろうと思います。高齢者の方々は、それまでの人生で積み上げた経験値、知識

や知恵、こうしたもので社会に強く貢献なさっています。また、幼児、児童生徒は、将来の社会

の担い手という未来への期待値だけではなくて、今の現役世代の人々に夢や希望や、それから活

力、それを与えてくれているとも思います。 
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 小学校の放課後とか、放課後に帰る小学生を見たり、保育園児を見たりすると、何となく、私

もそういうことを見かけると、心が温まるというか力が湧いてくるというか、そういう感じがあ

って、そういったものは皆様も持っていらっしゃるだろうと思います。 

 今我が町が政策の手段とすべきは、子どもとその養育者世代が、山都町での生活を選択してく

れるということだろうと思っています。感覚的ではありますけれども、山都町においても、都市

部に続くような形で核家族化が進んでいるようにも見えます。育児の面で、山都町は、これまで

の社会環境とは違ってきていると、そういうふうにも感じています。 

 今回はそういうことでありまして、町の子育て環境とその支援策について質問をしていきます。

そして、それを支える行政サービスの充実、それと行政職員の成り手不足、これを解決するため

に期待が寄せられております自治体ＤＸについて、取組の進行状況を確認していきたいと思いま

す。 

 それでは、質問台のほうに移って質問してまいります。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 今年の１月に、こども・若者の意識と生活に関する調査というアンケ

ート調査をなさっていますね。 

 実は私がこのアンケート調査が実施されているのを知ったのは、私の家にもこのアンケートが

届きまして、対象となるのが私の息子でした。息子宛てにアンケートが来ておりました。子ども

も対象にした政策の基となるアンケート調査というのは、過去にはなかったようにも思います。 

 息子の許しを得て、封書の中身を見まして、設問の内容も拝見させていただいたんですが、こ

れが実にユニークで興味深い内容でした。ここではちょっと発表しませんけれども、対象となる

アンケートの対象となる年齢の範囲がどのくらいなのかなというのも疑問に思うところで、疑問

といいますか、興味が湧いたところではあったんですが、まず、質問なんですけれども、このア

ンケートの実施の目的が何かを教えていただければなと思います。 

 また、今集計中だろうと思いますが、結果もどのようなものであったか、分かる範囲でよろし

いのでお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。今年１月に、こども・若者の意識と生活に関

する調査というアンケート調査を実施いたしました。 

 調査目的は、山都町こども計画を令和６年度に作成することになっております。子どもや子育

て家庭、若者など、町民の意識と生活環境、子育てサービスの利用状況等を把握するとともに、

これらの調査結果を分析して、計画策定の基礎資料とするために実施いたしました。 

 調査対象は、町内在住の未就学児がいる保護者、小学生がいる保護者、小学校４年生と中学校

１年生の児童生徒及び保護者、町内に住所を有する16歳から39歳の町民で約2,000名を対象とし

て、アンケートを送付いたしております。 

 調査時期は１月から２月まで、調査方法は、紙ベースでの対応及びインターネットでの回答と

いたしました。回収率は70％と、かなり高い回収をいたしております。調査項目も多く、回答に
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も時間を要したかと思いますが、丁寧な回答をいただき、精度の高い調査ができたと思っており

ます。調査結果は、ホームページで現在公表をいたしております。 

 本町の子育て支援に関しては、おおむね満足されているという回答が70％程度あり、また、居

場所や相談相手もいるという回答率も高く、安心して子育てできている環境にあるということが

分かります。そのほか、祖父母の協力があるという回答が高いことは、本町の特徴でもないかな

と思っております。 

 ただ、支援を必要とする子どもや家庭も調査の中で分かっておりますので、来年度から開設す

るこども家庭センターで、サポート体制を整えていきたいと考えております。 

 来年度策定する山都町こども計画は、令和５年４月１日に施行されたこども基本法の理念に基

づき策定するもので、令和２年度に策定した子ども・子育て支援事業計画を改定するものです。

子育て環境、仕事と子育ての両立、支援が必要な人へのサポート、子どもの貧困対策等について、

アンケート結果に基づき、今後５年間の子育て支援の施策をまとめることになります。 

 来年度から、福祉課に子育て支援係を設置し、子育て支援の体制を充実させます。安心して子

育てできる環境づくりに取り組んでいきます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） アンケートの結果がもう既にホームページで公表中なんですね、存じ

上げていませんでしたが、時間見て私も確認していきたいと思います。 

 アンケート調査の中身といいますか、その結果、今答弁いただきましたが、やはり山都町の特

徴をよく表している結果だなとは思いました。冒頭私の挨拶の中では核家族化が進んでいるんじ

ゃないかということも申し上げましたが、しかしながら、しっかりとおじいちゃんおばあちゃん

たちに見てもらっているような子育て環境が根づいているということは少し安心したところです。 

 実際このアンケート調査がこども計画を令和６年度中に策定するための基礎資料とするという

お話だったんですけれども、その中で出てきました、子ども・子育て支援事業計画ですかね、今

現在進行中のものをもう一度きちっと私も読み直してみたんですけれども、これやはり相当分厚

い冊子でボリュームもありまして、読み応えがあったんですが、子育てを取り巻く状況について、

もうこの策定時点で2020年だったかと思いますが、相当詳しく分析されているなというのが改め

て分かりました。 

 その状況から、もうそろそろ５年ですか、たとうかというところですけれども、今度策定する

に当たって、状況の変化というのは今出てきているのでしょうか。その辺り、何かつかんでいら

っしゃればお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。現在進行中の第２期子ども・子育て支援事業

計画につきましては、令和２年度からの５か年計画になります。 

 毎年度アンケート調査を実施し、進捗状況について状況の分析を行っております。アンケート

は、紙ベースとインターネット回答で、未就学児から小学校の保護者を対象として行っておりま
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す。回収率は大体、毎年35％程度です。結果については、毎年大きな変動はございませんが、昨

年度、令和４年度の分析結果によると、子育て支援策についてはおおむね満足されているという

結果が出ております。 

 その反面、良質な住宅の確保、安心安全な道路状況の確保、矢部高校の魅力化、若い世代が安

心して就職できる仕事の創出については、かなり満足度が低い結果が出ております。この結果に

ついては、関係課にも情報を提供しており、各施策の参考として活用させていただいております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 毎年アンケート調査をなさっていて、データ分析なさっているという

ことですね。 

 その中で出た満足度の低い部分、４つ挙がっていましたが、なのでやはり見ていらっしゃる

方々は、具体的に本当にきちっと感じていらっしゃるんだなということを感じます。恐らくそこ

は、執行部の側のほうでは、次の子育て、こども計画ですか、のほうにも反映なさると思います

ので、きちんと取り組んでいかれるとは思いますけれども。 

 そうしましたら次に、先ほど答弁の中にも言及がありました、こども家庭センター、令和６年

度からスタートするということですけれども、ここがそれまで福祉課とそれから健康ほけん課と

のほうでやっていた妊産婦ケアですか、そこの部分も統合して、子どもを妊娠なさってから、出

産して子どもを育てるところまで、シームレスにつながって支援していくということだろうと認

識しておりますけれども、幅が広がる分、やはり職員の方々の負担というのがどうなるのか、

我々議会側としては心配するところではあるんですよね。 

 そんな中で、今の第２期子ども・子育て支援事業計画を確認していきますと、ファミリーサポ

ートセンターについても記載がございました。ファミリーサポートセンターの組織は全国各自治

体にあるんだろうと思いますけれども、活用状況というのは様々に、自治体によって違うのかな

と感じています。 

 我が町山都町の利用者、協力者、この辺りの登録状況というのを確認したいと思うんですよね。

といいますのも、このファミリーサポートセンターというのは、いわゆるそのお子さんを保育す

るときの保育園とか家庭で育児をします、仕事に行くときに保育園に預けますというときの、そ

の間の保育園のカバーしていく時間帯と仕事の時間帯のギャップを埋めたりですとか、あとはあ

るいは突発的に仕事に行かなければいけなくなったりとか、そういうところを埋めていくような、

隙間を埋めるような制度かなというふうに認識しているんですけれども、ここの活用状況という

のとこども家庭センターという、新しくできる組織との運営というのが、ちょっと相関性強くな

るかなと思いますので、今の状況を確認したいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。ファミリーサポートセンターは、町内在住ま

たは勤務している世帯を対象に、おおむね10歳までの子どものサポートをする事業になります。 

 協力会員と依頼会員の登録制によって運営することになっており、主に保育園の開始前や終了
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後、学校の放課後や突発的な行事のときの子どもの預かりサービスを行う事業になります。現在

の協力会員は８名、依頼会員は４名で、今年度の実績は１名の利用になっております。 

 利用に関しては、現在は子育て支援センターで双方のマッチングをして利用することとなりま

す。本町では、保育園の一時預かりや放課後児童クラブが充実しておりますので、その対応で十

分行われているということで、利用者数は少ない状況にあります。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 今答弁の最後に、放課後児童クラブの充実などもありましたが、そう

なんですよね、私もまだ義務教育課程の保護者を卒業して間もないですので、記憶に新しいとこ

ろなんですけれども、やはり山都町に息子が３歳の頃に帰ってきまして、ここの子育て支援の手

厚さというのはひしひしと感じたところだったんですよね。 

 そういう状況があるので、ファミリーサポートセンターを活用するまではというところなのか

なというのは私も薄々感じてはいました。しかし、働き方がだんだん多様化してきますし、これ

から需要が伸びてくるような気もいたします。引き続き取り組みしていただければなと思います。 

 続きまして、今度は病児保育について少し聞きたいんですけれども、いわゆる保育園というも

のは、保護者にとっては、仕事と育児を両立させるために絶対に必要不可欠な施設ではあるんで

すが、例えばインフルエンザなど、子どもが病気にかかりますと保育園には預けられません。熱

があれば、引き取らなければいけなかったりします。 

 病児保育のニーズというのは少なからず存在すると思うんですよね、この山都町内の中でも。

町ではそういうその実態把握というのはどれだけできているのか気になるところです。また、需

要が仮にあっても、病児保育の施設設置が難しいということは、これまでここ議会におきまして、

他の議員の方からの質問と執行部の答弁のやり取りを聞いていましても、難しいということは確

認はできているんですけれども、その際そのどういう点が課題となって設置が難しいのか。山都

町における設置の可能性は今後どういう状況なのか、その辺りが確認できればなあと思います。 

 一方、熊本市では既に実施されていまして、さらには連携自治体というのが、熊本市周辺の自

治体と連携組んでいる連携自治体というのが多数ありました。この連携自治体というのが一体ど

ういう位置づけなのか、ちょっと私もよく分かりません、調べてもよく分からなかったので、御

存じだったら教えていただければと思います。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。本町では、病気の回復期の児童に対応する病

後児保育室をみらい保育園に併設して開設いたしております。登録者数は191名で、年々増加傾

向にございます。 

 今年度につきましては、予約受付が27名ありまして、実質利用は８名です。蘇陽、清和地区で

も出張できる体制を整えており、今年度は蘇陽地区での実績もございます。 

 病気に罹患中、病気にかかっている児童を受け入れる病児保育については、要望は確かにござ

いますけれども、医師の協力体制について難しいこともあり、開設について検討をいたしており
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ますが、体制を整えることが非常に困難であると考えております。参考までに、県内の病児保育

室は、病院併設の開設がほとんどであり、その点について検討を要するのかなと考えております。 

 ただし、本町でも、インフルエンザ罹患中の児童の受入れなどを、病状によっては受入れ可能

といたしておりますので、その点は柔軟な対応をしているところです。 

 また、他自治体との連携につきましては、そこの自治体との契約によって、他自治体の病児保

育室を利用するというような契約を取り交わす必要にございます。本町においては、まだその契

約はいたしておりません。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 難しいですよね、体制を構築するのは。 

 ただし、必要があるということは御認識いただいていますし、構築に向けて検討もなさってい

るということは、いいことというか続けていただきたいなと思います。 

 どのぐらいいらっしゃるか分からないんですけれども、例えば熊本市と連携を結んだ場合に、

職場の近くに受入先がある場合は、熊本市で働く方がもし仮にいらっしゃれば、そこに預けて、

仕事をして、帰りにまた引き取って帰ってくるということも可能ではないかなと今答弁を聞きな

がら思ったところです。そういうところも併せて検討を進めていっていただけたらなと思います。 

 そうしましたら次に、児童手当制度についてちょっと確認させていただきたいんですが、今年

の10月になって改正されるというふうに聞いています。児童手当の制度、これが拡充の方向だと

いうことなんですけれども、具体的にはどういうことなのでしょうか、お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。児童手当は、家庭における生活の安定と、子

どもの健全な成長を支援することを目的として、子どもを養育している保護者に支給されます。

現在の制度は、子ども１人当たり３歳未満に月１万5,000円、３歳以上小学校６年生まで１万円、

中学生が１万円の支給になります。また、第三子以降の加算や所得制限以上の世帯には、特例給

付として一律5,000円が支給されます。 

 国は、少子化に歯止めをかけるために、こども未来戦略方針の素案に、児童手当の拡充を令和

６年度中に実施することを盛り込み、多子世帯への支援を強化する方針を示しています。 

 具体的には３点ございます。 

 １点目は、所得制限がなくなり、児童全員を対象とする。 

 ２つ目は、手当は、子どもが18歳になった年度まで支給する。 

 第３点は、第三子以降は、３万円に増額するの３点が改正されます。 

 ただ、第三子のカウントにつきましては、18歳まで養育している児童のうちの３番目というこ

とになりますので、その点は注意する必要がございます。 

 よって、令和６年10月分からの児童手当は、子ども１人当たり３歳未満に月１万5,000円、３

歳以上18歳になった年度まで１万円、第三子の場合は３万円というふうに改正されます。 

 以上です。 
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○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 詳しい内容分かりました。第三子以降のというところが、ちょっと注

意が必要かなと聞いてて思いました。 

 それとやはり一番大きいなと思ったのは、所得制限がなくなったというところですかね。特例

給付措置も、だからこれもなくなるわけですよね。全ての児童、子ども対象に支給していくと、

その家庭対象にではなくて、そういうふうに考え方が変わったんだなと思いました。 

 御家庭によっては、所得制限にかかってこられる方々がいらっしゃるんですよね。その仕事の

在り方というか、所得の構造上そういうふうになる方々もいらっしゃって、それは山都町の中で

も何人もそういう方いらっしゃって、同じ子どもを抱えて育ててるのにということで、不公平を

感じている方もいらっしゃったので、そういう方々にとって見れば、いいといいますか拡充され

るというのはいいことかなと思っています。10月からですね。手続とか大変だと思いますが、ま

たよろしくお願いします。 

 そうしますと、続いての質問に移るんですが、第２期子ども・子育て計画、この存在ですね、

計画先ほど申し上げました、すごく分厚い冊子で丁寧に分析されていますという話をしましたが、

この計画があることを知らない町民の方もいらっしゃいました。こういう計画があるんだけど知

っていますかって聞いたら、いや知りませんということ言われる方がいらっしゃったんです。 

 山都町の子育て支援というのは実に幅広くて、丁寧に展開されていると私自身も何度も言いま

すが、感じていますが、このことが実は町民には十分に周知されていないというふうにも感じま

す。計画を読めば読むほど、子ども・子育て支援、子育て環境の構築については、自治体だけで

はなくて、個人や医療団体、民間企業など、社会全体を巻き込んで展開していかないと、狙った

効果が十分に発揮できてこないようにも感じています。 

 となると、やはり町がこういう方針でいきますという、いっていますということをしっかり周

知する必要があると思ってはいるんですけれども、そのことについて、町ではどのように考えて

いらっしゃるのか、具体的な対応策等も含めて、ぜひここは町長の職務代理者である副町長から

も御意見を聞きたいなと思います。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 議員御指摘の点については、実は我が家の若嫁からも、これだけ乳

幼児医療とか保育料とかしっかり支援しているのに、情報の発信が下手●●だというふうに、我

が家の家庭の会話でも指摘されております。そこは重々認識して、やっていかなきゃならないと

思っております。 

 やはり、今の時代ですので、若者世代に周知していくにはやっぱりＳＮＳをしっかり活用して、

町のホームページやあるいはライン、そういったものを活用してしっかり広報していかなければ

ならないというふうに思っております。ハード、ソフト面で町がしっかり対応していくのは当然

のことですけれども、それとともに、議員の御指摘のようにやはり、地域や社会、企業が子育て

にしっかりと向き合っていくということは非常に大事だと思っております。 

 先ほど病児保育、病後児保育のこともありましたけれども、例えば子どもたちが病気にかかっ
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たときに、すぐ電話１本で会社に今日はすいません、休みを取らせてくださいと言って、会社の

ほうがそれは大変ねというふうに言えるような企業であったり、会社であったり、地域であった

りというのが必要だというふうに思っておりますので、やはりこれからは、山都ならではの子育

てという面でいきますと、そういった子どもたちを町や地域が育てるという機運の醸成が必要だ

と思っております。 

 子育てするなら流山という言葉もありますけど、子育てするなら山都町って言えるようなまち

づくり、子育てづくりをしていかなければならないと思っております。 

 やっぱりそういうことで、企業にもしっかりそういった安心して会社に勤めたり、休んだりで

きるようなことを支援していただくための働きかけを、町としてもしていきたいと思います。そ

れにはどういったことが必要なのかは、やはり、子育てをしている若者たちのママ友たちの会話

に入ったり、あるいは、会社の社長たちと意見を交わしたりしながら、そういったところを総合

的に取り組んでいかなければならないというふうに思っております。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） ここ山都町役場の職員の皆さんの中にも、当然子育て中の方いらっし

ゃると思いますので、そういう職員の皆様にも、やっていらっしゃると思いますけれども、いろ

いろとヒアリングしていただくなりしながら、本当に地域を挙げて、子育て環境をつくっていけ

ればなというふうに思います。 

 それでは、続きまして、テーマをＤＸのほうに移していきたいと思います。 

 さきの２月８日の臨時議会では、山都町手数料条例の一部を改正する条例、これが議案で提出

されまして、可決されました。町のホームページにも案内がありますけれども、このことによっ

て、今月からですよね、戸籍謄本等の広域交付、これが可能になったということですよね。わざ

わざ山都町まで来なくても、山都町に戸籍、籍のある方は、他の自治体からでも戸籍が取れると、

そういうことなんですが、これ非常に画期的で、私も引っ越しや移住したほうなんですけれども、

すごく助かることだろうと思います。 

 こうしたことは、行政機関がここまでずっとデジタル化を進めてきていますが、そのことで実

現できていることだというふうに思われます。昨今、ここ日本では、進歩し続けているデジタル

技術をこれを行政に活用する、このことを推進していくことに力を入れ始めていますけれども、

ここに来てようやく少しずつ、我々国民の公的手続の利便性というのが上がり出しているように

見えます。 

 山都町では、令和４年４月に山都町ＤＸ推進計画というのが策定されていまして、令和４年か

ら７年まで４年間、４か年計画で今ちょうど折り返し地点だろうと思います。ということで、こ

れまでの状況を確認させていただきたいのです。 

 計画内に、実は推進体制と役割という項目がありました。 

 どういう体制でこのＤＸ計画を推進していくのかという体制のお話なんですけれども、本部長

に副町長となっております。（ＣＩＯ）というふうに書いてありました。本部長ですよね、推進

の統括責任者ということです。 
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 推進本部の構成メンバーの中に、その本部長を補佐する役割という位置づけで、外部人材とし

てＤＸ推進支援、これを外部委託するような枠がありましたけれども、この外部人材というのは

どういう位置づけなのか、まず、そこを確認させていただきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） お答えします。山都町がＤＸを推進していく上で、専門的知

見からＣＩＯ、副町長なんですけども、補佐するＣＩＯ補佐官等の役割が鍵となります。ＩＣＴ

の知見を保有し、現場の実務に即した技術やシステム導入の助言、判断を行うことのできるデジ

タル人材を確保することが必要となります。 

 しかしながら、デジタル部門の専門的な知見を有するＣＩＯ補佐官などを町の職員がその役割

を担うには、人材的、能力的にも大変厳しい状況にあります。そこで、国の支援等を活用しまし

て、民間企業に業務委託している状況です。 

 具体的には、国の政策の把握、ガバメントクラウドに関する状況の確認、標準化、共通化に関

する支援、他自治体の情報などなどを毎月２回、会議を実務者レベルで実施しているところです。

つい先日も、標準化、共通化に向けた本町の方向性であったりスケジュールについて説明をいた

だき、情報化における今後の認識の統一を図ったところです。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 要するに、あれですよね、推進計画に基づいて取組を進めていくに当

たって、もろもろ判断していくにつきましても、ＩＴ分野というのは非常に専門的な知見が必要

だし、なおかつ今ガバメントクラウドという言葉出てきましたけれども、政府と連携しながらや

っていくことも必要になってくるということで、そこがよく分かっていらっしゃる方を外から連

れてくると、そういうお話ですね。よく理解しました。 

 続きまして、計画は、行政手続におけるその住民の利便性の向上と、それから行政側の業務の

効率化という２つの目的を持っているように計画読んでても見受けます。ですので、まずはその

住民の利便性の向上、この面から質問をしていきたいと思いますが、住民票などのコンビニ交付、

これが去年の11月からスタートしています。 

 実は私も昨日、まさに昨日ですね、住民票を取る機会がありましたので、コンビニで交付を受

けました。こちらの利用状況というのをまず確認したいと思います。お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） コンビニ交付サービスにつきましては、本年度、令和５年度

ですけど、国の交付金でありますデジタル田園都市構想交付金を活用しまして導入したもので、

住民票などの証明書が全国のコンビニなどに設置してあるキオスク端末で取得できるサービスで

す。 

 令和５年11月からサービスを開始し、件数の実績につきましては、11月で99件、12月74件、１

月87件、２月87件となっておりまして、４か月で347件の窓口による発行業務が減少したことに

なり、窓口での発行が１件５分と考えた場合に、時間にして４か月で29時間、１か月で７時間強、



- 80 - 

単純に１か月で約１日分の事務軽減につながったものと考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 今利用状況を説明いただきましたが、思った以上にやっぱり件数多い

ですよね。 

 一つには発行手数料が、コンビニ交付を受けますと安いということで、そういうお得感もある

のだろうと思いますが、あとはやはり職場の近くにコンビニがあればそこで取れますし、わざわ

ざ役場まで来なくても取れるということは、これ非常に大きいかなあとは思います。 

 質問ではないんですけれども、昨日交付を受けたときに、ただちょっとやってみて思ったのが、

その画面のメニュー選択で、一番最初のですよ、最初の画面の中で、どこタップしたらそこに入

っていけるのかというのがちょっと分かりにくかったんですよね。店員さんに聞いて、ここです

よって教えてもらいました。そういうちょっと入り口のハードルが若干高いような気もしました。 

 これは画面の仕様なので、町がどうこうできるものではないと思いますが、例えばホームペー

ジ上に、ファミリーマートだったらこういう画面でここをタップしてくださいとか、セブン－イ

レブンだったらこうでローソンだったらこうでとか、そういうのもマニュアル的なものを上げて

いただくとかすると、より親切なのかなと思ったところです。 

 続きまして、次の質問に参りますけれども、デジタル庁のホームページも、ちょっといろいろ

と私見ていたんですが、そうしたら、自治体におけるマイナンバーカードの活用事例というのが

掲載されていたんですよね。先ほどのコンビニ交付も、やはりこれマイナンバーカードが必要で、

このマイナンバーカードをキオスク端末に、要求されたタイミングで磁気式といいますか、読み

取り口に当てるという必要があるんですけれども、このマイナンバーカードの活用事例というの

が、自治体における活用事例というのが掲載されていて、どうも独自のマイナンバーカード活用

というのができるようでしたが、山都町で独自のマイナンバーカードの活用というのは現在何か

あるんでしょうか、それか計画があれば教えてもらえればと思います。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） マイナンバーカードの、自治体による独自利用事業について

なんですけども、現在のところマイナンバーカードを利用している事業は、先ほどおっしゃいま

した住民票等のコンビニ交付や、それとは別に、役場の窓口に設置しましたパソコンでコンビニ

交付と同様のシステムが利用できるらくらく窓口サービスというサービスを本庁と各支所に設置

しております。 

 また、本庁各支所窓口に、今度は各種申請書の作成システム、サイバー窓口と呼ばれるものを

今月中に設置することとしております。これはただいま構築中です。 

 らくらく窓口サービス以外で、この申請書の作成メニューで構築を予定しておりますのが、戸

籍の交付申請であったり、住民票の広域交付、税関系の諸証明の申請書をマイナンバーカードを

使って作るというものです。これは書かない窓口という観点からです。いずれもその部分に関し

ましては、４情報と呼ばれます住所氏名、生年月日、性別など、もともとマイナンバーカードに
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ある情報を利用したものです。 

 独自利用といいますのが、ＩＣチップの空き容量を利用しまして、各町の図書館のカードや印

鑑登録証、職員証などの利用がありますが、まだ本町では活用しておりません。全国的に見まし

ても、まだまだ画期的な利用方法は見当たらないのかなというところが見解です。 

 今後の各自治体の動きに注視しまして、利用可能で効果的な事例等がありましたら、今後勉強

していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 今後、まだまだそのサイバー窓口とか面白いなと思って聞いたところ

です。マイナンバーカードのＩＣチップの空きの容量を利用してというところですけれども、そ

こに視点を当てていただきながら、できるところはと思います。 

 図書館の話がありましたけれども、ちょうど図書カードを私がうちの家の中で探すということ

が、つい先週ぐらいに起きまして、見つからないと。そのときにも、やはり話が上がりました、

マイナンバーカードで借りれたら一発なのにねみたいな話にはなりましたので、ぜひ御検討いた

だければなとは思います。 

 そうではありますが、一つのいわゆるＩＤカードで何でもできるというのは今言ったようにす

ごく便利です。何枚も管理すると、今申し上げましたとおり、いざ使うというときに見つからな

くなるというのがよくあります。これは人によるかもしれません。僕はそういうの苦手なので、

そういうことに陥りやすいのかもしれないんですが、きちんとやっていらっしゃる方はそんなこ

とないよという人もいらっしゃるかもしれませんが。 

 ただ、やはりその一つで全てが兼ねていればそういうことも起きにくくなるかなと思って便利

だなと思うんですが、ただその一方で、紛失ですとか、あとは盗難、こういった事態になると、

今度はリスクレベルというのが一気に上がってくるとも思います。そうした点で、マイナンバー

カードの活用に不安を抱いていらっしゃる方というのも、一定数いらっしゃるというふうに認識

しています。 

 また、スマートフォン、もう今本当に普及がすごいことになっているというか、持ってない方

がだんだん減ってきているそのスマートフォン、スマートフォンを前提としたシステムなど社会

的に出来上がってきている中で、このスマートフォンというのも、いわゆる通話機能つきの多機

能端末で、もう電話じゃないんですよね単純なる。 

 これを使いこなしますと、今言ったようにとても便利なんですけれども、例えばそのＳＮＳで

すとか、電話番号へのショートメッセージなどに、強制的に送られてくるフィッシング詐欺、こ

ういったものに対しては適正に対処しなければ、いわゆる犯罪の被害に遭う可能性というのも当

然あります。ここにやはり恐れを抱く方々も、少なからずいらっしゃるということも最近知った

ところなんです。 

 マイナンバーカードですとか、スマートフォン利用、活用に伴うその危機管理というのは、も

ちろんその所有者が個々に行うことになるわけなんですけれども、しかし、危機管理レベルが以
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前とは間違いなく上がっていると、これはもう間違いないことだと思いますが、その部分に関し

て、導入ＤＸを進めるに当たって、町はどのように考えていらっしゃるかお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） まず、マイナンバーカードについてなんですけども、先ほど

おっしゃったとおり、なくさないことが一番大切なこととなります。 

 マイナンバーカードを提示する必要がある場面が出てくると思いますが、その場合は表面を提

示することを心がけていただきますよう、お願いしたいと思います。裏面にはマイナンバーが記

載されておりますので、提示する場合、見られるのは構いませんけども、提示先に書き留めたり

コピーすることはしてはならないというふうになっております。 

 また、暗証番号についてもほかの人に教えることは絶対控えていただきたいと思っております。

万が一、マイナンバーカードを悪用した場合には厳しい罰則、３年以下の懲役か150万円以下の

罰金、またはその両方というのがあります。マイナンバーが知られたとしても、個人情報は一元

管理ではありませんので、情報が芋づる式に漏れるということはないという見解です。 

 スマホとマイナンバーに関してなんですけども、2023年５月から、スマホでマイナンバーを管

理するアプリがありますが、アプリに登録したマイナンバーについては、スマホ内部の安全な場

所に登録され、アクセスに関しては、マイナポータルアプリからしかアクセスできないようにな

っており、不正アクセスがあった場合は、自動的に記録情報を削除するというような仕組みにな

っており、暗証番号も、その際、使う際には必須という形になっております。 

 スマホのフィッシング詐欺であったりというところの問題にはなりますけども、高齢者の方が

そういう被害に遭わないように、今後もスマホ教室等を積極的に開催したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） スマホ教室、その活用、利用の仕方ということでのスマホ教室という

認識が強かったんですけれども、やはりその世の中ではこういう、環境を利用した犯罪がありま

すよと。そういうときにはこういう対処方法をしなければなりませんよとか、そういったところ

もぜひ頻繁に開催していただいて、必要以上に恐れずに、上手に活用できるような、特に高齢者

の方々が上手に活用できるような支援を是非やっていただければなというふうに思います。 

 マイナンバーが一元的に芋づる的に引っ張り出されることがないということも、今、答弁いた

だきましたけれども、御存じない方多いと思うんですよね。そういうところも周知をしていただ

けるといいのかなというふうにも思います。 

 続きましては、今度は行政事務の効率化について、ちょっと確認をしていきたいんですけれど

も、以前私の一般質問で、行政事務にもデジタル技術の活用を広げて、業務効率化を図りまして、

職員の事務作業負担を軽減、そこでできた余力といいますか、軽減できた部分を、人でなければ

できない作業に回して、住民サービスのさらなる向上、ここにつなげていってほしいとそんな話

をしたと思います。 

 計画をずっと今日といいますかここまでの間、ＤＸ推進計画を拝見していますと、まさにそこ
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を目指しているということが記載されていましたので、非常に頼もしく感じているところなんで

すが、具体的には計画の中に、行政事務の効率化に向けた具体的な取組としては、横文字で申し

訳ないですけど、ＲＰＡですとか、あとはＡＩ－ＯＣＲですか、この辺の活用ということも書か

れています。現在どの程度まで進んでいるのかと思っているんですが、よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 現在、国の、先ほど申し上げましたデジタル田園都市国家構

想交付金令和６年度分の補助を受けるべく、申請に必要な手続を行い、交付団体としての決定を

待っている段階です。今回の申請につきましては、ＢＰＲといいまして、業務量調査的なものを

行って、次のステップでありますＲＰＡの導入に向けた準備を行っているところです。 

 本町の計画が採用され、交付団体と決定することとなれば、６月補正で予算を計上し、令和６

年度事業としてＢＰＲを稼働させることとなります。稼働といいますか、準備を始めるというと

ころになります。 

 ＡＩにつきましても、現状としては、我々が作った文書に対して会話の文脈を理解し、それに

基づく適切な応答を生成する能力を持っている、よく言われますＣｈａｔＧＰＴなどを様々な場

面で利活用しております。令和６年度から開始するデマンド型乗り合いタクシーの配車システム

にも、ＡＩ機能を利用することとしております。 

 今後も役場業務の中に、いろいろなそういう先端技術というものを取り入れていく必要がある

と考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） さきの議員の一般質問の中にもありましたように、やはり役場の職員

というのがだんだんこう減っていく状況にあろうかと思います。 

 当然働き手の世代が減っていっていますのでそうなるかと思いますが、そんな中でやはりいち

早くこういったところに取り組んでいければ、危機的な状況の回避の一助になるのかなと思いま

すので、計画にのっとって、しっかり進めていただければなと思います。 

 計画の中では、ガバメントクラウド、何度か出てきていますけれども、もうこれと標準準拠シ

ステムへの移行というのが、令和６年度ですかね、来年度から本格化するような形で書かれてい

ました。 

 ガバメントクラウド、要するにその政府側でクラウドを持って、各自治体はいわゆるスマート

フォンというところのアプリケーションを、各自治体で標準化されたアプリケーションを入れて

活用していくと、そういうふうに認識しているんですけれども、そうすると、今まで各自治体で

独自に構築していたいろんな業務へのシステムというのが、例えば法改正になると、その都度シ

ステム改修が必要になって、そこに対して予算が組まれるということもあったんですが、ガバメ

ントクラウド、それから標準準拠システムへの移行、こういったものが進んでいくと、例えば法

改正のたびにシステム改修費を計上されていたというのがなくなっていくとか、そういう認識で

いいんでしょうかね、ちょっとその辺もよろしくお願いします。 
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○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 先ほどありましたガバメントクラウドの標準準拠システムへ

の移行というのは、令和７年度までにしなさいというふうに国が定めておりますが、まだまだ不

透明な部分が多々あります。 

 システム事業者によりますと、標準準拠パッケージシステムの法制度改正対応や、標準仕様改

訂版にかかる費用負担などの明確な方針は、現時点ではまだ決定しておりません。また、国から

もシステム改修における費用負担について明確な方針も、現時点では示されておりません。そも

そも、国が目指しておりますシステムの標準化、共通化については、法改正によるシステムの改

修が全国一律の内容で実施され、費用の抑制が図られるということの目的の下で作られたものだ

と考えております。 

 先日、令和７年度での移行不能団体、システムに乗れませんよという団体が発表され、政令市

などの大規模自治体が多く含まれるなど、まだまだシステムの標準化については流動的であるた

め、現段階ではまだ何とも言えないという状況にあると思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 理解しました。 

 要するに、フレームというかアウトラインは出したものの、そこに移っていくための細かいと

ころの調整というのは、まだ政府でも見通しが立ってないということですね。ただこれが本当に

実現されると、費用抑制としては、うちの町としても相当の効果が期待できるなとも思っており

ますので、きちっと進んでいくといいなと思うところです。 

 そうしますと、最後の質問になるんですけれども、これＤＸとちょっとニュアンスは変わって

くるんですけれども、今ここ昨今、いわゆるＥＢＰＭという言い方がなされていますが、証拠に

基づく政策というふうに和訳されていますけれども、これが注目されているなと思っています。 

 内閣府の取組紹介のホームページには、内閣府も実はこのＥＢＰＭ、証拠に基づく政策決定と

いうところを目指しているようなんですが、そこに関してこう説明されていまして、その場限り

のエピソードに頼って政策を企画するのではなく、合理的根拠（エビデンス）に基づくものとす

ることと書いてありました。要するに統計データですとか、あとは事例情報の積み上げで、それ

らの分析という科学的にいうエビデンスというものをきちっと活用しながら、そこを見据えて政

策を決定していくということのようです。 

 このメリットとして、それはその政策の有効性というものが飛躍的に高まると。なおかつ、内

閣府では国民の行政への信頼確保に資するというふうに言われています。誰かが言っているから

とかではなくて、こういう事例が確かにあるんだと、それを基に施策決定していくんですという

話だろうと思います。非常に重要なことかなとも思います。 

 自治体においても、このＥＢＰＭの有効性というのを説くコラムとかいっぱいありましたので、

私もある程度読んではみたんですけれども、納得するところが多かったです。政府が今地方にど

んどん求めているその自治体ＤＸというものの先には、実はこうした取組の期待もあるのかなと
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いうふうに推測するところなんです。 

 町においても、その政策の有効性というのがそういったもので可視化できれば、町民の信頼と

いうのは当然、政策における信頼というのはもちろんなんですが、取り組む職員の皆さんの士気

というものも上がりやすくなると思うんですよね。また、なおかつ、民間企業も行政の施策に対

して追従しやすくなるんじゃないかなというふうにも感じています。 

 微妙な観点かなと思うんですが、そこら辺に関して、今町としてはどのようにお考えか、副町

長のほうからでも御答弁いただければと思います。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 御指摘のことについては、一番役場が苦手にしている部分じゃない

かなあというふうに思っております。言葉は悪いですけど、何となく、行政施策を進めてきたと。 

 ＰＤＣＡというような言葉もありますけれども、そういったことで、計画を練って行動アクシ

ョンを起こすというようなことでやってまいりましたけれども、今からやはり、科学的根拠に基

づいたデータ分析と、それから施策を行っていくということが重要になっていくかということで

今、デジタルが推進化されているということで、令和７年12月を目標に、町も今取り組んでおり

ますけども、そういったことを念頭に入れて、やはり、若手職員は特にそういう専門的な知識も

養成しながら、町の行政の施策にしっかり関わっていくように、組織的にもやっていきたいとい

うふうに思っております。 

 とは言いつつ、やはり一番大事なのは、このデジタル推進によって何をやっていくかという、

町民の皆さんのサービス向上が一番ですので、やはり町民の皆さんが望むもの、これをしっかり

町は把握して、町の皆さんの期待に応える施策をしっかりこういうふうにやっていますという広

聴広報、これをしっかり取り組んでいきたいと思っておりますので、今後、令和６年については、

さらにこのデジタル推進についてしっかり取り組んで、役場全体で、私がＣＩＯの責任者となっ

ておりますので、本当は私が一番その知識を吸収しなければならないかというふうには思ってい

ますけれども、そういったことで取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○議長（藤澤和生君） ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） デジタルの話になりますと、やはり技術革新の部分ですので、高齢な

方々、それまでなじみのなかった方々というのが、そこに入りにくかったり、そのまま取り残さ

れていったりというところが懸念されるところです。 

 以前の執行部からの答弁の中でも、デジタルデバイドと言いますけれども、デジタル環境に取

り残されていく方々が出ないように取り組むということは、もう常々認識なさっていると思いま

すので、そこは継続していただきながら、やはりしかしながら、最新技術を活用して利便性の高

いいいまちをつくり上げていくというところでは、避けては通れない道だろうとも思いますので、

ぜひ取り組んでいただいて、役場職員の皆さんの負担も軽減されたり、あるいは取組仕事に対す

る士気が上がったり、プラスのところになっていけばいいなと思っております。 

 今日は子育て環境のことと、それからデジタル環境のこと、２つについて質問いたしましたが、

今後とも、ぜひしっかりと推進していただければと思います。 
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 本日の質問は以上で終わります。 

○議長（藤澤和生君） これをもって、３番、眞原誠君の一般質問を終わります。 

 ここで昼食のため、午後１時10分まで休憩いたします。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午後０時09分 

再開 午後１時10分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） こんにちは。４番、西田由未子です。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに元旦に起きました能登半島地震で亡くなられました方々の御冥福をお祈りしますと

ともに、被害を受けられた方々に心からお見舞いを申し上げたいと思います。 

 東日本大震災、福島原発事故から13年、熊本地震からももうすぐ８年、人吉豪雨からももうす

ぐ４年、いまだに復興の道筋は厳しいものがあります。 

 令和６年度の山都町最初の予算が今度提示されますが、昨年１年間全部の予算と同じくらいの

約170億円となっていて、昨年７月の豪雨災害に対する支援が大きくあるのだなというふうに感

じています。災害が起きるたびに、いち早く駆けつけてくださる消防団、消防、警察、地元建設

業の皆さん、地域の方々の支え合いに改めて心から敬意と感謝を申し上げたいと思います。 

 能登半島地震の際は、大きな被害の中、北陸には原発が集中しており、事故が大変心配されま

した。珠洲市には原発計画もありましたが、住民の方の長年の運動により、原発を建てるという

ことは実現しておりません。もし珠洲市に原発が建てられていて、この地震で事故が起きていた

ら、避難もできずに巻き込まれていた方がどれだけいたか分かりません。地震列島の日本に原発

は要らない、もっと国を挙げて防災減災のために動いてほしい。災害が起きてしまった後の避難

所の在り方も考え直してほしいと切に思います。 

 今回は、山都町の子育て支援、出産支援について、小中学校の給食について、防災計画につい

て３点質問いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 質問台から質問いたします。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 山都町の子育て支援と出産支援についてということで、初めに、物

価が高くなったことに対する支援として、所得が低い世帯の子ども１人当たり５万円給付が予算

化されましたが、これまでもいろんな支援策が出されてくる中に、所得によって給付がされる世

帯、されない世帯というのが出てきていました。午前中の３番議員の御質問の中に児童手当のこ

とが出ていましたが、今度から所得制限なしとなったことは大いに評価できると思っています。 

 でも、これはそうなんですけど、ほかの点でいえばまだまだ所得に応じて違いが出てきていま

す。この５万円給付にしても、山都町の18歳以下の子どもたちは1,200人ぐらいだと聞いており
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ますが、このように線引きされることで、５万円給付が実際に出せる子どもの数は243人のみと

なるそうです。 

 物価が高くなったことで家計が苦しくなっている家庭に、線引きはできません。子どもに係る

手当については、全員になされるべきだと思いますが、国の仕組みがそうなっていないと説明を

受けています。 

 子育てするなら山都町というとき、山都町全ての子どもたちには同様に支援が受けられますよ

うに、３番議員の御質問にもありましたが、不公平感がないように町独自の支援をしてほしいと

思いますが、そのことについてのお考えをお聞きいたします。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。国は、物価高騰に対する経済対策として、低

所得者への支援及び住民税の定額減税に係る制度を令和５年11月に創設いたしました。 

 本町においても、国の制度創設に伴い、２月補正予算において、低所得者の子育て世帯で子ど

も１人当たり５万円の給付金を予算計上し、現在、給付の準備を進めております。対象者が243

人で給付総額が1,215万円になります。 

 国の制度に準じていることと、住民税が課税されている世帯においては、令和６年度において

定額減税されますので、現在のところ、18歳以下全員への町独自支給については考えておりませ

ん。町独自支援をした場合、先ほどの243名を引いた対象者数が約1,000人になります。給付額の

予算が大体5,000万円になると踏んでおります。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 5,000万円必要になるわけですね。 

 ふるさと寄附金については、後でまたお尋ねしますけれども、年度当初に全額を予算化されて

いるので、途中からの寄附金からの充当というのは難しいのかもしれませんが、やはり、そして、

ふるさと納税からの充当をするに当たっては、不安定財源となるので、恒久的にいろいろするも

のについてはなじまないということも聞いております。 

 だからこそこのように、ここの場合はもう全員にしたいねというようなときに、出せないもの

だろうかというふうに思っているところです。また、後でお尋ねをします。 

 次に、出産する施設まで１時間以上かかる妊婦に対して、政府が交通費や宿泊費を補助すると

いう方針があるという報道がなされています。まだ制度設計としては確定ではないと聞いており

ますが、山都町内には産婦人科もありませんし、高速道路開通のおかげで、産婦人科まで１時間

未満となる可能性も出てきます。しかし、緊急事態でタクシーを使っていくということもあるか

もしれません。その際は、すごく経費的にかかります。 

 山都町は線引きぎりぎりのところにいるわけですが、そこで１時間以内であっても、また同じ

ことになります、国の制度設計には合いませんが、町独自で支援をしてほしいとも思いますが、

そのことについてのお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 健康ほけん課長、木實春美君。 
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○健康ほけん課長（木實春美君） お答えいたします。政府は、昨年12月20日、デジタル行財

政改革会議において、2024年度予算案を報告しました。その中で、母子保健対策関係予算に関す

る新規事業として、妊婦に対する遠方の分娩取扱い施設を利用する際の交通費等支援が盛り込ま

れております。 

 その内容は、先ほど議員がおっしゃいましたように、地方の周産期医療体制の不足を補完し、

妊産婦本人の居住地に関わらず、安全安心に妊娠出産ができ、適切な医療や保健サービスが受け

られる環境を全国で実現するため、遠方の分娩取扱い施設までの移動にかかる交通費及び宿泊費

の助成を行うことにより、妊婦の経済的負担の軽減を図るとされております。現段階におきまし

ては、まだ直接国からの説明とか指針が示されておりませんので、ちょっと今後は動向を注視し

てまいります。 

 それから、１時間以上というのが今国が示されている中では、その線引きというとおかしいん

ですけれども、示されているところなんですけれども、そこがおおむね60分以上というような形

で示されておりますので、そこをどんなふうに捉えて、どう下ろされるかというのも含めまして、

そこを注視しながら、町独自とまではちょっとここでは先ほどの制度もまだ補完されておりませ

んので、制度設計もなされておりませんので含めまして、注視しながら、町でできることを模索

していきたいと思っております。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） また、新たに産後ケア事業を始められるというふうに聞いておりま

すので、この産後ケア事業の内容について御説明をお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 健康ほけん課長、木實春美君。 

○健康ほけん課長（木實春美君） 全ての子どもが健やかに育つ社会の実現を目指し、母子保

健に係る様々な取組推進をするために、地域における切れ目のない妊娠、出産支援等を推進する

ための事業の一つに、産後ケア事業があります。 

 特に退院直後の母子に対して心身のケアや育児サポート等を行い、産後も安心して子育てでき

る支援体制の確保を目指して実施するもので、ケアの方法としましては、訪問型また通所型、宿

泊型などがあり、ケアの内容は、母親の体のケア及び保健指導、栄養指導や授乳、育児に対する

ケアなどの支援を行う事業です。 

 本町におきましては、今年度、健康ほけん課のほうで事業を進めるべく計画を立てておりまし

たところ、午前中もお話にありましたように、令和６年から福祉課内にこども家庭センターを開

設しまして、産後ケアも含めまして、母子保健機能と児童福祉機能を一体的また包括的に切れ目

なく実施する拠点としての、現在、組織整備を行っておりますので、ケア事業については６年の

４月から進めるところで、準備を行っておるところです。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） １歳までの子どもさんをお持ちのお母さんが、産後はもう本当に睡

眠不足、それと慣れない育児で疲れ果ててしまう、その１歳までの子どもさんを持つお母さんに

とって、やっぱり病院等でゆっくり眠れる、もうね寝たいんです、とにかくお母さんは。寝たい、
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それを実現できる施策が４月からできるということは大変いいことだと思っております。 

 しかし、上に子どもさんがいるときには、やはり家を空けられないという現実もあります。そ

こで、産後の家事支援事業を新設できないかと思っております。それには事業所からのヘルパー

派遣とか、そういうことが必要だというふうに思うんですけども、ただでさえヘルパーさん足り

ないと言っている中で、難しい面もあるだろうなとは推察します。 

 それで先ほど、午前中の質問にもありましたファミリーサポート事業を拡充できないかなとい

うふうに思っています。10歳までと言われた子どもさんの年齢を15歳までに上げていただくとか、

利用者８名、協力者４名、昨年度の利用実績１名という、この少ない実態をどうするかというと

きに、それと先ほど言いました産後の家事支援事業を、ファミリーサポート事業の中でもしてい

ただくと、少しでも家事負担を軽くする事業となるのではないかと思っています。 

 晩御飯を作ってもらう、晩御飯でなくてもお弁当を買ってきてもらう、それから洗濯物は畳ん

でもらうだけでも、そして掃除をちょこっとしてもらうだけでも、そして保育園の子どもの迎え

に行ってもらう。15歳までと言いましたのは、部活の送迎について迎えに行ってもらう、そのよ

うな支援がちょっとあるだけでも救われるんです。 

 子育て真っ最中の保護者さんに、この支援についてどう思うか尋ねてみましたところ、こうい

う支援が欲しいというふうに切に願われていました。おじいちゃんおばあちゃんの協力が得られ

るところであっても、それは必要だと思うんです。もう本当にお母さんが１時間でもゆっくり眠

れるようにということで、ファミサポを拡充するということについてのお考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（藤澤和生君） 健康ほけん課長、木實春美君。 

○健康ほけん課長（木實春美君） お答えいたします。議員おっしゃいましたように、産後の

家事支援事業につきましても、今おっしゃられた既存のファミリーサポート事業と共有できる仕

組みづくりを今現在、こども家庭センターで事業を一体的に実施するような形で制度設計を行っ

ているところです。 

 やっぱりおっしゃいますように、なかなかその作ったところでも資源がないとその利用ができ

ませんので、幾つも、やっぱり事業を進めるということはなかなか困難ですので、既存のファミ

リーサポート事業をやっぱり拡大させて、子育てしやすい、本当に山都で子育てしてよかったな

と思っていただけるような、経済面の支援もですけれども、環境づくりにもこれからも取り組ん

でまいりたいと思っております。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 前向きに検討もいただいているということで、大変ありがたいと思

います。 

 事業者さんにお願いすると結構お金もかかると思うんですが、ファミリーサポートセンターの

支援する側に登録して、それと支援してほしい方とマッチングすれば、たしか１時間800円の実

費負担で済む、お互い同士の実費負担ですね、町が関わらずできるというふうになっていると思

いますので、ぜひ、この制度の周知と、もっとたくさんサポートしていいよという方を増やして
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いただきたいと思います。 

 今まで申し上げました支援については、所得についての自己負担、今言いましたファミサポも

１時間800円発生します。でも、これからやはり、それもできるだけ抑えていただきたいと思う

んです。そして申請も簡単に頼みやすい仕組みをお願いしたいと思います。 

 子育て支援に関わるものについて、ふるさと応援基金を使っていくということを含めてお考え

をお聞かせいただきたいと思うんですが、その際、令和６年度のふるさと応援基金の総額と、ど

のような事業に使われる予定なのかということを議案説明の資料として出してありますので、よ

ければ、共有していただけるとみんなで見れるんですが、それは大丈夫でしょうか。よければし

ていただいて、御説明いただければありがたいです。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。データの共有ということですが、一般質問に

つきましては、私のほうから口頭で説明をさせていただきたいと思います。 

 今の議員のほうからお尋ねがありましたふるさと応援基金の総額は、現時点での、これは令和

５年度の話ですが、現時点での予算ベースで２億2,924万2,000円というふうになっております。

令和５年度の最終的な基金額につきましては、年度内の寄附金額の状況を踏まえまして、基金化

させていくこととなりますので、現時点での基金額よりは増額、増加することを見込んでおりま

す。 

 令和６年度一般会計当初予算におきまして、歳入の19款寄附金におきまして、ふるさと応援寄

附金が２億円計上しております。歳出の12款諸支出金におきまして、7,315万3,000円をこれに積

み増すこととして、予算化をしているところでございます。また、歳出の各事業を実施するに際

しまして、ふるさと応援基金から１億3,000万円を財源といたしまして、役立てさせていただく

こととしております。 

 寄附金を財源として実施する事業につきましては、山都町ふるさと応援寄附条例第２条、各号

に掲げております内容に沿って使用したいということで考えております。 

 令和６年度の、その内訳といたしましては、まず、自然環境の保全と景観づくりに関する事業

に500万円、観光資源を活用したまちづくりに関する事業に200万円、地場産業の育成と雇用の促

進に関する事業に200万円、健康で安心安全に暮らせるまちづくりに関する事業に5,300万円、未

来を担う子どもたちの健全育成に関する事業に5,600万円、生涯学習の推進と文化芸術の振興に

関する事業に1,200万円となっております。 

 以上を踏まえますと、現時点での令和６年度のふるさと基金の総額は１億7,200万円程度にな

るというふうに見込んでおります。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 令和６年度の充当予定は１億3,000万、だけど、基金としてはまだ余

裕はあるということですよね。２億7,000万積み上げるとおっしゃったので、基金としては２億

7,000万ある、来年度は１億3,000万を使いたいということである、そういう理解でいいですか。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 
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○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。そのように今見込んで、今回の当初予算で計

上しているところでございます。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） そうであるとすれば、先ほど最初に言いました５万円給付を全員に

ということを、この中から充当していただくということも不可能ではない額じゃないかなと思い

ます。 

 全体として、たくさんの子ども健全育成について、半分近くふるさと納税基金から出していた

だいていることについては、本当に感謝したいと思います。各方面の御努力によって毎年増えて

もいますし、本当にありがたいことだと思っておりますが。 

 やっぱり、もともと国の考え方が全員にではないということで、地方がきつい思いをするとい

う構図の中ではありますけれども、先ほど、今度、減税がされるということで、町としては、５

万円給付を全員にということは考えていないとおっしゃいましたけれども、やはり、実感として、

山都町にいる大事な子どもたちに不公平感なく、今目の前にいる子どもたちに、それと住民の方

に不公平感なく、よかったね、住みやすいまちだねって、山都町はやっぱり子育てするなら山都

町というだけあるねということの実現に、余裕があるので、余裕があるとは言えないかもしれま

せんが、今回、物価高騰で苦しんでいるところに線引きはできないというところで、もう一度お

考えいただいて検討はしていただけないものでしょうか。もう一度お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。先ほど福祉課長のほうからもありましたとお

り、今回の低所得子育て世帯以外の世帯につきましては、令和６年度において定額減税が行われ

ますので、課税世帯に対してふるさと応援基金を財源とした給付を行うことは、今回５万円を給

付する低所得子育て世帯との均衡が保てないことになりますので、給付するということは考えて

おりません。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） それでは、保護者さんたちの間に、どうしてみんなにもらえないの

ということの疑問は出てくると思うんです。減税されてもお金として目の前にないものだから、

理解をしていただけるように、ちゃんと御説明いただきたいと思います。ありがとうございまし

た。 

 続きまして、小中学校の給食についてお尋ねをします。 

 ２月22日に行われました小中学校の給食体制の検討委員会を傍聴いたしました。その中での検

討についての私の理解を述べますので、間違いがあったら御指摘いただきたいと思います。 

 今ある給食室の新築や改修等々、給食センターの整備を比較検討され、結果的には山都町に一

つの給食センターを造るということは現実的ではないと、そして今後小中学校をどのように再編

していくのか、義務教育学校をどうしていくのかとか、今ある学校をどんなふうに利活用するの

かとかいういろんな今後の小中学校の在り方についてと密接に関係していくので、それと関連づ

けて検討し、学校が新しくなるときに給食室を一緒に新築する。それまでは、今ある給食室を、
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再編されるまで改修しながら使っていくということになったという理解でよろしいでしょうか。

お願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） それではお答えいたします。先ほど議員がおっしゃいました

ように、先般、給食検討委員会を開催しましたけれども、これまで２回の検討委員会を開催して

きました。 

 会議の中では、安心安全な学校給食のためには、給食施設については学校給食衛生管理基準に

準拠する整備が求められることや、調理に係る人員の推移等を認識いただいた上で、整備に際す

る５つのパターンを想定しました。 

 その中のパターンの中に、先ほどおっしゃったセンター方式だったり、新築して、学校を整理

してそこに新しく給食室を造ると、そういうパターンを５つお示ししまして、それを比較検討し

まして、体制案として最も適当なのは、今後の本町の児童生徒数の推移等を踏まえると、学校数

を減らすことを前提にして、自校方式によることとしたほうが、コストの効率性、適正人員の配

置、給食提供の質の確保等の面から見て最善だと思われるのではないかと提示させていただいた

ところです。 

 おっしゃったとおり、それまでの間は、既存の給食室を改修しながら、維持を図っていくとい

う形で、将来的には義務教育学校の整備を目指しておりますので、それを踏まえた上で新築を整

備するという形で、今後協議を進めていければと考えているところです。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 検討委員会の中で、慎重にそしていろんなデータを取りながら検討

していただいた結果が、自校方式を守りながら、今後の少子化に対応して学校を再編していくと

いうことでしたので、大変、安心をいたしました。ただ、今おっしゃったように、毎日毎日今も

給食を作って、子どもたちに提供しているわけで、給食の先生方は衛生面を保つということに一

番気を遣って仕事をされています。もう本当に当然のことです。 

 そのために、新築できちんとしたものができれば一番よかったんですけど、コスト面からいっ

たら、今の学校規模で全部の給食室を新築するというのはやっぱり無理があるということでした

ので、今ある給食室をできるだけ、もっと衛生面に充実したものにということで、これまでも温

水化をしたりとか、トイレの洋式化をしたりとか、いろいろされてきております。でもやっぱ先

生方の要望としては、それぞれの学校の実情が違いますので、一律ではないと思います。 

 聞いておられると思いますけれども、とにかく手洗いがきちんとできるように、例えて言えば、

手術室に医師が入るときのような感じの手洗いができるようにしてほしいと。肘までちゃんと洗

えるとか、蛇口を触ったらそこで菌をこう、蛇口を触らないようにしてほしい。肘で蛇口を開け

たりとかいうのに変わっているとこもありますが、できれば自動でできるようにしてほしいとい

うことが大事なんだと聞いております。 

 そこで、給食室の改修の進捗状況、今後の計画等についても、できるだけ早い改修が望まれる
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と思いますので、その予定について御説明をお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） お答えします。現在の給食室なんですけれども、築後23年た

っております蘇陽南小学校を除きまして、大方築後三十数年を経過して、中には築後50年程度に

達する施設もございます。 

 それぞれ、当時の学校給食衛生管理基準に照らして整備されたと思うところでありますけれど

も、その後、新たに設けられました汚染作業区域と非汚染作業区域、その他の区域の部屋単位で

の物理的な区分であったり、ドライシステムの導入、エアカーテンの設置、温度湿度管理ができ

る空調設備など、現行対応が困難な部分が多々あります。そういう部分につきましては、調理師

さん方において、作業工程等を調整されるなど、安全な給食の提供に現在尽力していただいてお

ります。 

 先ほどおっしゃいました、給食室の手洗いだったり、その辺の環境改善につきましては、スペ

ースの関係とか、それを踏まえますと、なかなかこう設置が難しかったりという面もございます。

そういうのも踏まえまして、なるべくそういう衛生的な面で解決できるように、調理師さん方の

要望に応じて、またそれを受けて学校からの要望を基に、毎年改修等を優先順位をつけながら、

予算を立てまして、改修等を行っているところです。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 御努力いただいていると思いますので、今後ともよろしくお願いし

たいと思います。 

 次に、給食費の公会計化についてお尋ねをします。 

 以前も先生方の働き方改革の一つとしてもお願いをしてきましたし、文科省としても進めなさ

いと言っていることになりますので、その後の進捗状況を御説明ください。 

○議長（藤澤和生君） 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） お答えします。公会計化につきまして、先般の給食体制検討

委員会の中に、資料内でも記述しておりますので、ちょっとそちらを踏まえて、前段の説明をち

ょっとさせていただきます。 

 学校給食費の取扱いの現状としましては、各学校において徴収管理を行っています私会計方式

で運営されております。学校において、現金または口座引き落としにて児童生徒の保護者から徴

収しています。引き落とし口座は、学校によって保護者が選択できる金融機関の制限もあるよう

です。食材費は、給食費を基にした給食会計の予算から支払われております。これらの給食費に

関する事務は、各校において学校事務職員等が対応されているところです。 

 公会計化のメリットとしては、町の行政システムを通じ、県内等の主要機関、金融機関の多く

で引き落とし可能で、給食費徴収に係る利便性が図られること、学校給食費を町の予算とするこ

とで、監査委員による監査を通じ、予算執行の公正さや透明性を高めることができること、学校

での給食会計等に係る事故を防止できること、各校でなく町で一括して管理するため、学校給食
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費の徴収管理事務の効率化が図られること、学校現場の業務負担が減ることなどが考えられます。 

 一方、デメリットとしましては、これは、他自治体での事例で紹介されていますけれども、保

護者の当事者意識が薄くなり、給食費の未納が増える可能性があること、それと給食費は、私債

権であるため、支払いに応じない未納者への対応には裁判を得る必要があり、税金のように強制

徴収できないことから、解決まで相当期間を要すること、あと喫食者、これ食べる子どもですね。

給食を食べる子どもの喫食者ですが、その喫食者の確認、給食費の積算や徴収、業者への支払い

等の関係事務について、町行政の負担が新たに増加することなどが考えられます。 

 以上、説明しましたメリットやデメリットのほかに、行政システムの改修や業務体制等を調整

する必要がありまして、一朝一夕では解決できないことから、総体的に考えて取り組まなければ

なりません。 

 今後教育委員会会議での協議を踏まえまして、方針を明確にして、町長部局とも話を煮詰めて

いく必要があると思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 以前お尋ねしたときよりも、具体的に検討されているということが

伝わりました。 

 その中で、滞納が増えるのではないかという懸念があると言われましたが、現在保育料も公会

計化されていますよね。保育料は、各保育園に直接支払うのではなくて、町に支払う、その中で、

おっしゃったように給食、保育園の給食も公会計化されているわけです。なので、そのノウハウ

を学校に適用すれば、そんなに事務負担はないのではないかという思いと、それと実際令和５年

度の後期定期監査結果報告を見ても、保育園の滞納数は数件であり、我が町においては、滞納数

が増えるのではないかという、心配はないのではないかなと個人的には思っております。 

 先ほども言いました文科省としては、進めなさいと、来年度からでもしなさいと言っている中

身ですので、ぜひスピード感を持って進めていただきますように、重ねてお願いしたいと思いま

す。 

 次に、給食費についてお尋ねをします。 

 令和５年度が始まった頃には、物価が高くなったことにより、給食費を値上げしないといけな

いかもということがありましたが、ＳＤＧｓ関連予算や物価高騰に対する予算を充てながら、何

とか値上げせずに済んだというふうにも聞いております。 

 そのおかげで、有機米や有機農産物を使っての安心安全で手作りのおいしい給食を子どもたち

に食べさせ続けることができていることに対して、本当に感謝しております。令和５年度に、今

年度ですね、値上げをせずに済むように、実際どれぐらいの補助が出されたのかの御説明をして

いただきたいのと、その補助を令和６年度以降も続けていただいて、給食費の値上げにならない

ようにと思いますが、その考えも併せてお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） お答えします。学校給食に関し、今年度複数の事業を実施し、
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補助を行っております。補助額につきまして、現時点における概算となりますが、説明いたしま

す。 

 全部で４つございます。 

 まず１つ目、ＳＤＧｓ事業関係で３つの事業がございます。 

 １つ目、ＳＤＧｓ事業として、学校給食用有機米購入として、有機米と一般米の価格との差分

の補助を140万円程度。 

 次に、同じくＳＤＧｓ事業としまして、年８月、月に各１回、地元産食材を使ったふるさとく

まさんデーというものがございまして、それに併せ有機野菜の学校給食での利用促進を図る学校

給食有機野菜導入事業として、１人１食50円の有機野菜等の購入を37万円程度。 

 次に、同じくＳＤＧｓ事業としまして、１月第４週に今年は設定しているんですけれども、Ｓ

ＤＧｓ給食週間に際しまして、児童生徒１人１食100円、計500円分の有機野菜等の購入を40万円

程度。 

 最後に、国の物価高騰による小中学生の保護者の負担を軽減するための学校給食費の補助制度

を用いまして、400万円程度を補助しております。 

 本年度における学校給食に対する補助は、計617万円ほどとなり、厳密には異なりますけれど

も、年間195食と仮定した場合、児童生徒１人１食当たり40円程度、年１人当たり7,900円程度を

補助している形となっております。 

 来年度の予算に関しまして、来年度のＳＤＧｓ事業に関しましては、本年度同程度の予算計上

を予定しております。けれども、国の物価高騰の補助につきましては、現時点では定かではない

ものの、期待を持って国の動向を見ているところです。今後、経済的な動きとしまして、経費の

価格転嫁が進み、同時に賃上げ等も進んでいくものと仮定しますと、食材にかかる経費の上昇は

やむを得ません。 

 このような社会情勢を踏まえると、給食に係る経費が上がることはあっても、下がることはま

ず考えにくく、現在各学校で設定されている給食費で賄うことは困難かと考えますので、補助が

なければ、給食費の値上げ等が必要になるかと思うところです。 

 ただ、本年度における補助相当額を加えたところでの給食費を算出しますと、児童生徒１人１

食当たり、小学生にあっては310円程度、中学生にあっては350円程度と、非常に安価であります

し、給食費の負担が困難な生活困窮世帯に対する援助制度もあるからと察するところですが、こ

れまで保護者の方々から直接補助を求めるようなお話を伺ったことはないところです。 

 また、単なるこの補助の創設では、子育て世代に対する応援の思い、それがなかなか届かない

と思いますので、全国あるいは全町的な子ども政策全般の機運の高まりを期待しています。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 令和６年度にあっては、物価高騰補助に期待をするとおっしゃいま

したが、私も町に期待をします。それがもしなくても、ぜひ補助していただきたい。先ほどの５

万円給付を全員にするのは諦めました。あれは何千万とかかりますが、これはできます、何百万
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でできることです。なので、諦めましたと言うのもあんまりですけどね、諦めたくありませんが、

考えていただきたいとは思いますけれども、それができないのであればこっちに頑張ってほしい

なという思いがあります。 

 親さんからそのような声は聞いたことないとしていますが、いや私はたくさん聞いております。

そして、それも、今まで上げなくてよかった中身もいいものではないですか、有機米が食べられ

て、有機野菜が食べられて、地場産業のが食べられて、本当に手作りのものを食べられる、こん

なにいい給食はない、これにかかるお金をできるだけ抑えるということは非常に子育て支援に寄

与すると思います。年間通じれば、大きなお金になります。２人３人と子どもを小中学校にやっ

ているところにあれば大きな金額です。 

 それをまずは上げない、そしてこれからの国のほうも、給食費については無償化の方針も出し

てくるかもしれません。それに準じて、無償化になればいいことでありますし、まず上げない。

山都町、ほかの自治体、たくさん上がっている中で、上げてない自治体として頑張ってほしいし、

それよりも下げて下げて頑張っているというふうになることが大事ではないかなというふうに思

っていますので、ふるさと応援基金からの補助も、ぜひこれも考えていっていただきたいと思い

ます。これに対しての御答弁はありますか。あればお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。給食費への助成に活用することができないか

ということでございますけれども、いまだ本町におきまして、ふるさと寄附金は安定した財源に

なっていないというのが現状でございます。継続的な支援となり得る給食への助成は難しい状況

ではないかというふうに考えております。 

 まずは、安定した財源となるべく、ふるさと納税していただける環境づくりをさらに強化して

いくとともに、ふるさと納税の納税者の固定化も重要な部分ではないかと思っております。その

ためにも、山都町の魅力を発信していくコンテンツを今後もブラッシュアップしながら、ふるさ

と納税の確保に努めていきたいというふうに考えております。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 少子化対策は喫緊の課題と言われて久しいですが、子育て支援山都

町、本当に充実したものがあると思います。 

 だからこそ、それでも少子化がとめられない町の現状を考えたときには、いろんなことを多方

面でしていかないといけないと思いますので、もう悠長なことは言っていられないと。できるこ

とを、今いる目の前にいる子どもたちにできるようにしていっていただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

 次に、防災計画についてお尋ねをします。 

 元旦に起きた能登半島地震の被災状況や課題を考えたときに、能登の課題は山都町の課題だと

痛切に感じております。特に耐震基準を満たしていないであろう古い住宅が多く倒れてしまって、

壊れている能登の様子、山都町は新聞報道で、全国で３番目に耐震化率が低いというのもされて

います。個人住宅の耐震化を進めるにはどうしたらよいだろうと頭を抱えてしまいますが、そし
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て、耐震化をするための補助もありますけれども、なかなか申請が上がっていない状況だと聞き

ます。個人住宅の耐震化を進めるにはどうしたらよいと考えられますでしょうか。 

 令和６年度の耐震化予算も109万です。昨年度は１件あったのでしょうか。何か２件分しか予

算化されてないふうにも聞きますので、この点についても、どうしていったらいいとお考えなの

かお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。個人住宅の耐震化につきましては、建設課が

担当しておりまして、具体的には、今、議員のほうからもありましたように、山都町戸建て木造

住宅耐震改修等事業補助金交付要綱を制定しまして、耐震改修設計を行う場合が20万円を限度と

して補助を行い、耐震診断を行った結果、耐震改修される場合につきましては100万円を限度と

して補助を行っております。 

 また、山都町危険ブロック塀等安全確保支援事業補助金交付要綱を制定しまして、道路に面す

るブロック塀自体の高さが60センチ以上かつ道路面からの高さが80センチ以上の場合、20万円を

限度として補助を行っているところでございます。 

 この耐震設計それから工事につきましては、令和３年度で耐震設計について１件、建て替え工

事につきましてはゼロ、危険ブロック塀については２件、それから令和４年度におきましては、

耐震設計が２件、建て替え工事が１件、危険ブロックが１件、本年度は設計はゼロ、建て替え工

事が１件、危険ブロック塀が１件ということになっておりまして、まだまだ確かにそういった周

知が足りてないところもありますので、できる限りこれを活用していただいて、安全な戸建て住

宅に住んでいただけるように、町としても引き続き支援していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 現実的にはやっぱり100万改修費用が出るとしても、何百万とかかる

ので、二の足を踏まれるところが多いと思うんです。耐震診断だけは１万円弱でできると聞いて

います。耐震工事だけではなくて今は、後づけの推進工事というものや壁を厚くするとか、柱を

取り付けて強化するとかいう、簡単なので耐震になるかと言われてみればそうですけれども、で

もそれでもないよりもいいんじゃないかと。 

 そういうものもあるそうですが、もっと安くできる建築の工事もあるというふうには聞いてい

ますので、今の補助は、そういういろんなやり方にもされるものでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 建設課長、西賢君。 

○建設課長（西  賢君） お答えします。まず、耐震改修設計、これをやりまして、昭和56

年に建築基準法が改正になっておりますので、それに伴いまして、ただの改修工事でしたら、最

大60万円というのがございます。建て替え工事でしたら最大100万円の補助が出ると。 

 あくまでも財源としましては、国が２分の１、町が２分の１、建て替え工事でしたら、最大

100万円。どうしても補助になりますので、上限額が決まっている中で個人負担が必要になると

いうことで、なかなか進まないかと思っております。 
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 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） やはり国を挙げてこのことはしてもらわないといけないんだなとい

うふうに思うところです。 

 でも、やっぱりいつ起こるか分からない、たった今起きるかも分からない。防災については、

例えば、休まれるところを２階にしていただくとか、寝るところだけ、それは難しいですよねお

年寄りの方には階段がというのがあるので。じゃあ寝るところだけの家具だけでも、転倒防止の

器具をつけていただくとか、そういうことから始められないかなと思うわけです。 

 以前、家具の転倒防止の器具への補助はできませんかと提案もいたしましたが、それは自助努

力でやっていただきたいと言われました。ですが、やはり、何というかなその転倒防止の器具を

つけていたことで倒れなかったという事実もありますし、防災訓練を行うときに、まずは１家庭

１組だけでも、まず、その現物を配っていただいてやってもらう。それが必要なんじゃないかな

と思います。あとは必要分だけ、それこそ自助努力で家庭に、これはよかねと思っていただけれ

ば、準備していただくということになればいいんじゃないかなと思うんですが、１組2,000円ぐ

らいです。全世帯6,000世帯、1,200万ですかね。お金の出どころはないでしょうか。よろしくお

願いします。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。個人住宅への地震への備えということにつき

ましては、現在、防災講話の際とか、また、全戸に配布しております暮らしの便利帳等で、家具

固定の必要性等を周知をしているところでございます。 

 また、防災マップにつきましても、いろいろなそういう知識について啓発をしながら、各家庭

のほうでそういった備えをしっかりしていただけるようなことを、引き続き町としても進めてい

きたいというふうに思っております。 

 助成ということでございますが、現時点としては、特にお答えは有しておりませんので、答え

を控えさせていただきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） それでは、現在の備蓄状況についてお尋ねをします。 

 能登半島地震で課題となっていたのが、水とトイレでした。また、プライバシー保護のための

仕切りやテント、段ボールベッド等、それから非常用の電源やトイレトレーラーというのも、各

自治体にあればいいなというふうに思ったんですけど、どのような備蓄品がありますでしょうか。 

 新体育館の分については、後で聞きたいと思っていたんですが、ちょっと時間が押しておりま

すので、まずは御岳小学校にある備蓄品が、もう１点、御岳西部小学校にある備蓄品は、各指定

避難所に災害が起こってから配送される計画と聞いていますが、やはりそれでは遅いと思ってお

ります。 

 道路の寸断等の危険性があることを考えますと、60か所指定避難所に全部置けとはまずは言い

ませんので、でもそれは大事なことだと以前から申しておりますが、昨年の７月豪雨の際に、実
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際に避難所として活用されたところにだけでも、たしか10か所ぐらいあったと思いますが、まず

は今年の梅雨前に配置していただきたいと思います。その計画についての考えをお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。現在の備蓄倉庫は、先ほどおっしゃっていた

だいたように、旧御岳小学校の校舎を主倉庫ということで、管理をしております。そのほかに、

今回新しく造ります、体育館パスレル、千寿苑、役場、清和支所、蘇陽支所、清和山村基幹集落

センターに分散して必要数を計画的に備蓄するとともに、災害によりまして孤立する可能性の高

い地域は、令和４年度までに事業を活用いたしまして、簡易備蓄倉庫を９か所、その他町の自主

防災組織支援整備事業におきまして、現在、自主防災組織で設置されておりますのが５か所ござ

います。 

 この設置した防災倉庫には、町のほうで備蓄品を設置しておりますので、その部分を現在使っ

ていただいているということでございます。また、使用した後、不足する分につきましては、町

がまた補充するということでしております。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 避難所として実際何度も開設されているところで、まだ備蓄品が届

いていないところがあるはずなんです。 

 名連川支所とか、矢部高校とか、幾つかあると思いますので、そこにはぜひ今度の６月の豪雨

の前には、豪雨が来るか分かりませんが梅雨の前にしていただきたいということを重ねてお願い

をいたします。 

 すいません、体育館のことについては、せっかく御準備いただいたと思いますが、割愛させて

ください。申し訳ありません。また、聞きます。 

 防災重点ため池についてお尋ねをします。 

 崩壊のおそれがあるところには耐震工事やしゅんせつ、水位計による監視体制の整備ができな

いかと以前お尋ねをしております。そのときは、今のところ崩壊の危険はないということで、耐

震工事の予定はないというお答えだったかと記憶しています。 

 毎年想像以上の雨が降るようになってきており、私の地元のところにもありますが、ため池の

様子はどうですかとお尋ねをしております。でも、雨が降ってごうごうしているときに、大丈夫

ですかとは、見には行けませんよね、危険が伴いますので。だから、もしあふれてしまったら30

分で下流の集落に到達するというハザードマップができているのですから、危険水域になったら

下流域に避難を呼びかけられるようにしなければならないと思うんです。 

 令和13年３月までのため池工事特措法という法律がありますが、その中に、防災重点農業用た

め池緊急整備事業というのがあります。災害発生を未然に防ぐための水位計の設置や通信設備に

使えるとなっております。危険水域になったら、地元の方や町にそれこそデジタルで連絡が来て、

避難してくださいというようなことができるということだと思います。山都町ではこれをぜひ活

用していただきたいと思いますが、活用の予定についてお尋ねをします。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 
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○農林振興課長（松本文孝君） それでは、お答えしたいと思います。まず、山都町には23の

農業用ため池がございますけれども、その中でも、決壊により周辺区域に人的被害が及ぶことが

懸念されるものとして、県が指定する防災重点ため池が町内に７か所あります。この７か所につ

きましては、豪雨や地震による影響、老朽化の把握のために、熊本県のほうで点検が実施をされ

ているところです。現在のところ緊急度の高い、危険度の高いというものはございませんでした。 

 また、令和３年度から４年度にかけましては、この７か所についてハザードマップを作成し、

対象集落へ配布を実施しておるところです。ため池の安全管理につきましては、ため池管理者、

所有者の責任となります。大雨時や地震時においては緊急点検を行い、町への報告を行っていた

だくよう、管理者へお願いをしているところでございます。 

 今後もため池管理者、所有者には、年１回以上の経過観察によるため池の変状等の確認、豪雨

前のため池水位の調整、ハザードマップを活用した浸水区域の把握、防災訓練の実施などの周知

をしっかりと行っていくとともに、危険察知の新たな方策としまして、スマートフォン等を活用

した遠隔監視システム等の導入事例も全国で増えてきておりますので、ため池管理者へは、その

紹介も合わせて、それに対する補助事業もあるということをお伝えしていきたいと思っておると

ころです。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 最後のほうに言われました、その遠隔監視システムというの、それ

は、責任は管理者、所有者にあるとおっしゃいますけれども、そういうのがあって、積極的に町

のほうからも、それをつけるように、補助ありますからということで、たしか国が半分、県が、

４分の１、町が４分の１でできるものですよね。なので、ぜひそれはしていただきたいと思いま

す。 

 だって先ほど言いましたように、危険を伴って見に行かなくてはならないようなことはやっぱ

りいかんと思うし、30分で到達するんですよ、もし、決壊しなくてもあふれたら。だから、それ

を思えば、本当にこれはすぐにでもやっていただきたいことですので、重ねてお願いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。地元にもきちんと説明してください。 

 いろいろ説明いただきまして、ありがとうございました。 

 子育てするなら山都町を、本当に皆さんが実感できるように、住んでよかったと山都町を実感

できるように、今後もしていただきたいと思いますし、協力もしていきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたしまして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） これをもって、４番、西田由未子君の一般質問を終わります。 

 ここで10分間休憩いたします。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午後２時10分 

再開 午後２時20分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 
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○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） こんにちは。２番議員、坂本幸誠です。 

 なかなか、私の一般質問聞いとって、町民の方から文句ばっかり言うなと。だけん嫌わるった

いというような意見言われましたけれども、じゃないとですよ、私は議員になってやっぱ分から

んことを質問するという意味で質問しておりますので、答弁者も文句じゃないということで聞い

とってください。 

 それと白鵬の問題、私の好きな白鵬がおったんですけれども、やっぱ弟子をかわいがり過ぎて、

ああいうことになったということで、本当に弟子のことを思うなら、やっぱ、悪いことは悪いな

というふうで注意をしとかんけん、社会的に制裁を受けるということを思っておりますんで、合

わせまして、話しておきます。 

 副町長が、やりがいのある職場とおっしゃいました。やりがいのある職場を作っていくために

何をせなんかということがまず問題ですので、よろしくお願いして質問に移りたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） では質問に移ります。 

 通告書にありますように、まず、山都町の指定管理者制度、これの監督及び任命責任について、

これ伺いたいんですけれども、国民宿舎もそうですよね、指定管理をしておりました。そのとき

には、赤字になっとる業者に任せたと、そういうことで自己破産になったと、そのことを誰が責

任を取るんですか。 

 審査会を通してそこになったとおっしゃいますけれども、実際的にまだ町民は迷惑しておりま

す。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●指定管理をした

責任は誰が取るかということは、問題じゃないかと思っております。 

 服掛松のキャンプ場に関して、先ほども質問がありましたけれども、草切りの確認はされまし

たかと書いております。まず、基本協定書における草切りはどのような体制になっていますか。

お聞きします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。指定管理の協定書の中で、草刈り等について

は、常時整備しておくエリアですとか、年に２回ないし３回の草刈りが必要というようなところ

を仕様書の中で書き分けて協定をしているということです。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） そういう協定を結んでおるということですね。 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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 ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●割り印まであるということは、両者が確認をして実行しますよということの協

定書と思うんですよね。 

 それで、さっき言われました年２回か３回切るというような協定を結んでおいて、今度の事態

になっていると。これは、もしあの地元の人たちが問題発言しなかったらそのまんまとおっとっ

とじゃないだろうかと思うとですよね。 

 今度、一応指導に行って、今回12月まで切ってありますということの報告を受けています。そ

れを認めとったんじゃ、この協定書の意味がないというふうに私は思う。まだ、この前の建設常

任委員会のとこにおいても、あの２か所はそのまんま、現状は維持ちゅうか、切ってないんです

よね。そこのところはどうお考えですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。草刈りがまだ済んでないところについては、

近くの方が、そこのキャンプ場内のクヌギの木が欲しいということで言われたものですから、町

のほうとしても、有償で譲りました。伐採をされてはいるんですけれども、その後の片づけがま

だできてなくて、先のほうに行けてないというところで、作業ができてないというところでござ

います。 

 それともう一つ、協定書についてでございましたけれども、12月のときにも申し上げましたけ

れども、指定の取消しというのは、行政処分の一つで役所の行為によって国民に義務を課したり

権利を付与したりするような処分という決定になります。 

 これをいきなり指定の取消しですとかということではなくて、一旦行政指導等により、設定し

た期限までに改善報告を提出させるとか、改善が見られない場合に、協定書による処分を検討す

るとかというそういう手順を取るべきだということでございますので、今回、そうした行政指導

を行いながら、改善を求めていったというところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●● 

 次に、行きます。 

 先ほどもありましたけれども、キャンプ場の車について車検切れだったということで、何月に

車検が切れとったんですかね、報告があっていますと思います。 
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○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●● 

 ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●報告内容を聞い

ているんですけれども。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。これについても午前中お答えした分でござい

ますけれども、指定管理者と山都警察署からもキャンプ場で使用している車両について報告を受

けております。 

 町は12月20日に、山都警察署地域交通課に出向いて、警察署は警告とし、念書を徴求し、処理

しております。これによって、今回の件は同社に厳重注意処分書を文書で発し、念書を町長宛て

に徴求しました。同社も深く反省し、再発防止に努めることを確認しております。町も指定管理

施設の管理状況について定期的に確認するよう、指導を徹底してまいります。 

 以上でございます。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●● 

○商工観光課長（藤原章吉君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 
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○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●● 

○副町長（噪林力也君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●● 

○商工観光課長（藤原章吉君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●。 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 

 ●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●● 

 ●●●●●● 
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○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●● 

○商工観光課長（藤原章吉君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●注意を願いたいと思います。 

 じゃ次行きます。 

 服掛松キャンプ場に関して、服掛松だけなんですけれども、私は服掛松の評価というのは、副

町長がおっしゃったように、確かに認めていますよ。しかし、そこを先ほど相撲の話をしたと一

緒ですよ。その人が認めているけども、やった行いを正さんと私はいかんと思っております。そ

こはちょっと勘違いしないで聞いとってほしいと思います。 

 チェーンソーを使うときに、これは、チェーンソーを使うための資格を取らなければいけない

んですけれども、それは取ってありますか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） チェーンソーの取扱いは資格というものではなくて、伐採作

業等における労働災害を防止するため、労働安全衛生規則による特別教育を受講する必要があり

ます。服掛松キャンプ場の従業員は受講しておりませんでした。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） やっぱりそれも落ち度と思うんですね。指定管理をしたところがそう

いう審査を受けとらんというのは。 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●それで大丈夫で

すか、指定管理をしたところがそういうことやっとって。いかがですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。チェーンソーの特別教育についてでございま

すけれども、これも法令が変わっておりまして、胸高直径20センチ未満の流木については、対象

外と認識をしていたようです。現在法改正によって、胸高直径関係なしに、そういう特別教育を

受ける必要があるということでございます。６月に受講する計画ということでございます。 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

●●●●●●●●● 

 以上です。 
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○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●● 

○商工観光課長（藤原章吉君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●指定管理を任せているんですから、任せているん

ですよ。お願いしますというふうで。 

 じゃ次行きます。 

 服掛松の備品管理、これについて、以前備品に関して担当課長のほうに備品の台帳があるかと

いうふうで問い合わせました。●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●● 

 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ここに、これ協定書ですね。基本協定書の中に、事前に備品が使えなくなった場合、処分する

場合は事前に報告するものとするということを書いてありますけれども、赤線で書いてある全部

の備品は報告はなされていますか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 



- 107 - 

○商工観光課長（藤原章吉君） 備品の管理についてでございますけれども、今月、服掛松キ

ャンプ場のほうから備品の廃棄の申請を上がっております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 今月上がっている。今月ですか、上がっているのは。それで大丈夫な

んですか。 

 備品を廃棄しますというところに上がるのが本当じゃないですか。その許可をもって廃棄する

のが、どうですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 廃棄する備品については、申請を町のほうに上げていていた

だいて、確認の上に廃棄をしていただくということになっております。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） なら、廃棄した日は分かっているんですか。そのときに報告するのが

常じゃないですか。まとめて報告するということですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 廃棄する前には、申請をしていただくということになると思

います。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） それもやっぱ怠っているんですよね。 

 これは服掛松に限ったことじゃなくて、山都町が指定管理しているところ全部に行くんですよ。

今度体育館にしても、莫大な指定管理料を払ってやりますよ。そよ風パークも、今度何千万か建

ててボイラーを造ったりしますよね。そういった備品にも関係してきますので、備品の管理は、

捨てるときには承諾を得て捨てるってなっているでしょう。これ何で守らせんとですか。いかが

ですか。副町長お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 備品については、大きなものから小さなものまであります。当然、

廃棄する場合は、当該町に申立てをして処分をしていくのが妥当です。 

 ９から10の指定管理施設今持っておりますけれども、いろんなところでいろんな備品が大きい

ものから小さいものあります。その中で基本的には、もう、備品が使えなくなった場合は、まず

は当該管理者のほうに申請して、きちっと備品を廃棄しますということでお伺いを立てて備品を

廃棄するのが規定になっておりますので、その規定は当然守っていただかねばなりません。 

 そういったことで、これはもう服掛松キャンプ場に限らず、全ての指定管理施設に言えること

ですので、いま一度、その備品に関することについては、監査のほうからも常日頃から、町の庁

舎の備品管理についてもそうですけれども、常に指摘を受けておりますので、備品台帳の整備と

それから廃棄に係る日時の整備、そういったものは当然しなければなりませんので、いま一度、

この指定管理全施設についての、指定管理の備品の確認をさせていきたいと思っております。 
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 これは、先ほども御発言がありましたように、服掛松キャンプ場が安易な管理をしているとい

うことになれば、ほかの施設にも響くということがありましたけども、私は、ほかの施設が、服

掛松が安易にしとるから私たちも安易でいいばいというふうに、思っているとは決して思ってい

ません。 

 他山の石として、もう一度、管理者それぞれがきちっと自分の施設をいま一度見ていただける

とも思っております。そういった意味から、全ての管理施設については、そこの備品については

しっかりと、確認していただくようにこちらからも指導していきたいと思っております。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） もう徹底した管理をお願いします。 

 ここに指定管理の責務というふうに書いてあります。それと、先ほど言いました指定管理の取

消し等について、これはお互い印鑑押して認めているんですよ。それを守らなかったということ

を見過ごしとって、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●どうするんですかそがんことしとっ

て、ほいじゃいかんですよ。 

 あるところの指定管理者んところ、そこは年寄り２人で指定管理を受けてしよんなんばってん

ですね、もううちではもう指定管理受けとる以外でも、２キロばかり道切りよって言いなはった

ですよ。これはもうボランティアですよ、自分が受けているところを守るために、お客さんに心

地よく利用してもらうために２キロばっか２人で、もうボランティアですたいって、切りよるで

すたいって。それ、そういう指定管理もおっとだけんですね。そういうところが、もう何か、こ

らそぎゃんことしとったっちゃばからしかって思わんような指定管理者制度でしとってください。 

 私の考えは、これは、協定書に違反しとるというふうで捉えて、これまあ一回、例えばそこの

審査委員にこのことを報告した上でまあ一回審査をやり直してもらう必要があると私は思います

が、いかがですか、副町長。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 今の御質問は、令和６年からの指定管理の契約についてということ

でございますと思います。 

 指定管理の選定については、前回12月にも、９月にもいろいろ御意見がございました。その中

で、専門家を委員に選んで専門の方々の指定管理の選定ですので、それについては、重く受け止

めて、町長が指定管理の選定をしたわけですから、それはもう重く受け止めて、それを再々検討

するということはあり得ません。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） その前に選定して、こういう問題が出てきましたよというのはどこに

言えばいいんですか、じゃ。副町長。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） それは当然町です。それを町がどう受け止めて、選定の契約をやり

直すかどうか、それは、町長の御判断になると思いますけれども、現時点では、まだそこは考え
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ていないということであります。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） じゃ考えていただきたいと思います。ほかの指定管理者にも示しがつ

きません、このままじゃ。 

 じゃ次行きます。 

 ２番目の文化・歴史について。 

 山都町に、山都観光文化交流館というふうにありますけれども、建設当時の目的、目的の欄、

管内の情報発信というところがあるんですけれども、そこの下のほうに、山都町内で発見された

文化財や資料、阿蘇氏に関係する資料の展示も行い、学習活動にも活用できますというふうに書

いてありますけれども、阿蘇氏に関係する歴史の展示材料はどんなものがありますか。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。阿蘇家の出土品は、正式には肥後阿蘇氏浜御

所跡出土品の名称で、1986年、昭和61年に国の重要文化財に指定された21点のことを指しており

ますが、これらにつきましては、過去２回、町内での展示実績がございます。 

 直近では、平成19年、2007年に阿蘇氏をテーマとした合併記念事業の一環として、町立図書館

において行っております。これらの宝物は、21点の所有者は、現在熊本県でございまして、現在

熊本県立美術館で保管されているところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） それは保管されておるもんで、一般的に見ることはできないというこ

とですけれども、これのレプリカ作成についてどんなお考えですか。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） 県立美術館における展示は、館内の常設展におよそ５年に１

回程度の頻度で出展されておりますが、町民の皆様の目に触れる機会が少なく、レプリカを制作

したらどうかという声も時折上がっているのは事実でございます。 

 一方で、単にレプリカのみの制作するのではなく、時間の経過に伴い、関心が薄れていくこと

が懸念されております。阿蘇氏に関する史跡等の調査の実施、それに伴う町内向けの専門家によ

る歴史講座など、地道な普及啓発を継続してこそ、議員が意図されている阿蘇氏の検証につなが

ると思っております。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
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●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●もう次行きます。 

 歴史まちづくり法という法律が、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●山都町ではどう取り組む、何か方策がありますかね。いかが

ですか。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。まず、歴史まちづくり法は説明しますと、正

式には、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律であります。地域における歴史的

価値の高い建造物や歴史や伝統を守り、良好な市街地の環境、歴史的風致を維持、向上させ、後

世に継承するために設けられたものです。 

 歴史まちづくり法では、町は、国が策定する基本方針に基づき、歴史的風致維持向上計画を策

定しまして、文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣の３省からなる大臣認定が必要となり

ます。この歴史的風致とは、単に歴史上価値の高い建造物が存在するだけでなく、地域の歴史と

伝統を反映した人々の活動が展開されて初めて歴史的風致が形成されるものとし、この歴史的風

致をそのまま維持するのみならず、歴史的な建造物の復元や歴史的風致を損ねている建造物の修

景等の手法によって、積極的に良好な市街地の関係を向上させていこうとするものでございます。 

 本町では、今のところ、この法律に基づく取組は行っておりませんが、本町にはその核となる

国宝通潤橋があり、この核となる文化財と一体となって歴史的風致を形成する周辺市街地の整備

を行う要素はあると思われます。 

 山都町では、第２次山都町総合計画の将来像であります、輝く！！みんなでつくる「山の都」

のものがたりを実現すべく、本町が抱える課題に対して、九州中央自動車道、山都通潤橋インタ

ーチェンジの供用開始と合わせて、本町の豊富な観光資源の活用によって克服し、町全体の地域

活力の再生へつなぐまちづくりの方向性を示した山都町グランドデザインを策定し、特に、山都

通潤橋インターチェンジ出口付近、中央グラウンド周辺、通潤橋周辺を整備しているところでご

ざいますが、一部には、この歴史まちづくり法の趣旨に沿うものがあると考えております。 

 まずは、現在町が事業を進めております事業の成果を見ながら、次期のまちづくり手法として

検討をしてまいりたいと考えているところです。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 前向きな答弁ありがとうございます。 

 もうぜひこういう法律がありますので、これを基づいて、私は、阿蘇家を掘り起こしてほしい

というふうで思っております。この前ずっと、阿蘇家の遺産をあそこの矢部高校まで回って、半

日ぐらいかかって参りましたけれども、非常に面白いですね。あそこの矢部高校の下にあります

40、あそこの四国の88か所を片一方に44、片一方に44、両方で拝むと88か所回りがでくるような

ところもありますので、そういうともＰＲして、観光名所の中に入れていただきたいと思います。 

 これは2006年、平成18年の８月号ですけれども、広報ですね。この中に阿蘇家についてという
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ふうで、阿蘇氏を知ろうというようなページがあります。こういったのをもう１回、歴史を町民

にＰＲして、こういうのは何か定期的に入れとってほしいなと、歴史を伝承していくような形で、

広報の中に、こういうことを提案したいなと思っております。 

 あとは、今度通潤橋が国宝になりまして、学芸員のお二人も議員の方からも激励の声があった

んですけれども、私は歴史文化の専門の部署を作ったらどうかなと思うとですよね。教育委員会

の中でもいいんですけれども、今２人いらっしゃいますけれども、またほかに職員の方でそうい

った歴史の関係ある人を入れて、もう歴史、文化課みたいな感じで、専門の部署を作ってやると、

その人たちが、山都町の歴史をどんどんこう発掘していって、まちおこしになって、それが町民

も知れ渡って、観光客にも、ああ山都町には阿蘇家がおったったいというふうなことで、再評価

していただくような取組ができやせんかと思いますが、副町長いかがですか。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 御指摘のとおり、山都町と阿蘇家のつながり、非常に深いものがあ

ります。先ほど出土品の話もありました。 

 確かに本物が、県の美術館のほうに内蔵されております。できればそういうのを、この出土し

た山都町で展示して見ていただければ本当にいいことでありますし、また、それがかなわないな

らばレプリカをということで、以前にもそういう要望書の署名活動もあったことは事実として知

っております。 

 ですから、そういったことで、やはり、この歴史文化の深い山都町の、この広報を非常にする

ことが大事だと思っております。しっかりそこは取り組んでいきたいと思います。 

 御指摘の学芸員の２人も本当に一生懸命頑張っていただいております。保存活用委員会のほう

からも、学芸員の手だてをしっかりとして、もっとちょっと文化を守る手だてをしてほしいとい

う要望も上がっておりますので、それは町長のほうもしっかりと検討していきますが、それの中

で、そういう部署を作るかどうかということになりますと、やっぱり改めてそういう部署を作る

というと、今の役場の人員体制ではなかなか難しいところもありますので、それとは違う方法も

また考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 山都町でやっぱ有機農業進めないかんということで、有機農業推進室

というふうで作っていただいて、非常に職員も自由に動けるような体制になっています。ぜひと

もやっぱ歴史文化における専門の部署を切にお願いしたいと思います。 

 じゃあそれ続いて行きます。 

 次が緑地公園からの自然遊歩道の活用についてお伺いをいたします。 

 以前あそこ五老ケ滝から下に下りたときに、蜂の被害で、何か町のほうに損害賠償を請求され

たというような話を聞いたんですけれども、ちょっと詳しく話聞きたい。答弁お願いします。副

町長。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 蜂の被害については、私が課長の時代でしたので、記憶を遡ってみ
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ますと、子どもたちの社会科見学の折の、五老ケ滝の下まで下りて、五老ケ滝を見ていただいた

ときに、蜂の被害に遭ったということで、損害賠償は受けておりませんで、今、五老ケ滝それか

ら下流の河鹿橋までの整備については、今一切行っておりません。 

 といいますのも、この近年の大雨によるいろんな被害で、整備するたんびに、また被害に遭う

というようなことで、これは環境保全、自然遊歩道を所轄します県の環境のほうの部署といつも

協議しながら整備をしておりますので、今はさしずめ、今つり橋があります五老ケ滝が真正面に

見える、そこまでの遊歩道の基幹は整備したいというふうに考えておりますが、その以下につい

ては、以前旧矢部町のほうで緑地広場から一番下の河鹿橋まできれいな遊歩道がありまして、仙

者ヶ淵の遊歩道もございましたけれども、そういったところは被害に遭って、近年の大雨で何度

も整備しても、そういう形でありますので、今のところは整備は断念しているというのが現状で

す。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 五老ケ滝も、私の友人は五老ケ滝だけ福岡から見にくっとですたい。

そしてまた帰るとですよ。あそこは何か非常に神秘的で、非常に好きな場所と。●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●あそこはやっぱ、好

きな人が見れば、非常に何かあれを感じるところだそうですんで、あそこのところを生かした自

然遊歩道ということで、●●●●●●●●●●●●●自然遊歩道を全国で２番目に指定した場所

だそうですね。あそこは。 

 南外輪探勝コースということで書いてあって、最初、出発が通潤橋前みたいですもんね。そこ

から回って、ずっと南阿蘇外輪コースということで書いてあります。ちょうど私が行ったときに、

測量にきとんなったですよ●●●●●●●。なんしなっとですかというような話を聞いて、一応

あそこのあるあずまやに関しては、水害におっとるけんが補修しますと、向こうの五老ケ滝まで

行く道に関しては、撤去すると。撤去するのはもったいないですねというような思いで聞いとっ

たんですけれども、あそこを残すという考えはございませんか。どうですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。仙者ヶ淵に桟橋がかかっておりますけども、

これについては県のほうで撤去するということで聞いております。 

 それからさっきの下流側については、そのまま遊歩道は存続しておりますし、今も通ることは

可能です。 

 以上でございます。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 今の続きになりますけれども、向こうは撤去するんですよね。あそこ

がもしあった場合には、例えば五老ケ滝からあずまやまで行くとにこれ川ども行けばいいですよ

ね。 

 もしあれがなくなった場合は、上まで登って下に下ってあずまやに行かないかんですよね。あ

れがあると、あずまやまでがつながるかなという思いがすっとですけれども、いかがですか。 
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○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 桟橋のほうはもう撤去になりますので、五老ケ滝まで下りて

きた場合は、また一旦登って、つり橋のところからまたあずまやのほうに下りるというルートを

通っていただかないといけないということになります。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） あれは造って、何回、３回か４回か水害に遭って、改修ばっかせない

かんというふうな話も聞いておりますので、大変だろうと思いますけれども、私の考えはあれが

ちょっと大き過ぎるんですね。 

 まちっと狭く、水害に遭わんようにするか、するか、あそこ手すりつけてもらって、川の、何

というんですか、岩んところを歩いて上まで上がるとかというようなことを提案します。いいっ

す、答えんでいいです。 

 次行きます。 

 下のつり橋ですね。これに流木がかかっとっとですけれども、これの管理は県ですか町ですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 仙者ヶ淵から下流側の河鹿橋については、河川は五老ケ滝川

ですので、県の河川です、県の管理ということになります。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） じゃあ県があの流木は片づけるということですか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 河川に残っている流木について、片づけるかどうかについて

は、確認をしておりません。河川上にあるやつはですね。 

 つり橋に寄りかかっている流木が一つあるかと思いますけど、それは県のほうで撤去するとい

うことでした。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●● 

 ●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●● 

 あと、さっきの自然遊歩道の活用、これについて全体的な町の考えをお聞きします。緑地公園

からですね。 

○議長（藤澤和生君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●● 
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○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 県議会のほうで、国宝に指定がなったとき、自然歩道については県

の管轄ですので、そういった県の管轄の整備についてはしっかりとやっていくということで、県

議会のほうで部長のほうから答弁をいただいておりますので、その答弁を受けて、また、町のほ

うも、県管轄のところについては、県にしっかりお願いしますと。 

 町でやる分については町でやりますので、連携してやっていきたいということで、そういう連

携はしておりますので、今後、町の整備計画と合わせて、県の整備計画をすり合わせながら、今

まで、旧矢部町の場合は、緑地広場から一番下の河鹿橋まで全体を整備されて管理されておりま

したけども、今の町の現状ではそこまでまだ至っておりませんので、県立自然遊歩道のことで、

県のほうが整備していただければ、そういったことで、それと合わせて協力ができると思います

ので、そこらあたりはしっかりすり合わせをしながら、トータル的にこの国宝通潤橋周辺整備と

いうことでやっていきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） よろしくお願いしときます。 

 県がやれるところと町がやれるところはやっぱりちょっと区切りあるみたいですね。●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●町のほうとタイアップし

てやっていただければと思います。 

 じゃあ４番目行きます。 

 有機農業について。これはあそこの道の駅の開所式んときに参加されとった方はお聞きだった

と思うんですけれども、農林水産大臣の言葉の中に、有機農業推進することを約束するというふ

うで挨拶でおっしゃったんですよ。副町長お聞きだったでしょう。 

 これわあすごいことをおっしゃったなと思って、これをお聞きになって副町長どんな計画がで

きるなとか、どういうまちづくりをしょうかと思われたか、お聞かせ願います。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 坂本農林水産大臣におかれましては、道の駅の開駅式それから九州

中央自動車道の開通式のときも来ていただいて、実は、開駅式のときもそういう、議員御発言の

とおり、力強い御発言をいただきました。 

 そもそも、国が25％を有機農業で取り組むという、国の国家戦略の中にもありますので、当然

そういう御発言があったかと思います。山都町は、先進的な取組をやっておりますので、それを

支援していくという形でお話があったと思います。 

 実は、九州中央自動車道の開通式のときも会食の機会がございまして、所長、県知事と農林水

産大臣も同席して、その中で、食事を提供したときに有機野菜を提供させていただきました。そ

して、ジビエ料理も提供させていただいて、大変おいしいということで、政務官のほうもそうい

う好評な評価をいただきましたので、ぜひそういったことで、有機農業については取り組んでい

くということで話をし、その中でやはりもう一つ、やはり、今厚生労働省の社会保障・人口問題
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研究所のとおり、過疎の先進事例を今町が行っているということは、未来の中山間の一番ある意

味先進的な、あるべき姿を今、山都町が行っているわけですから、そのモデルとなるようなまち

にしていきたいというふうなことで、上京のおり町長のほうからも話がありまして、ぜひそのモ

デルになるような町にしていくために、国も応援をお願いしたいということでありましたので、

そういった意味で、この有機農業を核とした、持続可能なまちづくりをしていきたいということ

で、大臣のほうも応援していくというようなお話をいただきました。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） よろしくお願いしときます。 

 次行きます。 

 ５番目飛ばします。 

 一番下の太陽光施設について、蘇陽のほうに大がかりなメガソーラーがありますけれども、新

聞でも、こっちの新聞はたたかんばってんですね、よそから阿蘇の外輪山にあんな大きな太陽光

施設はどうかというふうで新聞に書いてありますけども、副町長いかがですか。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 太陽光あるいは風力発電とかいろんなものが今、持続可能な社会、

新しい新エネルギーというようなことで取組が各地で行われておりますけれども、それに対する

環境被害とかいろんなことで、危惧されている部分もあります。 

 実際、蘇陽のほうで太陽光ができたときも、地元のほうからも苦情が出ました。河川の汚濁と

か、そういったことが増えましたけれども、そういったときに、しっかりと住民の皆さんの声に

我々が向き合っていたかということにつきましては、反省する面が非常に多いと思っております。

その点については、住民の皆さんにもおわびしたいところであります。 

 今後いろんな、太陽光のこととか取組がありますので、そういったときに許認可については国

や県のことになりますけども、山都町にできるわけですから、そこについては、しっかり責任も

持って、管理監視、それから意見交換等をしていきたいというふうに思います。 

○議長（藤澤和生君） ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） ●●●●●●●●●●最終的に、例えばそんなことないと思うばって

んが、会社が倒産した後、したときに、そこの住民の人たちが迷惑のかからんよう●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●よく考えて進めていただきたいと思います。 

 以上で、私の一般質問終わります。ありがとうでした。 

○議長（藤澤和生君） なお、本日の会議の発言の中に、不穏当だと直ちに判断することがで

きない発言があるため、後刻、調査の上、措置することとします。 

 これをもって２番、坂本幸誠君の一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会とします。 
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────―────―────―────―────―────────―────────― 

散会 午後３時18分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 13 日（水曜日） 
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令和６年３月第１回山都町議会定例会会議録 

 

１．令和６年３月６日午前10時０分招集 

２．令和６年３月13日午前10時０分開議 

３．令和６年３月13日午後３時12分延会 

４．会議の区別 定例会 

５．会議の場所 山都町役場議場 

６．議事日程（第８日）（第４号） 

日程第１ 一般質問 

      10番 吉川美加議員 

      ５番 中村五彦議員 

      12番 工藤文範議員 

日程第２ 議案第25号 令和６年度山都町一般会計予算について 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

７．本日の出席議員は次のとおりである（13名） 

  １番 東    昭     ２番 坂 本 幸 誠     ３番 眞 原   誠 

  ４番 西 田 由未子     ５番 中 村 五 彦     ６番 矢仁田 秀 典 

  ８番 藤 川 多 美     ９番 飯 開 政 俊     10番 吉 川 美 加 

  11番 後 藤 壽 廣     12番 工 藤 文 範     13番 藤 原 秀 幸 

  14番 藤 澤 和 生 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

８．本日の欠席議員は次のとおりである。（１名） 

  ７番 興 梠   誠 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

９．地方自治法第121条の規定により会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

  副 町 長   䬞 林 力 也     教 育 長   井 手 文 雄 

  総 務 課 長   坂 本 靖 也     清 和 支 所 長   長 崎 早 智 

  蘇 陽 支 所 長   村 上 敬 治     会 計 管 理 者   飯 星 和 浩 

  企画政策課長   北   貴 友     税務住民課長   高 橋 尚 孝 

  健康ほけん課長   木 實 春 美     福 祉 課 長   髙 野 隆 也 

  環境水道課長   有 働 賴 貴     農林振興課長   松 本 文 孝 

  建 設 課 長   西     賢     山の都創造課長   木 野 千 春 

  商工観光課長   藤 原 章 吉     学校教育課長   工 藤 博 人 

  生涯学習課長   上 田   浩     そよう病院事務長  枝 尾 博 文 

  監 査 委 員   志 賀 美枝子 

────―────―────―────―────―────────―────────― 
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10．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

  議会事務局長   嶋 田 浩 幸   外２名 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

開議 午前10時０分 

○議長（藤澤和生君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第１ 一般質問 

○議長（藤澤和生君） 日程第１、一般質問を行います。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） おはようございます。10番、吉川美加です。よろしくお願いいたしま

す。 

 本日もお忙しい中傍聴にお越しいただきありがとうございます。早いもので、もう３月となり

ました。元日に発生した能登半島地震から約２か月、お亡くなりになった方々の御冥福をお祈り

すると共に、厳寒期の避難生活に耐えていらっしゃる被災者の皆様には心よりお見舞いを申し上

げます。 

 年度末となり、人生の節目を迎えていらっしゃる皆様、卒園、卒業、退職、そして、新しい人

生を踏み出す季節です。それぞれの皆様の人生が幸多いことをお祈り申し上げます。 

 ３月１日には、清和小学校６年生の皆さんによる文楽の卒業公演が行われ、清和小の全校生徒、

そして、町内の６年生の皆さんに披露されました。太夫、三味線、人形遣いと、それぞれに成果

を見せてくれました。昨年の４月に復活した男成神社の少女神楽も、町内のイベント等に度々参

加をされています。このような伝統の継承が末永く続くことを願っております。 

 さて、本定例会では町長不在ではありますが、町にとっても大事な令和６年度の取組について

伺ってまいります。 

 年が明けてから毎日のように人口減少の統計が発表されて、暗い気持ちになります。昨日から

の一般質問でも共通の課題となっている2050年の人口推計、本町の人口は半減以下、5,466人と

発表されました。この数字を真正面から受け止め、まちづくりを考えなくてはなりません。急に

人口が増えることは望めませんが、今ここに住む方々の生活レベルを維持することが大切だと考

えます。そして、まちづくりが町民目線、そして、ユーザー目線になっているかという観点で伺

ってまいります。 

 新しい道の駅の使いにくさについてはそれぞれに耳に入っていることと思いますが、設計にユ

ーザーの視点が欠如したものであったと言わざるを得ません。多様性の世の中にあって、その視

点がなかった設計者に発注したことは、反省しなくてはならないことではないかというふうに思

っています。 

 ４月１日に開館する体育館が、利用者に喜んでもらえる設計となっていることを期待しており

ます。 
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 様々に通告をしておりますが、私も簡潔な質問を心がけますので、執行部の皆様方にも簡潔で

明確な答弁をお願いいたします。 

 それでは、質問席に移らせていただきます。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） それでは、本当に通告をいろいろ書いておりましたら、たくさんにな

ってしまいまして、時間内に終わるように心がけてまいりたいと思います。 

 まずは、図書館のことについてです。１月に行われました棚卸しなんですけれども、蔵書点検

と言われるものです。年に１回、総ざらいをする大切な時間というふうにはなっているのですが、

今回、半月に及ぶ閉館にはちょっとがっかりいたしました。よく使っていただいている方々は、

まだ開きませんよね。返却して、新しい本を借りたいんですけどねというふうな話をよく聞いた

ところです。私自身もよく図書館を使わせてもらっているので、さすがに長いなあと思ったとこ

ろです。 

 作業の大変さは分かるんですけれども、利用者のためにはもっと短縮する必要があるというふ

うに思うのですが、担当課ではこの期間の長さをどう捉えていらっしゃいますか。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。棚卸しにつきましては、毎年、蔵書を点検す

る必要がございます。現在の蔵書数が11万冊あまりとなっておりますが、矢部、清和、蘇陽地区

３館と移動図書の蔵書確認及び後処理のため、半月程度日数を要しているところでございます。 

 棚卸し、蔵書点検の目的は、本は公的財産、備品として管理が必要となっております。未返却

本の紛失となった蔵書の把握、破損や汚損がある資料の確認、行方不明の資料、蔵書目録から取

り除く作業など、現在２人１組で、１冊１冊バーコード読み取りによるチェックを行いながら、

棚卸しを行っているところでございます。 

 期間の短縮の工夫につきましては、近年、業務改善のため、ＩＣタグ、電子タグ、非接触で情

報のやり取りができるタグがございますが、リーダーライターで読み込む点検作業を行っている

図書館が徐々に増えてきております。当該システムは複数本を同時に読み取ることができ、応用

型として自動貸出しなどが可能となります。多額の費用がかかりますので、今後の検討課題であ

ると考えております。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 今まさにおっしゃった、もちろん大事な作業なんです。本当、町の大

事な財産であり、11万冊、今、課長から御報告があったんですが、私も館長から今回の蔵書点検、

何冊でしたかと言ったら、11万冊であると。この11万冊というのは、館長にお話を伺いながらな

んですが、やっと基準値になったというふうにおっしゃったんです。この人口に対する蔵書の数

が基準値になったと。これは必ずしもめちゃくちゃ多い数ではないんですよね。なので、その基

準値である資料を点検していくのに、今まさにおっしゃったＩＣチップの導入、これはぜひ検討

していただきたい。１冊何円かかるか、私、つぶさに調べていないのですが、その予算がもちろ

んあるとは思うんですが、これはそういう予算をかけていくか。どっちにしても、今２人１組で、
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本当に手による、私もしていたので分かるんですが、本当パソコンを引きずりながら、本と本の

間を行きながら、１冊１冊バーコードで確認をしていく。その確認がうまくいったかどうかを、

今度は３人目の人がパソコンでチェックをするんですよ。 

 なんかそういうふうな点検の仕方なので、しかも、図書館というところは会計年度の方々ばっ

かりですので、フルには活用ができないんです。もう休館だからといって、全員が朝の８時半か

ら５時半まで働くということはできないんですね。それで、シフトをしながらやっていらっしゃ

るので、こういう膨大な時間がかかっているというふうに思います。本当、この基準値というふ

うな図書を管理し、使っていくというためには、人を増やすか、機械を入れるか、どちらかでは

ないかというふうに思っています。 

 この山都町立図書館というのは、本当に歴史的にも矢部時代から非常に住民貢献をされている

し、文科省の表彰も受けたようなすばらしい取組をしている図書館ですので、このメリットとい

うか、この過去が失われないように、これからもしっかりと……。課長どうでしょうか。膨大な

予算がかかるというふうにおっしゃいましたが、これが具体的には１冊幾らぐらいで、全体、そ

の10万冊に装備するのにはどれだけかかるかというデータを今お持ちでしょうか。そうでなけれ

ば、検討をお願いしたいところですけれども。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。今回の一般質問を受けて、事前に資料を取り

寄せて試算しましたところ、約11万冊で1,800万円の初期投資がかかる見込みでございます。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 1,800万円、小さい額ではないですけれども、できない額でもなさそう

な気がしております。人を増やすか、人を増やしたら幾らかかるのかというふうな話もあります

ので、ぜひ比較検討をしていただきたいというふうに思います。 

 先ほど、課長のほうから御説明があったように、ＩＣチップを入れると、蔵書点検の簡便さ、

スリム化だけではなく、個人のデータ管理といいますか、私、この間、２月に、佐賀はとてもこ

ういう読書の推進が盛んなところで、九州管内でも貸出数、利用者数がトップなところです。新

しくなった基山町の図書館にも伺ったんですが、そこが同規模の10万冊ぐらいの今蔵書を持って

らして、点検にどのぐらいかかりましたかって言ったら、５日間ですっておっしゃったんですよ。

それはＩＣチップを導入しているからです。そして、伊万里の図書館でも、基山の図書館でも、

伊万里なんか特に５万人規模の人口を持っていらっしゃるところですが、貸出し冊数に制限がご

ざいません。なので、10冊でも20冊もそこの棚にぼんとおくと、わーってリストが出てくるんで

すよね。 

 ということは、某書店でも貸出しのときにセルフレジを設けた。そうすると、図書の好みって

すごくやっぱ個人情報なんですよね。思想的なものもあるかもしれないし、個人の趣味のものか

もしれないし、そういう本をカウンターで……。やはりカウンターはもちろん守秘義務がありま

すので、誰それが何を借りたなんていうことは言いませんが、でもやっぱり個人の方はこがん本

ば借りたと思われんかねえとかいうふうな御心配があるときもあるかもしれません。 
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 そういったことが解消される、本当に個人の趣味としてそれを借りていける。人の目に触れず

にというのはおかしいですけれども、今返却は返却スペースに置くことができますので、必ずし

もカウンターに行かなくてもいいんですけれども、そういう個人の趣味だったり、プライベート

なものを守るという観点でも、ＩＣチップは有効だというふうに思っておりますので、ぜひ御検

討をよろしくお願い申し上げます。 

 さて、この蔵書点検、今の数11万冊なんですが、昔の本当に議会では、今年も予算が約500万

円ぐらいついていると思うんですね、資料購入費に。それを、ああぎゃん棚がいっぱいなっとっ

とに、まだ買うのかというふうな御発言があったことをちょっと思い出すんですね。 

 でも、本当に図書館の本というか、世の中に出回っている本というのは、もう本当に数限りが

なく、その中から予算に応じて、日々やっぱり住民のニーズを満たすために、一生懸命選本をし

ながら、本を購入しているわけなんですけれども、それにしても、やっぱり開架の、開架という

のは図書館に並んでいる、貸出しができる棚のことですけれども、これには限りがございまして、

閉架書庫というのをどこの図書館も備えているわけなんですけれども、この図書の本についての

閉架管理というか、そういったところはどういうふうにお考えになっているのかお伺いします。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。日本図書館協会が示す図書館の設置及び運営

上の望ましい基準の中で、人口1.5万人以下の図書館の蔵書基準は11万冊とされており、議員が

先ほど申された本町の状況は基準に達しておる状況でございます。 

 閉架図書の目的は二つございまして、一般に貸出し利用頻度が少なくなったもの、または、貴

重な資料の収集、保管、整理、研究など、閉架で扱ったほうが都合のよい資料も多いところです。

基本的に閉架図書は貸出し可能のものが多いですが、館内閲覧に限る蔵書もあります。 

 一般書の閉架につきましては、本館、蘇陽支所、清和集落センターの別部屋に収納しておりま

すが、エリア不足が常態化している状況です。棚の新設などで対処しておりますが、抜本的対策

とはなり得ていないのが現状であります。 

 閉架図書のスペース、書庫の基準は、施設の配置や面積、設備などに関連するので、基準は明

確にはされておりませんが、本町では蔵書の４割、約４万5,000冊ほどが理想であると考えてお

ります。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 閉架には本当限りがあって、それをどういうふうに、やはりその図書

館員の目で保管するものか、廃棄するものか。もちろん年に１回、町民の方々にお渡しするとい

うふうな工夫もしているところなんですけれども、これについても十分に検討していただきたい。 

 今回、図書館の中の本館のほうですけれども、改修の予算が立てられているようです。これは

窓際にカウンターを作る。それから、作業スペースを作るというふうなことらしいんです。これ

に、どうしてもその面積を広げるということが今の建物では不可能なのかなというふうにも思っ

ていますが、そういった本当に職員が働きやすい環境、そして、貴重な資料が保管しやすい状況

を作っていただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 
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 次に、図書館の資料は何も小説とか絵本とかに限ったことではなく、大事な資料、今、本当に

まさに閉架で管理していくような貴重な資料というふうなものもあるわけなんですね。先ほど申

し上げました伊万里とか、基山とか、それから武雄もそうなんです。武雄は御存じのように、大

型の書店が指定管理で入っていますので、公立の図書館とはちょっと趣が違うんですが、それに

しても、基山とか、伊万里とかというのは、もう本当に……。それから、お隣の宮崎県椎葉村の

有名なこれがぶん文Ｂｕｎ庫というのがあるんです。そこは本当に一番入ってすぐのところに、

大事なその郷土史のコーナーがあります。とても最初からスペースをきちんと確保して、展示コ

ーナー、そして閲覧コーナー、伊万里ってこんなとこですよ、基山ってこんなとこなんですよ、

椎葉ってこんな歴史があるんですよっていったことを、もうどーんとフューチャーしているんで

すね。我が町にはそういうことがちょっとないというふうに思っています。郷土史ではないんで

すが、前館長のときに、通潤橋があるということから、石橋関連の図書を集められた経緯があり

ます。それこそ、日本一の資料数であろうというふうに思われます。しかしながら、山都町の文

化財としては、石橋にとどまることがなく、２番議員からもありました阿蘇家の歴史であるとか、

それから、清和文楽もそうですし、数々の歴史的な文化財、それから食、様々な郷土に関する資

料があると思うんですけれども、こういった資料をどのように収集し、保管されようとしている

のか、お伺いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。本町の図書館ホームページに、山の都デジタ

ルアーカイブとして資料を掲載しております。図書館内にある歴史資料など、著作権に配慮しな

がら、図書館職員が１枚１枚、スキャナーを通して編集したものを、少しずつデジタルアーカイ

ブとして公開をしております。 

 他の市町村では、公文書館、それに類似した施設等が作られているところです。また、図書館

に、歴史的な文書館、公文書館、歴史館などを併設することがあります。あるいはアーカイブ資

料として、電子的に公開する図書館も多くなってきております。 

 議員お尋ねの町政史の資料等につきましては、広報や各種報告書など、広く一般に公開を前提

とした資料は図書館で扱っておりますが、行政文書は町の文書取扱い規程にのっとり、保管、廃

棄が行われているところでございます。 

 山都町は、2005年２月に合併後、20年近くとなりますが、将来の町史編さんに備えて、文書取

扱いの主管課であります総務課を含めて、庁内での体制づくりが必要であると考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 今まさに町政史のところまで言及していただきましたけれども、私も

この郷土史というのの中にこの行政資料が入ってくるというふうな調査というか、決まりもあり

まして、今、町政史のところまで触れていただきましたが、今回、質問先に総務課長も入れてあ

るんですけれども、今の御説明に付随した何か本当にこの20年たって、今から行政史というふう

なものを編さんしなくてはならない時期が来るときに、そういった資料をどのように活用し、ま
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ずまずそういう資料を今、いろんな空き校舎であるとか、閉園された保育園であるとか、そうい

ったところに保管はされていると思うんですが、それがすぐ使えるようなものに、どういうふう

になっているのか、お聞かせいただけたらと思います。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。町のそういった資料につきましては、ただい

ま議員がおっしゃったように、町の庁舎内の書庫であったり、支所のほうのスペースを活用しな

がら、今保管をしているのが現状であります。町政史は町の歴史や文化を概略的につづったもの

で、長期的な視点から町の歴史を理解するには重要な情報源であると思います。例えば、町が発

行しております広報紙は、その資料の一部を担っております。 

 こういった町の歴史を記録した資料の保存につきましては、非常に重要と考えておりますが、

従来の紙ベースの保存は物理的スペースを必要とし、火災や水害など災害による被害のリスクも

あります。さらに、紙の劣化や色あせも避けられません。 

 一方、デジタル化による電子的な保存は物理的なスペースを必要とせず、災害リスクからも守

ることが可能となります。また、オープンデータとして公開すれば、いつでもどこでもアクセス

可能になり、データの検索性も向上し、特定の情報を瞬時に探すことができるようになります。 

 これらの観点から、データを電子的に保管することは有効な手段であり、今後取り組む課題で

あるというふうに考えております。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 先ほどの収蔵、閉架書庫の話にも通じると思うんですが、先ほど生涯

学習課長からもあったように、図書館ではアーカイブの作業を進めています。行政のほうとして

も、昨日からあっているように、やっぱりＤＸという問題は非常に早期に取りかからなくちゃい

けないのかなと思いますが、それを担当するような方がいらっしゃるのかというふうに思うんで

すが、そのデジタル化……。図書館においては、本当に館長が非常勤でありながら、御自分の余

暇の時間といいますかね。やっぱ働いている時間、月に８日間しか、あの方出られないので、そ

のほかの時間を活用して、多分アーカイブの……。図書館のホームページ見ていただきますと、

様々なところにリンク先を張って、頑張って保存されているんですけれども、そういった作業、

多分報酬外でやっていらっしゃると思うんですよ。 

 町の行政の資料のアーカイブ化ということについては、その人員的なとか、予算的な話は具体

的にどういうふうになっているんでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 今現在、広報紙だけで言いますと、広報紙のデータ化、それ

を行う職員というのはいません。広報紙なんですけども、矢部町時代のが、昭和36年からの第72

号から残っております。清和村が昭和35年12月、第１号からあります。蘇陽町、昭和32年８月か

らの第１号からあります。平成22年度からは、データの保存があっております。 

 一応、先ほど申しました矢部町、清和村、蘇陽町の分を大体約1,500冊、1,500冊をデジタル化

といいまして、スキャンつきまして、ＰＤＦにする作業の見積りを取りましたところ、今年度の
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前半のほうで見積りを取っております。それに関しましては、一応1,440冊分というふうな形で

取りまして、約300万円ほどの予算が必要になるというところになっております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） ありがとうございました。アーカイブというか、デジタル化を進めて

いかなくちゃいけないということがある一方で、先ほど申しました、やっぱり図書館の役割とし

ては、やっぱ郷土史、行政史のようなものを閲覧できる。やっぱりそういう紙を触るのが好きな

方はもちろんいらっしゃるというふうに思うし、そういったところも心がけて、全部がデジタル

化されてもいいというものでもないかもしれないなというふうに思っています。 

 では次に、11万冊に達した図書館の蔵書数なんですが、貸出し数のほうなんですね。ちょっと

総合計画を見たところ、図書館の貸出し数の目標が令和６年度に７万8,000冊というふうになっ

ているんです。課長に伺ったところ、令和４年の統計が約４万3,000冊、令和５年になってはま

だ統計が出ていないんですが、そんなに伸びは大きくないんじゃないかなというふうに予想しま

す。 

 これはもちろん人口減少という問題がありますし、なかなか数字どおりにはいかないんだろう

なというふうには思っているんですが、でも、なるだけたくさん、このせっかくの蔵書を皆さん

に読んでいただく、手に取っていただくというためには、さらなる工夫が必要かというふうに思

っています。 

 十数年前からだと思いますが、移動図書館車を走らせてきました。これこそ、第４の分館とい

うことで、非常に大事な役目を担ってきています。年月がたって、これまでのステーションまで

出て来れなくなった高齢の方、障害をお持ちの方、様々な方がいらして、あれ、最近お顔見ない

ねなんていう方、そういった方々、運転ができなくなった方、いろいろな事情があると思います。

図書館ができる次なるサービスは何だというふうにお考えですか。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。山都町の高齢化率は半数を超え、また、子育

てや介護のために、あるいは距離的な問題で図書館に出向くことが困難な町民が少なからず存在

しておられます。特に、高齢者のユーザーが図書館に足が遠くなってしまう実態も聞き及んでい

るところです。 

 求められる資料の充実はもとより、町民に本を届けるシステムを考えていかなければならない

と考えているところです。 

 一つは自宅配本サービス、またはインターネット及び電子図書の活用かと思われます。２月29

日に行いました図書館協議会においても、その議題が上がったところです。費用、人員が必要と

なるので、今後の検討課題となっております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 本当にお金のかかることばかりですが、ぜひ配本サービスあたりは有
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効かというふうに思いますので、直接その利用者の手に届けられる、県立のほうも今はそういう

ふうに、県下一斉に自宅から予約をし、送ってくるというのに、うちの図書館も参加していただ

いているというふうに思うんですけれども、そういった動けない人たちにも読書の楽しみが渡る

ように、予算も含めて、人員も含めて、頑張っていただきたいというふうに思います。 

 先ほど申し上げました佐賀の本当に図書文化に力を入れていらっしゃるところなんですが、伊

万里図書館にしても、基山図書館にしても、本当に住民目線で郷土史を大切にし、図書館スタッ

フの皆さんも、ここについては有名どころですので、視察はしていらっしゃると思うんですが、

やっぱり、ぜひその他の執行部の方々も、佐賀に赴きになられる際にはぜひ訪ねていただきたい。

本当にユーザー目線でしっかりと作られている建物ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、改修に当たっては、街角のカフェのようなカウンター席ができるというふうにも聞

いておりますので、もうどこに行っても、今、図書館サービス、町なかのカフェ、コンセントが

ついていて、パソコンを持込みながら、タブレットを持込みながらお仕事をしていらっしゃる。

そういった人たちを取り込んでいかないと、なかなか利用者も増えないというふうに思っていま

すので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、もう一言、図書館というところは、昔から申し上げますが、唯一予約なしに１人で

も使える公共施設です。そのことをしっかりと肝に銘じながら、運営のほうを頑張っていただき

たいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 では次に、観光の面的広がり、昨日も観光問題がございましたが、もう人口減少の今、やはり

関係人口、交流人口を増やしていくということが、この町に残された活路ではないかなというふ

うに思っています。 

 昨年、もちろん国宝通潤橋を訪れる方がすごく増えて、もう本当に圧倒された思いなんですけ

れども、また、その方々が再び山都町を訪れていただくためには、様々な課題を解決していかな

ければならないんだろうというふうに思っています。 

 昨年、12月の議会の折に、ぜひ課題共有をしていただきたいというふうに課長には申し上げた

ところなんですが、お聞きするところ、その会は開かれなかったと。大変な残念な思いなんです

けれども、なぜ開催できなかったのかを１点。 

 それから、先頃、通潤橋保存活用委員会が開催されたというふうに聞いておりますが、その内

容をかいつまんで、本当にどういう方向性が示されたのか。そこら辺をお知らせいただければと

思います。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） それでは、お答えします。12月定例会で御質問がありました

各種団体との代表者を集めての課題共有についてでございますけれども、御指摘ございましたと

おり、実施をできておりません。これまでの通潤土地改良区、観光協会との意見交換ですとか、

通潤橋案内ボランティアとの課題の協議については実施をしております。 

 それと、先月開催されました通潤橋の保存活用検討委員会では、通潤土地改良区、観光協会、

商工会、中活協などの代表の方がお集まりいただいて、活用の視点で意見の共有が図られたとこ
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ろです。 

 まだ実施をできておりませんので、そうした準備ができてなくて、３月までに開催ができなか

ったというところでございます。実施に向けて取り組みます。 

 以上でございます。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） ぜひ、これ毎年本当に申し上げているんですが、これがなかなかでき

ないというのは、今さら準備ができてないということもないんじゃないかなと思うんですが、こ

の課題を解決していかなければ、前例踏襲、前例踏襲、また、去年もこうだったよねって、今年

も混乱しているよねという話ですよね。 

 なので、もう本当にこれ早急にやっていただきたいというふうに思っています。それか本当に

……、何というのかな。とにかくやってください。 

 通潤橋の前の再開発の青写真が提示されたところなんですけれども、旧体育館というか、今の

中央体育館の跡地の開発は緑地広場みたいに書かれているんですよね。これはちょっと考えられ

ないことだなというふうに思っていまして、皆さんが本当に昨シーズンの混乱ぶりを見ていられ

たのかって、本当にそう思うんですよ。駐車場、下が満杯になるので、布田神社のほうまで回さ

れるんですね、お客さんが。上に来て、物産館どぎゃんして行けばいいですかと。もう橋を渡っ

ていくしかないですよね。500円徴収せなんとですよね。もう何かあり得なさ過ぎて、申し訳な

さ過ぎて、言い訳が本当に申し訳ないことばっかりだったんですね。 

 なので、やっぱり駐車場を確保することが優先順位だというふうに思われるし、また、私たち

社会科見学の子どもさんたちを案内するに当たって、今までは雨天時の昼食会場、あるいは避難

所として体育館が活用されていたわけなんですけれども、それがなくなった際に、緑地広場じゃ

ないでしょうと。緑地はもう既に川向こうにありますので、やはりそこは片屋根でもいいので、

本当に避難所、急な天候の変化とか、夏であれば暑いので、木陰がないので、そういった屋根を

作ってあげるとか、そういったことのほうが優先される課題ではないかというふうに思っている

んですが、今回予算も出ておりますが、この計画についての再考の余地があるのかということを

お伺いしたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） それでは、お答えします。通潤橋周辺整備事業についてのお

尋ねでございますが、体育館跡地については、多目的広場と緑の憩いの場、飲食スペースとして

計画をしております。 

 観光シーズンに入りますと、多くの観光客が訪れ、駐車場が混雑する状況が続いていますし、

駐車場確保が大きな課題となっていることは承知をしているところでございます。 

 先日も議会の皆様から多くの御意見をいただきましたし、今月末には商工会女性の部の方と意

見交換も予定をしております。様々な意見がございますけれども、反映できる部分については、

取り入れていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） ぜひ、今回、商工部の女性部の方々の御意見ということを今おっしゃ

いました。これはとっても大事なことで、今、課長、担当のところの部署には、いわゆる正職員

の女性がおりませんよね。やっぱり観光の部署に女性がいないということは、非常に大きなマイ

ナスではないかというふうに思っています。 

 観光に訪れてお金を落とすのは、女性のほうが専ら多いと思うんですよね、統計的に見て、多

分。なので、旅行先を選ぶのも、どこに泊まるのか、どこで御飯を食べるのかというのは結構女

性のほうがリードしているんじゃないかなと思いますので、そういった視点をまだ改善の余地が

あるというふうに、時間的な余裕があるというならば、ぜひそれは詰めてやっていただきたいと

いうふうに思います。 

 やっぱりそういう多様性というか……。だからというか、先ほどちょっと新道の駅のことにつ

いて、ちょっと苦情めいたことを言いましたけれども、やっぱりそういったユーザー視点が入っ

ていないというところは非常に問題だというふうに思いますので、今からでも遅くないよという

部分については、しっかりとやっていただきたいというふうに思います。 

 それから、昨シーズンの混乱ぶりから言いますと、私が前回質問しましたときに、橋上観覧に

ついての金額の取り方であるとか、町民にはフリーパスを出したらいかがなものかとかというふ

うなことを申し上げたときに、課長はいや条例がございますからというふうに、条例を上程した

ときに、皆さんから御異議はございませんでしたよというふうに言われたんですけれども、やは

り昨シーズンの混乱ぶりを見たときに、シールを買って、子どもたちが何十人も来るわけですよ

ね。一つ一つ肩にシールを張ったりするのに、非常に時間が取られる。そういった現場の運用で

何とかなるんじゃないかというお話も伺ったので、その件についての検討をされたかどうか、伺

います。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。小学生のシールの販売につきましては、あら

かじめ通潤橋観覧予定学校が分かっておりますので、何枚必要かというのを用意しまして、その

分を当日、先生にお渡ししている状況でございます。 

 御意見のありました取扱いにつきましては、先日、３月６日、関係者を交えて、意見をいただ

いたところ、社会科見学で通潤橋を訪れる小学校の中には、町を通さないで、独自に来られる小

学校もありまして、観覧証を購入せずに、通潤橋の吹き上げ口から入る学校もあるというところ

で、それについては張っていただくということをお願いしたいというふうに思っております。 

 規則の中でも、観覧証は上腕部のその他、見えやすい箇所に張りつけして観覧していただくと

いうことになっておりますので、警備員からしましても確認が取りやすく、ほかの観光客に対し

てもそのことを求めておりますので、規則を遵守して回っていただくというところでございます。 

 それと、町民パスの件につきましては、前回でもお答えしたように、議会提案する中で、委員

からの御意見をいただき、それを本会議にかけて議決しております。そのことは重く受けておる

ところでございまして、今のところ、そのような改正をして、無料パスを行うことは考えており
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ません。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 現場からすれば、何かちょっといかがなものかというふうに思うんで

すけれども、本当小学生にいちいちあれを張っているのは、その他のところと、それから一般の

人、あれはシールも貼らんで上がっとなるということがいかがなものかというふうなことなのか

なあというふうに思いましたが、これはもうちょっとやっぱ考えていただきたい。シールを張る

だけで10分ぐらいロスするんですよ。私たちやっぱり、そのガイドでついて行っているときには、

バスの時間を遵守しなければいけないので、それに追われて、説明が短縮されるというようなこ

とも往々にしてありますので、もうちょっと知恵を絞っていただきたいというふうに思います。

よろしくお願いします。 

 それから、もう一つ混乱ぶりで言いますと、史料館ですね。これは毎回申し上げておりますけ

れども、あそこに１人館長さんがいらして、その方が説明に入ってしまうと、受付が空っぽ。そ

して、国宝になってからは、平日の一般客もとても多くなっていまして、中に小学生が40人も50

人も入っていると見れない。遠慮して見れない、入れないことはないですよ。でも、なかなか遠

慮して入れないというような状況が……。せっかく遠来から、大阪から来ました、東北から来ま

したという方もいらっしゃる中で、ちょっと入れそうにないと言って、帰られる方もいらっしゃ

る。 

 この交通整理をどういうふうに考えていくのか。スペースが拡張できないとしても、何らかの

アイデアがあればというふうに思うんですが、何か検討していらっしゃることがありますか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） それでは、お答えします。まず、通潤橋史料館の混雑緩和に

つきましては、特に小学生の社会科見学が始まる９月から11月に集中しております。 

 令和６年度から小学生の社会科見学の申込みを一元化する取組を始める予定で、ＬｏＧｏフォ

ームという電子申請システムを利用して、電子申請では１日当たりのバスの台数を制限し、通潤

橋史料館の時間割での申込みや案内ボランティアの有無、それと橋上観覧の分もＬｏＧｏフォー

ムで申請するというものです。 

 課題は、申込みをされていない社会科見学に訪れる学校が把握できないというところでござい

ますけれども、生涯学習課のほうから県内の小学校へのＬｏＧｏフォームでの申込みを周知徹底

していただく取組をしたいと思います。 

 少なくとも社会科見学のバスの台数は、これまでより平準化すると思われます。一般のバスが

さらに加わりますので、混雑は予想されますけれども、当面この方法で取り組んでいきたいとい

うふうに考えております。 

 それと、通潤橋史料館の改修についてでございますけれども、現在計画をしておりますのは、

玄関入り口から壁がありまして、窓がございますけれども、それを折り畳み式の窓に変更をして、

庇を前に出すというような形の改修を予定しております。 

 それと、対応するスタッフにつきましても、再度、指定管理を受けている指定管理者のほうに、



- 129 - 

協議をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 折り畳み式の窓がどういう効果を発揮するのかちょっとよく分かりま

せんでしたけれども、それについては、また後ほど詳しく教えていただきたいというふうに思い

ます。 

 ちょっと時間が押してきていますので、次に行きたいと思いますが、次に書きましたのは清和

文楽を含む面的な観光客の誘導についてなんですけれども、せっかくこういうふうにして、国宝

通潤橋を訪れる人がたくさんいる中で、今同時に、今月末初演を迎えます清和文楽ワンピース、

これに向けて本当に関係者一同、一生懸命やっております。これはゴールデンウイークの公演も

決まりましたし、その先の定期公演も見据えたところでの取組となっております。 

 皆様御存じでしょうけれども、世界的な漫画ワンピース、今、日本を訪れる若者でもすごく日

本語が上手な子がいたりすると、大概漫画アニメで日本語習得したのだというふうに言います。

先頃亡くなりました、残念ながら亡くなりました鳥山明さんのドクタースランプじゃなくて、そ

れこそドラゴンボール、これがその先駆けではないかというふうに思っているんですが、その後

も北斗の拳だったり、スラムダンクだったり、そしてこのワンピース、熊本の復興のシンボルと

なった麦わらの一味の物語が文楽で、世界中どこを探してもやっていない、ここだけしかやって

ない文楽、そして世界的な人気、ワンピースの像をめぐって、やって来られる外国の方もいらっ

しゃいます。そして、今回も、たまたまなのかもしれませんが、カナダからインターネットで申

込みされた方がいらっしゃるんですよ。そして、熊本駅までは来れますが、そこから清和にどう

やって行けばいいですかというお問合せがあったというふうに聞いています。 

 そういうふうに、今から本当にワンピース文楽というものが世界に発信していける力となると

いうふうに思うんですね。その文化の発展、それから後継者の育成、そういったものに大いに役

立っていくものだというふうに確信をしています。 

 しかしながら、数としたら、もちろん国宝通潤橋を訪れる人が多いのでしょう。しかしながら、

本当、清和文楽を見に来られる方の中には、放水も一緒に見られたらいいんだけどなっておっし

ゃる方とても多いんですね。放水見て、文楽館に行けば、どうしてもこの蘇陽のほうに目が向く

と。放水見たら、西のほうへ南のほうへ帰っちゃうんじゃなくて、じゃあ、放水見て、文楽見た

ら、幣立さんが見えるよね、馬見原が見えるよねというふうな方向が、こちら側にどんと広がる

というふうに思っているんです。 

 昨日、それこそ２番議員が阿蘇家の歴史のことをおっしゃいましたけれども、こちら側に行く

と、阿蘇家ぐらいじゃなかですね。もう2000年、もう１万年という赤立神社の縄文遺跡から何か

ら、すばらしい歴史の深さが……。しかもジオパークもありますし、ジオポイント、蘇陽峡等々

もありますし、そちらのほうに目が向くきっかけにもなると思うんですね。 

 このワンピースの効果をどういうふうに町として考えていらっしゃるのかなあというふうに思

うんですが、よろしくお願いいたします。 
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○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。ワンピースと清和文楽のコラボした新作の定

期公演が、いよいよ今月30日からスタートします。４年間で120回という回数制限でありますが、

貴重な定期公演をぜひ御覧いただきたいというふうに思います。 

 今回の新作の定期公演の演目に入ることのメリットをどう捉え、どう生かすかというお尋ねで

ございますけれども、議員のほうからも言われましたとおり、世界的に有名な人気漫画を題材に

できたことは、作者の尾田栄一郎さんが熊本出身で、熊本の復興に御協力をいただいたこと、そ

れと熊本県が熊本地震の復興プロジェクトの一環として取り上げていただいたこと、それと、熊

本県立劇場や集英社、制作に関わっていただいた劇団主催の演出家の先生の御協力があったこと

など、日本のトップレベルの多くの方が関わり、清和文楽の新作制作に粉骨砕身御尽力をいただ

いたおかげだというふうに思います。 

 先日の読売新聞に掲載された定期公演の取材記事の中で、演出家の横内先生から、ワンピース

で描かれる義理人情のすばらしさは日本人だけではなく、世界に通じるもの、伝統芸能の魅力を

グローバルに発信することで地域の誇りとなる、今後100年続く演目のつもりで取り組んでいる

とおっしゃっていただいております。 

 この新作の定期公演化によりまして、日本だけでなく、世界へ清和文楽という日本の伝統芸能

の魅力を発信することができるという大きなメリットではないかというふうに思います。 

 また、講演を通して、太夫や人形遣いの技芸が大幅に向上し、トップクラスの芸術家から演出

や情報発信の多くを学び、清和文楽のレベルアップの転機につながったことが大きなメリットと

して挙げられます。 

 清和地域をはじめ、山都町、熊本県の誇りであり、新たな太夫や人形遣いを育成するなど、清

和文楽の里協会とともに、町も支援をしていかなければならないというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 課長のほうでは、十分にこの魅力とメリットが分かっていらっしゃる

と思います。重ねてお願いいたします。放水の時間と文楽の公演の時間を合わせてください。よ

ろしくお願いいたします。 

 では次に、農林業の事業継承についてお伺いをいたします。 

 この農林業の事業継承なんですけれども、各種産業にとってこの事業継承というのは大きな課

題というか、今、取り組まなくてはいけないところだというふうに思っています。毎回聞いてお

ります太陽光発電の乱立から土地を守れないかというふうなことにも通じるというふうに思って

いるんですが、高齢化社会において、農業の後継者の不足があることは事実だというふうに思い

ます。 

 今、ＴＳＭＣの進出等で、単価の高い仕事に若者が流れているという事実もあると思います。

しかしながら、半導体ではお腹が膨れないということも事実だというふうに思います。半導体工

場を誘致して農地が買上げられる地域がある一方で、山都町ではやはりこの中山間地の魅力を生
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かしながら、有機農業というふうな看板もございますので、農地を守って、食料の生産を頑張ら

なくてはならないのではないかなというふうに思っております。 

 本町に移住希望される方は有機農業を目指す方が多いようですが、その仕事の仲介をするま

ち・ひと・しごとセンターに聞けば、希望者と農地のマッチングがなかなかうまくいかないとい

うふうなことなんです。空き家バンクのような農地バンクもあるというふうに思いますが、農業

委員会においては農地の適正化委員会というふうなものも開かれている、推進委員のですね。内

容を見てみますと、なかなかやっぱりその適地にしていくためには、やはり高齢化であるとか、

土地が狭いとか、集積するのが難しいとか、様々な困難があるようなんですが、その実態と町が

把握していらっしゃる、譲ってもいいよと、この土地と自分の技を譲ってもいいよというふうな

方の農業者のデータをどのように把握されているのかというふうに思い、お伺いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） それでは、お答えいたします。山都町の基幹産業であります

農業においては、農業従事者の高齢化や後継者不足が顕著であり、それに伴い、農地の維持管理

が難しくなりつつあり、後継者、担い手の確保は急務となっておるところです。 

 これまでも限られた人材で、農業の生産基盤、農地等を維持保全していくために、農地の集約

化や集落営農の推進、併せて町外からの移住者を含む新規就農者の確保のため、山都地域担い手

育成総合支援協議会を立ち上げ、新規就農希望者への研修を実施し、担い手の確保に努めており

ます。 

 また、担い手の減少により、耕作放棄地や遊休農地が増加傾向にありますが、農業委員や農地

利用最適化推進により、担い手への農地利用の集積、集約化を図りながら、新規就農者への農地

の紹介を実施しております。以上のことをしっかりと、今後も進めていきたいというふうに思っ

ております。 

 さらに、今回、国の法改正に伴い、人と農地の問題を解決するために、平成26年から本町でも

実施しております人・農地プランが法定化されまして、地域計画へと名称が変更されました。今

後10年間の農地の利用の目指すべき姿、地域農業の将来の在り方について、各集落において話合

いを実施していただくこととなっております。地域で守り続けてきた農地を次の世代へ着実に引

き継いでいくための地域計画の策定を、確実に進めてまいりたいというふうに考えているところ

です。 

 それから、その事業継承を進めていく資料があるかと、データがあるかということでございま

すけれども、まず事業継承につきましてですが、経営継承・発展等支援事業というものがござい

まして、100万円を上限に、国と町で２分の１を負担するものがあります。 

 事業概要としましては、後継者が継承後の経営発展に関する計画を策定し、その計画に基づく

取組を行う場合に必要となる経費を支援することとなっております。 

 支援内容としましては、研修費や旅費、機械や装置の費用、新商品の開発や販路開拓等の費用

が支援される事業となっております。 

 推進する資料につきましては、農業委員会において、毎年、農地利用状況調査を実施し、農地
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の状況、今後の活用状況の調査を行っております。その中におきまして、耕作放棄地や遊休農地

等の記載があった場合には、さらに農地利用意向調査を実施し、農地中間管理機構、いわゆる農

地バンクでございますけれども、利用した農地の貸し借りに応じるのか等の調査を実施し、農地

中間管理機構に登録し、農地の流動化を図っております。 

 しかしながら、実態としましては、農地中間管理機構を利用した貸し借りが実績を上げている

という状況とは言えません。先祖代々引き継いでこられた農地でありますので、第三者へと引き

継ぐにはお互いの信頼関係が重要になってくる面がありまして、特に町外からの新規就農者の農

地確保にはハードルが高い状況にあります。 

 そういった状況でありますが、先ほど申し上げました地域計画の策定や農業委員を中心とする

農地利用最適化推進等を含めまして、農地の有効活用に努め、事業継承や後継者の育成を推進し

ていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 丁寧な御説明ありがとうございました。私も農水省のホームページを

見に行きましたらば、様々な啓発の冊子が、いろんな団体向け、企業向け、そして、農地、個人

の事業継承、様々な中で、今、課長が本当におっしゃった、何が一番大切かって、信頼関係を築

くのに一番時間をかけなくてはならないというか、かかるはずですというふうなことで、やっぱ

５年から６年ですね。本当に継承ができるというふうなマッチングがうまくいくというのは本当

に難しい話だとは思うんですけれども、やはりそこのところには、まず農地の調査、そして、や

っぱそういった気持ちがあられる方の調査、洗い出し、やっぱそういったことをして、もったい

なくないように、本当にこの農地が荒れてしまう……。私もフットパスなんかしますと、毎年、

今度も春のシーズンにイベントをしますけれども、もう歩くたんびに、やっぱりそういった土地

が増えています。やっぱり景観も損なわれていますし、そういったところが少しでも少なくなる

ように、お仕事をしていただきたいというふうに思います。ありがとうございました。 

 では、最後滑り込みですが、パブコメについてお伺いいたします。町が新しい事業に取り組む

ときに、また、策定書を更新する際に、パブコメというのを必ず取っていらっしゃるんですけれ

ども、その回答率の低さから見直しの必要があるのではないかというふうに思っております。 

 昨日、副町長が御答弁の中で、住民ニーズを把握して、広報、広聴、広報を公開していくこと

が大変必要であるというふうなことをおっしゃったことが、ちょっと耳に留まりました。この形

骸化した、国がこれをしなさいというふうに推奨しているのかもしれないけれども、本当に形骸

化しているこのパブコメ、例えば、先ほど新道の駅でも、たった５件だったというふうに私は思

っています。私を除けば４件だったのかなというふうに思っていますが、本当にあのパブコメを

ホームページに掲載しました。この間も公共交通網のを拝見して、パブコメ一応書かせていただ

きましたけれども、やはりそれも数件だったと思うんですね。もちろんその事業を展開されてい

くときには、各団体の関係者の例えば介護施設であったり、交通関係であったり、そこの聞き取

りはもちろんされていると思うんです、直接的に。しかしながら、このパブコメというのをやは
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りするからには、何か広い機会を持ちながら、本当に必要だと思えば、もっと方法を考え直すべ

きではないかというふうに思っています。 

 その件について、本当にマンパワーが足りないというふうには、これ三つちょっとまとめて言

わせていただきます。 

 マンパワーが足りないというふうなことはもちろん分かっているんですが、日頃から地域での

座談会なり、そういう聞き取りの会を継続することはできないでしょうか。そして、住民に公開

する方法としては、字づらだけをびやーと載せるんじゃなくって、やはり図案化するとか、言う

たら漫画化するとか、そこにグラフィックレコードというふうに書きました。これは会議の最中

に、ホワイトボードに絵で書き留めていく方法なんですね。 

 そういうふうな手法なんかも学びながら、そういった人材を育成するなり、会議の会議録をこ

ういうふうな形で、小学生にでも分かるように公開していくということが大切かというふうに思

うんですが、担当課のほうの御意見をお伺いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） お答えします。パブコメに関しましては、確かに件数等は少

ないような状況です。多くの方に本町の行政に関心を持っていただき、意見していただきたいと

ころですが、あまり多くの回答はあっておりません。 

 周知の方法につきましてはホームページはもちろんですが、防災無線や広報やまとに掲載する

ことを今後も活用していきます。 

 座談会に関しましては、10年ほど前にやまトークとして自治振興区を回っております。先ほど

おっしゃったマンパワーの問題もありますけども、先日行った自治振興会の代表者の会議で発言

がありましたが、会長のほうから、役が多過ぎるという声も多々聞かれております。後継者がい

なくなる中で、10年前と同じ顔ぶれで役員を続けておられる集落もございます。小さな単位で座

談会を開くこととなれば、区長さん方に多大な労力をおかけすることも考えながら、デジタル改

革と称してＤＸを推進しているわけですので、そういったツールなども使って、意見の聴取を行

っていく必要があると思います。また、住民の代表であります議員の皆様による住民からの意見

等をお聞かせいただければ幸いです。 

 グラフィックレコードに関しましては、まだそのような手法を取り入れているわけではありま

せんけども、各種会議や報告書などにおいて利用される場面は多く、今はありません。 

 今後そのような研修会があれば、積極的に職員研修として取り入れていきたいと思っておりま

す。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 本当に町民の声を聞きたければ、いろんな工夫が必要だと思います。

ＤＸ化も確かに大切なんですが、やはりまだまだ人口の割合からしたら高齢者が多ございますの

で、やっぱり直接的に意見を聞くという機会ももちろん必要なんだろうというふうに思います。

本当に住民の意見を入れる努力を今後とも続けていただきたいと思いますし、すいません、先ほ
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どの通潤橋前の意見聴取についてなんですが、これ議長にお願いしたいんですけども、全協を開

いていただくわけにはいかないでしょうか。お願いをしまして、私の質問を終わります。 

○議長（藤澤和生君） これをもって、10番、吉川美加君の一般質問を終わります。 

 ここで10分間休憩いたします。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午前11時０分 

再開 午前11時10分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 私は監査をさせていただいておりまして、日頃より、課長さん並びに

係長さんたち、御迷惑をおかけし、大変お世話になっております。 

 ここで、少し感想を言わさせてください。職員の皆さんはよく丁寧に仕事をされております。

ただし、監査だけを見ましても、あの書類を出してくれ、何がどうなったとか、仕事というのが

監査だけ見ても増えるわけです。行政全体を見ますと、本当に減りはせんで、増えるばっかでご

ざいます。やはり早い時期に、もうこれこそコンサルタントでもを雇って、削減するプランを練

るべきではなかろうかというふうに考えております。 

 できれば、役場の若い職員の人に、慣例慣習を見直して、失敗を恐れずに、失敗すれば、また

やり直せばいいので、やはり事務の削減というのを、削減といいますか、簡略化、スマートにで

きるような点を検討していただきたいと思っております。 

 さて、監査で知り得たことは口外してはならないとなっておりますので、私はこの一般質問を

遠慮しておりました。しかし、地元の方からぜひやってくれということで、今回この場に立って

おります。久しぶりで言葉もまめりませんが、よろしくお願いいたします。 

 最初に、大矢野原演習場についてということで、演習場対策室が令和５年４月から設置されま

した。これは期成会からの要望が強く、町がこれに対応されたものでございます。地元の声が自

衛隊に届きやすい環境をということで、自衛隊ＯＢの職員の方を配置されました。経験と知識を

有されているために、期成会の会議等においてもアドバイスがあり、町、自衛隊との連絡調整が

以前よりスムーズになったと感じております。 

 山都町出身の自衛隊員さんはたくさんいたでしょう。しかし、なぜ早くこのような体制の構築

ができなかったのかということが悔やまれます。町においては、演習場対策室の設置という現状

をどのように捉えておられますか。お願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。演習場対策室は、大矢野原演習場に関する対

応を令和４年度に組織の見直しを行い、本年度から総務課防災係に併設して設置いたしました。 

 主な業務は、防衛省関連業務のうち、大矢野原演習場において行われる自衛隊の演習に対して、
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地元住民と自衛隊の調整業務等を担当しております。障害防止対策事業や防衛施設周辺民生安定

施設整備事業、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業などの防衛施設周辺整備事業の実施に伴う

関係課との調整業務は、企画政策課で担当をしております。 

 これまでも、企画政策課で担当者を配置して対応していたため、対応等で大きく変わるところ

はありませんけれども、あえて上げるとするならば、先ほど議員のほうからもありましたように、

今回、担当する危機管理監が自衛隊出身者であることから、自衛隊の内部事情等に詳しく、自衛

隊、住民、どちらにもより詳しい説明ができるようになり、調整等がスムーズに進んでいる点が

上げられると思います。 

 演習場対策室では、地元住民と自衛隊の調整業務の一環として、地元住民で組織されておりま

す大矢野原演習場周辺対策期成会の支援を行っておりますが、今後も、期成会には地域住民の意

向のまとめ役として、引き続き主体的な活動を行っていただけるよう、支援を行っていきたいと

いうふうに考えております。 

 今後の課題といたしましては、大矢野原演習場は、地域住民に牧野地域として、放牧と採草を

行うことができる入会慣行が認められており、これまで長年にわたり草地維持のため、野焼きが

実施されてきましたが、近年、住民の皆さんの高齢化に伴い、広域な演習場敷地内の草地として

の維持可能な環境保全が大きな課題であると認識しております。 

 町といたしましても、期成会を中心に、地域住民の皆さんの意向を踏まえながら、自衛隊との

協力体制を要請してまいりたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 今後も、この対策室の機能が発揮できるように、人材の確保をよろし

くお願いしておきます。 

 さて、先ほど、アーカイブの話がありましたが、私、中島村史というのが70年ほど前に出たの

がありまして、それを専門用語で自炊と言いますか、裁断して、業者に頼んで、ＰＤＦファイル

でクラウドに保存しております。今日もそういうのを見ながら、一応原稿を作ったわけですが、

その中に、江戸時代は細川藩の大矢野原演習場、細川藩の狩場でした。明治になりまして、日本

軍の演習場になって、戦後、敗戦国日本です。戦勝国のアメリカが来まして、10年ほど駐留し、

演習場として使ったわけでございます。 

 日本軍が使っていた頃は治水といいますか、環境に配慮した使い方をしていたそうです。しか

し、アメリカ軍は戦勝国ですから、大きな重機を持ってきて、大きな火器を使ったということで、

表土が剥がれたり、木が伐採されて、非常に荒れたそうです。その後の大雨等で、地元の田畑に

大きな災害が出て、それから、地元で大矢野原周辺期成会というのを立ち上げ、その対策を、そ

の頃はまだ村ですが、そして、矢部町等に掛け合いながら、今の状況に至っているわけでござい

ます。 

 現在、当時から比べますと、世界の情勢が大きく変化しております。日本の周辺は緊張状態に

あると言われ、抑止力を得るということで、日本の防衛予算も大幅に増額されているところでご
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ざいます。 

 大矢野原演習場でも、年間を通して演習訓練が行われております。特に大きな音がするといい

ますのがＭＣⅤという、戦車に替わるタイヤのついた戦車ですね。その105ミリ砲というのが非

常に音が大きいもので、それの演習場に今現在、大矢野原になっております。 

 この前期成会と一緒に見に行きましたが、その的になるところを新しく作られておりました。

１キロ以上離れても見えますから、非常に大きいと思いますが、それが今二つできております。

あともう二つ作ろうかという、検討中だそうです。１個目ができるときに、非常に土砂が流れま

した。自衛隊の方が土木をされるわけですが、やっぱ経験といいますか、地元んもんならすぐ分

かるわけですよ。雨が降れば、もう土砂が流れるぞというのが。なかなかそういうのも分かられ

なくて、河川に土砂が流れ、それが田んぼにも入っております。 

 このようなことがありまして、現在はそういう状況でございます。大矢野原周辺対策期成会と

いうのは、大きな騒音を伴う射撃訓練や草地を大きく剥ぎ取るような土木工事について、なるべ

く早い、そして丁寧な説明を求めております。 

 特に日米共同訓練ということにおいては、より丁寧な対応を望んでいるわけではございますが、

今までの対応を見ますと、こういう日程でありますと言われますが、そのたびに何度も町長は怒

られました。何であんたたちはそんな遅く、今頃になってから言うか。もうちょっと早く言わん

かというのが何回も見受けられました。 

 そのようなことの対策としまして、町と自衛隊との申合せ事項、基本的な取決め、協定といい

ますか、そういうのを設けてはどうかという声も期成会のほうでは上がっておりますが、町のお

考えはどうでございましょうか。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。現在、大矢野原演習場に関する協定といたし

ましては、先ほど議員のほうからもありましたが、昭和32年１月28日に、大矢野原演習場使用協

定書が当時の中島村長と陸上自衛隊熊本駐屯地司令において締結され、その後、中島村が矢部町

に合併されたことにより、昭和34年２月４日に大矢野原演習場に関する協定が、矢部町長と陸上

自衛隊第８混成団長において締結された協定書があります。 

 この協定の内容といたしましては、演習場への立入りと採草、放牧を認めること。演習場内外

での事故等の対応や道路の管理の在り方、演習計画の連絡の徹底等についてで、現在もこの協定

内容の効力は継続しております。 

 協定書の見直しについては、見直し、また新たに設けるということにつきまして、町や住民で

一方的にできるものではないということでありますし、住民の意向を踏まえながら、協定内容に

ついて必要なのか、精査を行って、自衛隊とも十分な調整を行いながら、期成会、それから町、

自衛隊の３者がお互いに合意の上、必要に応じて協定を行っていけるように考えているところで

ございます。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） よろしくお願いします。次行きます。 
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 人口減対策のための、ＤＸ、デジタルトランスフォーメーションというか、その推進について

サポートということで600万円ほどの予算が使われていると思いますが、それについて、人口が

減っても、町の行政を遂行するための予算であると、私は認識しておりますが、それでよろしい

でしょうか。また、この成果はどれほど上がったか。また、職員に浸透しているかということを

お聞きしたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 令和２年12月に、自治体ＤＸ推進計画というのを国が定めて、全国

の自治体の情報システムを一元化する、共有するということで、計画をつくりまして、山都町も

令和７年12月に、標準化に向けて、今、取組をしております。 

 これは複雑多様化する自治体の業務をＤＸを導入することにおいて、省力化していくことも目

的であります。何よりも住民サービスを向上させることが目的でありますので、それに向けて、

今、準備を進めているところでございますが、それについてはＩＣＴの専門的な知見やいろんな

様々な技術的なことを知った職員でないとできないということで、その職員が自前でできれば一

番いいんですけれども、なかなか、それについては専門的な知見が必要ですので、業者、コンサ

ルタントに依頼をして、今680万円の予算で遂行しているところであります。 

 それについては、技術的に、令和７年の導入に向けて、いろんな業者の選定とか、そういった

もののアドバイスも受けておりますが、当然、実際やるのは職員でございますので、そういった

窓口業務であったり、いろいろなデジタル化を推進する専門的な知見を養い、養成するためのそ

ういった支援もしていただいておりますので、当然、その効果は上がっております。680万円で

すけれども、国もそれは必要だということで、特別交付税ということで、７割を補填、補助して

いただくということで、それを認めていただいておりますので、当然、導入に向けたこともそう

ですけど、それに合わせて、職員の技術的な知見を向上するためにしておりますので、そういっ

たことにも、人材育成にも使わせていただいておりますので、そういうことで、しっかり令和７

年12月標準化に向けて取り組んでいきたいというふうに思っております。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 課長にも少し説明お願いできますか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 先ほどありました人口が減っているので、ＤＸを推進してい

くためにサポートをやっているのかというところなんですけども、先ほど、副町長から説明あり

ましたとおり、それに合わせまして、今現在、ガバメントクラウドによるシステムの共通化、標

準化というものを並行して行っておりますので、それに関しても非常に助かっているところでご

ざいます。 

 先ほどありました特交の措置なんですけども、令和４年度時点では５割という措置だったんで

すけども、令和５年度から７割措置というところで、国もサポート体制、ＣＩＯ補佐官というと

ころの役割というところを認める事業だと考えております。 

 以上です。 
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○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） それで準備はもう万端ということでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 準備万端にできるように、今、頑張っているところです。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 次に、地域おこし協力隊の現状について、お尋ねいたします。地域お

こし協力隊員の配置の状況はどのようになっておりますか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 今現在、自治振興区に１名、特定非営利法活動法人に２名、

一般財団法人１名、有限会社２名、株式会社に６名、一般社団法人１名、農事組合法人３名、役

場の外部組織１名、合計17名となっております。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） これは隊員の方が希望されて入っているのかと思いますが、受入れ側

で隊員をぜひ欲しいというような希望は叶えられるのでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） それでは、地域おこし協力隊と受入れ団体についてを御説明

いたします。 

 地域おこし協力隊の目的は、地域を元気にしながら、最終的には地方への移住、定住につなげ

ることです。受入れ団体が必要とされる場というのは、地域おこし協力隊を受け入れる団体のこ

とですが、地域おこし協力隊の受入れについては、どんな団体でも受け入れられるというもので

はないと思います。 

 地域おこし協力隊は、町の会計年度任用職員として任用し、法人格を持つ団体、または自治振

興区を受入れ団体として活動をしてもらっております。現在、受入れ団体の基準を明確に設けて

いることはしておりませんけども、地域おこし協力隊の募集を行う前に、受入れを希望する団体

をヒアリングし、隊員を受け入れる環境が整っているか。３年間の活動終了後に、どのような進

路があるか。隊員の活動が受入れ団体だけでなく、活動地域、または町内全域の活性化につなが

るかなど、受入れ団体の適性を見極めた上で募集をかけることとしております。 

 地域おこし協力隊の取組は、恒久的なものとは限りません。隊員の生活設計や活動内容に配慮

して、活動体制を検討する必要もあります。特に、隊員の定住を視野に入れる場合、任期終了後

の生活を軌道に乗せるための準備も必要となります。場当たり的に制度を使い、長期的な展望も

なく、外部人材を導入することは望ましくないため、受入れ団体の体制が整っていなければ、配

置することは難しいと考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 私どもが議員になったときは、人口減少をなるべくなだらかにするよ

うにというふうに先輩から言われましたが、現在、その予想をはるかに超えて、急激な人口減少
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が起こっております。これに対する対策ということでは、先週も野焼き等が至るところでありま

したが、本当にもう危機的な状況ではないかと思っております。 

 そこで思い浮かぶのが、地域おこし協力隊員を活用できないかというのが、短絡的ではありま

すが、先ほど場当たり的という言葉も使われましたが、それほど切羽詰まったのが現状ではない

かと思っております。 

 それで、募集といいますか、自治振興会の会議等で、皆さんに募集していいですよとかいう周

知等をやっぱされるべきではないかと思います。ただ、先ほど言われました、場当たり的ではご

ざいますが、その後のフォローは町のほうで検討できないかと思います。 

 また、この制度がそういうことで使えないというならば、町独自で人を派遣できるような制度

というのは設けられないかということを思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 今現在、町のほうで地域おこし協力隊以外での部分に関しま

すと、通常の移住、定住の活動になってくるかと思います。 

 質問の中にあります労働力が不足するところというところがありますが、答えになるか分かり

ませんけども、地域おこし協力隊の力を借りて地域を元気にするためには、受入れ団体の主体的

な取組が前提となりますので、地域おこし協力隊は労働力ではないというところは御理解いただ

きたいと思います。 

 具体的に労働力が不足するところに、町独自でっていいますか、そういうところは、今現在の

ところ予定しているところはありませんので、今後課題になってくると思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 最近、関係人口を増やすという文章、言葉をよく耳にいたしますが、

最も身近な関係人口というのは親戚でなかろうかと思います。子どもたちとか、おじさん、おば

さんとか、現実に子どもたち家族は御船等に住宅を構え、区役とか消防団、あるいは農繁期に実

家に帰って活動するという形が多く見受けられております。 

 この関係人口、これをもっと強くといいますか、そして、援助するというような制度は設けら

れないかというふうに考えます。具体的には税とか報酬とかいう形で、田舎に住む親たちにも、

そしてまた、外に出ていって、帰ってきてくれる人にもメリットがあるような制度というのが考

えられないかなというふうに思います。 

 やはり血のつながりというのは非常に強いもので、そういう人たちがずっと実家のほうに帰っ

て活躍するということは、後々の移住者になりやせんかという気もいたしますので、そういう点

が考えられないでしょうか。課長、お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） お答えします。関係事項、特に親戚というところですが、い

ろいろ考えていかなくてはいけないところではあると認識しております。 

 先ほども申しましたけども、今現在、こうですというところで、答えられるところは持ってお
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りませんので、今後検討していきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 思いつきで言うとおかしいんですけれども、盆とか正月に子どもたち

が帰ってくるときに、親たちに給付金があれば、非常にどちらもハッピーになれるだろうと思い

ます。そういうようなところに使うお金もあってはいいんじゃないかというふうに、そのような

現在の状況じゃないかというふうに、私は認識しております。 

 続きまして、次の観光資源の開発についてということで、昨日も２番議員からたくさん話をさ

れて、重複いたしますが、通潤橋が国宝になり、高速のインターチェンジが浜町にまで開通した

ことは、観光面では最高の状況にあるというふうに考えております。 

 このようなときこそ、次の時代の観光開発を行うべきです。なぜならば、今はお客さんがどん

どん来てくれるから、そっちの心配しなくていいわけです。次のことをやっぱり今が考える時期

ではなかろうかと思っております。 

 通潤橋周辺から水の流れに乗っていけば、まず円形分水、そして通潤橋、そして用水路、それ

から五老ケ滝に行って、五老ケ滝川から鵜の子滝へという、水の流れだけで考えてもそうです。

その先には鮎の瀬大橋があり、猿ヶ城キャンプ村があるということです。県立矢部公園と言いま

すかね。それがずっと広がっているわけでございます。 

 また、歴史的な観点から言いますと、先ほども言いましたが、中島村史を見ますと、布田保之

助氏は、中島地区においては金内目鑑橋と福良井出、そして水田が50ヘクタールぐらいですかね。

その用水の開発をされておりますが、道に関しては、その資料によりますと、200キロメーター

ほど、新設あるいは修繕をされているようです。 

 観光資源で箱物というのは、できたときは非常にいいですけれども、結局数十年で空いてしま

います。自然と、そして人の業績、歴史というのは、半永久的に見る人、触れる人に感動を与え、

気持ちの再生を与えるものとして残ります。 

 多面的視点から観光開発とその情報発信が山都町の魅力増大につながると考えますが、いかが

でしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） それでは、お答えします。御提案のありました観光資源の掘

り起こしについてということでございますけども、町内には、先ほど議員がおっしゃいました多

くの滝や桜の名勝、いろんな用水の井出とか、そういった多くの資源が点在をしております。山

都ラボにおいても、滝巡りの御提案などがあっているところです。 

 町が管理する名所や公園については、現在、草刈り等の整備を行っておりますけれども、それ

以外の場所については、ちゃんと整理をしたものが、取りまとめたものがございません。そうい

ったところから始める必要があると感じております。 

 観光開発という点でも、観光資源のある場所は十分な道路整備や安全対策が進んでいない場所

が多いと思いますので、優先順位をつけながら、必要なところは整備を進めていきたいというふ
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うに考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） よろしくお願いします。また、通潤橋の調査報告書ですが、これを読

みましたときに、これは小説を読んでいるかのように感じました。会議の様子とか、作業現場の

様子が頭に浮かび、感動しました。この書物を町内外にもっと広く配布し、山都町を時を超えて

体験できる。そして、山都町のファンを増やすということにつながると思いますが、いかがお考

えでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 議員のほうからありがたいお言葉をいただきましたけども、まさに、

熊日出版文化賞で言われたのは、そこでありました。 

 ですから、学芸員中心に、委員会でされた報告書を広げることは非常に重要だと思っておりま

すので、増刷とかそういったことも含めて、今度、教育委員会のほうで検討していただければと

いうふうに思っております。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） これが出たときに、すぐ西さんにちょっと質問したことがありました。

データでダウンロードでけんかということ、ちょっと難しいなということを言っておられました

が、彼らも忙しいので、それ以上頼めませんでした。 

 できれば、データであったほうが、本がなくなったなくなったで、探さなんけんが。誰でも見

れるようなアーカイブをお願いしたいと思います。 

 次に、ＳＤＧｓについてですが、先日の講演会にも参加しましたが、どうも目的、方法、役割

等、ぼんやりした姿しか感じられず、自分なりに困りました。 

 現在のＳＤＧｓ関係の事業が、町民に何を求め、何を奨励しようとしているのか。また、ＳＤ

Ｇｓ未来都市に指定されたことを町内外に宣伝している。それが目的なのかというのが、なかな

か意図がよく分かりません。この機会に、町民が分かって納得できるような簡単な詳しい説明を

お願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） お答えいたします。ＳＤＧｓは、日本語では持続可能な開

発目標と訳されております。 

 山都町においては、三つのポイント、環境、社会、経済の側面をよりよくするための取組があ

ると考えています。 

 一つ目の環境では、自然豊かな山都町の食と農業を守り、持続可能な農業を実践するため、土

づくりや環境の負荷を軽減された農業、有機農業など、人や自然に優しい生き方をすること。生

ごみや竹を生かした堆肥づくり、住宅用太陽光発電、薪ストーブなどの普及などもこれに当たり

ます。 

 二つ目の社会では、安心、安全な食の学び、小中学校におけるみそづくりなどの体験、山都町
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の伝統料理の継承など、食と農の恵みが身近に感じられる暮らしをすること。 

 三つ目の経済では、ありのままの山都町を生かして、食や農を生かした経済的な付加価値を生

み出すこと。 

 これまで大量生産とか消費のような右肩上がりの経済成長を目指した生き方ではなく、通潤橋

をはじめ、清和文楽や蘇陽峡など、これからも残していきたいと思う物や事などを、これまで山

都町の先人の方々が築いてこられた自然や環境を大切にしながら生きる生活の在り方を見直し、

人に優しい、環境に優しい、孫や将来にも優しい持続可能な町の未来に向けて、町民一人一人が

自分ごととして考えるための取組だと考えております。 

 今後も積極的にＳＤＧｓに関する情報を発信し、出前講座を開催し、持続可能なまちづくりを

町民の皆様と一緒に進めていきたいと考えています。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 昔、公民館運動とかありまして、包み銭は幾らにしようとか、何とか

という新生活運動ですかね。何かこれは一つの運動のような気がいたします。 

 そうした場合、それを町民に、こうこうしなさい、ああしなさいというのは、何か煩わしいだ

けであって、自分たちにあまりメリットがないなというふうに感じやせんかと心配いたしますが、

やっぱ何かメリットがあるような理由づけでもして、進めにゃんとは僕は思いませんが、進めて

ください。 

 ＳＤＧｓ、持続可能な、この町が持続できるかどうかが一番の問題であって、ＳＤＧｓの考え

方もやっぱちょっと別に表してもいいんじゃないかというふうに思っております。 

 それでは次に、道の駅通潤橋についてということですが、昨日の一般質問の中で、キャンプ場

の議論がありました。キャンプ場の評価というのを、あれをキャンプ場としては九州では何番目

だというふうに、非常に評価が高いというような発言がありました。キャンプ場としての評価が

重要視されているということでありますが、公の施設というのは住民の福祉の増大が第一である

べきであって、それをやっぱり評価していかなんというふうに考えております。 

 新道の駅については、たくさんの町民の方から批評や指摘をいただいております。それだけ町

民の関心があり、関わりがある施設ということでしょう。公の施設としての役割を指定管理者と

の間で協議、協定されておりますでしょうか。課長、お願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。公の施設は、先ほど議員も申されたとおり、

自治法に規定をされておりまして、住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するため

の施設と規定をされております。 

 住民の福祉というのは、狭い意味の福祉ではなくて、広い意味の福祉と住民の幸福感とか、そ

ういったふうに訳されるのではないかと思います。 

 道の駅のいろんな御意見をいただいているところは承知をしておりますけれども、道の駅の運

営事業者については、月に２回程度、調整会議ということで、お互いに課題と思われる部分につ

いて情報を提供したり、改善する部分について協議を行っているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 昨日から、指定管理施設を月に２回というふうに言われますが、多分

毎月報告をするというふうになっているかと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 毎月の月次の報告は、指定管理者のほうから月ごとの入場者

ですとか、売上げとか、そういった部分についての報告は毎月行われております。それとまた別

に、新しい道の駅のほうについてはスタートしてまだ間もないというところもありますので、協

議をしているということでございます。 

○議長（藤澤和生君） ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 何人、お客さんがあって、どれだけ売上げたというのも大切ではござ

いますが、公の施設として、ちゃんと何々ができたとかいうようなチェックがあるべきではない

かというふうにも思います。また、ここで仕事を増やしてしまいますといけませんが、気にして

おいてください。 

 以上で一般質問を終わります。 

○議長（藤澤和生君） 今までの質問の中で、通告外の質問がありました。今後は質問等は通

告を行ってください。 

 これをもって、５番、中村五彦君の一般質問を終わります。 

 ここで昼食のため、午後１時まで休憩いたします。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午前11時50分 

再開 午後１時０分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） 12番、工藤です。一般質問を行います。 

 令和６年、輝かしい新年を迎えるはずだった元旦早々に、能登半島に大地震が発生しました。

犠牲になられました方々に心より哀悼の意を表しますとともに、被災された多くの方々に心より

お見舞い申し上げ、一日も早い復興をお祈りいたします。 

 さて、いよいよ３月18日から春の選抜高校野球が始まります。熊本からは2019年、熊本西高の

選抜出場以来ですが、今年は春夏を通じて、初出場の熊本国府高校が出場します。国府高校では、

これまで山都町御岳出身の井手先生が監督を務められ、その礎を築いてこられました。井手監督

時代も県内屈指の強豪校と言われながらも、あと一歩及ばず、甲子園の土を踏むことはできませ

んでしたが、これまでずっと熊本県内出身者で選手を育てられてきました。その成果が、国府旋

風として、新しい風を巻き起こしてくれると期待しています。オール熊本で応援したいと思いま
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す。 

 それでは、昨日の一般質問では、服掛松キャンプ場への指導体制が不十分だったと指摘があり

ましたが、不備の草刈りの返納や無車検での運行などありましたけれども、指定管理者の見直し

はやらないとの答弁でございました。 

 やらないならば、もっと事前にやっぱり調査をすべきであって、参加資格があるかないかとい

うのは、そのチェックをまずやっぱりやるべきだったというふうに思います。これは現場を見て

もらえば分かることですので、ただ丸投げではやはり行政は駄目だと思います。 

 積極的に関わって、やはり少しでもいい……。町民、あるいは地域の人たちに喜んでもらえる

ような施設を目指していくためにも、やっぱり行政のチェックはきちんとやっぱりやっていかな

きゃならんと思います。 

 今回はさらに問題提起をしたいことがありますので、質問台から質問させていただきます。 

○議長（藤澤和生君） 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） 今般、町有地、原野３万7,480平米と隣接地の林野6,774平米、合わせ

て４万4,254平米の広大な土地が払下げられました。払下げ金額は295万3,000円でした。この払

下げについて、町の条例、規則、払下げ方法について疑問がありますので、質問をいたします。 

 まず初めに、令和５年６月に払下げ申請がなされており、同８月にはその代金が入金されてい

ると思いますが、12月の補正、あるいは３月の補正でも予算の措置が見当たりませんが、どう処

理されたのか伺います。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。公有地の払下げ代金につきましては、町の歳

入のほうの雑入ということで受入れをしているという状況でございます。 

○議長（藤澤和生君） 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） 雑入で受入れということですけれども、公有財産処分費というのが、

科目に処分があります、歳入で。そこには計上されなかったのかどうかを伺います。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） すいません、ちょっと詳細につきましては現在確認しておりませ

んので、ちょっとお答えのほうは控えさせていただきたいと思います。すいません。 

○議長（藤澤和生君） 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） それでは、平成17年２月、合併当時ですけれども、そのときに、議会

の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例が制定されておりますけれど、これ

について伺いたいと思いますけれども、答弁が長くなりますので、私が読みます。 

 議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分については、一つには予定価格が700

万以上の不動産、もしくは、動産の買入れもしくは売払いとあります。 

 もう１件は、土地については、１件5,000平米以上のものに係るのものに限るというふうな項

目がございます。これをどのように理解すればいいのか、お尋ねをいたします。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 
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○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。土地につきましては、5,000平米以上の物件に

あって、かつ700万円以上の物件について議会の議決を付することが必要であるという解釈であ

ります。 

 要するに、土地につきましては、5,000平方メートル未満であれば、売買代金額のいかんに問

わず、議会の議決は不要ということになります。 

○議長（藤澤和生君） 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） この条例からいきますと、今、総務課長が言ったように、面積は5,000

平米以下、あるいは金額が700万円以上でなければ議会の議決は要らないと。以上であれば要ら

ないということになりますけれども、これでいきますと、この単価が６万7,000円でした。そう

すると、10町歩払い下げたにしても、670万円しかなりませんので、700万円以下ですので、議会

の議決は要らないということになります。 

 でも、これでは10町歩の町の財産を売り払って、議会の議決も要らんと、同意も要らんという

のは非常におかしいと思います。 

 この条例は700万円以上か、あるいは、5,000平米以上かどちらかに該当すれば、議会の議決が

要るというふうに、これは変えるべきと私は思いますけれども、見直す必要があると思いますけ

れども、いかがですか。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。地方自治法第96条第１項第８号は、その種類

及び金額について政令で定める基準に従い、条例で定める財産の取得又は処分することについて、

議会が議決しなければならないことを定めており、その基準については、地方自治法施行令第

121条の２の２、第２項の別表第４に規定され、種類については、不動産もしくは動産の買入れ、

もしくは、売払い土地については、その面積が都道府県にあっては１件２万平方メートル以上、

指定都市にあっては１件１万平方メートル以上、市町村にあっては１件5,000平米以上にかかる

ものと限ると規定されており、金額については、都道府県では7,000万円、指定都市が4,000万円、

市が2,000万円、町村が700万円と規定されておりますことから、各地方公共団体はこの基準に従

って条例を制定することとなります。 

 したがって、本町の条例におきましても、この基準に従って条例を制定しておりますので、何

ら問題点がないものと認識しております。 

○議長（藤澤和生君） 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） それでは、令和４年10月の25日に、普通財産の売払いに際して、随意

契約ができるよう、新たに規則が定められております。その約半年後に、令和５年６月に払下げ

申請がなされ、申請者との間に随契契約がなされ、払下げられております。 

 申請者は、町の条例規則に基づいて正規の手続を経ており、何ら問題ありませんけれども、し

かし、一方、町の払下げ方法については疑問が残ります。払下げられた経緯について説明を求め

ます。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 
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○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。現在、町において活用しておらず、今後にお

いても活用の見込みがない普通財産が原野や雑種地などで、約590筆、464万平方メートル程度あ

り、このような活用しておらず、今後も活用の見込みのない多くの普通財産の処分を行い、有効

活用を図ることは大きな課題であると考えております。 

 このようなことから、これまでも活用の見込みのない普通財産については、地籍調査に伴う里

道の払下げや公有地代替等による払下げなど、処分を行っているところでありますが、積極的な

処分を行える体制ではないことから、いまだ多くの普通財産の処分には至っておりません。 

 普通財産の随意契約による売払いについては、地方自治法施行令167条の２第１項第１号及び

財務規則第84条第１項第４号の規定に基づき、30万円を限度とされており、30万円を超える売払

いについては、原則一般競争入札としてまいりました。 

 しかし、売払い希望者から申請のあった物件についても、これまで一般競争入札で実施してき

ましたが、町内の普通財産の売払いにおいては全て１社のみの応札で、売払い希望者から速やか

な売払いに対する要望が上がっておりました。 

 一般競争入札を行うことで、売払いに要する期間や労務手間、売払い後の活用までの時間がか

かるなど、労力や処分効率など、費用対効果が見込めない状況にあります。 

 このようなことから、産業の振興や雇用の促進など、町の行政目的の達成に寄与するものであ

ると判断できる計画内容であること。地区代表者及び全ての隣接地権者から同意があること。事

業計画どおりに実施されない場合の買戻し特約の設定などの条件をして同意される場合に限って、

随意契約によることとしたものであります。 

 随意契約を行う根拠といたしましては、地方自治法施行令167条の２第１項第２号の規定にお

いて、不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は

納入に使用されるために必要な物品の売払い、その他の契約で、その性質又は目的が競争入札に

適しないものとするときは、随意契約ができることとなっております。 

 このことから、当該契約の内容、性質、目的等の諸般の事情を考慮して、本町の行政目的の達

成に大いに寄与するものであると合理的に判断される場合については、一般競争入札によらずと

も、同令第167条第１項第２号に該当するものとして、随意契約により処分できる場合を例示し

た普通財産の売払いに際し、随意契約により行うことができる場合を定める規則を令和４年10月

に制定したものです。 

 令和５年度に、高速道路の山都通潤橋インターチェンジが開通したことにより、企業の進出や

町内企業の事業拡大など、本町における経済活動拡大のチャンスを逸することなく、そういった

企業などが必要とする町有地を円滑に払下げが行えるよう、産業の振興又は雇用の促進に寄与す

るものについては、随意契約による処分を行えるように定めたところであります。 

 冒頭にも申し上げましたとおり、多くの活用していない普通財産がありますので、今後におき

ましても、払下げを希望されるなど、問合せがあれば、活用計画などをしっかり精査した上で、

行政目的の達成に寄与するものに合致する申出であれば、積極的に売払いを行ってまいりたいと

思っております。 
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○議長（藤澤和生君） 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） 随意契約で売払いができるというような、今の根拠だというふうに思

いますけれども、わざわざ半年前に随契ができる条例を規則をつくって、その半年後に、結局申

請が上がっているわけですよね、結果としては。 

 ですから、そこでわざわざ随契ができるものを作らんでも、これは入札をすれば事足りるとじ

ゃなかですかねえと思いますけどね。一般に公募して、やはり毎月、広報も出ておりますから、

その中で場所を決めて、公募希望を取って、入札会を開けば、私はわざわざ随契せんでも、的確

に短期で処分はできるというふうに思いますけれども、いかがですか。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。今、議員のほうから、今回のこの売却に対し

てわざわざ作ったというようなことでの発言に聞こえたわけでございますが、全くそういうこと

ではございません。 

 今回の払下げの聞かれている件については、令和５年になりまして申出があったということで、

先ほどから私が申し上げましたとおり、これまでの財産の処分をする場合において、一般競争入

札をしても１社応札のみで、なかなかスムーズにいってない。そういった手間等々を省いて、円

滑に処分ができるような形をするということでしたものでございまして、現在お問合せがあって

いる件があったので、作成したということではございません。 

○議長（藤澤和生君） 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） よくできた条例だというふうには思いますけれどもですね。この金額

についてです。金額について、公有財産評価委員会の決定によるということでございますけれど

も、その議事録の情報開示をお願いしたところ、これは不開示でございました。払下げの価格が

適正価格であるという根拠として、まず、申請者が提示された価格なのか。あるいは、町が評価

した価格なのか。あるいは、この評価委員会が独自に決めた価格なのか。お知らせください。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） すいません。一番冒頭の議員からの質問におきまして、私のほう

が雑入ということでお答えいたしましたが、確認しましたところ、財産収入の不動産売払い収入

ということで、収納をさせていただいております。失礼いたしました。 

 ただいま御質問のありました価格の設定についてでございますけれども、払下げ価格につきま

しては、町で定めております町有地の売払い価格を算出する場合の基準に従って算出した金額を

公有財産評価委員会にて評価を受けた上で、価格を決定しているところでございます。 

○議長（藤澤和生君） 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） 分かりました。町民がやはり一番知りたいのは、公平公正であったか

ということです。それから、価格は適正かということ、それから、競争力は発揮できたかという

ことであると思います。 

 でも、これについては１社からの随契そのままに契約がしてありますので、そこのところをや

はり公平公正な取引であったかっちゅうのはなかなか疑問が残るところでありますので、やはり
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これについては、やっぱり町が払下げする以上はきちんとやっぱり公表して、そして、入札にか

けるというふうなことをですね。町が決めた価格を基準として、それ以上であればというような

ことで入札をするというのが、私は適切であるというふうに思います。 

 次に、それで総括をしますけれども、この払下げに関して、随契の払下げ条例ができて、半年

後に申請が出たと、結果的には出たということになりますけれども、この決裁に当たって、その

やり方について、公務員として経験の長い総務課長、それから副町長について、この決裁が回っ

てくるときに何も疑問として思わなかったのか、何も感じなかったのか。その点について、それ

ぞれにお伺いしたい。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。先ほども申し上げましたように、今回、町の

ほうで活用できていない土地の処分については、できる限り処分をしながら、有効活用を図って

いきたいということがございます。 

 そういった中で、町の行政目的の達成に寄与するものということに合致するのであれば、処分

をしていくということから、今回上がってきた計画につきましても、内容をしっかり精査した上

で、町のほうの規定に基づいてしっかり合っていると、有効活用が図れるということを思いまし

たので、私としましては決裁をしたということでございます。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 私も就任当初、６月の議会のとき、どうやって町の収入を高めるか

ということで、自主財源についてはしっかり求めることに努力していきたいということで、その

中で固有財産の活用ということを述べました。 

 それに基づいて、今回、この件が上がってまいりまして、地域振興に伴うことで地元の企業の

方がそれなりの事業に使いたいということで申請が上がりましたので、それはそれとして売り払

うということに同意をしたわけでございますけれども、議員のおっしゃるとおり、やはり広大な

土地を売り払う場合に、やはり町民の皆さんの不安も出る場合がございます。 

 それから、そういった全て随意契約でいいのかという話もございますけれども、やはり競争は

必要であります。また、やはりいろいろな町の貴重な財産ですので、その売払いについては、や

っぱりしっかりと対応すべきとは思います。 

 そういうことで、議員の皆さんからも、そういうことで、この件についても、条例上で大丈夫

だから議会にかけなくてもいいはずだけれども、我々議員には一言の説明ぐらいあってしかるべ

きというような御意見も当時ございました。 

 そういうところを勘案しますと、やはり今後、町有財産、貴重な財産を売り払う、活用する場

合も、そういった今の条例が適当かどうかもやはり検証することも必要だと思いますので、それ

については、当該委員会であります総務委員会あたりとも、また今後も検討しながら対応してい

きたい。少しでも町民の皆さんに疑念を抱かれるようなことはあってはなりませんので、対応し

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（藤澤和生君） 12番、工藤文範君。 
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○12番（工藤文範君） 分かりました。やはり町がやる以上は、やっぱり公平公正だというふ

うな、町民がそういうやっぱり納得できるような、やっぱり行政を進めていただきたいというふ

うに思いますので、この件については町の監査委員さんもおられますので、９月には決算審査も

あります。これが公正公平だった町のやり方かというのも含めて、監査の報告をお願いしたいと

思いますので、そこに委ねたいというふうに思います。 

 それからもう一つ、台湾のＴＳＭＣの進出が、半導体バブルが起きています。全国でも、世界

の中でも熊本が評価されてきています。 

 ただ、我が山都町にとってはどこ吹く風ということでありますけれども、何か行動を起こさな

ければ、ただ見ているだけでは脳がありません。 

 そこで一つの方法として、町には八朔祭という造り物文化があります。台湾にも何かそういっ

た造り物文化があるそうでございますので、そういった交流を通して、何か得るものがありはし

ないかというふうな思いがいたしておりますし、また、地元矢部高校の修学旅行やホームステイ

など、小規模校ならではのできることがありはしないか。それから、姉妹都市の提携など、いろ

んな方面でやはりできることはありゃせんかというふうな思いがするわけです。 

 何かの行動を起こすことで、山都町を知ってもらって、やはり交流人口を増やすとか、観光振

興を増やすとか、そういう形も大切であると思いますので、これについては随分質問悩みました

けども、町長が欠席ですので、どうするか悩みましたけれども、担当者がやる気があれば、お答

えいただきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。現在、町が表立っての台湾との交流はないと

ころでございますが、これについて、台湾との交流について調べてみたところ、既に矢部高校の

ほうが交流があっておりました。 

 御紹介しますと、台湾にあります国立桃園農工がございまして、平成27年度から矢部高校と姉

妹校関係にありまして、昨年の３月８日水曜日に日本へ訪問された際に、桃園農工の生徒と職員

の皆様が矢部高校へも来校されたそうでございます。これは県内の農業高校11校ほどありますけ

ど、そこと県が募集している火の国の翼として参加していたようでございます。これには町の補

助金を充てて、町が活性化支援補助金を矢部高に補助金をやっておりますが、その補助金を活用

したとのことでございました。 

 また、令和４年８月には、熊本工業高校の生徒の皆さんと一緒に、菊陽町に建設中であったＴ

ＳＭＣの建設現場の見学を行い、ＴＳＭＣ誘致の経緯及び今後の町の在り方に関する講座も学習

されたそうでございます。 

 熊本県と台湾の今後はさらに密接な関係になってくると思われますので、台湾には八朔祭のよ

うな造り物文化もあるようでございますので、今後、何がしか町独自の台湾との交流事業につい

ては検討していきたいというふうに考えております。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） お答えします。昨年９月に熊本県を通じまして、台湾の苗栗
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県南庄郷という山間の高齢化率が高い町と友好交流についてというような通知がありましたので、

台北駐福岡経済文化弁事処という台湾の領事館級の外交代表機関を通じまして、南庄郷との国際

交流担当者と、今後に向けての協議を行いました。 

 国際交流事業は慎重に行う必要があると認識しており、姉妹都市協定などの法的拘束力のある

友好協定締結ではなく、自治体間で合意した方向性を互いに承認、確認し合う略式文書でありま

す、国際交流促進覚書、通称ＭＯＵの作成に向けて取り組むこととしました。 

 台湾との交流に当たって、他の自治体の実績を把握するため、近年、ＭＯＵ締結を行った近隣

自治体に伺い、友好交流の状況について聞き取りを行ったところ、思ったようには進んでいない

ということでした。 

 その原因としまして、台湾の自治体に対する現地在住のキーパーソンが必須であること。農産

物による交流を企画しても、受け側、町側の海外輸出に対しての意欲ある地元農家がいなかった

ことなどを挙げられていました。 

 聞き取り後、協議を行い、本町が台湾の都市との国際交流を行うことの課題は次のとおりと考

えております。 

 一つ目は、住民の国際交流に対する理解です。行政主体で友好交流を進めた場合、住民への恩

恵等が不透明であり、不安を残す結果となりかねません。 

 二つ目に、相手側に対する情報不足です。経済、文化、環境など、現地の情報を把握すること

が困難であり、有効な交流促進の支障となることが考えられます。 

 三つ目に、継続的な財源投資です。円滑な友好交流促進に当たっては、両国間の相互往来が必

要となることが多く、相当額の予算計上が毎年必要となってきます。 

 四つ目に、十分な活動、評価がないまま事業が定例化してしまうことです。国際交流に当たっ

て、明確かつ具体的な目的がない場合、有意義な友好交流とはならず、費用対効果が低くなって

しまいます。 

 以上のことを踏まえて、台湾の苗栗県南庄郷との友好交流につきましては、時期早尚と判断し、

協議を中断しております。 

 今後、町として友好交流を進めていく意義を明確にすることや、住民や商工団体、企業などの

理解と国際交流に対し、対応可能な体制づくりを構築していく必要があると考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） ありがとうございました。えらいやる気があるように見えましたので、

しっかり頑張っていただきたいと思いますが、新しいことをすれば、必ず批判はあります。しか

し、それを恐れて、何もしなければ何も変わりません。やはり大事なことは、やり抜いて、納得

させることです。そのことで、一生懸命職員の皆さん、頑張っていただきたいと思います。これ

で、私の一般質問は終わります。 

○議長（藤澤和生君） これをもって、12番、工藤文範君の一般質問を終わります。 

 ここで15分間休憩いたします。 
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────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午後１時32分 

再開 午後１時47分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第２ 議案第25号 令和６年度山都町一般会計予算について 

○議長（藤澤和生君） 日程第２、議案第25号、令和６年度山都町一般会計予算についてを議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） それでは、説明をいたします。まず、国の令和６年度の予算のポ

イントから説明をいたしたいと思います。 

 ポイントといたしましては、歴史的な転換点の中、時代の変化に応じた先取りでできない課題

に挑戦し、変化の流れを摘み取る予算と位置づけられております。 

 各歳出分野の特徴といたしましては、子ども政策分野については、子ども未来戦略に基づく加

速化プランをスピード感を持って実施することとされており、児童手当の抜本的拡充、高等教育

費の負担軽減など、経済的支援の強化とともに、幼児教育、保育の質の向上に取り組むほか、貧

困、虐待防止、障害児支援などの多様な支援ニーズへの対応が拡充されます。 

 デジタル田園都市国家構想分野については、デジタルを活用した地方の活性化や公的サービス

の効率化等を推進するため、デジタル行財政改革の先行モデル的取組や、観光、農林水産の振興

等を支援することとされています。 

 また、公共事業分野についてはハード事業に加え、新技術による線状降水帯の予測など、ソフ

ト対策として一体的取組で国土強靱化を推進することとされています。 

 農林水産分野については、水田の畑地が支援により、畑作物の生産を推進するとともに、輸入

に依存する化学肥料の使用制限、飼料の国内生産の拡大を推進することとされています。 

 そして、地方財政においては、地方交付税交付金が18.7兆円確保され、臨時財政対策債の発行

を過去最少となる0.5兆円に半減させ、地方財政の健全化を推進するとされています。 

 次に、県の動向ですが、来年度予算は知事の改選期を挟んだ予算となることから、当初予算は

骨格予算として編成され、新規施策等については年度前半に補正予算として追加計上されます。 

 しかしながら、重点的に取り組むべき事業、令和２年７月豪雨からの総合的復興、感染症対策

関連、熊本地震からの創造的復興等については継続して実施されるべきもの、あるいは、新規で

あっても、年度当初からの事業着手が必要なものに限り当初予算に計上されておりますが、令和

６年度当初予算の大まかな収支見込みでは、財源対策を行った上でも、なお59億円の財源不足が

見込まれております。 

 さらに、県債償還について熊本地震関連事業分が増大し、今後、豪雨災害関連事業分が本格的
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に始まる中、中長期的に安定した財政運営を行っていくためには、特に将来負担を意識しながら、

引き続き財政健全化に取り組んでいく必要があるとしています。 

 このような中、本町の令和６年度当初予算については、まず、令和５年７月、豪雨災害等の災

害復旧関連事業の早期発注、竣工を進めていくとともに、国宝に指定された通潤橋並びに九州中

央自動車道、山都町通潤橋インターチェンジの開通を最大限に活用したまちづくりを意識しなが

ら、重点プロジェクトとして位置づけております中央グラウンド周辺整備事業、国宝通潤橋周辺

整備事業、有機農業を核としたＳＤＧｓの推進等を展開することとして、総額170億7,300万円の

予算を編成いたしました。お手元に、令和６年度一般会計当初予算を分析したものをお配りして

おります。 

 まず、１ページの資料１は、歳入予算額の構成を表したものです。町税においては、令和５年

度当初予算額と比べますと、２億897万2,000円増の14億9,292万3,000円となっておりますが、全

体の8.7％にすぎない状況であります。町税を含む自主財源は歳入全体の17.4％であり、歳入の

大部分を依存財源で賄う状況が続きます。 

 また、依存財源の４割程度を地方交付税が占めており、同程度の割合で、国県支出金が占める

状況にあることから、引き続き国県支出金を効果的に活用するとともに、自主財源の確保に努め

ていく必要があります。 

 ２ページ目の予算書資料には、歳出予算の目的別の構成比であり、行政目的別に経費を分類し

たもので、災害復旧費22.9％の割合が本年度4.4％より18.5ポイント増加しており、令和６年度

の歳出予算において、災害復旧費の占める割合が伸びたことが分かります。 

 ３ページ目の資料３は、同じく歳出予算を性質別に分類したもので、投資的経費40.1％、義務

的経費27.8％、経常的経費24.3％、その他の経費7.7％の順となっております。 

 投資的経費が本年度21.5％より18.6ポイント増加しておりますが、ほとんどはこちらも災害復

旧費の増となっております。義務的経費の確保はもちろんのことですが、投資的経費、経常的経

費については、日頃から事務事業の精査に努め、経費を削減していくことを念頭に置いて、各事

業に取り組んでいく必要があります。 

 ４ページ目の資料４は、地方交付税額の推移を表わしたものです。令和５年度の普通交付税に

つきましては、国の補正予算における経済対策の一環により、追加交付が行われたことを受けて、

53億5,558万9,000円の交付額となります。 

 令和６年度についても、国は一般財源総額を適切に確保するとはしていますが、令和６年度に

新設される子ども子育て費にあっては現時点で算定係数が示されていないこともあり、今後示さ

れる算定計数、並びにそれ以外の各種係数の的確な把握に努めながら、国の動向を慎重に見極め

つつ対応してまいります。 

 以上、説明といたします。 

○議長（藤澤和生君） 提案理由の説明が終わりました。 

 このまま款ごとに説明を求めます。款の中に他の所管する項や目がある場合は、その部分をま

たいで引き続き説明してください。説明の際は挙手をお願いします。 
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 説明に当たってページを項目名を述べてください。 

 また、質疑についても、款ごとに、款の説明が終わった後に行います。質疑の回数は１款につ

き１人３回までです。 

 それでは、１款議会費から説明を求めます。 

 議会事務局長、嶋田浩幸君。 

○議会事務局長（嶋田浩幸君） それでは、議会費について御説明いたします。 

 45ページをお開きください。 

 １款１項１目議会費です。議会費は、議員の報酬、議会の運営、その他に関する費用及び事務

局に関する経常的経費が主なものです。財源は一般財源です。令和６年度は、総額9,155万4,000

円を計上しております。 

 １節から４節までは、議員及び事務局職員の人件費です。 

 ８節は、旅費関係です。令和５年度の実績や令和６年度の開催見込み等を基に、令和５年度と

比較して16万9,000円増の349万円を計上しております。 

 10節の需用費には、事務用品等の消耗品費、食糧費、議会だよりの印刷製本費、また、修繕料

として、停電に備えた議場内パソコンのバッテリー交換費４万8,000円を計上しております。令

和５年度と比較して、議会だより印刷製本費の見積り額等が増えたため、需用費全体では30万

9,000円増の186万円を計上しております。 

 11節の役務費につきましては、議会タブレット端末の通信回線使用料として16万8,000円を計

上しております。令和５年度の利用実績等を基に、前年度比１万2,000円増額しております。 

 12節の委託料につきましては、会議録作成業務委託料134万7,000円と議場システム保守点検委

託料37万4,000円を計上しております。こちらは、令和５年度と同額です。また、令和６年度の

九州中央自動車道建設促進沿線議会協議会総会・決起大会は、山都町総合体育館パスレルで開催

の方向で調整を進めており、同体育館の会場設営委託費として110万円を計上しております。 

 13節の使用料及び賃借料につきましては、229万4,000円を計上しております。研修等に利用す

る車両借上料として、83万1,000円を計上しております。研修移動の安全性等の向上を考慮して、

車両借上料については令和５年度よりも12万6,000円増額しております。なお、駐車場使用料に

ついては、実績を基に、令和５年度と同額の２万円を計上しております。タブレット端末、ソフ

トウエアのＬＩＮＥＷＯＲＫＳ、ＳｉｄｅＢｏｏｋｓ、ＣＬＯＭＯの使用料については、令和５

年度と同額の合計144万3,000円を計上しております。 

 18節の負担金補助及び交付金につきましては、114万7,000円を計上しております。令和５年度

比14万1,000円の増額です。郡議長会や九州中央自動車道建設促進沿線議会期成会からの情報を

踏まえ、それぞれの負担金を増額しております。また、研修会視察時に負担金が必要となる可能

性があるため、研修会参加負担金３万3,000円を計上しております。 

 以上で、議会費の説明を終わらせていただきます。 

○議長（藤澤和生君） １款議会費の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、２款総務費について説明を求めます。 

 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） 47ページをお願いいたします。 

 総務課におきましては、全般的な管理業務、管財管理に要する経費及び共通する経費などで編

成されております。 

 ２款総務費１項総務管理費を説明いたします。 

 １目一般管理費に、５億6,605万9,000円を計上しております。特定財源の国県支出金の10万円

は、大矢野原演習場関連事務委託金、その他の2,382万円は町から派遣します職員分の給与を派

遣先からの負担金で補うものとして2,380万円、自衛隊募集事務関連委託費２万円です。 

 まず、１節報酬です。特別職報酬等審議会委員４名分、２万4,000円です。 

 ２節給料の部分では、特別職２名と一般職給、38名分を予定しております。 

 ３節には職員に対する手当、４節は共済費として各種負担金や保険料を計上しております。 

 49ページ。 

 ８節旅費関係です。費用弁償、普通旅費、特別旅費です。費用弁償は報酬の支給者に対します

実費弁償の経費、普通旅費は公務のための旅費に関する経費、特別旅費は公務のための研修と臨

時的経費として区分しています。 

 以下、これから先の旅費につきましても、この区分で分類しているものです。 

 50ページ、12節委託料です。職員研修業務委託料88万円です。ハラスメント、メンタルヘルス

関係研修を予定しております。 

 次のページをお願いいたします。 

 人事評価運用の支援業務委託料として、227万7,000円を計上しております。評価者研修システ

ム操作評価適正化会議支援などです。地方公会計更新支援業務委託料として387万8,000円を計上

しております。複式簿記方式によります資産、債務の適正な管理、財務情報の分かりやすい開示

を行うことで、平成22年度から現行の単式簿記を補完する制度として始められたものです。指定

金融機関の派出業務委託料につきましては、現在、肥後銀行により窓口業務に関します人件費や

機械費用を委託するものです。326万5,000円を計上しております。 

 ３項目飛ばしまして、令和３年度に開始し、本年度も継続しております産業保健サポート業務

委託料187万4,000円です。職員のメンタルヘルスと心身の健康維持管理に関する相談業務等に係

る産業医、産業保健師の派遣をお願いするものです。 

 続きまして、13節使用料及び賃借料です。12節で説明いたしました人事評価に関するシステム

使用料、129万4,000円です。評価の記録等をシステム化し、データ等の一括管理を行うものです。 

 18節各種負担金及び各種負担金補助及び交付金を計上しております。 

 53ページの大矢野原演習場周辺対策補助金11万7,000円。大矢野原火入れ助成金120万円は、本

年度予算では企画費において計上しておりましたが、本年度から総務課演習場対策室で所管する
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ことから、一般管理費において令和６年度から計上するものでございます。 

 53ページの２目文書費です。これは、例規取扱いに関する経費関係を計上いたしております。 

 54ページの３目区長費です。20名の世話係さん分の報酬と自治振興区区長部への活動交付金で

す。区長分の活動交付金は1,710万円で、うち共有割が210万円、世帯割は１世帯3,000円の5,000

世帯を見込んで、1,500万円を算出しております。 

 55ページをお願いいたします。 

 ４目諸費です。浜町商店街及び馬見原商店街の市街地防犯灯補助金50万8,000円と、６年度か

ら新設する予定の防犯カメラ設置支援補助金145万円を計上しております。 

 ５目財産管理費です。今回、１億1,379万5,000円を計上しております。特定財源は県補助金

2,870万3,000円、町有林の下刈り、伐採関係と間伐材の売却代金3,238万2,000円、町有建物や土

地の貸付け料、電気水道使用料金など1,263万1,000円であります。 

 11節の役務費につきましては、公用車損害保険料、森林保険料、町有建物保険料などを計上し

ております。コミュニティバス、環境水道課及び蘇陽病院車両等はそれぞれの所管予算で保険料

を組んでおりますので、ここではそれ以外の一般車両133台分を計上しております。森林保険料

は、町有林分の保険料、町有建物施設約263施設につきまして共済保険を掛けるものであります。 

 次のページをお願いいたします。 

 12節委託料です。町有林整備委託料につきましては、間伐、下刈り等の所要の経費、町有林巡

視員への委託料など6,200万円を計上いたしました。 

 ２項目飛ばしまして、統合型地理情報システム保守委託料につきましては、ゼンリン地図及び

地籍図から得られましたデータを地理情報に利用するための保守業務費用350万円です。 

 57ページの13節使用料ですが、国有林13ヘクタールと作業道敷地を町有林維持管理のために、

借り上げているものでございます。 

 続いて、６目庁舎管理費です。ここは本庁と両支所の管理経費で構成しております。 

 次のページ、12節の委託料には、各庁舎の空調、エレベーター、貯水槽、浄化槽など、清掃管

理に係る業務を一括して計上しております。特定財源40万3,000円は、庁舎施設使用料、自動販

売機設置料などです。 

 60ページ、７目監理費です。これは入札業務に関する経費を計上しているところでございます。 

 ８目交通安全防犯対策費です。カーブミラー等の購入経費80万円や交通指導員36名分の委託料

や、防犯協会、交通安全協会等の負担金も計上しております。 

 61ページ、９目防災行政無線費です。 

 １節報酬から４節共済費まで、放送業務１名の会計年度任用職員に必要な経費を計上しており

ます。 

 12節委託料の中で、デジタル無線放送機器の保守点検委託料と行政情報配信システムの保守委

託料をそれぞれ計上しております。 

 62ページ、10目会計管理費です。一般職の経費を計上しております。 

 10節需用費の264万円は、共通の消耗品費です。 
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 次に、87ページをお願いします。 

 ２款４項の選挙費です。 

 １目は、選挙管理委員会に関する経常的な経費で、選挙管理委員４名の報酬、職員１名分の経

費です。 

 次のページ、９目は、町長選挙に関する経費を１節報酬から18節負担金補助及び交付金まで、

合わせまして1,631万1,000円を計上しております。 

 90ページの７目県知事選挙と８目県議会議員選挙費は廃目です。 

 以上で、総務課が所管します２款の予算について説明を終わります。よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（藤澤和生君） 次に、項目について説明を求めます。 

 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 企画政策課関係の予算について説明いたします。 

 63ページをお願いします。 

 ２款１項11目企画費です。企画総務費の主な事業、新たな事業としましては、令和６年度より

２年間をかけて作成する第三次総合計画の作成、令和６年度より運行しますデマンド型乗合タク

シー、物価高騰対応生活者支援補助金でのＬＰガス利用者補助の第２弾となっております。予算

額３億3,839万7,000円を計上しております。財源内訳の国県支出金につきましては、物価高騰対

応生活者支援補助金の国分1,092万2,000円と県分も同額です。県生活交通維持活性化総合交付金

89万3,000円、残り３万6,000円が県分の土地利用規制等対策費交付金となっております。 

 それでは、節ごとに説明します。 

 １節報酬です。令和６年度より２年間をかけて作成します総合計画の審議会の委員報酬です。

これは４回を予定しております。人件費は省かせていただきます。 

 次のページをお願いします。 

 ７節報償費です。まち・ひと・しごと創生法に基づきます総合戦略推進事業について、進捗報

告、意見聴取のための謝金です。これは２回を予定しております。再生可能エネルギー促進農山

村活性化協議会謝金、いわゆる太陽光や風力発電を第一種農地に設置する際の再生エネルギー法

における農振地除外の手続を行うために必要な協議会、これは３回を予定しております。地域公

共交通活性化協議会の謝金、これは２回を予定しております。 

 ８節旅費です。費用弁償は各種協議会の開催に係るものです。 

 10節需用費です。主に事務経費となります。電気料、水道料、修繕料については、主にバスセ

ンターにかかる経費となります。 

 次のページをお願いします。 

 11節役務費です。各諸経費となります。 

 12節委託料です。コミュニティバス（スクール便）運行委託料として１億4,288万6,000円、デ

マンドタクシー運行業務委託料3,000万円を計上しております。バスに関しましては、昨年度比

1,500万円の減額としており、これは高森高校への通学便についても含まれております。 



- 157 - 

 新規事業のデマンドタクシーにおいては、タクシー会社４社へ支払う委託費で、積算につきま

しては１便5,000円の１日４便、月22日の運行として44万円となりますので、増便分を見込みま

して月50万円の５社分、当初は４社から始まりますけども、５社分の予算計上としており、特別

交付税で８割の措置があります。 

 企業版ふるさと納税総合相談コンサルティング業務委託料は、情報誌への掲載と、情報誌を見

て、企業版ふるさと納税があった場合の成功報酬となります。 

 総合計画策定支援業務委託料として490万6,000円を計上しており、令和６年度の早い段階で業

者の選定を行い、総合計画の作成業務に着手したいと考えております。 

 13節使用料及び賃借料です。清掃用具はバスセンター分です。デマンド交通システム利用料は

1,030万7,000円を計上しており、内訳としましては、運行する車両に乗せる配車システム用タブ

レットやＡＩデマンド交通システム利用料、コールセンター運営費などの使用料となります。 

 次のページをお願いします。66ページです。 

 17節備品購入費です。公用車購入費2,137万6,000円。20年経過した50人乗りのバスが廃車とな

るため、46人乗りのバスに更新するものです。 

 18節負担金補助及び交付金は、各種協議会への負担金です。物価高騰対応生活者支援補助金

2,184万4,000円につきましては、令和５年６月補正で計上しましたＬＰガス利用者への6,000円

補助の第２弾として、今回は１契約当たり4,000円の交付を行うものです。地方バス運行等特別

対策補助金は、町内を運行する熊本バスへの補助金2,000万円となっております。高齢者運転免

許証自主返納支援補助金は令和６年度も継続し、昨年度と同額の190万円計上しております。 

 次のページをお願いします。 

 26節公課費は、コミュニティバス35台分の重量税です。 

 続きまして、12目地域振興費です。地域振興費では、主に自治振興区に関することと地域おこ

し協力隊に関する予算を計上しております。１億4,759万2,000円の予算計上額です。 

 １節報酬です。地域おこし協力隊の報酬となります。 

 ２節職員手当及び共済費につきましても、地域おこし協力隊の人件費です。 

 ７節報償費は、自治振興区研修会用講師謝金となります。 

 ８節旅費、費用弁償は、自治振興区代表者会議に要する費用弁償です。会計年度任用職員通勤

費用弁償は、地域おこし協力隊の通勤手当に当たるものです。普通旅費及び特別旅費についても、

地域おこし協力隊の研修費等です。 

 12節委託料です。施設清掃委託料は、矢部地区高須の入道山にありますＮＴＴドコモ用の鉄塔

を平成19年度に町が建てており、その鉄塔に行くまでの管理道と鉄塔周辺の草刈りの費用となっ

ております。 

 次のページをお願いします。 

 サポートセンター業務委託料です。まちづくりやべの文化の森事務所にて、自治振興区や地域

団体等の自主活動を支援する業務であり、令和６年度で130件、令和５年度で170件ほどの支援を

行っていただいております。商店街支援や地域づくり団体支援が主な業務となっております。地
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域おこし協力隊研修委託料は、地域おこし隊における定例会や研修会などを実施し、協力隊のス

キルアップを図るとともに、日々のサポートを行っていただくための委託料となります。 

 18節負担金補助及び交付金です。地域活性化起業人制度負担金575万1,000円は、都市圏に所在

する民間企業の社員を一定期間受け入れ、民間のノウハウや知見を生かしながら、地域独自の魅

力や価値の向上につながる業務を行われるもので、商工観光課に配属されております。地域おこ

し協力隊活動助成金は、地域おこし協力隊の住宅借上料や車両通信機借上料、地域おこし活動助

成金の特別交付税措置として認められている助成金となっております。自治振興区助成金2,598

万5,000円と自治振興区独自事業補助金840万円は、28自治振興区に対する例年どおりの助成金と

なっております。まちづくり事業補助金200万円は、令和５年度と同様、住民主体によるまちづ

くりを推進するため、山都町まちづくり事業補助金要綱により、研修会やイベントを実施する団

体へ補助を行うものです。 

 続きまして、広報費です。409万3,000円です。広報紙につきましては、内容を充実させながら、

見やすい紙面となるよう努力しております。 

 10節需用費です。広報紙の印刷製本費として、396万円を計上しております。 

 次のページをお願いします。 

 情報費です。情報費は１億4,453万6,000円を計上しており、財源内訳の国県支出金は、情報通

信技術講習事業補助金156万3,000円、社会保障・税番号システム補助金によるシステム改修補助

金387万6,000円、マイナンバー情報連携体制整備補助金15万4,000円、合計559万3,000円となっ

ております。その他としまして、自治体システム標準化移行準備対応の補助として、Ｊ－ＬＩＳ

からの交付金749万1,000円が主なものとなっております。情報費は、令和５年度にデジタルトラ

ンスフォーメーションの一環として、窓口のセミセルフレジ、住民票等のコンビニ交付、サイバ

ー窓口の主に窓口のデジタル化に特化した事業を行いました。今後も書かせない、待たせない、

来させない窓口に取り組んでいきたいと考えております。 

 今年度の大きな事業としましては、文書管理システムの導入を計上しており、このシステムは

大量の紙文書を電子化により保存し、文書の収受から受け付け、決裁、保存までを電子化にて行

うシステムになります。 

 ８節旅費は、各種研修の旅費になります。 

 10節需用費です。消耗品は、電算機器周辺に利用するものです。印刷製本費は、各課共通で使

用します窓開き封筒等の作成費用になります。修繕料につきましても、電算機器の修繕に使うも

のでございます。 

 11節役務費、回線使用料は、基幹業務、情報系業務、Ｗｉ－Ｆｉ等の外部回線使用料です。電

算機器保険料は、庁舎内にあります内部的、外部的なネットワーク機器に対する機器保守料です。

円高や物価高の影響を受けております。 

 12節委託料です。電算機器保守委託料は、電算機器の故障が生じないよう、メンテナンスを行

うための委託料です。電算システムサポート料は、各業務システムのサポート料で、法改正等へ

の対応費用、サーバー等のネットワーク運用、保守などの委託料となっております。ネットワー
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ク構成変更設定業務委託料は、サーバーの増設によるネットワーク設定業務委託料です。 

 次のページをお願いします。 

 自治体システム標準化等ＣＩＯ補佐業務委託料は、自治体ＤＸや自治体システム標準化に対し

て、様々な行政サービスのデジタル化を短期間で実現させる必要があるため、自治体業務に精通

した専門の人材による支援が必要のため、委託して行うものです。先ほども申しましたが、７割

が特交措置です。 

 システム標準化移行準備業務委託料は、令和７年度までの自治体システム標準化に向けたシス

テム改修委託料となり、財源内訳のその他部分が充当される事業となります。 

 文書管理システム導入業務委託料1,116万5,000円は、先ほど説明しましたとおり、行政文書の

収受から受け付け、決済、発行、保存までを電子化するものです。現在、役場の文書は紙ベース

で保管し、保管場所の確保にも苦慮しているところです。令和６年度の本稼働を予定しておりま

すが本稼働後の文書については、電子データでの保存となります。これはあくまでも文書に関す

ることとなるため、財務会計に関する部分については、現状のまま、紙ベースということになり

ます。併せて、文書に関する決裁についても電子決裁にて行うこととなります。 

 次に、スマートフォン講座委託料ですが、本年度は三つの事業を考えており、まず一つ目は、

年齢制限のない公民館等での講座、次に、65歳以上向けの講座、それに加えまして、ソフトバン

クの車両による移動スマホ教室を予定しており、各講座の委託料となります。町民の方、特に高

齢者のデジタルデバイドの解消につながるよう実施するものです。 

 続きまして、13節使用料及び賃借料です。主なものとしましては、総合行政ＡＳＰサービス利

用料は、基幹業務のシステム利用におけるソフトウエア及び機器使用料3,933万6,000円です。ラ

イセンス使用料はウイルスバスターや電子機器の資産管理、ＳＫＹＳＥＡと呼ばれるものです。

ＬｏＧｏチャットなどの役場の業務に欠かせないシステムのライセンス使用料、537万4,000円で

す。電子申請受付システム使用料は、ＬＩＮＥによる窓口事前申請用サービス使用料178万2,000

円となります。文書管理システム利用料は、先ほど説明した新規導入システムのシステム構築後

の３か月分を計上するものです。 

 次のページをお願いします。 

 14節工事請負費です。清和地区の大川から高月等に仁田尾に分かれる三差路辺りの本町が所有

する光ケーブルについて、大川大矢線の改良工事に伴い、電柱を移設することによる工事請負費

です。 

 17節備品購入費です。パソコン購入費1,122万8,000円は、事務用パソコンを経年劣化により入

替えを行うものです。令和６年度は45台を予定しておりますが、物価高騰により機器の価格も上

昇しておりますので、状況に応じての導入となると思います。ネットワーク機器購入費につきま

しては、データ格納先サーバーの容量不足により、ファイルサーバーを増設するものです。 

 18節負担金補助及び交付金です。各種負担金となります。熊本県市町村電子自治体共同運営協

議会負担金は、熊本県と市町村が電子自治体構築を円滑に推進することにより、必要なデータを

共同で構築、運用する協議会への負担金です。具体的には、自治体間で大容量データの送受信を
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可能とする行政業務支援システムの運用、自治体職員間の情報共有システム、ＬｏＧｏチャット、

迷惑メールやスパムメールを検知するセキュリティークラウドなどの運用になります。番号制度

中間サーバー利用負担金は、自治体間でマイナンバー関連データをやり取りするために必要な中

間サーバー利用に対する負担金697万7,000円となります。 

 続きまして、飛びまして、90ページをお願いします。 

 ２款５項統計調査費です。令和６年度は、農林業センサスが行われます。農林業センサスは、

国の農林業の生産構造や就業構造、農山村地域における土地資源など、農林業、農山村の基本構

想の実態とその変化を明らかにし、農林業施策の企画、立案推進のための基礎資料となる統計を

作成し、提供することを目的に、５年ごとに行う調査です。 

 次のページをお願いします。 

 ２目統計調査費に計上しておりますとおり、調査員報酬、消耗品、郵便料の合計が633万4,000

円となっており、全額国県支出金の県支出金となっております。 

 以上で、企画政策課の歳出予算の説明を終わります。 

○議長（藤澤和生君） 次の目について説明を求めます。 

 清和支所長、長崎早智君。 

○清和支所長（長崎早智君） 71ページをお開きください。 

 ２款１項15目小水力発電施設事業費、歳出の説明をいたします。 

 10節需用費は、いずれも小水力発電所施設内の需用費で、計48万円を計上しております。 

 11節役務費は、発電所の異常発生を通報するための電話料２万7,000円を計上しております。 

 12節委託料では、電気工作物保安管理委託料、施設管理委託料、発電機メンテナンス委託料と

して、計392万5,000円を計上しております。 

 次のページをお願いします。 

 13節使用料及び賃借料です。取水口周辺の掘削を行うための重機借上料及び水利使用料として、

計130万3,000円を計上しております。 

 21節の補償補填及び賠償金は、緑川漁協へ漁業権補償金として30万円を計上しております。 

 以上、10節から21節まで、小水力発電施設事業費として合計603万5,000円を計上しております。

財源は全て売電収入です。 

 続きまして、歳入の説明をいたします。 

 42ページをお開きください。 

 22款５項２目雑入１節雑入です。中段より下のほうに、清和水力発電所売電収入として680万

円を計上しております。先日の令和５年度一般会計補正予算の審議の際にも御説明いたしました

が、今年度は河川の堆積土砂や流水量の減少に伴い、発電量が大幅に減少しておりますので、今

年度の実績に基づき計上いたしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 次の目について説明を求めます。 

 山の都創造課長、木野千春君。 
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○山の都創造課長（木野千春君） 山の都創造課の令和６年度の予算について御説明いたしま

す。 

 山の都創造課では、移住定住促進空き家改修補助金、関係人口増、人材育成事業、ふるさと納

税事業、ＳＤＧｓ事業に取り組むための予算を計上しております。詳細につきましては、その都

度御説明をさせていただきます。 

 72ページをお開きください。 

 72ページの２款１項21目地方創生総合戦略費でございます。総事業費1,918万8,000円を計上し

ております。 

 ７節報償費は、関東関西等で開催する移住フェアなどに、先輩移住者として参加していただく

際の謝金です。２万5,000円となります。 

 ８節旅費は、移住フェア及び人材育成事業に係る特別旅費54万円です。 

 10節需用費は、移住フェア及び人材育成事業に関連の消耗品費４万8,000円です。 

 11節役務費は、移住フェアの際にパンフレットなどを発送する運搬料２万円となります。 

 続きまして、73ページをお開きください。 

 73ページの12節委託料になります。委託料1,625万8,000円です。人材育成事業の業務委託料で、

チャレンジ・応援！山都ラボの運営に関する委託料となります。次年度に引き続き、山都町の魅

力を生かした新たなチャレンジを応援するための企画運営の委託料を計上しております。 

 続きまして、山の都地域しごと支援事業業務委託料、825万円です。山の都地域しごとセンタ

ー業務委託料です。町内の空き家の情報を一元的に集約し、就農希望者、農業研修や雇用の受入

れ可能な農業者とのマッチングを行う総合窓口として、着実に実績を残しております。本年度も、

移住相談、空き家相談、２月末現在で223件の相談を受けております。また、２月末の時点の移

住者は７世帯14人を受け入れております。 

 続きまして、やまとしごとストアの委託料になります。252万5,000円です。矢部高校の全生徒

に参加していただき、老人福祉施設や建設業、第三セクターの事業者など、町内を中心に17事業

者が参加し、業務の内容や職場の魅力、やりがいのプレゼンが行われました。令和５年度の成果

としては、このしごとストアをきっかけに、町内事業者に就職をつなぐこともできたと、高校か

ら報告を受けております。令和６年度も矢部高校と連携を取りながら、事業を継続するために計

上しております。 

 13節の使用料及び賃借料です。229万7,000円です。阿蘇くまもと空港の出発ロビープロモーシ

ョン展示区画賃借料です。令和５年度につきましては、６月の補正で計上しました。熊本県の関

係人口創出支援等の補助金を使って事業を行い、山都町の観光パンフレットや国宝通潤橋のポス

ター掲示、山都町の知名度の向上に取り組んでまいりました。令和６年度も引き続き事業を継続

し、山都町の知名度向上に取り組むために、予算を計上しております。 

 続きまして、26目ＳＤＧｓ推進費でございます。総事業費2,538万2,000円でございます。歳入

の国庫補助金は、地方創生推進交付金1,040万です。 

 節ごとの御説明を申し上げます。 
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 ７節報償費97万5,000円です。ＳＤＧｓの表彰賞金35万円、講師謝金42万円、各種事業の参加

の謝金20万5,000円を予定しております。 

 ８節旅費です。８節旅費は13万円です。ＳＤＧｓのワークショップ、ＳＤＧｓアワードの審査

費用の費用弁償を掲載しております。 

 10節需用費です。343万7,000円です。需用費は、ＳＤＧｓアワードの副賞、普及啓発用の消耗

品、印刷製本費、小学校、中学校の給食用の有機米、有機野菜の購入を計上しております。 

 11節役務費５万4,000円は、食育事業に関する郵便料でございます。 

 74ページをお願いします。 

 12節委託料は、ＳＤＧｓの推進に向けて実施する各種事業の委託料として1,703万4,000円を計

上しております。新規就農希望者ツアー事業100万円は、令和６年度も引き続き、将来の担い手

を確保し、農地維持を目的としたツアーを開催するに当たり、新規就農を目指す方や有機農業の

学習や現地体験をするため、予算計上をしております。 

 続きまして、食のブランド化事業です。341万円です。ＳＤＧｓ未来都市、有機農業全国ナン

バー１の町として、食を通し発信し、交流人口の拡大やリピーターの確保につなげるため、令和

６年度はＳＤＧｓ連携企業等で共同で、山都町の有機食材ジビエ等を活用したメニュー開発を行

うための予算計上をしております。 

 続きまして、ＳＤＧｓ啓発グッズ制作業務委託料262万円です。ＳＤＧｓに係る住民意識の醸

成並びＳＤＧｓ未来都市、山都町を広く周知するための町の基本目標や取組をまとめたグッズを

制作するため、予算計上しております。 

 生ごみの堆肥化事業業務委託料299万2,000円です。令和３年度からＳＤＧｓの事業推進の一環

として取り組んでいる生ごみの堆肥化事業についてさらに進めていくためにも、啓発や収集体制

の構築を行うための予算を計上しております。 

 続きまして、総合学習事業委託料210万6,000円です。各校との協議の上、モデル校を選定し、

食育事業のカリキュラムを基に学習を実施したいと考えております。 

 続きまして、スクールバスの運行委託料34万6,000円です。小中学校の総合的な学習の時間を

活用し、ＳＤＧｓの学習事業として実施する食育学習に関する委託料や、その他、体験学習等の

実施に伴うスクールバスの運行に係る委託料を計上しております。 

 続きまして、山都町の子ども向け人材育成業務委託料55万円です。町の将来を担う次世代の人

材育成及び山都町2030年の基本目標達成を目的として、夏休みを中心に、休暇を利用して子ども

向けの人材育成事業を実施するための予算を計上しております。 

 続きまして、山都町のＳＤＧｓフェアの運営業務委託料351万5,000円です。ＳＤＧｓに係る住

民意識の向上とＳＤＧｓ未来都市及びに有機農業ナンバー１の町である山都町をＰＲするため、

ＳＤＧｓについて考えるイベントを開催します。昨年11月３日に開催したＳＤＧｓマルシェより

ＳＤＧｓ色を強めたイベントとして開催する予算を計上しております。 

 続きまして、中間支援組織運営業務委託料49万5,000円です。ＳＤＧｓ2030年目標達成に向け、

ステークホルダーを中心に、事業の共有、マッチング、フォローアップなどを含めたミーティン



- 163 - 

グを開催し、運営を委託する予算を計上しております。 

 続きまして、13節の使用料及び賃借料15万2,000円です。ＳＤＧｓ未来都市の自治体や団体の

取組などの先進地の研修時に貸切バスを借り、研修の予算として計上しております。 

 続きまして、75ページです。 

 75ページの上段、18節負担金補助及び交付金です。ＳＤＧｓ推進事業補助金は環境に優しい暮

らしを支援するための補助金として、生ごみ処理機の導入、住居用の太陽光発電システム設置補

助、太陽熱システム設置補助、薪ストーブの設置補助の計360万円を計上しております。 

 続きまして、28目山の都づくり事業費です。山の都づくり事業費は総事業費8,265万7,000円で、

財源内訳、国庫支出金の703万円は、熊本県移住支援事業補助金、結婚新生活支援事業補助金、

熊本県移住定住促進住まい支援補助金、地域結婚支援重点推進事業です。その他の財源386万

1,000円は、短期滞在施設使用料、財産貸付収入、繰入金などです。 

 では、節ごとに御説明をいたします。 

 １節報酬は、空家対策協議会の委員の報酬です。年間５回を予定しております。 

 ２節給料から４節は、職員の人件費、７人分です。 

 ７節報償は、地方創生アドバイザーの活動謝金25万円を計上しております。 

 ８節旅費は、空家等対策協議会委員に対する費用弁償、職員旅費、ふるさと会、へそのまち協

議会、都市圏で行われる移住フェアなどに要する特別旅費など、88万8,000円を計上しておりま

す。 

 76ページをお開きください。 

 76ページの10節需用費248万4,000円、11節の役務費42万8,000円は、サテライトオフィス、短

期滞在施設、山の都地域しごとセンターに関する維持管理に伴う経費でございます。 

 12節委託料853万3,000円です。浄化槽清掃関係、施設清掃、消防設備関係、電気保安管理関係、

サテライトオフィスや短期滞在施設、しごとセンターに関する管理委託料です。このうち、結婚

対策事業業務委託料350万円ですが、結婚対策事業、ＹＯＵ＆ＹＯＵは現在まで46組成立されて

います。町の結婚対策という目的は果たしておりますが、行政が運営し、なおかつ会員制、安心

感もあることから、現在に至っております。その一方で、登録者数の伸び悩みや事業自体の見直

しの時期に来ているため、令和６年度は結婚対策の柱を維持しつつ、町外を含むより幅広い方々

に出会いの場を提供する事業に発展、移住定住促進、交流人口増、観光コンテンツの造成、町の

魅力アップを発信し、結婚対策事業業務委託料を計上しております。 

 続きまして、山都町ブランド推進事業委託料250万円です。山都町の東京事務所に係る経費を

計上しています。全国における山都町の知名度の向上を図り、存在感を示していくため、情報発

信、交流を拠点とするための事務所として、交流人口の増加や移住定住者の増加に向けた取組、

都市部への町の情報発信を目的とした予算を計上しております。 

 続きまして、草刈り管理委託料でございます。短期滞在施設、サテライトオフィス白糸の草刈

りを年３回計上しております。 

 続きまして、77ページです。 
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 13節使用料及び賃借料81万6,000円です。移住定住支援システムの使用料です。山都町の空家

等対策計画に基づき、総合的に空家対策を推進するツールとして、システムを有効に活用し、デ

ータベースの充実を図る予算を計上しております。 

 続きまして、18節負担金補助及び交付金1,914万6,000円です。まず初めに、町が加入するへそ

のまち協議会が２万円、続きまして、旧朝日小学校教職員住宅浄化槽維持管理費３万円について、

現在旧朝日小学校に２棟の住宅がありますが、そのうち１棟を短期滞在施設として使用している

ため、浄化槽管理に関する費用の２分の１を負担するものです。 

 続きまして、熊本県企業誘致連絡協議会10万円。くまもとマンガ協議会の会費１万円、令和６

年度より、くまもとマンガ協議会の担当課が山都町山の都創造課になるため、本年度から会費１

万円を負担することから、計上しております。 

 続きまして、熊本連携中枢都市圏くまもと結婚支援センター負担金18万6,000円です。20団体

の市町村が負担し、少子化の要因の一つである未婚化、晩婚化の対策の取組として、結婚を希望

する独身者に出会いの機会を提供する結婚支援センターの運営のための予算を計上しております。 

 次、山都町の移住支援金です。移住支援金は、関東圏から熊本県のマッチングサイトを通じ、

就職移住された方が対象となる補助金として200万円を計上しておりますが、これまで支給要件

に該当した実績はございません。 

 山都町の定住支援住環境整備事業補助金500万円は、移住から10年以内に山都町で住宅を取得

された場合、補助するものです。今年度の実績は12件、1,200万円を交付しております。次年度

の予定としては、具体的な申請の手続などの御相談があっている方が５件ありますので、予算を

計上しております。状況次第では補正の対応があります。 

 続きまして、山都町の結婚新生活支援事業補助金180万円です。結婚に伴う住宅取得やリフォ

ーム、引っ越し費用などについて助成するもので、夫婦ともに39歳以下で、世帯所得500万円以

下の世帯が対象となっております。今年度の実績は２件、90万円を交付しております。 

 山の都定住支援補助金1,000万円です。移住定住の住まいとして、空き家バンク制度を通し、

マッチングが成立した物件の改修に要する費用などに対する補助金です。補助率を５分の４、上

限を100万円としております。令和６年度の実績は14件となっております。 

 続きまして、22節償還金利子及び割引料です。10万円です。短期滞在施設の利用者が中途で退

去される場合、現に納付されていた使用料を月払いで還付するものです。 

 78ページをお願いします。 

 29目ふるさと寄附金事業として１億2,684万8,000円を計上しております。今年度の寄附額、２

月末時点で２億2,000万円ほどになっており、約２倍となっております。当初の予算では、寄附

受入額を２億円として予算を計上しております。 

 ７節報償6,000万円です。寄附に対する返礼品です。上限は、国の定めにより寄附額の３割以

下となっております。 

 ８節旅費は14万円。ふるさと納税業務に関する職員の旅費です。 

 10節需用費は、事務用品及び返礼品を発送する際の梱包資材の作成費用など269万円です。 
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 11節役務費です。寄附を受け付けた証明書や、いただいた寄附金の活用状況の報告書などの輸

送料、返礼品の送料、広告料、寄附を受け付けるポータルサイトのシステム料など、計5,026万

4,000円を計上しております。 

 12節委託料1,375万4,000円は、寄附金受付に関する各種業務の委託料となっております。 

 以上で、山の都創造課に関する予算の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 次の項目について説明を求めます。 

 税務住民課長、高橋尚孝君。 

○税務住民課長（高橋尚孝君） 税務住民課関係の予算について御説明をします。 

 79ページをお願いします。 

 ２款２項１目税務総務費、予算額は6,897万4,000円です。特定財源の国県支出金欄は、個人県

民税、徴税費委託金400万円。その他の欄の120万円の内訳は、町税の督促手数料80万円と、延滞

金40万円となっています。なお、内容の説明で、職員の人件費については省略をします。 

 １節報酬には、固定資産評価審査委員３名に係る日額報酬分３万6,000円を計上しています。 

 次のページをお願いします。 

 ８節旅費のうち、費用弁償１万3,000円は、固定資産評価審査委員の会議時に係る分です。 

 10節需用費には、必要な事務費、次のページの18節負担金補助及び交付金には、各協議会等へ

の負担金を計上しています。このうち、地方税共同機構負担金162万5,000円は、主に電子化によ

る事務の効率化と納税者の利便性を高めることを目的とした地方公共団体が共同で運営する組織

に対するものです。 

 次に、２目賦課徴収費で、予算額は3,472万円です。主な特定財源は、国県支出金欄の個人県

民税、徴税費委託金1,277万円です。 

 ８節旅費、10節需用費、11節役務費には、業務に必要な事務費を計上しています。 

 次のページをお願いします。 

 11節のうち、地方税電子申告支援サービス利用料246万9,000円は、インターネットによる申告

と納税システムの利用に係るものです。 

 12節委託料のうち、土地評価関連業務委託料1,506万1,000円は、令和９年度の固定資産の評価

替えのために必要な業務で、令和６年度から令和８年度にかけて行うものの１年目に係る分です。

この予算は令和５年度一般会計補正予算（第７号）で債務負担行為を認めていただいています。

公図訂正業務委託料122万3,000円は、土地移動にかかる法務局の地図情報を役場に備えている公

図、字図に反映させるものです。電子申告導入作業支援委託料184万8,000円は、電子申告を扱う

税として、新たに固定資産税の償却資産で、大臣配分や知事配分に係るものなどが追加されたり、

公的年金等支払い報告書の電子化などに対応するものです。 

 次のページをお願いします。 

 13節使用料及び賃借料のうち所有者調査管理システム利用料55万8,000円は、相続人調査で使

用するものです。 

 18節、負担金補助及び交付金のうち、環境性能割徴収取扱負担金20万3,000円は、軽自動車の
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軽自動車税環境性能割、以前の取得税を県が徴収して市町村へ振り込む取扱費に係るものです。 

 22節償還金利子及び割引料の過誤納払戻金280万円は、前年度までの課税に係る過誤納付の払

戻金です。 

 次のページをお願いします。 

 ２款３項１目戸籍住民登録費について御説明します。予算額は5,471万4,000円です。特定財源

の国県支出金欄443万円のうち、主なものは国の個人番号カード交付事務費補助金423万1,000円

です。その他の欄の934万5,000円のうち、主なものは戸籍や住民票などの交付に係る手数料875

万5,000円です。 

 次のページをお願いします。 

 ８節旅費、10節需用費、11節役務費には、業務に必要な事務費を計上しています。このうち、

11節役務費のコンビニ交付手数料16万9,000円は、令和５年11月から始めた住民票などのコンビ

ニ交付に係る分で、１通当たりの料金は117円です。キャッシュレス決済手数料16万2,000円は、

本庁と各支所に設置したセミセルフレジでキャッシュレス決済を扱うようになったことに伴い、

取りまとめ事業者を通じて、各決済事業者に取扱料金の３％を支払うものです。 

 12節委託料には、戸籍事務、住民基本台帳事務、印鑑登録事務に関係するシステムと機器の保

守料を計上しています。 

 次のページをお願いします。 

 戸籍情報システム改修業務委託料236万5,000円は、戸籍法の改正により、戸籍の氏名に振り仮

名を記載するようになることに伴うものです。セミセルフレジ保守委託料50万円は、本庁と各支

所に設置した３台に係る分です。 

 13節使用料及び賃借料には、戸籍総合システムリース料として362万7,000円のほか、業務に必

要な機器のリース料を計上しています。 

 17節備品購入費の住基ネット機器購入費1,262万8,000円は、住民基本台帳ネットワークシステ

ムに必要な機器を更新するもので、５年ごとに行っています。 

 次のページをお願いします。 

 18節負担金補助及び交付金のうち、コンビニ交付サービス運営負担金69万1,000円は、サービ

スを提供する地方公共団体情報システム機構に対するものです。 

 次に、歳入予算のうち、町税について御説明をします。 

 12ページをお願いします。 

 １款１項１目個人住民税は３億6,623万7,000円で、前年度に比べ757万9,000円の増としていま

す。なお、令和６年度から国税の森林環境税が導入されることに伴い、これまであった均等割の

復興等財源、納税義務者１人当たり500円がなくなります。この分を約280万円の減額で見込んで

います。また、国の物価高対策による定額減税の分はまだ反映をしていません。これは現時点で、

戸別の所得割の課税額が決まっていないためです。町県民税である住民税の定額減税は１人当た

り１万円で、このうち町分は6,000円となり、減税による町の減収分は全額国が補填するとされ

ています。ここでは、定額減税前の見積りとして御説明をします。 
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 住民税は、令和５年の所得の状況での課税になり、まず農業所得については、農協の販売実績

見通し表を参考に、前年に比べると若干の増額の見通しとしています。また、営業所得について

も、新型コロナウイルスの影響から緩やかな持ち直しを見込んでいます。法人町民税は5,450万

8,000円で、前年比187万1,000円の増としています。令和５年度半ばまでと前年度の申告の状況

から推計しています。 

 ２項１目の固定資産税は８億9,155万円で、２億217万7,000円の増としています。この要因は、

蘇陽長谷地区による大規模太陽光発電所の償却資産に係るものです。 

 ２目の国有資産等所在市町村交付金は1,947万7,000円で、3,000円の減額とほぼ変わりません。 

 次のページをお願いします。 

 ３項軽自動車税の１目環境性能割、以前の取得税に当たるものが404万3,000円で、45万1,000

円の増です。これを県が徴収して、町に振り込まれます。令和３年度から令和５年度半ばまでの

実績から推計をしています。 

 ２目の種別割は、軽自動車などを保有していることに対する毎年の税金で、7,140万3,000円。

134万2,000円の増です。これは、令和５年度の課税実績を基に積算しています。 

 ４項１目町たばこ税は8,570万4,000円で、237万6,000円の減額としています。これは、令和５

年度11月までの月平均額から推計しています。 

 ５項１目入湯税は、旧通潤山荘の営業が開始されれば納税があるものですが、現時点では

1,000円の増目計上としています。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 次の項目について説明を求めます。 

 議会事務局長、嶋田浩幸君。 

○議会事務局長（嶋田浩幸君） それでは、91ページをお開きください。 

 ６項１目監査委員費です。令和６年度は総額889万2,000円を計上しております。全て経常的経

費です。令和６年度においては、延べ66日間の監査を計画しております。 

 １節から４節までは、監査委員及び職員の人件費でございます。 

 ８節の旅費は、57万1,000円を計上しております。監査委員の監査業務、研修、会議等の費用

弁償として47万3,000円を計上しております。また、特別旅費の９万8,000円は、職員に係る全国

監査委員研修等の旅費でございます。 

 10節の需用費は、事務用消耗品及び書籍購入費用、食糧費として、計３万円を計上しておりま

す。 

 13節の使用料及び賃借料は、研修時の車借上料として１万円を計上しております。東京での研

修の際のタクシー代を想定しております。 

 18節の負担金補助及び交付金につきましては、県と郡の各町村監査委員連絡協議会からの情報

を基に、合計８万5,000円を計上しております。 

 以上で、監査委員費の説明を終わらせていただきます。 

○議長（藤澤和生君） 以上で、２款総務費についての説明が終わりました。 
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 お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会したいと思いますが、異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

延会 午後３時12分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 14 日（木曜日） 
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令和６年３月第１回山都町議会定例会会議録 

 

１．令和６年３月６日午前10時０分招集 

２．令和６年３月14日午前10時０分開議 

３．令和６年３月14日午後３時57分延会 

４．会議の区別 定例会 

５．会議の場所 山都町役場議場 

６．議事日程（第９日）（第５号） 

日程第１ 議案第25号 令和６年度山都町一般会計予算について 

日程第２ 議案第26号 令和６年度山都町国民健康保険特別会計予算について 

日程第３ 議案第27号 令和６年度山都町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第４ 議案第28号 令和５年度山都町介護保険特別会計予算について 

日程第５ 議案第29号 令和５年度山都町水道事業会計予算について 

日程第６ 議案第30号 令和５年度山都町病院事業会計予算について 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

７．本日の出席議員は次のとおりである（13名） 

  １番 東    昭     ２番 坂 本 幸 誠     ３番 眞 原   誠 

  ４番 西 田 由未子     ５番 中 村 五 彦     ６番 矢仁田 秀 典 

  ８番 藤 川 多 美     ９番 飯 開 政 俊     10番 吉 川 美 加 

  11番 後 藤 壽 廣     12番 工 藤 文 範     13番 藤 原 秀 幸 

  14番 藤 澤 和 生 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

８．本日の欠席議員は次のとおりである。（１名） 

  ７番 興 梠   誠 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

９．地方自治法第121条の規定により会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

  副 町 長   䬞 林 力 也     教 育 長   井 手 文 雄 

  総 務 課 長   坂 本 靖 也     清 和 支 所 長   長 崎 早 智 

  会 計 管 理 者   飯 星 和 浩     企画政策課長   北   貴 友 

  税務住民課長   高 橋 尚 孝     健康ほけん課長   木 實 春 美 

  福 祉 課 長   髙 野 隆 也     環境水道課長   有 働 賴 貴 

  農林振興課長   松 本 文 孝     建 設 課 長   西     賢 

  山の都創造課長   木 野 千 春     商工観光課長   藤 原 章 吉 

  学校教育課長   工 藤 博 人     生涯学習課長   上 田   浩 

  そよう病院事務長  枝 尾 博 文     監 査 委 員   志 賀 美枝子 

────―────―────―────―────―────────―────────― 
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10．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

  議会事務局長   嶋 田 浩 幸   外２名 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

開議 午前10時０分 

○議長（藤澤和生君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第１ 議案第25号 令和６年度山都町一般会計予算について 

○議長（藤澤和生君） 日程第１、議案第25号「令和６年度山都町一般会計予算について」を

議題とします。 

 ３月13日までに、２款総務費についての説明が終わっています。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ６番、矢仁田秀典君。 

○６番（矢仁田秀典君） おはようございます。企画関係で昨日説明がありましたページ65、

コミュニティバスの今度の運行委託料は、前年対比1,500万円減るという話でございましたけど

も、コミュニティバスの運行は今年度廃止になるということで、スクールバスはそのままですけ

ども、廃止になるということで、何で1,500万円しか減らないのか。 

 また、今までの運転手の方々の運転業務というのが減ると思いますけれども、その辺の対応が

どうなっているのか。 

 それから、もう一つ、ページ67ですけども、昨日の一般質問で地域協力隊は17名という話があ

りました。その中に、この予算は17名の予算なのか。それ以外に、例えば農業部門の地域協力隊

が新たに入るとか、私がずっと訴えてきました獣害ハンター辺りを入れていただけているのか。

その辺をお聞かせください。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） お答えします。まず、バスの1,500万円減るという話なんです

けども、1,500万円しか減らないというところは、結局、運転士さんたちの拘束時間等もありま

して、ふれあいバスに関しては経費をいろいろ差し引いても、あまり金額的には下がってきませ

ん。ガソリン代等々ぐらいしか減ってきませんので、1,500万円しか減らなかったという事実は

しようがない話になると思います。 

 次が、運転士さんの件なんですけども、運転士さんに関しましては、長期休業とか、夏休みと

か、冬休みとか、その分が減るという形になりますけども、一応その分も勘案して、予算として

は減る分ではなくて、補償として見て予算は計上しております。 

 次に、67ページの協力隊の件なんですけども、今現在17名なんですけども、予算に関しまして

は26名プラス９名で予算を計上しております。 

 先ほどおっしゃいました獣害ハンターに関しましては、受入れ団体等がございませんので、取
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りあえず現在のところは組んではいません。地域おこし協力隊に関しましても、予算は組んだも

のの、募集をして、来る、来ないというのがありますので、そこに関しては、予算としてはマッ

クスで組んでおいて、募集をかけて、募集がなければ、それはそれで仕方がないという話になり

ます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ６番、矢仁田秀典君。 

○６番（矢仁田秀典君） そういう説明で考えれば、コミュニティバスの運転士の方々は昼間

は仕事がないけども、補償はせないかんという話になると思うんですよ。じゃなくて、その方々

に、私は、今度のデマンド交通の運行業者の方々とうまく話合いをしていただいて、そちらのほ

うに回っていただけるならというふうには思っていたんですけども、そういうわけではないとい

うことですか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） そういうわけではなくて、バスの運転士さんにちゃんと希望

を取りまして、乗り合いタクシー業者のほうに回っていただける方ということで、手を挙げてい

ただいて、社労士のほうにもちゃんとお伺いを立てまして、この時間帯であれば、早い時間にバ

スを運転して、次に、各タクシー業者のところに何名か張りついていただいて、その後、また夕

方のコミュニティバスに戻るという形になっております。 

 タクシーのほうを希望されない方に対しての補償は、上乗せで予算として載っけているという

形になります。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 76ページの結婚対策事業業務委託料、新年度からこれまでのＹＯＵ＆

ＹＯＵの事業をちょっと少し変更しますということでしたが、詳しく新たな事業の御説明をいた

だきたいと思います。 

 それから、同じく77ページに、熊本県連携中枢都市圏くまもと結婚支援センター負担金として

18万6,000円、同じくこの結婚に関して予算がありますが、この熊本県連携中枢都市圏、ここは

どのようにこの結婚対策に対して負担金を納めますけども、うちが山都町としてどんなふうな参

加ができるのかというか、ここの仕組みも……。 

 それと、また新たに４月からするこの事業と何かどこかでマッチングができるのかなとか、こ

の組合せ関係があるならば、そこを教えていただきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） 結婚対策事業の新たな内容としましては、婚活のコーディ

ネーターを導入したいと今考えております。それと、年間を通したイベント、セミナー辺りを年

間三、四回、婚活イベントとして、山都町をフィールドとした結婚対策事業を町としては考えて

おります。 

 それと、中枢都市圏の主な業務としましては、全体の方向性としましては、結婚支援センター
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の運営業務を熊本市に委託するんですが、言わば、そこでは山都町の方も……。ここではマッチ

ングアプリというのを開発されますので、この中枢都市圏の方にマッチングアプリの登録を呼び

かけるような形になっていきます。 

 それと、その結婚センターでは、山都町で行われる婚活のイベント等などの情報をそちらでも

発信していただくような形になりますので、広域的に、多くの方がその結婚センターに行けば、

山都町でこういうイベントがありますよ、隣でもこういうイベントがありますよというような広

い範囲で周知をすることができるというようなところも含めまして、今回参加をさせていただい

たところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） では、続きなんですが、名称もＹＯＵ＆ＹＯＵというのはなくなると

いうことですかね、新しい４月からは。それと、これまでいらっしゃった方はもうやめられると

いうことでしょうかね。コーディネーターとして残られるのか、そこらあたりもお願いします。

これまでの実績も相当ありましたので、今残られるのか。その方も含めて、新たなこの事業をさ

れるのか。 

 それから、中枢都市圏のことは分かりました。でも、それはただ負担金を納めるだけじゃなく

て、大いにこれをアピールしなくてはいけないと思います。ただそのアプリを持っとるか、持っ

とらんかじゃなくて、広報にＹＯＵ＆ＹＯＵの今までページがありましたよね。あの辺りにぜひ

という感じで、ここもしっかりアピールをしていただきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） ＹＯＵ＆ＹＯＵの今の支援員という方は今年度からなくな

りまして、今、担当職員が行っている状況でございます。 

 これにつきまして、ＹＯＵ＆ＹＯＵの名称というようなところ、今はローマ字でいうユーアン

ドユーになっていますが、そのユーを優しい漢字を使って、優＆ユーとかいうような感じで、ち

ょっと今、考えているところでございます。 

 それと、中枢都市圏に関しましては、先ほど藤川議員がおっしゃったとおり、ただマッチング

アプリを登録してもらえばいいということではなく、これが開設したら、向こうに専門スタッフ

という方の専門相談員がいらっしゃるということなので、そこと町との情報交換というようなと

ころもできるような形になっていきますので、大いにこういうことができるというのを町のホー

ムページとか、いろんなところで発信して、この婚活イベント、少子化対策と移住、定住につな

がるような方策を進めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 細かく幾つかあるのですが、まずは73ページですけれども、阿蘇くま
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もと空港出発ロビープロモーション展示区画賃借料ですね。去年もたしか、これあったかなと思

います。どういう内容を、まだ期間中だと思いますけれども、今年度、展示してあるのか。ちょ

っと私が空港で出発したりする機会がないものですから、確認が取れてないので、どういうこと

をやっていらっしゃるのか、教えてください。 

 それと、次のページで、74ページですけれども、実績を幾つかお示しいただければなと思うの

があります。 

 一つが食のブランド化事業委託料、ジビエを使ったメニューの開発などと御説明はいただいた

んですが、昨年度もこの事業たしかあったかと思いますので、どういう事業内容で、どういう実

績が出ているのか。あとそれから、生ごみ堆肥化事業、これも令和５年度、今年度やっています

よね。ロータリーコンポストの配布だったりとかだったと思いますが、同じようなことをやられ

るのか、どうなのか。令和５年度の実績と比較しながら、その辺も説明していただければと思い

ます。 

 もう一つが、山都町ＳＤＧｓフェスタ運営事業委託料。ここに関しても、具体的にどういうＳ

ＤＧｓフェスタというところで開催なさるのか。内容をもう少し詳しく教えてください。 

 続いて、次のページ、すいません、75ページのＳＤＧｓ推進事業補助金のところで、薪ストー

ブですとか、あと、太陽光発電の設置に対して補助というお話だったんですけれども、すいませ

ん、ちょっと根本的な質問で、これが質疑になるのか分からないんですが、太陽光発電の設置が

本当にＳＤＧｓにつながるのかというところで、その辺どういうふうにお考えか、教えてくださ

い。 

 あともう一つが、すいませんね、たくさんで、76ページで、山都ブランド推進事業委託料です

が、これは来年度からですかね。250万円なので、半額になっているような気がします。間違え

てたらすいません。これまでというか、昨年度の取組と令和６年度の取組内容はどういうふうに

なっていくのか。金額が変わっているような気がしますので、その辺もちょっと御説明いただけ

ればなと思います。 

 あと最後になりますが、77ページです。ちょっとちっちゃな質問で申し訳ないんですが、この

くまもとマンガ協議会の会費というところで、負担金１万円上がっているんですけど、このくま

もとマンガ協議会というのを、よかったら御説明いただけないかなと思います。 

 以上、ちょっとたくさんあるんですが、よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） くまもと空港に置いております展示区画の件なんですけど、

現在、山都町のパンフレットを28種類置いております。１月現在まで5,193冊がこの区画から出

ております。 

 効果としましては、この中でやっぱりふるさと納税のパンフレットも多く出ておりまして、ふ

るさと納税と通潤橋のカレンダーあたりが非常に魅力というようなところで、多く出ていること

から、これのデータを踏まえて、今年度もやっぱり国宝通潤橋とふるさと納税アップにはかなり

これもつながった要因ではないかと考えておりますので、今年度も計上させていただいたところ
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でございます。 

 それと、食のブランド化につきましては、本年、矢部高校生で山都の食についての総合的な学

習の一環としまして、取り組んでいただいたところでございます。山都町の食のブランドで、広

域的に矢部高校生の方が山都町の食の魅力ということで、動画の撮影をさせていただいて、矢部

高校の13組の生徒が動画を作っていただき、納品をしていただいたところです。 

 それと、郷土料理研究会におきまして、おしよせコロッケというようなメニューを開発してい

ただいておりますので、それを今年度、ある程度、形になったということで、おしよせの動画を

１本納入していただいたところです。 

 次年度につきましては、そのおしよせのコロッケを含め、それと矢部高校の動画を含めて、連

携企業であるホテル日航さんあたりと協力して、それをもう少し日航さんあたりの協力を得なが

ら、もっとブラッシュアップできないかというような事業に展開をしていきたいと思っておりま

す。 

 生ごみの堆肥化につきましては……、生ごみにつきましては、令和３年度からＳＤＧｓの推進

の一環として進めてまいっております。今回、既存の200個のコンポストも全部、各町民に今配

って、モニターとして頑張っていらっしゃいますが、今年度はさらに委託の内容としましては、

ミニコンポストというような形で、小学生から高齢者まで使えるような、今こういうミニ版で、

家庭でもできるような、何というか、移植ゴテを使って混ぜるような、みんなが保育園から高齢

者までちょっとできるようなコンポストの導入を考えております。それと、竹チップ、それと、

堆肥回収というところまでを委託業務に入れておりまして、また、それに堆肥の分析だったり、

この堆肥の普及啓発の講演会と、この堆肥を今後、できた堆肥を矢部高校生も使いたいというよ

うなところもあって、一緒に矢部高校とその堆肥の受入れの態勢、構築が今年度できないかとい

うのを含めて委託をお願いしているところでございます。 

 それと、フェスタにつきましてですが、今年度はＳＤＧｓのカラーを強くしたと申しましたが、

主な内容としまして、フェアトレードとか、フリーマーケットとか、何ですかね。古いおもちゃ

を出してもらったりですね。そういうような、リサイクルできるものあたりを中心とした大きな

イベント。それと、ＳＤＧｓアワードショーというようなところで、そういうＳＤＧｓに優れた

活動されている表彰も、そのフェアの中で表彰ができればと思っております、フェスタの中でで

すね。なので、大規模じゃなくて、今回は小さく、そういうようなＳＤＧｓ色を用いたフェスタ

ができればと思っております。 

 山都町ブランド推進事業につきましては250万円の予算になっていたかと思いますが、これは

東京事務所の委託費になりますが、東京事務所としましては2018年６月から山都町の活動に御協

力をしていただいたところで、関係人口増加にもつながり、東京事務所で山都町に関係人口とい

うようなところで推移を出しておりますが、3,404人の関係人口というようなところのデータを

今取っております。 

 その中で、今年度は特に、今まで移住、定住とか、関係人口もそうなんですけど、今年度はＳ

ＤＧｓあたりを……、首都圏のＳＤＧｓが企業の取組として特に機運が高まっているところなの
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で、そういうようなところを東京事務所と一緒に、何ですかね、取組というか、構築できればと

今思っているところでございます。 

 マンガ協議会なんですが、マンガ協議会は今までもありまして、令和３年度から発足されてお

ります。それで、令和６年度から負担金が発生しますということです。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） お答えします。ＳＤＧｓ推進事業補助金の中で、太陽光発電

システム補助金がどうＳＤＧｓに関係するかということなんですが、もともと町単費のほうの基

金をしながら、平成30年からカーボンオフセットに対応するために、排出する二酸化炭素の量を

減らそうということで事業が始まっております。 

 その中で、住宅で使われる太陽光発電につきましては、既存の売られている発電所からのでは

なく、住宅用の太陽光発電を活用することで、既存の発電のところではどうしても化石燃料を焚

いてする部分が大部分でありますので、その分を減らそうということで、ＳＤＧｓの目的に合う

ということで、この推進補助金のほうがＳＤＧｓのほうに代わっております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） たくさん質問したのに、丁寧に答えていただいてありがとうございま

す。すいません、その中で、２点ちょっと追加で質問、追加といいますか、もう少し詳しくお願

いしたいのが、マンガ協議会って、そもそもどういう協議会なのかなというのをもし御存じであ

れば、教えていただければなと思ったところです。負担金を支出するわけですから、どういう協

議会なのかというのは、やっぱり理解しておきたいなと思います。 

 あともう一つは、山都ブランド推進事業委託料のところですね。東京事務所なんですけれども、

御説明はいただいたんですけれども、実際、その委託を受けている東京事務所側がどういう活動

をするのか。向かうところは御説明いただいたんですけども、具体的にどういう作業活動で、そ

こに向かおうとしているのか。その辺りもできれば教えていただきたいと思います。 

 東京にせっかく山都町の事務所があるので、以前からも質問、質疑で投げたことが何度かある

んですけれども、やはり我々が上京したときに、ちょっとその意見交換をするですとか、どうい

う活動をしていらっしゃって、例えば山都町側で、我々議会議員の立場でフォローアップできる

ところがあるのかとかもですね。行って、時間があるときに足を運んで、顔を合わせて話をすれ

ば、そういったところも見えると思うんですけれども、ちょっとなかなかそういう機会を設けて

いただけないような感じが、感覚が僕の中にはありまして、そういうところをやっていただける

と本当はいいのになと思ったりもしているんですよね。なので、東京事務所がどういう活動をな

さるのかということをちょっとここで御説明いただきたいなと思っています。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） 東京事務所につきましては、今はもう、オンラインでの会

議だったりというようなところで、実際的には、どうやって企業さんとつないでいただけるか。
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例えばＳＤＧｓについて、山都町が今取り組んでいる事業について、食育につきましてはこうい

うようなところの会社と連携できるんじゃないかというような、企業と山都町の思っていること

と、企業さんが持っていることあたりをヒアリングしながら、企業と連携しながら、いろんなこ

とが今後できて、ひいては、山都町のスポンサーあたりなどに御協力できればというような方向

性を考えております。具体的にちょっとふわっと、なかなか見えないような状態ではございます

けれども、そこはどうぞ御協力のほどお願いいたします。 

 それと、マンガ協議会につきましては、令和３年度から山都町も会員になって、マンガ県くま

もとというようなところの一つで、熊本市、合志、湯前、山都町などの多数の自治体と肥後銀行

などの民間を含めた70を超える団体が参加しております。マンガ協議会のこれまでの実績として

は、ワンピース像の設置だったり、各自治体との連携とか、熊本在住の漫画家とビジネスのマッ

チングが各種イベントで実施されます。 

 今回、この１万円につきましては、マンガ県くまもとのホームページを作りたいというような

ところの、ホームページ用の負担金として計上させていただいているところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） すいません、補足をさせていただきます。東京事務所については、

私が山の都創造課長のときに設立した経緯がございますので、若干説明させていただきたいんで

すけど、今、眞原議員が言われていますイメージとしては、やはり東京に在住の方々との意見交

換会とか、要するに、山都会ですね。今実際、東京の山都会のほうが実働しておりませんので、

そういったところの再構築もしなければなりませんけども、そもそも東京事務所を設立したとき

の経緯として、やはり東京に我々が上京して、いろんな企業を回る場合に、面識がないというよ

うなところもございまして、東京事務所を今していただいておる会社がそういったＳＤＧｓ、Ｃ

ＳＲとか、そういった企業のコンサルをしていただいておりますので、そういった企業、社長や

ら会長と面識がありますので、そういったときに仲介をしていただくような形でしております。 

 実際、先日も、ロクシタンジャポンのほうから、200万円以上の寄附、ふるさと版の納税をし

ていただきましたけど、それも、やはりロクシタンのほうが仲介をしていただいて、100円ポイ

ントを押すと、100円寄附していただける。そのトータルで200万円があって、それを山都町にと

いう提案がございましたし、環境リレーションのほうもプレゼントツリーということで、木を植

えていただくのを東京から呼んで、そういうファンを増やすというグローバルな山都のファンク

ラブを設立するということでしておりますので、そういったことでファンを増やしていただくと

いうことで、ふるさと納税のほうをちょっと分析してみましたら、１億円以上、東京在住の方か

らしていただいておりますけれども、そのファンはその中に多く含まれている。平均で２万円以

上のふるさと納税をしていただいておりますので、その方々が１億円寄附していただいておりま

すけども、その中に、かなりの部分でその企業が協力していただいた分が入っているということ

です。実際、そのふるさと納税はそれを通じてしたということが色がついていると分かるんです

けど、そこまでは分析ができませんので、そこは御理解いただきたいと思います。 
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 今後は、今までは500万円以上しておりましたけど、そういうノウハウがある程度についてき

ましたので、ＳＤＧｓ未来都市の選定を受けるときも、企業に御協力いただいて、選定を受けた

わけですから、そういったところはある程度ノウハウを山の都で蓄積しておりますので、それ以

外のところで協力していただくということで、今回は減額させていただいて契約をしようかとい

うことで、今検討しているということでございます。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） この科目の東京事務所について再度お尋ねをいたしますけれども、私

は以前、東京事務所に行ったことがありますけれども、入り口も全く山都町の出張所か何か知り

ませんけど、東京事務所か知りませんけれども、入り口の看板も何にもなかった。東京の人たち

に、これはどこに山都町の事務所があるかと言うても、東京の人たちも分からんと思いました。

民間の企業の、何か階段を上って、部屋の一角にしかありませんでした。やはり東京事務所と言

うなら、やはりきちんと入り口には、山都の東京事務所という看板ぐらいは立てて、やっぱり東

京の人に分かってもらうには、これ何だろうかって、ああ、山都町の事務所ばいなっていうのが

分かるようなことをしてもらわんと、ただ、うちでは山都の東京事務所と言いよりますけれども、

東京の人は、私は場所がどこにあるか分からんと思いますので、その点も一つ。 

 関連してですが、この科目の中で地方創生アドバイザー活動謝金というのがございます。この

内訳について、お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） 地方創生アドバイザーの件なんですが、今現在、令和５年

度、３名の方に委嘱をしております。その３名の方を継続して、令和６年度も地方創生アドバイ

ザーとしまして、謝金を組んでおります。考えております。 

 以上です。 

 すいません。看板につきましては、現在、事務所の入り口に山都町東京事務所という縦の看板

ができております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） 看板は設置してあるそうでございますので、もう分かると思いますけ

ども。ただこの事業自体はもうこれまでやってこられて、まだ続けていかにゃんもんかという判

断がどこでかは必要だろうというふうに思っておりますので、これについてはやはり十分検証し

ながら、ほかに方法はないものか。そのことも含めて、執行部で十分検討していただきたいと思

います。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ９番、飯開政俊君。 

○９番（飯開政俊君） 71ページの清和小水力発電施設が603万5,000円の経費、また、収入の

ほう680万円で計画をしてありました。私の提案ですけども、今、非常に役場の仕事が色々な形
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の中で増えてきております。 

 そういった中で、従来の仕事を私も現場を見に行きましたけども、非常に危険であるし、事故

がないうちに早くこれは決断して、私はもうしたほうがいいと思います。そういうことですよね。 

 なぜかというと、今、工藤議員が言われましたように、やはりこれだけ業務量が増えてきてい

ます。減らすことをもう少し考えていかんと、この水力発電所でも、恐らく清和の支所の誰かの

職員が担当で定期的にも行かれているんじゃないかと思います。 

 そういうことも踏まえて、やはりこれから業務をいかにやっぱり選択していくかということも

考えていただきたいと思います。今年はもう予算が組んでありますので、このことは何も申しま

せんけれども、やはり今年１年間のうちにこのことは判断をしていただきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 清和支所長、長崎早智君。 

○清和支所長（長崎早智君） 貴重な御意見ありがとうございます。議員もおっしゃいました

とおり、昨年度の決算審査ですとか、常任委員会の委員会の中でも、早期の判断をということで

御意見をいただいております。先日の補正予算の際にもお答えいたしましたが、新年度早々にも

譲渡ですとか、廃止ですとか、様々な選択肢を含めたところで判断するようにしておりますので、

もうしばらくお時間をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） ４点ほどお願いします。 

 まず、66ページに、ＬＰガス利用者の方への生活支援として、今度は4,000円というふうにお

聞きしました。前回の6,000円のときの補助の実績と、そのとき、どうやってそれを支援しても

らうかというのにちょっとやりにくそうな感じがありましたので、今回の周知の仕方については

どのようにお考えかということが１点です。 

 それと70ページの、70ページのスマートフォン講座を開くということですが、これまで何回も

されていますけども、実績と評判といいますか、内容についてお願いしたいと思います。これは

やはり大事なことだと思いますが、分かりやすく教えていただくのに、それと利用しやすいよう

にするための工夫も必要ではないかと思いますので、お尋ねをします。 

 それと、76ページに、サテライトオフィスの草刈りの委託料とか、いろんな電気、ガス、水道

代とかも挙げられましたけれども、今のサテライトオフィスの利用状況をお尋ねしたいと思いま

す。経費はかかっているけれども、利用があまりないというのも聞きますので、どうやったら、

そのサテライトオフィスそのものの稼働、どうやったらいいかということを考えていらっしゃる

かということもお願いしたいと思います。 

 すいません、75ページの、先ほど、３番議員からもありましたＳＤＧｓ推進事業費の補助につ

いてですが、昨年度の実績で積み残しというか、余った分はたしかこっちに積み上げができると

いうふうに説明いただいたかなと思うんですけど、勘違いでしょうか。360万円は前年度から増

えているのか。ちょっと調べ損ないましたので、その点と、先ほどの太陽光発電が本当にＳＤＧ

ｓにかなうのかということに加えまして、やっぱり売電だけではそうならないんじゃないかなと
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私も思います。なので、蓄電池の補助のことについてはお考えはないかと。蓄電池もセットであ

れば、家庭内で太陽光発電したものを家庭内で使えるということに寄与できるのではないかと思

いますので、蓄電池補助についてのお考えはないかということで、以上、お尋ねいたします。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） お答えします。ＬＰガスの第２弾、6,000円補助の第２弾とし

て、今回は１契約当たり4,000円の交付を行うものです。前回交付6,000円の交付者にはプッシュ

型で行って、新規6,000円を受けてない方で、4,000円を受ける方は申請方式という形になってお

ります。この事業は県のＬＰガス協会に委託して行います。ＬＰガス事業者の方が契約者のとこ

ろに申請書を今回は多分こういうふうにして払いますよみたいな通知が行くと思います。前回申

込みをされてない方には申請書を入れる形になると思いますけども、まだ、どういった形で広報

するのかというところまでは話はできておりません。 

 次に、スマホ教室なんですけども、今年度、令和５年度行いまして、64名の方が受けられてお

ります。年代別にいきますと、60代が12名、70代が39名、80代が11名、90代が２名です。講座時

間に関しましては２時間を行っておりますが、参加者の70％がその時間でいいだろうという回答

をいただいております。 

 今回に関しましては、昨日の説明で三つのスマホ教室をするとお伝えしております。今回は４

月から６月までが移動スマートフォン教室、毎週水曜日、７月から９月までが全世代向けの講座

を９日間、10月から12月までが先ほどの移動スマートフォン教室、毎週水曜日、全世代向け講座

を１月から３月までの間で９日間、９月から12月にかけまして、高齢者向けスマートフォンを１

回１時間、25回開催する予定としております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） 先ほどの説明で、一部、私の意図するところじゃなくて、住

宅用の太陽光発電を設置すれば、売ってある化石燃料を使用した電気を使わなくて済むというこ

とを言いたかったものですから、売電という言い方をしたんですけども、あくまでも自分のとこ

ろで使った電気ですることで、トータル的な小さな積み合わせですけども、ＣＯ２が削減につな

がればということで上げております。 

 それと、昨年度足らなかった分ということで、太陽光のほうがコロナ関係のほうで部品が入ら

ず、非常に実績が落ちております。４基だったんですが、その分は繰越しではなく、単年度です

ので、今年度の予算で出しておりますが、今年度は今までのところで11基、予算よりもちょっと

多めに、実績が上がっております。 

 それと、蓄電池に関しましては、非常に効果というのも当然あるんですけども、この中で、ま

ず太陽光のほうのまだ要望が高いものですから、まずは太陽光の補助のほうを進めていきたいと

思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 
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○山の都創造課長（木野千春君） サテライトオフィス白糸につきましては、企業の受入れ促

進のため、いつでも受入れが可能な状況としておくため、清掃管理費、光熱水費、最低限必要な

経費を計上しております。 

 企業の方から昨年度３件のお尋ねがあり、内覧も行っております。地域の方のイベントや、矢

部高校生の総合的な探求の時間など、昨年、春と冬、矢部高校の学生さんが小学生を集めて、理

科の実験などをされるのに使わせていただきました。 

 なお、４月以降は、企業さんの事務所として一室を利用したいという申請があっており、今後

も適切な管理に努めてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） ＳＤＧｓの補助金の積立てというようなところがありまし

たけれども、これは毎年度の消化ということになりますので、積立てをするものではないという

ことです。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） すいません。先ほどＬＰガスの補助金の実績をお伝えするの

を忘れておりました。6,000円の補助の実績ですが、対象4,077件に対して2,688件の申請、66％

となっております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 私もちょっときちんと確かめてなくて申し訳なかったんですけど、

先ほどのＳＤＧｓの補助については、５か年計画でしているものなのでというふうにお答えいた

だいてたかなと思っていたので、言ったことです。また、後で直接お尋ねします。 

 それと、ＬＰガスの補助については、今実績が66％とおっしゃいましたが、もったいないなと

思うんですよね。せっかく……、だから、先ほど申請がしにくかったということを申し上げまし

たが、その辺で、多分なのかなというのもありますので、お聞きしたところでした。せっかく

6,000円、少しでも家計の足しになる分でしたので、ただその広報の仕方、県が作られたチラシ

だったんですかね。あれでしなくてはいけなかったというのもあって、難しかったかなと思いま

すけれども、できるだけ受けられる支援はきちんと届くようにということで、お尋ねをしたとこ

でした。 

 まだ、支援の仕方についてはきちんと固まってないということですので、もし、また、県のほ

うでああいうチラシを作られるんであったら、山都町で分かりやすい、もうちょっとやり方がで

きないものかということも思いますが、その辺についてはどうですか。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 私たちも66％が低いと思っております。価値観によると思う

んですけども、6,000円というのが高いか安いかというところを考えられる方もおられると思い
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ます。そこは否めないのかなというふうに思います。 

 一応、町のほうでも広報紙であったり、防災無線であったり、いろいろ広報はしましたけども、

そこまで届かなかったというところになっておりますので、今後は皆さんに周知できるように努

力していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） お答えします。議員のおっしゃられてたのは多分浄化槽の補

助のことであれは５か年計画なので、翌年度ということを補正予算のときに説明したかと思いま

す。これはまた違います。単年度で終わります。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 74ページです。食のブランド化事業委託料、私たちが旅行に行ったと

するなら、ここに行ったらこれが食べれるねっていうような、何か特別なものを目指して、委託

してほしいと思います。せっかく予算使うわけです。それが一つです。 

 それと、下のほうに中間支援組織という委託があるとですけど、これの説明。 

 それと、もう１個、73ページの山の都地域しごと支援事業で、山都ラボのことって聞いたんで

すけれども、山都ラボはもう非常にいい取組だなと思うとですよね。ある程度ノウハウは分かっ

たと思うんで、できたら、全額820万円も使うんじゃなくて、委託するんじゃなくて、今やって

いる、活動している方々に、もうちょっと助成金上げてやるとか、もうどんどん頑張ってくれと

いうふうで、助成金あげて、委託料を減らすことはでけんかなと思っております。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） お答えします。山の都地域しごと支援事業業務委託825万円

は、山都の地域しごとセンターの業務委託料になります。チャレンジ・応援！山都ラボ、人材育

成事業につきまして548万3,000円を山都ラボで計上しております。上が山都ラボになります。 

 ブランド化につきましては、議員がおっしゃいましたとおり、山都町に来たら、これが食べら

れるというようなブラッシュアップを今年度はそれも含めたところで、業務委託を考えておりま

す。 

 それと、中間支援は産官学民が一体となって推進していくことを目的としておりまして、ＳＤ

Ｇｓの用語でステークホルダー、これにＳＤＧｓを一緒に頑張っていこうというような、町にい

っぱい企業さんがおります。そういう方と一緒に組織をつくりまして、皆さんで山都町のＳＤＧ

ｓに一緒に取り組んでまいるというような、簡単に言いますと、そういう一つの中間組織をつく

る業務委託になります。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 山都ラボの委託料を何か今やっている人たちに還元するというお考え

はないですか。 
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○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） お答えします。この委託業務の中に、ラボで頑張っていら

っしゃる方につきましては、支援金を含めたところの総合的な委託料になります。なので、応援

するために、自分たちが頑張っている活動につきましては、支援金を渡して、事業に取り組んで

いただくというようなところを含めております、業務委託の中にですね。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） それを増やすという考えはないですかって聞いたんです。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） ありがたいお言葉ではありますが、金額を上げるのも大事

なんですけど、この事業はお金がなくても、自分の事業として伴走できるような形まで、３年間

ぐらいを見通して、そのあとは自己努力で頑張って行くような応援を、それがサポーターの方だ

ったりという形になると思います。なので、お金をいつまでも本当はやり続けることも大事なん

ですけど、一応３年ぐらいを見込んで、そこで事業を評価して、それからステップアップができ

る人につきましては、自走で自分で頑張ってというようなところに持っていかないと、この事業

もここで終わったり、せっかくここまでやってきたのにというのもありますけれども、そこはエ

ントリーをされる人も、そういう意気込みでエントリーをしていただければと思っているところ

でございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

 ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 65ページの総合計画策定支援業務委託料ですが、これやっぱり県とか

国のほうに出すためにはしっかりした形の計画書が必要ということで、委託されるのかというの

が１点と、丸投げはされないでしょうが、大きな方針というか、それはちゃんとここで決めて、

それを持っていかんといかんと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 これは町で言う憲法のようなもので、作るとき大ごとして、10年間忘れて、最後に何％できた

とかいうような型どおりの結果をもう見たくありませんので、状況に応じた計画ができるように、

よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） お答えします。総合計画につきましては、町の方向性を図る

ものでございますので、議員おっしゃいました町の憲法とまでは言いませんけども、大きな方針

を持って、町長以下職員が目指していける町を作っていきたいと思っております。 

 どこの町村の、最近の総合計画を見ておりますけども、非常にシンプルな形で作ってあります。

シンプルな形で作りまして、変えるところは変えるというような方向性でもっていきたいと思っ

ております。 

 以上です。 
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○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 私も数点お願いいたします。まず、総務課長には総合的に、今、委託

先という話がありましたけれども、この議会でこの予算が通った後に、皆さんがそれぞれに事業

に対するコンサルさん、あるいは、その委託先を決めていかれることと思うんですが、その基準

になるもの、例年、随意でやる部分と新しいコンサルさんなりを選定していく部分の基準になる

もののお考えを改めてちょっとお伺いをしたいと。この先の審議の中にも委託料はいっぱい出て

くると思うんですが、私、後では聞きませんので、委託料に関するお考えを伺います。 

 それから、企画政策課については、今、総合計画が出てきましたけれども、総合計画審議会の

メンバーはどのように選定されるのか、方向性をお伺いします。 

 それと、昨日もいろいろ話が出てきたＤＸ化なんですけれども、今回も例規集について差し替

えの予算が何百万円か出ているんですが、あれって、いつまで必要なのかしらと。ホームページ

を見れば、例規集はいつでも私たち見れるわけなんですが、やはり相変わらず分厚い例規集の差

し替えに業者の方が来ていらっしゃるのかなあと、そのためのお金なのかなあというふうに思い

ますので、ＤＸ化というか、そういうデジタル化の方向性があるのか、お伺いします。 

 それと、山の都のほうは先ほど出てきております。何回も申し訳ないようですけれども、まず

は72ページの移住者フェアの報酬が２万5,000円なんですけれども、これってすごく低いと思っ

ていて、東京とか大阪に町民の方を連れて行かれますよね。その部分で、その方、農業なり、何

なりの仕事を休んで行かれると思うんですが、これは２万5,000円のほかにも、どっかからその

方に対する報酬みたいなものはもちろん交通費等々は出ていると思うんですけれども、報酬とい

うふうな点で、これに限っているのか。ほかからもそういうお金があるのか、ちょっと心配しま

したので、お伺いします。 

 それと、まちづくりやべに委託していらっしゃる事業なんですけれども、今回もサポートセン

ター事業が出ておりますが、44万円です。その割には仕事量がすごくあそこも多くて、しかも、

やっぱり前から申し上げますが、まちづくりやべというやっぱり名前に縛られている部分がある

んじゃないかなと思っていて、これはやはり清和とか、蘇陽とかまで出張っていって、空き家の

情報収集とかもする必要があるというふうに思うんですけれども、その辺の仕事の在り方を今後

どういうふうに考えて、委託する内容として、どういうふうに考えていらっしゃるかということ

をお伺いしたいのと、最後は、白糸第１小学校のマンガ、先ほど協会に負担金、結構でございま

すが、そして、地方創生アドバイザーにもマンガミュージアムの橋本さんが任命されていた、昨

年度ですね。そういう方々のやっぱりお力を借りながら、そこの中に入っている５万数千冊のこ

のマンガをどういうふうに、今、課長の報告ではオフィスが入るというふうな話もありましたが、

あのマンガをどういうふうに今後されていこうと思っていらっしゃるのか。直接すいません、予

算には関係ないですが、方向性がありましたら教えてください。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。委託契約の基準ということでございますけれ
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ども、議員御指摘のように、本町におきましては、職員の事務軽減、また、専門知識を入れるた

めに委託で行っている業務というのが多数ございます。そのうち、原則といたしましては、もち

ろん指名競争入札なり、一般競争入札で行うということで今後もしていきたいと思いますが、業

務内容によって、随意契約のほうが事業がスムーズに行えるというものに関しましては、そうい

ったことも含めて、今後も対応していきたいというふうに思っておりますけれども、基本的には、

できる限り、それは競争入札で行っていくべきということで進めていきたいと思っております。 

 また、例規集の差し替えということで御質問いただきましたけれども、これは54ページの件だ

ろうというふうに思います。例規集の更新データ作成委託料と使用料及び賃借料の例規システム

使用料というものでございます。現在、例規集につきましては、差し替え業務は行っておりませ

ん。データで、町といたしましても、今、職員のほうも活用しながら、それのデータ書換えであ

ったりとか、使用料ということで、例規集の活用は現在行っているというものでございます。 

○議長（藤澤和生君） 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） 総合計画審議会のメンバーですけども、有識者、商工会など

の各種団体になるとは思いますけども、まず、来年度の早い段階から準備をしまして、有識者、

大学の先生になると思いますけども、先生方にも一応アドバイスをいただきながら、メンバーの

構成を行っていきたいと思っております。 

 それと、サポートセンターなんですけども、サポートセンターは確かにまちづくりやべがされ

ております。昨年は、棚田地域自治振興会へのサポートが認められ、農林水産省棚田委員会から

棚田遺産未来へつなぐ優良サポート企業ということで感謝状をもらわれております。 

 まちづくりやべさんのほうも、対応人員の制約もあり、矢部地区が重点的になり、清和地区、

蘇陽地区とも連携を取りながら、住民相談と企画提案、従来どおりのサポートを行う必要がある

ということで、十分、清和、蘇陽にも広げようという考えを持たれていますので、そこら辺はサ

ポート業務として、足らない分があるのであれば、こちらとしても予算はつけていかなくてはい

けないかなというふうに思っております。 

 一応、その分を補うような形で、地域おこし協力隊とかもいろいろ考えておりますので、その

分は総合的に判断していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） お答えします。地方創生総合戦略費の報償費２万5,000円は、

移住相談会の講師の謝金としまして、町の規定によります5,000円の約５時間拘束するような形

というところで予算を挙げております。 

 それと、これにつきまして、移住フェアとかに行くときには特別旅費というところで、旅費は

54万円というようなところで計上しております。やっと令和５年度になりまして、移住フェア等

が始まっております。ほとんど福岡あたりが多いんですが、昨年も都市圏というところに、先輩

移住者というようなところは行っておりませんが、今後、フェアあたりがどんどん出てくる中で、

そういう先輩移住者あたりを連れていければと思っているところでございます。 
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 以上です。 

 サテライトオフィスに、今、マンガを置いておりますが、今、具体的に２階、３階の空きの部

屋に保管をしております。 

 今後の方向性としましては、地方創生アドバイザーとの提言を含めて、今後、町内のいろんな

関係部署と方向性を、今後検討していくようなところになっていますので、皆さんに提言できる

ような形になりましたら、御説明をさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 御説明ありがとうございます。もう１回、総務課長には、今までの契

約の入札の仕方等々やっていくというわけなんですが、何がその随意にふさわしく、何がそうで

ないかの判断はどこでされるんですか。誰がそういうふうな方向、各課、もちろん私は今、厚生

常任委員として、福祉のほうは現場すごく緻密なデータ取りとか、その分析とかしていただいて

いる業者さんがいらして、本当信頼ができるんじゃないかというふうに思っている。そういう専

門的なやっぱり知見持った方にお願いすべきはお願いするんだろうなと思うんですが、やっぱり

そこの判断を、じゃあ、これは随意でいいよねとか、やっぱりずぶずぶになっちゃいかんと思う

んですよね。そこの線引きの大切さをどこで担保されているのかなというふうなのが、一つ気に

なったところです。 

 それと、先ほど、北課長のほうからは、サポートセンターについては予算アップも考えるとい

うふうなこともちょっとおっしゃいましたけれども、本当に協力隊がうまいことつかまって、事

業が進めばいいと思うし、本当に44万円ぐらいの仕事じゃないんですよね、見ているとですね。

棚田の事業もそうでしたし、ほとんど、言うたら、その矢部地域のことに関わっていらっしゃる

わけなんだけれども、やっぱりそこから手を広げるためには、やはりお金のほうも必要なんだろ

う、人員ももちろん必要なんだろうということで、よりサポートをしていただきたいと、よりよ

い環境で仕事ができるようにサポートしていただきたいというふうに思っています。 

 マンガのほうは、本当に大事です。私、昨日も申し上げましたけど、マンガの文化というのは、

非常に今欠かせないコンテンツになっていると思うんですよね。隣の高森でああいうふうなマン

ガ科ができたり、そういった動きもある中で、本当ワンピースの復興であるとか、やっぱこれ使

わないただの、本当に倉庫に入れっ放しということにはならないように活用しなくてはいけない

というふうに思いますので、今後もしっかりと検討を進めていただきたいというふうに思います。 

 では、総務課長、お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。町において業務委託、また、工事等におきま

しても、まず、原課のほうで起案を起こしまして、事業の起案の中で随意契約でするか、また、

入札で行うか、入札に関しての起案を上げたものにつきまして、総務課監理係のほうがその入札

等につきましては判断をするようにしております。事業課とは別に、しっかりとした基準を持ち
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ながら判断をしていくということで行っておりますので、随意契約を行うとか、指名競争でいく

のか、そのことにつきましては、総務課監理係のほうで判断をした上で、その指名のない入札、

契約の内容について進めているという状況でございます。 

○議長（藤澤和生君） 質疑の途中ですが、10分間休憩します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午前11時15分 

再開 午前11時25分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 86ページの戸籍情報システム改修業務委託236万5,000円。これは法改

正によりまして、振り仮名を表記するということのことなんですが、この振り仮名はこれまで戸

籍も住民票も漢字表記でしたので、この振り仮名のデータをどちらから吸い上げるのかをお尋ね

したいと思います。 

 何が言いたいかといいますと、例えば、◯◯川（がわ）さんとか、◯◯崎（ざき）さんという

のが、例えばおじいちゃんやらお父さんまでは○○川（がわ）さんとか、○○崎（ざき）さんで

きました。ところが、子どもさんとか、お孫さんになったら、○○川（かわ）です、○○崎（さ

き）ですって。濁点がなくなっている人を時々見かけるんですよね。そこら辺を同じ、ずっと戸

籍で大体相続というか、戸籍、姓は変わりませんので、その濁点がどうなるのかなとか、ちょっ

と不思議に思いましたので、この平仮名のデータをどこから吸い上げるのか。もちろん全国ネッ

トワークになっていますので、その基本となるデータをどこから吸い上げるのかと、その表記が

どうなるのかというのをお尋ねします。 

○議長（藤澤和生君） 税務住民課長、高橋尚孝君。 

○税務住民課長（高橋尚孝君） お答えします。戸籍法の改正により、戸籍に振り仮名を振る

ようになります。昨年の６月に、この改正法が公布されています。振り仮名は、基本的には本人

からの届出でつけるようになっております。 

 しかし、その届出を受ける前に、町が住民票で把握している振り仮名を通知するやり方を国は

想定をしております。今回の予算は、この住民票で把握している振り仮名を用いた通知に係る分

を委託料として上げております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ６番、矢仁田秀典君。 

○６番（矢仁田秀典君） すいません、さっき忘れておりました。78ページ、ふるさと納税に

ついてですけども、山の都創造課のですね。ふるさと納税の管理業務は、去年変えていただきま

して、そのおかげで、ふるさと納税が飛躍的に伸びておるようでございますし、先ほどの説明の
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中に、ふるさと納税の何ちゅうか、空港でチラシを配って、そのおかげで伸びとるという話があ

りました。その辺は非常によかった話だと思っておりますが、山都町のふるさと納税をこれ以上

延ばすためにはどうすればいいかという部分の費用がどこに含まれているんだろうか。 

 その一つとして、よその町村と比べて、山都町のふるさと納税の返礼品というのは種類が非常

に少ない。また、返礼品の事業者、農家だったり、加工業者さんだったり、そういう人たちの事

業者というのがよそに比べたら物すごく少ない。これが少ないおかげで、伸び率が鈍っとると思

うところがいっぱいあります。 

 今度４億円近くなるそうでございますけども、私は20億円ぐらいならないかんと思っておりま

すので、そういう事業者を増やすような予算がこの中に入っているのか。入ってなければ、そう

いう予算を作っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 山の都創造課長、木野千春君。 

○山の都創造課長（木野千春君） お答えします。議員がおっしゃいましたとおり、増税をす

るためには、予算をこの中に使って、どっかに入れて増やす方法を考える必要もあるかと思いま

すが、今、委託を行っております業者と、せっかく４億2,000万円あって、これを伸ばすために

はどういう施策、町として施策をしたほうがいいかというような内容の会議を行いました。 

 その中で、やっぱり山都町の、先ほど言われました事業者が少ない。より事業者をもう少し増

やすためにはどうしたらいいかというようなところで、ホームページには事業者募集をしており

ますが、なかなか目に留まらないというようなものが一つありますので、事業者募集を４月から、

ホームページを含めて、どんなやり方がいいのかというようなところを今検討しております。事

業者募集と、そもそもふるさと納税とはというようなところで、町がふるさと納税をやっている

ことを全部、事業者さんに理解していただいて、寄附者さんにどうやったら目に留まるのかとか、

どういった商品のほうがニーズがあるのか、よそと山都町だったら、差別化した有機の野菜のセ

ットなのか、有機の米なのかというようなところの勉強会を、一応５月に事業者の勉強会という

ようなところで今開催を予定しております。予算内でできたらやれるような方向で、特別な予算

の計上はしなくても、できるところかと思いまして、今回その勉強会とかいうようなところは業

者さんの御好意でもありますし、この勉強会により多くの事業者さんを募集して、より商品を多

くというようなところで、進めてまいりたいと思います。 

 それと併せて、ふるさと納税につきましては、非常に今かなり厳しいところがありまして、山

都町のものが７割というような規則がありまして、皆様御存じのように、非常に高額に納税が上

がっているところにつきましては、何というか、不正がないのかというようなところでかなり九

州農政局もそういうようなところの抜き打ちの検査が今始まっている状況でございます。 

 なので、山都町の返礼品を汚すことなく、よりよい、山都町は本当のものを送っておりますと

いうようなところを皆さんに共通理解していただいて、不正がないような形で、財政面に大きく

貢献できればと思っているところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 ３款民生費について説明を求めます。 

 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） それでは、３款民生費を御説明いたします。民生費につきまして

は、住民の皆様の一定水準の生活と安定した社会生活を保障するために、必要な経費を計上いた

しております。福祉課関係は、社会福祉、障害福祉、人権センター、老人福祉、児童福祉、災害

救助です。主要な事業や新規事業を説明いたします。 

 93ページをお願いいたします。 

 ３款１項社会福祉費１目社会福祉総務費です。予算額１億5,603万8,000円で、前年比380万

1,000円の増です。増額の主な要因は、人件費、委託料の増額になります。特定財源は、国県補

助事業の補助金672万4,000円。その他の額は、災害援護貸付金の利子分になります。元金は、公

債費で計上いたしております。 

 １節報酬から94ページの８節旅費につきましては、主に、職員10名、会計年度任用職員１名、

消費生活相談員２名分の人件費になります。 

 94ページの10節需用費の地域福祉センター電力量小メーター設置は、蘇陽支所の社協が行って

おりますデイサービスのスペースですけれども、民間の事業所の利用の申出があっておりますの

で、電気の使用料を明確にするために設置するものです。 

 12節委託料です。 

 95ページをお願いいたします。 

 重層的支援体制整備事業委託料787万円は、令和５年度、今年度からの事業で、生きづらさを

抱えておられる方の支援を強化するために、各関係機関の相談体制の連携を図り、伴走型アウト

リーチの支援を行う事業になります。今年度の実績ですが、相談件数10件、アウトリーチ４件の

実績になります。 

 具体的には、定期的なケース会議の開催、支援の進捗管理、関係機関との調整を行い、情報の

共有化の強化を図っております。事業を社会福祉協議会に委託をいたします。国４分の３の補助

事業になります。 

 地域福祉計画・地域福祉活動計画策定業務委託料296万6,000円は、５年計画の改定年度になり

ますので、少子高齢化が進む本町の地域福祉の取組について、町長の附属機関である委員会を設

置し、計画を策定します。計画策定に係るアンケート調査を含め、専門的な観点からのアドバイ

スをいただくために、専門業者に策定業務を委託するものです。策定委員会に係る報酬、旅費を

１節及び８節に計上いたしております。 

 同じく、95ページの13節使用料及び賃借料、要援護者支援システムリース料91万9,000円は、

要介護者、重度障害者等の情報を管理するシステムで、民生委員、警察、消防にも情報を共有し、

民生委員の見守りや災害時の情報共有に活用するものです。現在、約2,600名の情報を入れてお

ります。 
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 18負担金補助及び、交付金の社会福祉協議会の運営補助につきましては、先ほどの国庫補助の

委託事業を増額して計上いたしておりますので、令和６年度については126万円減額して計上い

たしております。 

 96ページをお願いいたします。96ページの下段のほうになります。 

 ３目障害者福祉費です。予算額８億2,816万7,000円で、前年比7,029万2,000円の増です。増額

の主な要因は、障害者サービス費改定等による扶助費の増額になります。特定財源は、障害者自

立支援事業、国県補助金６億638万4,000円になります。その他は、障害者の地域活動センター活

動に係る上益城４町からの負担金になります。 

 97ページをお願いいたします。 

 下段の12節委託料は、障害者の地域活動支援センター委託料、相談支援事業委託料657万1,000

円を計上いたしております。 

 98ページをお願いいたします。 

 18節負担金補助及び交付金では、各協議会や障害福祉サービスに係る負担金及び補助金360万

1,000円を計上いたしております。 

 99ページをお願いいたします。 

 19節扶助費に、各障害者サービスにかかる費用８億1,590万1,000円を計上いたしております。 

 100ページをお願いいたします。 

 ４目人権センター運営費です。人権センター運営に係る経費を計上いたしております。予算額

2,810万2,000円で、前年比852万4,000円の増になっております。増額の主な要因は人件費で、令

和５年度予算では、職員１名、会計年度職員２名の計上でしたが、令和６年度は、職員２名、会

計年度職員２名の計上になることと、会計年度職員の人件費の増額によるものです。特定財源は、

地方改善事業、県補助金639万4,000円になります。 

 １節報酬から、次の101ページ、４節共済費については、職員２名、会計年度職員２名の人件

費になります。 

 10節以降は人権センターの管理に係る経費や、103ページお願いいたします。負担金補助では、

部落解放同盟補助金の182万2,000円を計上いたしております。 

 同じく103ページ、５目老人福祉費です。予算額２億494万5,000円です。前年度比1,155万

1,000円の増です。増額の主な要因は、老人保護措置費等の扶助費の増額になります。特定財源

の国県支出金は、老人クラブ活動、県補助金等の172万4,000円。その他は、養護老人ホーム利用

負担金2,833万3,000円になります。 

 １節報酬から４節共済費につきましては、シニアクラブの活動支援を目的とした集落支援員、

１名分を計上いたしております。現在、募集をいたしております。 

 104ページをお願いいたします。 

 ７節報償費、長寿祝い金につきましては、88歳到達者へ１万円、100歳到達者へ２万円を祝い

金として支出するものです。満88歳、201名、100歳、34名の方を該当者として計上いたしており

ます。今年度、令和５年度の実績は、満88歳が187名、満100歳が22名の実績です。 
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 18節負担金補助及び交付金は、1,497万9,000円を計上いたしております。 

 105ページをお願いいたします。 

 ３段目になります。介護人材確保対策事業では、５名分の資格取得研修費25万円を計上いたし

ております。新規事業として、介護ロボット・ＩＣＴ導入補助金を３事業所分、30万円を計上い

たしております。介護ロボット・ＩＣＴ導入補助金につきましては、国県補助事業の町上乗せ分

で、導入する事業所では、労働環境の改善に取り組むこととなり、人員配置の基準が下がること

となります。介護ロボット・ＩＣＴは、具体的には移動や入浴を支援するためのアシスト機械や

見守りを行うセンサー等が対象になります。 

 シニアクラブへの補助金については、50単位、老人クラブの活動推進事業補助金や、3,490名

の会員１人当たり300円の活動助成、生きがいづくり事業のほか、シルバーヘルパーの地域支え

合い活動や、エゴマ栽培、野菜の庭先集荷の活動助成を計上いたしております。シニアクラブの

エゴマ栽培事業は、事業開始から５年目の本年度は、207キロの収穫があっております。昨年度

より若干減ってはおります。 

 エゴマにつきましては、なかなか販売についてちょっと苦労をしておりますので、いろんな関

係機関とも協力しながら進めていきたいと思います。反面、マスタード等の新しい取組等もあり

まして、昨年はマスタードが483個の売上げがあっておりますので、そういう取組のほうも進め

ていきたいと考えております。 

 移動販売事業補助金については、引き続き400万円を計上いたしております。移動販売による

買物支援や見守り支援を行う事業者に対し、車両購入、それから、その他運営にかかる経費の一

部を補助するものです。今年度、一次事業所が取組を開始し、令和６年度中にはスタートをいた

しますが、町の面積が広く、集落が点在している本町では、１事業者ではカバーできるのがかな

り困難ですので、新規の事業所が参入するためにも、すぐに対応できるよう、当初予算で予算を

計上いたしております。 

 19節扶助費は、養護老人ホームへの措置費、１億7,675万6,000円及び在宅で介護されている非

課税世帯を支援する在宅介護支援事業費708万円を計上いたしております。在宅介護支援事業に

つきましては、要介護３以上の世帯を対象といたしております。令和５年度の実績ですけども、

要介護３以上を在宅で介護されている方が38世帯、要介護４、５を在宅で介護されている世帯が

13になります。 

 106ページをお願いいたします。 

 ６目老人福祉施設費です。予算額1,443万8,000円で、前年比148万9,000円の減です。減額の主

な要因は、柏老人福祉センターの管理委託料の減額になります。特定財源につきましては、その

他で生活支援ハウス清楽苑の利用料150万2,000円になります。 

 10節から12節委託料については、生活支援ハウス清楽苑、柏老人福祉センターの施設維持に係

る経費及び社協への管理委託料、菅尾老人福祉センター及び東竹原老人憩の家の施設維持管理に

係る経費を計上いたしております。 

 柏老人福祉センターにおいては、独り暮らしが困難な高齢者やＤＶで避難が必要な方の入所の
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対応をします。４部屋の利用が可能です。今年度実績として、１名の方が入所いたしております。

現在の入所はございません。管理を社会福祉協議会に委託しております。当直を必要としないた

め、委託料を減額して計上いたしております。 

 106ページの下段になります７目保険事務費です。ここでは、福祉課に関係する分を説明いた

します。予算総額は11億2,819万4,000円を計上いたしております。特定財源は、介護保険事業に

係る部分は国県の負担金になります。 

 ２節給料から、次のページの４節共済費は職員の人件費になります。 

 108ページをお願いいたします。 

 27節繰出金のうち、介護保険特別会計繰出金を４億979万3,000円計上いたしております。 

 続きまして、８目介護予防費です。予算額937万6,000円で、前年比53万9,000円の増です。増

額分は、大久保高齢者住宅の排水工の修繕に係る増額になります。特定財源のその他は、大久保

高齢者住宅利用料135万9,000円になります。こちらは、蘇陽地区の大久保高齢者住宅の維持管理

に係る社会福祉協議会の管理委託料及び、長崎、橘、長谷、上差尾地区交流館の維持管理に係る

経費を計上いたしております。 

 109ページをお願いいたします。 

 ３款２項児童福祉費です。１目児童福祉総務費です。予算額２億4,402万2,000円で、前年比

850万9,000円の増です。増額の主な原因は、子ども医療及びひとり親医療の現物給付化を県内の

病院全部に拡充するシステム改修費の増額分と、次年度が子ども計画の策定の年になりますので、

計画に係る経費の増額分になります。特定財源は、児童手当及び子ども子育て交付金の国県負担

金及び補助金１億3,226万3,000円であります。その他2,512万6,000円は、主にふるさと納税の財

源を出産祝い金及び子ども医療費助成の財源に充てています。 

 ２節給料から４節共済費は、職員１年分の人件費になります。 

 110ページをお願いいたします。 

 ７節報償費の出産祝い金につきましては、53名分、486万円を計上いたしております。第一子

３万円、第二子５万円、第三子10万円、第四子以降、20万円の祝い金です。今年度の２月末まで

の実績は、第一子が14名、第二子が９名、第三子10名、第四子７名の実績です。 

 11節役務費子ども医療電算処理手数料、ひとり親医療電算処理手数料等を計上いたしておりま

す。 

 111ページをお願いいたします。 

 12節委託料のうち、こども家庭センター設置に伴い、子ども家庭相談管理システム委託料19万

8,000円、出産子育て応援交付金ギフト支援事業に係る事務手数料３万5,000円、産後ケア事業委

託料38万5,000円を計上いたしております。産後ケア事業は新規の事業になり、出産後、支援を

必要とする母子に対する育児サポート事業になります。巡回支援専門員整備事業委託料69万

2,000円、小児発達検査委託料38万5,000円は、障害を持つ子どもの療育等の支援を行う事業所へ

の委託になり、障害福祉担当の業務をこども家庭センターの業務に移管し、予算を計上いたして

おります。子ども医療システム改修委託料109万6,000円、ひとり親医療システム改修委託料279



- 192 - 

万9,000円は、先ほど申し上げました医療費の現物給付化、具体的に申しますと、現在は町内の

病院と郡内の一部の病院のみで18歳以下の方が受診した場合、窓口負担がなしで受診されました

が、県内の病院に拡充するためのシステム改修委託料になります。このことにより、今まで町外

の医療機関で受診した場合、領収書を役場の窓口に持参し、申請をしていただきましたが、その

負担が軽減されることになります。放課後児童クラブ運営委託料2,932万7,000円は、６クラブ分

を計上いたしております。潤徳小学校閉校に伴い、１クラブが減になります。こども計画策定業

務委託料423万5,000円は、今年度実施したアンケート調査や現状分析等を含め、計画策定業務を

専門業者に委託するものです。計画策定に係る委員報酬を１節に、旅費を８節に計上いたしてお

ります。 

 112ページです。 

 潤徳小学校閉校の閉校に伴う放課後児童クラブどんぐり楽校閉鎖により、プレハブの撤去委託

料等を計上いたしております。 

 18節負担金補助及び交付金で、出産・子育て応援ギフト支援事業500万円を計上いたしており

ます。応援交付金ギフト事業は令和５年度から行われている国の事業で、産前５万円、産後５万

円を給付する事業です。当該事業は、こども家庭センター設置に伴い、健康ほけん課から事業を

移管して予算を計上いたしております。特別保育事業補助金260万6,000円は、私立保育園の延長

保育一時預かり事業です。国３分の１、県３分の１の補助事業になります。私立保育園運営補助

金については、４月１日の入園児数に応じた補助金として、432万円を計上いたしております。

私立保育園の令和６年度４月時点の入園予定者は144名になっております。 

 113ページをお願いいたします。 

 保育所等物価高騰対策事業補助金28万3,000円は、物価高騰にかかる私立保育園への補助で、

県事業になります。県費100％になります。 

 19節扶助費で、児童手当、子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、障害児への養育医療費、１

億6,794万円を計上いたしております。今年度から、県の子ども医療費補助額が増額されており

ますが、本町においては以前説明したとおり60万程度の増額ということで、令和６年度も同額の

県補助は184万4,000円を計上いたしております。 

 また、こども家庭センターの運営に係る経費を10節需用費、11節役務費、13節使用料及び賃借

料に計上いたしております。 

 ２目児童措置費です。予算額３億7,034万6,000円で、前年比2,058万8,000円の減です。減額の

主な要因については、負担金の算定の見直しと園児数減少による減額になります。特定財源の国

県支出金２億6,350万1,000円は、私立保育園運営に係る国県負担金になります。その他400万

9,000円は保育料になります。 

 18節負担金補助及び交付金で、私立保育園の運営負担金３億7,031万6,000円を計上いたしてお

ります。国２分の１、県４分の１になります。 

 114ページをお願いいたします。 

 ３目児童福祉施設費です。公立保育園５園の運営費になります。令和６年度は14クラスでスタ
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ートいたします。金内保育園２クラス、みらい保育園４クラス、大川保育園３クラス、二瀬本保

育園２クラス、馬見原保育園３クラスです。令和６年４月入所見込みが125名の園児数で計上い

たしております。予算額３億5,115万6,000円になります。特定財源の国県支出金342万9,000円は、

保育園運営に係る国県補助金になります。その他1,849万8,000円は、保育料及び町外から受け入

れる広域保育の運営負担金になります。 

 １節報酬から次ページ８節旅費については、保育士及び調理師、それから会計年度任用職員の

人件費になります。令和６年度の体制につきましては、正職員の保育士が15名、任期付が１名、

調理師が正職員３名、任期付２名、不足する職員分を派遣、それから会計年度職員で賄う形にな

ります。 

 116ページをお願いいたします。 

 12節委託料の一番下段になります。保育業務委託料6,218万3,000円につきましては、まちづく

りやべから、保育士６名、調理師６名を派遣していただきます。 

 117ページをお願いいたします。 

 ４目児童館運営費です。予算額793万3,000円で、前年比173万2,000円の増です。増額の主な要

因は人件費の増額になります。 

 １節報酬から４節共済費は、会計年度任用職員、同和教育指導員２名の人件費になります。こ

ちらは主に指導員の報酬、子育てクラブ補助金、児童館運営に係る経費を計上いたしております。 

 119ページをお願いいたします。 

 ７目子育て支援施設運営費です。子育て支援センター及び病後児保育室の運営費になります。

予算額1,897万6,000円です。特定財源は、子ども子育て交付金の国県補助金821万3,000円です。 

 １節報酬から、次ページ、８節旅費までは、保育士１名、会計年度任用職員３名の人件費を計

上いたしております。病後児保育室につきましては、周知活動に力を入れたり、蘇陽、清和両地

区でも対応できるようにしております。登録者数は191名と大幅に増えております。今年度の実

績は、予約数27件、利用件数が８件になっております。インフルエンザ罹患児童の受入れ等、弾

力的に対応いたしており、また、利便性を高めるために、インターネットからの申込みもできる

ように対応いたしております。 

 最後に、121ページをお願いいたします。 

 ３款３項災害救助費です。１目災害救助費につきましては、火災や風水害、地震等で住家が被

災した場合に、早急に被災者の対応ができるように、171万5,000円の予算を計上いたしておりま

す。 

 次のページの13節使用料及び賃借料では、福祉避難所使用料５万円を計上いたしております。

福祉避難所につきましては、町内の民間事業所11施設と協定を結んでおります。 

 19節扶助費では、災害が発生した場合は直ちに見舞金を支払う必要がありますので、100万円

を計上いたしております。 

 以上で、福祉課関係の３款民生費の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） ここで昼食のため、１時まで休憩いたします。 
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────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午後０時02分 

再開 午後１時０分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次の目について説明を求めます。 

 健康ほけん課長、木實春美君。 

○健康ほけん課長（木實春美君） 健康ほけん課で計上しております３款民生費につきまして

は、国民年金及び国民健康保険、後期高齢者医療保険の事業を計上しております。 

 事業ごとに主なものを御説明いたします。 

 96ページをお願いします。 

 ２目国民年金事務費でございます。本年度予算額は688万6,000円でございます。市町村が行う

国民年金事務は、法令に基づき一部の事務を取り扱う法定受託事務で、主に資格の取得や喪失、

年金請求、また、死亡後の届出等を行っております。財源内訳は、国庫委託金が422万9,000円で

ございます。 

 ２節から４節は、職員１名の人件費でございます。必要経費としまして、10節需用費消耗品及

び11節役務費を計上しております。 

 続きまして、106ページをお願いします。 

 ７目保険事務費でございます。保険事務費は、国民健康保険及び後期高齢者医療の事業費に係

る一般会計分を計上しております。財源につきましては、特定財源として、国県支出金が１億

7,840万9,000円、その他諸収入としまして、後期高齢者医療広域連合から健康診断受託事業収入

としまして1,720万9,000円です。 

 ２節から４節につきましては、職員４名分の人件費でございます。 

 107ページをお願いします。 

 ８節から11節は、後期高齢者の歯科口腔健診に係る経費でございます。 

 12節委託料は、後期高齢者の医科健診及び歯科口腔健診の委託料でございます。後期高齢者医

療連合によって算出されております。医科健診が約1,442名、歯科健診が600名と算出しておりま

す。 

 18節負担金補助及び交付金は、後期高齢者医療広域連合負担金３億2,890万1,000円を計上して

おります。主に療養給付費等負担金になります。これは、医療費の給付に基づき後期高齢者医療

広域連合が算出されるものです。 

 27節繰出金でございます。こちらは法定内の繰出金として、国民健康保険特別会計へ１億

6,169万6,000円、また、後期高齢者医療特別会計へ１億2,388万2,000円をそれぞれ繰り出してい

ただくものです。こちらの財源としましては、国民健康保険につきましては、国保基盤安定の保

険税軽減分については、国２分の１、県４分の３、また、保険者支援分及び未就学児均等割軽減

分、産前産後期間保険税軽減分につきましては、国２分の１、県４分の１の交付となっておりま
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す。また、後期高齢者医療におきましては、保険基盤安定分を県が４分の３交付となっておりま

す。 

 以上が、３款の健康ほけん課の計上分となります。 

○議長（藤澤和生君） 以上で、３款民生費についての説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 112ページのどんぐり楽校か、これ、どこかというとと、あと出産子育

て応援ギフトというとが500万とありますよね。その前のところに出産祝い金というのが、これ

半端で486万がありますけれども、出産祝い金についてちょっと話を。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。まず、学童放課後児童クラブのどんぐり楽校

が潤徳小学校。今年度で閉校いたしますので、プレハブを使用して放課後児童クラブはされてい

ますので。 

 それから、応援ギフトは産前産後で５万円ずつ、ギフトの、現在は現金のほうの給付という形

で行っています。応援ギフトのほうです。 

 それから、出産祝い金につきましては、町の独自事業になります。財源はふるさと納税を充て

ております。第１子が３万円、第２子が５万円、第３子10万円、第４子20万円の祝い金です。母

子手帳の交付、発行等を勘案して、令和６年度は53名分を計上いたしております。486万円の計

上です。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） これだけ過疎になってきて、やっぱりもうちょっと金額を上げて、こ

れは町じゃなくて県のほうにもどんどん言っていって、こんくらいもらうなら子どもをもう一人

持とうかというような思いのできるような予算組みを、県のほうにも、また、県から国のほうに

も言ってもらうようにお願いします。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 105ページにありますエゴマのところですね。老人クラブのエゴマ栽培、

庭先のところで、いろいろと工夫なさっているという御説明で、マスタードにするとか、エゴマ

の油自体が結構高額だったりもするので、なかなか販売が伸びないという、何かいろいろ工夫な

さっているというのは聞いて分かったんですが、そこでちょっと思ったといいますか、山の都の

ほうでやっていらっしゃる食のブランド化が山都町ならではのものを開発なさるというところも

あるので、何か事業として連携できないのかなと思ったところなんですけど、福祉課においてそ

の辺はどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 
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○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。議員おっしゃるとおり、エゴマにつきまして

は、販売に関して非常に苦労しているという状況で、栽培面積と参加者が年々減少している状況

にあります。おっしゃったとおり、連携しながら、新たな取組のほうもできればというふうには

考えております。マスタードとか取り組まれたおかげで、かなりそちらのほうは販売等も増えて

おりますので、油だけではない取組のほうも今後検討していければと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 112ページのところですが、山都町子ども食堂事業補助金30万、現在の

ところ、対象になり得るところは２か所だというふうに思うんですけれども、町なかで個人でし

ていらっしゃるところが本当に定期的に開催をしていらっしゃるので、その事業の対象者じゃな

いかと思うんですけれども、もう１か所の児童館での子ども食堂といいますか、やっていらっし

ゃるのがなかなか利用者が上がってこないとかいう悩みも毎回聞くんですけれども、そちらのほ

うをどういうふうに考えていらっしゃるのかということと、それから、この事業、この間たまた

ま人吉のほうに行ったとき、人吉は規模が違いますけど、10何か所も子ども食堂、地域食堂を開

催してらして、それが一堂に会するフェスなんかをされて、やっぱりそういった支援が必要な人

の手と行政を結びつけるという取組もされていましたので、もっと、もちろんやる人がいなけれ

ばしようがないんですが、これを促すような方法、今、本当に矢部地区だけが取りあえず２か所

ですけど、清和だったりあるいは蘇陽だったり、そういったところに広げていくというふうなお

考え、促すようなお考えはありますでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。子ども食堂の補助金につきましては、児童館

と浜町の商店街のほうでされている２か所になります。児童館のほうも人権センターの併設とい

うところで、地域の子どもたち対象としております。細々とやっていらっしゃいますけれども、

やはり支援のほうは続けていきたいと考えておりますので、こういう補助事業を使いながら、し

っかりと支援は続けて、２か所、続けていきたいと考えております。 

 また、清和、蘇陽のほうへの広がりと、また、町内の広がりという部分ですけども、その点に

ついては、福祉課独自というよりも町、今いろんな課と連携しながら、情報収集しながら、取り

組むべきときが来たときにはいろんな支援を考えて対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） 12番、工藤です。 

 ページ94ページの電気メーター設置というのがございました。これについては、民間が入って

くるからということでございましたので、どこが入ってくるのかお知らせください。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 
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○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。町内の福祉事業所のほうが現在検討をされて

おります。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はないですか。 

 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） ここは冷暖房はガスが使ってあったと思いますけれども、そこの使用

料とかいうふうなことはどんなふうに検討されていますか。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。冷暖房の使用料につきましては、面積の案分

で利用料のほうを算定しようというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） ４点お願いします。 

 97ページに地域活動支援センターの委託がありますけど、どこにされているのかということが

１点。 

 それと、105ページに在宅介護支援事業費というのがありますけど、どのような支援事業があ

るのか内容をお願いします。 

 それと、111ページに新しくできた産後ケア事業がありますけど、それを利用するに当たって

の個人負担がどのようになるのかということをお尋ねします。 

 それと、最後に、114ページに公立保育園の職員数のお話がありましたけど、これは新規採用

者の人数分も入っているのかということ、新規採用は何名ぐらいと思っていらっしゃるのかとい

うのをお尋ねします。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。まず、地域活動センターの事業所になります。

障害者の地域活動センターの事業所名でよろしいですか。山風華、明星学園、放課後デーのエル

サときぼうの家、ソーシャルファームさくら、これは蘇陽地区の鶏卵所です。その５か所になり

ます。 

 それから、在宅介護支援事業ですけれども、在宅で介護されている世帯への補助になります。

要介護３、それから要介護４、５の高齢者を介護されている世帯になります。今年度の実績でよ

ろしいでしょうか。要介護３が38……。聞きましたね。 

○４番（西田由未子君） どんな支援があるんですか。 

○福祉課長（髙野隆也君） 支援ですね。支援というか、介護されてらっしゃることによる負

担が生じるので、毎月、月額、助成金を出して、支援をいたしております。要介護３の場合は月

額5,000円、要介護４、５の場合が２万円になります。 

 それから産後ケア、新しくなる産後ケアですけれども、個人負担の部分はミルク代、おむつ代、
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交通費等の実費は個人負担になります。利用料は町からの助成金で賄うという形になります。 

 よろしいですか。そうです。実費がミルク代、おむつ代、それから、交通費等の実費が利用さ

れる方の個人の御負担になります。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） 職員の人件費についてのお尋ねです。当初予算で上げます人件費

につきましては、現状の職員に対しましてつけております。６月補正において、新年度配置しま

した人数で修正が必要な分は６月補正のほうで入れていくということですので、６年度の配置し

ます職員によって６月補正でするということですので、現時点としては新規採用職員というのは

予定はありませんので、その分の費用というのはないということで考えております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 11番、後藤壽廣君。 

○11番（後藤壽廣君） 厚生常任委員ですけれども、ちょっとお伺いしますが、さっき、12番

議員が質問しました94ページ、地域福祉センターの電力量小メーター設置、これ今、説明では福

祉事業所というふうな話がありましたけれども、福祉事業所というのがどういうものであるのか、

また、この使用料というのは取るのか、どういうふうな仕事をしているのか、どの地域でどのよ

うな仕事しているのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。福祉事業所につきましては、現在はデイサー

ビスとリハビリのほうをされている事業所になります。蘇陽の福祉センターでも同じような形で、

どちらかというとリハビリのほうを重点的に行いたいというふうなことを伺っております。 

 それから……。 

○11番（後藤壽廣君） それから、どういう事業者で、どの事業所かというのを聞きたいんで

す。 

○福祉課長（髙野隆也君） まだ正式に決定いたしておりませんので、どこの事業所というの

は答えのほうは差し控えさせていただきます。 

○議長（藤澤和生君） 11番、後藤壽廣君。 

○11番（後藤壽廣君） 分かりました。町内にいろんな事業所がありますので、均衡の取れる

ような指導をお願いしたいというふうに考えています。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） 今、福祉センターの利用についての話がありましたけれども、デイサ

ービスと機能訓練というような話がございました。しかし、今の現状から見ると、デイサービス

はどこもやめていくような状況です。なぜかっちゅうと、もう利用者が少なくて採算が取れんと

ですよ。ですから、さらに町が許可してあそこにデイサービスを作れば、また利用者の分散にな

って、そこもどこも立ち行かんというような状況になってまいりますので、これは慎重にやっぱ
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り審議する必要があると思います。今はもう福祉事業所は統合せにゃやっていけんというような

条件にも全国的に来とります。ですから、町の施設を、確かにする側からすれば、幾らかなりで

も利用料払えば使えます。しかし、民間は、やっぱり建物を作って借金を払っていって運営をし

よるわけですよね。ですから、その分の対価を町がもらうならば、私は、空き家を利用してもら

って、使ってもいいですけれども、今どこの施設も経営状態からしてやめていきよるような状況

からして、それはやっぱり考えるべきだというふうに思いますけれども、厚生常任委員さんもお

られますので、そこのところはしっかり検討してください。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。利用を希望されている事業所におきましては、

現在はデイサービスと機能訓練等もされております。どちらかというと蘇陽のほうでは機能訓練、

リハビリと、あと障害をお持ちの方の受入れもいたします。複合的な取組のほうを行いたいとい

うふうに伺っております。 

 正式に利用のほうが決まりましたら、厚生常任委員会等でも報告して、対応したいというふう

に考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 ４款衛生費について説明を求めます。 

 健康ほけん課長、木實春美君。 

○健康ほけん課長（木實春美君） それでは、健康ほけん課の一般会計４款の当初予算につい

て御説明いたします。 

 健康ほけん課では、生涯にわたり日々健康に暮らし、安心して必要な医療が受けられる体制づ

くりに努めております。 

 今年度までの３年間は、新型コロナウイルス感染拡大を抑えるため、国の特別臨時接種として

位置づけられたワクチン接種事業を加えた事業を展開してまいりました。定期接種へと移行しま

す令和６年度からは、従来からの健康づくり事業に注力できる環境に戻りますので、生活習慣病

等のハイリスク者が増加する中、発症や重症化予防の強化に努め、医療費適正化を図り、ひいて

は健康寿命延伸となるよう、関係機関と連携しながら取り組んでまいります。 

 それでは、122ページを御覧ください。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費でございます。 

 それでは、各事業の主なものについて御説明いたします。 

 １目保健総務費は、主に職員の人件費や各種協議会負担金、また、病院事業への繰出金を計上

しております。本年度予算額は３億２万3,000円でございます。前年度比1,944万7,000円の減と

なっております。主な要因は、嘱託医師及び職員の減によるものです。特定財源としまして、後

期高齢者医療広域連合からの保健事業と介護予防の一体化事業収入の受託が1,450万でございま
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す。 

 １節の報酬は、嘱託医報酬６名分と会計年度任用職員４名分を計上しております。 

 123ページの２節から４節までは、本庁及び支所職員合計12名と会計年度任用職員４名分の人

件費です。 

 ７節報償費では、年間３回の献血実施の報奨品代を計上しております。 

 124ページをお願いします。 

 18節負担金補助及び交付金434万5,000円では、各関係協議会への負担金と二次救急医療病院群

輪番制事業補助金としまして、休日及び夜間対応をされておりますそよう病院と、週１回夜間対

応されております矢部広域病院へ補助するものです。食生活改善推進協議会へは、５万6,000円

の補助を行っております。 

 27節繰出金は、そよう病院への繰出金で、法に基づく繰り出し基準により算定しております。 

 125ページの２目母子保健費では、主な事業としましては、乳幼児健診に関する必要経費を計

上しております。本年度予算額773万6,000円で、前年度比574万5,000円の減につきましては、主

に、出産・子育て応援給付事業が福祉課へ移管したものです。特定財源としまして、国県支出金

81万3,000円は、虫歯予防対策及び少子化対策交付事業分です。また、450万円のその他につきま

しては、ふるさと応援寄附金からの基金充用分となっております。 

 １節報酬は、健診時の会計年度任用職員歯科衛生士１名分です。 

 12節の委託料につきましては、妊婦健診委託料として55名分を計上しております。このうちの

妊婦歯科健診及び膣分泌物検査は、県の少子化対策総合交付金事業として４分の３の補助となっ

ております。 

 18節の負担金補助及び交付金におきまして、不妊治療費助成として40万円を計上しております。

特定不妊治療費助成に25万円、一般不妊治療費助成に15万円を計上しております。令和４年度に

おきましては、一般不妊治療はゼロ件で特定不妊治療につきましては２件でございました。令和

５年３月１日現在では、一般不妊治療に２件、特定不妊治療に５件の申請が上がっております。 

 ３目保健センター管理費です。こちらは矢部保健福祉センター千寿苑と清和保健センターの維

持管理に係る必要経費を計上しております。その他の財源としまして、千寿苑使用料及び自販機

設置利用料の42万5,000円を計上しております。本年度予算額1,294万6,000円です。主な減の要

因は、修繕料の減によるものです。 

 10節需用費では、矢部保健福祉センター千寿苑内のトイレ１台及び自動ドアの内蔵部品取替え

に80万円を計上しております。 

 126ページをお願いします。 

 12節委託料におきまして、千寿苑の施設管理を委託しております社会福祉協議会へ、539万

1,000円を計上しております。 

 続きまして、４目予防費では、乳幼児から成人に至る各種予防接種費用及び必要経費を計上し

ております。本年度予算額は4,055万4,000円で、前年度比6,297万6,000円の減は、主に新型コロ

ナウイルスワクチン接種事業が終了したことによるものです。財源内訳としましては、特定財源
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が、県補助で１万1,000円、ふるさと応援寄附金からの充用分が2,200万円でございます。 

 12節予防接種委託料には、定期の予防接種13種類、任意の予防接種５種類を計上しております。 

 令和６年度に新たに追加されたものに、追加ポリオといいまして、ポリオの接種が現在は最終

接種から５年後以降に抗体価が低下するとの学会からの提言があっておりまして、就学前の追加

接種を推奨されておりまして、追加ですることとしております。 

 また、帯状疱疹の予防といたしまして、近年罹患者が増加する中で、特に50歳以上に多く占め

られて約７割を占められ、発症後の生活に支障を来す方がおられます。最近はテレビ等でも頻繁

にワクチン接種を呼びかけられておりますが、定期接種ではありませんので、現在は自費での接

種を余儀なくされております。ワクチン接種には２種類ありまして、１回接種のみの水痘ワクチ

ンと、２か月間隔で２回接種の帯状疱疹ワクチンの２種類がございます。それぞれ１回のみの町

助成となっておりまして、町内医療機関で接種できることとしております。 

 127ページをお願いします。 

 18節負担金補助及び交付金におきましては、各種予防接種補助金27万9,000円を計上しており

ます。主に高齢者のインフルエンザ、子宮頸がんワクチン及び成人用肺炎球菌ワクチン接種の町

外医療機関での広域化接種分について償還払いを行うための補助です。 

 ５目健康増進費です。健康増進費では、住民健診、節目人間ドック及び高齢者の保健事業と介

護予防の一体的事業費に係る必要経費を計上しております。本年度予算額は6,910万1,000円で、

前年度比60万1,000円の減となっております。主な要因は、対象者が後期高齢者へと移行された

ことによるものです。財源内訳としまして、特定財源が、県補助金76万3,000円、その他としま

して高齢者の保健事業と介護予防の一体的事業受託収入150万円、また、ふるさと応援基金から

の充用分2,000万円でございます。令和６年度から追加されたものに、節目人間ドックの65歳ま

での年齢拡大と、歯周病検診としまして、20歳から10歳ずつの70歳を対象とした町内医療機関に

おきます歯周病検診を委託し、開始を始めます。 

 ７節から８節は、糖尿病重症化予防及び生活習慣病予防、また、高齢者の一体的事業における

対象者や職員、医療機関従事者向けの講演会の講師謝金及び旅費を10万3,000円計上しておりま

す。 

 10節から11節は、検診用、また、高齢者の一体的事業用の消耗品や郵送料に合わせまして377

万4,000円を計上しております。 

 12節委託料では、各種健診委託料6,669万円を計上しております。健診単価から住民の自己負

担額を引いた額を委託料として計上しております。人間ドックにおきましては、男性３万5,000

円、女性４万5,000円の補助を行っております。先ほど申しました歯周病検診におきましては、

検診費5,000円のところ、自己負担400円で受診できるような委託料となっております。この予算

につきましては、人間ドックの国保被保険者につきましては国保会計から、その他について一般

会計分として、今年度から分けております。 

 128ページをお願いします。 

 13節使用料及び賃借料76万7,000円につきましては、高齢者保健事業の一体的事業で使用しま
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す体組成計３台分のリース料及び支援ツール更新料に計上しております。 

 18節負担金補助及び交付金に76万7,000円を計上しております。熊本連携中枢都市圏の健康ポ

イント事業費負担金が72万7,000円です。３月４日現在の登録者数は247人で、昨年の同時期から

128人増加しました。今年度、各種事業のあらゆる機会を捉え周知を図っております。令和６年

度におきましては、ポイント獲得拡大に向けた取組としまして、町内でポイント付与できるよう、

新総合体育館及び新道の駅の有機野菜購入などの面で付与できるようにさらなるポイント付与に

向けて周知をし、自らの健康意識向上のための登録者数を増やすよう取組を強化してまいります。 

 以上、健康ほけん課４款の説明を終わります。 

○議長（藤澤和生君） 次の項目について説明を求めます。 

 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） それでは、４款衛生費のうち、環境水道課で関係分につきま

して主なものを説明いたします。 

 128ページを御覧ください。 

 ４款１項６目環境衛生費です。３億3,924万8,000円を計上しております。特定財源について、

国県支出金の内訳は、来年度水道事業で取り組む予定の漏水調査事業に係る過疎地域持続的発展

支援交付金、浄化槽設置に係る循環型社会形成推進交付金と浄化槽設置設備事業補助金及び権限

移譲事務委託費です。その他の内訳は、水道施設修繕料負担金、水道施設使用料、飼い犬登録と

狂犬病予防注射関係手数料及び敷地使用料です。 

 １節報酬は、環境審議会委員７名分を計上しております。 

 ２節から次のページの４節までは、職員９名分の人件費です。 

 10節需用費のうち、修繕料80万円と医薬材料費４万2,000円は、このたび廃止する簡易水道特

別会計で管理しておりました飲料水供給施設２か所及び小規模水道施設６か所、計８か所の修繕

費及び滅菌機薬剤の購入費です。 

 130ページを御覧ください。 

 12節委託費のうち、塩素滅菌機管理委託料は、先ほど説明した８か所の施設に設置されている

滅菌機の管理委託料です。美しいまちづくり推進業務委託料につきましては、自治振興区ごと推

進委員を選出いただき、ごみステーションや河川及び不法投棄の監視業務をお願いするものです。 

 18節負担金補助及び交付金です。小規模等水道施設整備事業補助金につきましては、過去の実

績に基づき計上しております。 

 次のページを御覧ください。 

 浄化槽整備促進事業補助金につきましては、５人槽26基、７人槽23基、10人槽１基の計30基分

を計上しております。資源ごみ集団回収事業補助金につきましては、現在15団体の登録があり、

本年度実績に基づき計上しております。 

 27節繰出金です。来年度は、簡易水道特別会計を廃止したことに伴い、水道事業会計繰出金の

みとなります。旧簡易水道等の起債償還金及び水道事業職員３名の人件費に係る分を計上してお

ります。 
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 続きまして、７目火葬場管理費です。1,470万円を計上しております。特定財源について、そ

の他の内訳は火葬場使用料及び自動販売機電気使用料です。 

 10節需用費のうち、修繕料につきましては、機械機器の経年劣化による更新及び補修に係る経

費を計上しております。 

 132ページを御覧ください。 

 12節委託料のうち、管理人委託料につきましては、２名分の委託料を計上しております。 

 続きまして、４款２項１目塵芥処理費です。３億2,647万2,000円を計上しております。特定財

源について、その他の内訳は、持込みごみ処理手数料、ペットボトル売却料、有価物類売却料及

び指定ごみ袋等の販売量です。 

 ２節から133ページの４節までは、会計年度任用職員４名分の人件費です。 

 10節需用費のうち、指定ごみ袋等購入費につきましては、本年度の販売実績及び在庫を基に計

上しております。そのほか、全般的に薬品費、燃料費が増加しております。 

 134ページを御覧ください。 

 12節委託料のうち、一般廃棄物収集運搬委託料につきましては、矢部、清和、蘇陽地区ごとで

の収集運搬業務で３業者委託となります。来年度からプラスチックの分別収集を開始するので、

その分の増額となっております。 

 135ページを御覧ください。 

 一般廃棄物最終処分委託料につきましては、排出される灰や燃え殻を最終処分場へ搬出するた

めの運搬及び処理に係る委託料を計上しております。小型家電処理委託料につきましては、適正

な処理及び家電のリサイクルを実施するため委託するものです。プラスチック製品処理委託料に

つきましては、来年度から始める分別収集したプラスチックの搬出、再分別、製品化を実施する

ため委託するものです。 

 14節工事請負費のうち、小峰クリーンセンター可燃ごみ搬出設備改修工事につきましては、令

和７年度から、熊本市に可燃物を委託した場合、収集された家庭ごみは熊本市の熊本市東部環境

工場へ直送されますが、個人での直接申込みはできません。また、粗大ごみについても破砕する

必要がありますので、一旦、小峰クリーンセンターでの施設を利用し、収集して搬送する必要が

あります。既存のピット、ごみの貯留槽のことなんですが、を活用して積替え搬送するための施

設改修工事になります。 

 136ページを御覧ください。 

 ２目し尿処理費です。9,635万3,000円を計上しております。 

 ２節から４節までは、会計年度任用職員３名分の人件費です。 

 次のページを御覧ください。 

 10節以降、次のページの26節につきましては、説明欄のとおり、し尿に係る経費及び施設の定

期補修等、維持管理に係る経費を計上しております。 

 以上で、４款衛生費の環境水道課分の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 以上で、４款衛生費についての説明が終わりました。 
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 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 嘱託医の減による予算が減とおっしゃいましたが、廃業されるという

お話を聞きました先生の分でしょうか。そこの嘱託医のところの説明と、最後にありました上益

城広域連合負担金531万円、この負担金の内容っていいますか、お知らせください。 

○議長（藤澤和生君） 健康ほけん課長、木實春美君。 

○健康ほけん課長（木實春美君） お答えいたします。嘱託医におきましては、現在、御存じ

かと思いますけれども、３月をもって閉院されますので、その先生分の報酬が減となっておりま

す。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） 上益城広域連合負担金につきましては、上野のほうで購入し

た土地及びその分の維持管理分の最初購入した分の年度ごとの負担金です。購入した分の金額が、

今年度分の負担金分です、用地購入費に係る分で、公債費と起債分の償還分の負担金です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 132ページの特定財源のその他の御説明の中で、持込み処理とかペッ

トボトルのリサイクル、有価物の売上げ、指定ごみ袋で2,400万ちょっとあるということですが、

これは大きなお金になっている塵芥処理費の中に入れ込んでありますけれども、リサイクル率

14％という中で、町民の皆さんがリサイクルしたことがこんなふうに有効にお金を使われました

よという別財源にして、例えば遊具を買うとか、いろんな地域住民の方の、リサイクル頑張った

から目に見えてこんなふうになったんだねというふうに使えないかなということでのお尋ねを一

つします。 

 それと、135ページのプラスチック製品処理委託料ですけども、プラスチック製品を前倒しし

て分別していただくように御努力いただいたことに本当に私は感謝しています。せっかく分別し

たものがまた燃料になると燃やすということだから、とても残念ですので、ペットボトルは水平

リサイクルができるようにペットボトルからペットボトルにという協定にも入られましたので、

せっかくの処理を、燃やすことではなくて、きちんと製品化するための委託先が見つかったでし

ょうかということをお尋ねします。 

 ２点お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） 議員御指摘の持込みによってできたその料金について、リサ

イクルによって来た上がりを処理費のほうに回すのではなく、目に見える形で何か商品にという

ことですが、町としては、今のところ目に見える形ということは、議員先ほどおっしゃいました

ように、２月に、サントリーグループのほうと、水平リサイクルということで、ペットボトルは

ペットボトルに変えるという協定の取組を進めております。そういう形、出先を明確にすること

によって、リサイクル周知をしていこうと思っております。 
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 次に、せっかく集めたものが可燃ごみになるんじゃないかということなんですが、今回考えて

おりますのが、今までやっておりました容器リサイクルというのは白色トレーとかペットボトル

もそうなんですけども、そのままするのだけではなく、それ以外の広い部分で、プラスチック製

品というものなんですが、も集めて製品化することにつなげようということで進めたいと思いま

す。そのためには、どうしても汚れてたりとか金属が混じっていたりとかするとできませんので、

リサイクルにつなげるように協力のほうを求めていきたいと思っておりますし、最終的にどうし

ても利用ができない部分については、業者のほうから返品という形で、もう燃やすしかなくなり

ますので、なるだけそうならないように取組のほうを進めていきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 125ページの不妊治療の助成金って書いてあります。どういった内容か

を教えてください。 

 それと、129ページの犬に関して予算がつけてあるとですけど、猫は関係ないですかね。猫の

不妊治療で、１頭当たり、１匹当たり２万5,000円かかるとです。今個人でやって、町内の人た

ちが一生懸命自分たちで猫を減らそうとかしよんなはっとですよね。そういった取組は予算をつ

けないかということと、130ページの美しいまちづくり推進業務委託って書いてありますけれど

も、これ、どこに委託してあるのかと内容を教えてください。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） まず、猫のほうの不妊治療についての予算が出せないかとい

うことなんですが、今現在、町のほうでは、登録されている犬のほうの手続をしております。猫

に対しては登録制度がありませんので、また、そういう形でボランティアがされているというこ

とは存じ上げておりますが、取りあてて町のほうで予算化する予定は検討しておりません。 

 それともう一つ、美しいまちづくり推進委員ですが、これは自治振興区のほうにお願いしまし

て、１名ずつ選出していただいております。その方がするのは、毎月、道路、河川、ごみステー

ションも含めてなんですが、の状況を把握してもらって、不法投棄がないかとか濁りがないかと

かいうのを毎月報告していただいております。 

○議長（藤澤和生君） 健康ほけん課長、木實春美君。 

○健康ほけん課長（木實春美君） お答えします。一般不妊治療と特定不妊治療とございまし

て、主にですけれども、一般不妊治療は、タイミング法ですとかで、より受精しやすい環境をつ

くるような、比較的そちらのほうが金額的には低いほうの治療で、特定不妊治療では、よく聞か

れるのに体外受精というのが、ちょっと高額になるような形の特定不妊治療として行われており

ます。ですので、１回の不妊治療の中でも何か月かおきに行うという周期があっての１回という

ことで、１回通院したから１回補助しますというのではなくて、ワンクールみたいな形で行って、

１回分という形で補助しております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 ここで10分間休憩します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午後１時56分 

再開 午後２時06分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ５款農林水産業費について説明を求めます。 

 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） それでは、令和６年度の５款農林水産業費を御説明いたしま

す。各事業、主なものを御説明してまいります。 

 139ページからお願いいたします。 

 ５款１項１目農業委員会費です。3,746万6,000円を計上しております。特定財源のその他の

134万8,000円は、主に農業者年金業務委託料です。 

 １節報酬1,140万7,000円。こちらは、農業委員19名、農地最適化推進委員28名分の報酬と、会

計年度任用職員１名分の報酬です。 

 ２節給与から４節共済費までは、３名の職員の人件費等となっております。 

 140ページをお願いいたします。 

 10節需用費87万6,000円は、消耗品費と、年２回発行いたします農業委員会だよりの印刷製本

費でございます。 

 11節役務費155万7,000円は、農地利用状況調査の郵送料とタブレット端末23台分の回線使用料

です。 

 ２目農業総務費です。9,812万6,000円を計上しております。特定財源、その他の53万4,000円

は、施設の使用料です。 

 １節報酬174万5,000円。会計年度任用職員１名分の報酬です。 

 141ページをお願いいたします。 

 ２節給料から４節共済費までは、17名の職員の人件費です。 

 142ページをお願いします。 

 12節委託料94万6,000円は、西部地区交流館の設備の委託料と、鮎の瀬交流館の管理委託料で

す。 

 ３目農政費です。7,391万8,000円を計上しております。特定財源のその他180万円は、旭化成

からの椛山土地改良区への事業協力金とふるさと寄附金でございます。 

 ８節旅費です。特別旅費としまして108万8,000円を計上しております。九州茶産地協議会並び

に全国棚田協議会などの旅費でございます。 

 143ページをお願いします。 

 12節委託料です。有機農業サポートセンターの運営業務に係る委託料580万円を計上しており
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ます。こちらは、有機ＪＡＳ認証におけるサポートや土壌分析、施肥設計等の技術指導など、生

産者へのサポートを行います。 

 18節負担金補助及び交付金です。6,537万3,000円。各種協議会の負担金及び各補助金でござい

ます。 

 144ページをお願いいたします。 

 上から五つ目です。有機農業振興事業補助金705万5,000円です。有機ＪＡＳ拡大支援や、有機

農産物流通機械設備整備、アイガモ農法支援等を実施してまいります。 

 次に、農業次世代人材投資資金225万円。こちらは、農業次世代人材投資資金として、令和２

年採択の夫婦１組２名に対する交付金です。国の100％の補助です。 

 次に、下から三つ目、農林振興事業補助金758万7,000円は、堆肥化施設整備事業の補助や農業

用ドローン、苗木の購入助成を予定しています。 

 145ページをお願いします。 

 野菜・花き・果樹振興助成金188万円、これはＪＡかみましき、ＪＡ阿蘇へのそれぞれの部会

への助成を行うものでございます。 

 次に、下から３つ目、新規就農者育成総合対策経営開始資金補助金1,575万円は、就農直後の

新規就農者の経営確立を支援する事業で、最長３年間、１か月につき１人当たり12万5,000円を

交付するものです。10組12名分を予定しています。全額、国の補助です。 

 次に、新規就農者育成総合対策経営発展支援事業1,125万円です。これは、就農後の経営発展

のために必要な機械施設の導入を支援するもので、３組３名を予定しています。国２分の１、県

３分の１の補助です。 

 146ページをお願いします。 

 ４目畜産振興費4,753万3,000円を計上しております。 

 18節負担金補助及び交付金4,714万4,000円です。矢部清和肉用牛振興協議会に45万円、南阿蘇

畜産振興協議会に75万円、下のほうに行きまして、家畜導入事業補助金401万9,000円を計上して

います。 

 牛予防接種事業補助金に147万9,000円。これにつきましては、牛の異常産を防止するためのワ

クチン代の半額補助でございます。 

 147ページをお願いします。 

 畜産環境対策総合支援事業補助金3,966万円。こちらは、堆肥舎の整備や、それに伴う機械導

入について支援するもので、国の２分の１補助となっております。まだ仮の名称ですが、山と緑

の土づくり協議会が計画をされており、蘇陽地区に建設の予定です。 

 ６目日本型直接支払事業費５億4,042万9,000円を計上しています。 

 １節報酬55万4,000円は、会計年度任用職員の１名分の４か月分の報酬です。 

 12節委託料です。511万7,000円。農用地傾斜等計測業務委託料50万円を計上しています。これ

は、中山間地支払交付金の対象となる農用地の新たな編入や除外に伴う傾斜の測定、エリアの測

定に係る委託料となっております。 
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 148ページをお願いいたします。 

 多面的機能支払事業保全管理状況調査業務委託料461万7,000円。これは、多面的機能直接支払

交付金の対象農地につきまして、国の要綱により、毎年全筆を確認する必要があるため、その調

査費用として計上しております。 

 18節負担金補助及び交付金、５億3,415万7,000円です。中山間地域等直接支払制度交付金に３

億600万円を予定しております。多面的機能支払交付金が２億515万5,000円、環境保全型直接支

払交付金が2,300万2,000円を予定しています。 

 ７目水田農業対策費です。956万3,000円を計上しています。 

 18節負担金補助及び交付金925万円です。こちらは、経営所得安定対策等推進事業補助金に615

万円、水田産地化総合推進事業補助金310万円を計上しています。 

 149ページをお願いします。 

 ９目農業土木管理費790万円を計上しています。 

 18節負担金補助及び交付金707万3,000円です。各種協議会の負担金、賦課金を計上しておりま

す。一番下の国営造成施設管理体制整備促進事業補助金632万円は、矢部開パ地区の土地改良区

が管理します道路やパイプライン等の補修に対する補助金でございます。 

 150ページをお願いします。 

 12目大矢野原演習場対策費9,744万円を計上しています。 

 14節工事請負費9,095万3,000円です。中島地区用水路改修工事を予定しております。工事概要

として四つの工区で延長1,397メーターの水路改修を予定しています。 

 13目中山間地域総合整備費7,171万1,000円を計上しています。特定財源のその他の1,618万円

は、受益者負担金と換地処分費です。 

 151ページをお願いします。 

 18節負担金補助及び交付金6,825万円です。農業競争力強化基盤整備事業負担金で、県営の矢

部中部地区の圃場整備事業の工事の負担金と、県営御岳地区圃場整備、水路整備の負担金です。 

 21節補償補填及び賠償金137万9,000円。これは、農業競争力強化基盤整備事業換地処分費の町

分と受益者分の精算金です。 

 22節償還金利子及び割引料126万6,000円。農業競争力強化基盤整備事業換地処分費の受益者精

算金を県へ支払うものです。 

 14目単独土地改良費2,330万円です。特定財源その他の21万4,000円は、かんがい用水施設使用

料と修繕の負担金となっております。 

 152ページをお願いします。 

 18節負担金補助及び交付金2,300万円は、農林振興補助金として用水路関係の施設改修５件分

と、令和５年の７月に発生しました災害の農地等災害自力復旧支援事業補助金として100件分を

計上しています。 

 25目人・農地プラン事業費７万3,000円を計上しています。 

 ８節旅費は、人・農地プランの検討委員会の委員の費用弁償でございます。 
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 29目水利施設等保全高度化事業3,602万8,000円を計上しています。 

 14節工事請負費は、鶴底地区水利施設等保全高度化事業として用水路を改修する事業となり、

延長2,042メーターを予定しています。 

 30目有機農業推進事業費1,555万6,000円を計上しています。特定財源の国県支出金1,539万

7,000円は、みどりの食料システム戦略推進交付金によるものです。 

 12節委託料1,500万8,000円。国のみどりの食料システム戦略推進交付金の交付要件であります

有機農業実施計画に基づき、その実現に向けた取組として、道の駅有機農産物販売促進イベント

委託料110万円をはじめ、次ページの海外輸出検討事業委託料152万7,000円までを、みどりの食

料システム戦略推進交付金を活用してこの10事業に取り組みます。国の定額補助となっておりま

す。 

 18節負担金補助及び交付金50万円を計上しています。これは、国のみどりの食料システム戦略

推進交付金事業の１メニューとしてあります有機転換推進事業として、単当たり２万円が交付さ

れる事業で、2.5ヘクタールを予定しています。 

 31目地籍調査費4,271万8,000円です。財源内訳は、国が２分の１、県が４分の１で、国県合わ

せまして1,649万1,000円、残りが一般財源となります。 

 154ページをお願いします。 

 ２節給料から次ページの３節職員手当、４節共済費は、職員の人件費でございます。 

 12節委託料2,170万8,000円、こちらは、地籍調査業務委託料でございます。令和５年度末の地

籍調査の進捗率は63.47％の予定です。令和６年度は、矢部地区の麻山、黒川、田所、成君、川

野の一部、菅、御所の一部、清和地区の緑川の一部、西緑川の一部を実施予定としております。

これは、先日可決いただきました３月補正を含めた調査箇所となります。 

 155ページをお願いします。 

 18節負担金補助及び交付金103万6,000円は、これは熊本県国土調査推進協議会の負担金でござ

います。 

 ５款２項１目林業総務費です。3,581万円を計上しております。 

 ２節給料から４節共済費までは、職員の５名の人件費でございます。 

 156ページをお願いします。 

 ２目林業振興費でございます。１億9,631万3,000円を計上しております。 

 １節報酬351万5,000円。猟銃による鳥獣被害防止対策実施隊の報酬と、会計年度任用職員１名

の報酬です。 

 157ページをお願いします。 

 ７節報償費26万6,000円は、森林環境税活用検討委員会謝金として、山都町の森林整備に関す

る方向性や、森林環境譲与税の活用に関する検討会を実施するもので、５回ほど開催する予定で

す。 

 10節役務費100万4,000円。これは、Ｊクレジットプロジェクト認証の手数料で、登録申請に当

たりモニタリング調査の審査を受ける費用です。 
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 12節委託料866万3,000円。森林病害虫防除委託料としまして、蘇陽の服掛松の松くい虫防除と、

町管理林道敷草払い業務委託料として702万8,000円を計上しています。町管理林道17路線の除草

作業を地元の団体の方等に委託を行って実施しているものです。 

 158ページをお願いします。 

 山都町森林ビジョン策定基礎調査及び検討委員会支援委託料として146万5,000円。こちらは、

先ほど申しました山都町の森林整備に関する方向性を定める森林ビジョンの策定のための調査や

関係者ヒアリング、森林環境税の活用検討する会議等の支援委託料です。 

 14節工事請負費264万7,000円。癒やしの森整備工事としまして、清和ふれあいの森遊歩道舗装

工事費を計上しています。 

 18節負担金補助及び交付金１億7,340万4,000円を計上しています。 

 159ページをお願いします。 

 上から２つ目です。 

 森林・山村多面的機能発揮対策地域協議会負担金です。184万9,000円です。こちらは、県の協

議会が補助主体となっており、里山竹林の整備を行う組織に対する負担金として計上しておりま

す。５組織が活動予定です。 

 次に、農林振興事業補助金716万9,000円です。林道作業路の４路線の舗装整備の補助を予定し

ております。 

 次に、山都町森林整備事業補助金2,469万8,000円です。こちらは、町内に人工林を所有する森

林所有者が行われます森林の間伐、造林、下刈りに対しまして補助金を交付するものです。 

 次に、有害鳥獣被害防止対策事業補助金2,000万円です。電気柵、ワイヤーメッシュ等の設置

に対する町２分の１の補助事業です。 

 次に、有害鳥獣捕獲隊助成金7,500万円です。有害鳥獣駆除捕獲隊55班に対する補助と、イノ

シシ・鹿などの捕獲に対する補助です。 

 次に、熊本間伐材利活用推進事業補助金3,791万円です。森林組合及び林業事業体が実施しま

す間伐に対する補助金です。 

 160ページをお願いします。 

 ７目治山費です。4,736万円を計上しています。 

 14節工事請負費406万円は、治山工事費として清和地区高月で実施するものです。 

 14目地方創生道整備推進交付金事業です。1,075万円を計上しています。 

 161ページをお願いします。 

 14節工事請負費1,050万円は、林道久留見尾線の舗装工事で、舗装延長としまして135メートル

を実施するものです。 

 15目鳥獣処理加工施設費です。511万4,000円を計上しています。 

 12節委託料465万円。ジビエ工房やまとの施設の運営に関するものです。過去３年間の基礎的

経費の平均で算出しています。 

 ３目林業土木管理費は廃目でございます。 
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 162ページをお願いします。 

 ５款３項１目水産振興費17万円。 

 18節負担金補助及び交付金として17万円を計上しております。緑川漁協と蘇陽地域漁協への補

助金となっております。 

 以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） ５款農林水産業費についての説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ６番、矢仁田秀典君。 

○６番（矢仁田秀典君） 経済建設常任委員ですのであんまりしたくないんですが、ページ161

ページ、ジビエ工房についてですが、これは委員会でも収入と支出の帳簿を出していただきまし

て、ジビエ工房自体の肉の売上げ、その辺を勘案しますとプラスになったという話でございまし

た。この次からは、この委託料はなくなるっていう話で進んどったと思いますけども、前年どお

りの３年間の経費を見てという話で、何か整合が取れませんが、ここはなくすべきではなかった

でしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） お答えします。委託料として465万円を計上しているところで

すけれども、委託料をなくすという話を私のほうからした記憶はちょっとございませんが、委員

会のほうではそういうお話があったかなとは思っております。 

 確かに、収入がある部分でございますので、その辺も勘案したところ、昨年から少しまた算定

を変えまして、３年間の基礎的経費、水道光熱や施設修繕料等の基礎的経費の３年分の平均で委

託料を出しているところでございます。 

 当然、昨年も申し上げましたけれども、ジビエ工房につきましては、自主運営といいますか、

なるべくその方向に持っていきたいということで常々協議はさせていただいているところでござ

います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ６番、矢仁田秀典君。 

○６番（矢仁田秀典君） コロナ禍のときは肉が売れんで在庫が残っとるから、この辺の経費

は見てもらわんとしようがないという話だったんです。去年の段階で、この辺の、何というか、

改良というか、肉も出ていって売上げも上がってきたというところで、さっき課長がおっしゃっ

たように、このジビエ工房単独で運営をしてほしいという話をしてある、清和資源が請け負うん

じゃなくて、ここだけ単独でしてほしいという話もしてあります。その中で、肉の売上げで人件

費何なりは見るべきだと、建物とかの必要経費は町が見らなしようがないけどもという話で進ん

どったはずなんですよ。ですから、今年も見ますというのは、令和６年度も四百何十万、これは

もともとをたどれば百何十万から始まってだんだんだんだん増えてきたんです。で、五百何十万

になったんですよ。これは、もうそのときからおかしいという話をこの議会でもずっとしてきた
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結果、また、四百何十万。これはもう委員会でも話をしとったわけで、今までどおりというのは

考えないかんと思いますが。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） お答えいたします。御指摘については、そのとおりかと、こ

ういうふうに認識しているところでございますが、今回の算定につきましては、人件費は一切加

味しておりません。 

 食肉・精肉の加工費等や水道光熱費、あとは販売促進費とか車両等もありますので、そういっ

たものの経費を算定して今回の予算要求となっているところでございます。 

 先ほど申しましたけれども、収入等もありますので、その辺も勘案しながら、今後も委託料の

算定については検討してまいりたいというふうに思っております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、飯開政俊君。 

○９番（飯開政俊君） 153ページの海外輸出検討事業委託料の内容と、157ページ、Ｊクレジ

ットプロジェクト認証手数料、内容を教えていただきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） みどりの食料システムの交付金のお話かと思いますけれども、

海外輸出検討事業委託料として152万7,000円を上げているところでございます。 

 有機野菜の販路拡大及び有機米の価値を高めるために、海外輸出に向けての検討、調査を実施

しているまいるところでございます。輸出の見込みがあるのかどうかも含めて、売り先の国、ま

だ決まっておりませんけれども、あらゆる観点から調査しながら、どこにその可能性があるのか

というのを探っていきたいというふうな事業となっております。 

 以上です。 

 それから、もう一つ、Ｊクレジットにつきましては、Ｊクレジットは再生可能エネルギーの利

用のＣＯ２の排出をクレジット化するという事業でございまして、昨年も取り組んでおりますけ

れども、２年間のモニタリング調査が義務づけられております。 

 そのモニタリングも、認証を受けなければ排出量を認めていただけませんので、その審査をす

る費用となっておるところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、飯開政俊君。 

○９番（飯開政俊君） 今、海外輸出は山都町からもイチゴをはじめ何品目かあっているわけ

ですけども、この場合は有機農産物に限るということですかね。検討する内容は。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） お答えいたします。これが一応みどりの食料システム戦略推

進交付金の事業となっておりますので、基本的には、有機農産物というか、環境に優しい農産物

という形で進めていきたいというふうに思っております。 
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○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 147ページ、畜産環境対策総合支援事業補助金3,966万円。先ほど、こ

の組織、法人名をおっしゃいましたが、もう一度お願いいたします。 

 それから、この組織はどういった組織なのかということと、あと、対比と言われましたが、こ

れをどのようにされるのか、この事業の内容の説明をお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） それではお答えいたします。畜産環境対策総合支援事業補助

金3,966万円でございますけれども、これにつきましては、協議会を設立する予定になっており

ますけれど、まだ総会前でできておりませんが、メンバーについては個人名は言えませんのであ

れですが、竹のお粉を作られたりとか、農産物でのいろんな販売事業を展開されているところと

か、あとは養鶏農場、畜産農場、畜産というか牛ですね、そういった方がメンバーに入られて、

山と緑の土づくり協議会というのを設立される予定でございます。 

 これにつきましては、堆肥の成分分析や堆肥施用収量調査等も実施しながら、堆肥舎の整備、

機械導入を図って、堆肥を持ってきていろんな竹の粉とか茅とかを混ぜて、鶏ふんと牛の堆肥を

混ぜて合成した、何ていいますか、耕種農家が望むような堆肥を作っていくということでお聞き

しているところでございます。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 事業費が大きいですが、例えば、実証実験を今までして、これが大丈

夫ということで本格的にこの事業をされるのかというのが一つあります。それから売り先とかで

すね。なぜかといいますと、以前、蘇陽町の時代に、ここは蠅問題で非常に地域の方が敏感にな

っておられますので、これを聞いた皆さんがまたそこら辺を心配しておられますのでお聞きする

ところなんですが、そういう被害がないかというところが少しありますが、これまで実証実験な

んかして本格的に取り組まれるのかというところもお聞きいたします。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） それでは、お答えいたします。実証実験をされているかとい

うことでございますけれども、今のところ、仮におきましてもそういったお話は聞いてはおりま

せんので、建築に進めて今計画を練られているというふうに情報はお聞きしております。 

 金額、お知らせしておりませんので、総事業費としては8,100万ほどとなります。補助対象事

業費は7,900万。国が２分の１ということで3,966万円の補助となっておるところでございます。

これについて、環境について御心配がある面があるかと思いますので、その分は我々がしっかり

入りまして、これから申請になっていくと思いますので、そこら辺もしっかり見ていきたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 
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 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 146ページ、町指定の牛って書いてあるんですけども、町指定の牛って

どがん牛を指定するか。それと、鳥獣対策で、このまま行くならどんどん増えて人間のほうが少

なくならせんかと思って、画期的な対策は何か考えはないですか。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） お答えいたします。町指定牛補助金につきましては、優良牛

の自家保留の支援としまして、生後10か月齢から24か月齢の雌牛を３年間飼育することが条件と

なっております。いい牛を産んでいただこうというような趣旨で、１頭３万円の20頭を予定して

いるところでございます。 

 それから、有害鳥獣対策につきましては、なかなか抜本的な対策というのは非常に難しい面が

ありまして、私たちも非常に悩んでいるところでございますけれども、今年度、有害鳥獣防止対

策協議会のほうで、国の補助金を受ける予定で今計画をしているところでございます。大型の囲

いわなというものを国の補助金を用いまして導入できないかというところで、今計画をしている

ところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） いや、さっき言ったのは、町がどんな牛を指定しているか、いい牛っ

て言ったばってん、いい牛ってどがん牛ですか。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） お答えします。いい牛と言われますところでございますけれ

ども、これは毎年畜協のほうで、ちょっと忘れましたけれども、共進会がございます。その中で

先ほど申しました10か月齢から24か月齢のところの検査というか比較をいたしまして、それの上

位入賞分を20頭選抜しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 143ページの有機農業サポートセンターとあります。これは、どこのど

ういうようなサポートだろうかと思います。580万という金額を見ますと、１日２万円という感

じで、一人の人が専属でいるというような形かなというふうに予想しますが。 

 もう一つ、153ページの小学校生のアイガモロボットによるプログラミングですが、この目的

は何でしょうか。小学生がプログラムをしたらアイガモがよく草を取るようになったとかいうは

ずはないと思いますので、農林振興のための予算として適当でございましょうか。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） まず有機農業サポートセンターについてですけれども、こち
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らは先ほど申しましたように、生産者へのサポート、技術支援や有機ＪＡＳ認証をしていくとこ

ろでございます。現在、令和５年度も実施しておりますけれども、株式会社肥後やまとの中に一

人専門の職員を置いていただいて、有機ＪＡＳ認証の認証資格を持っていらっしゃる方なんです

けれども、その方を一人置いて週３日ほど勤務をしていただいているという状況で進めておると

ころでございます。 

 それから、プログラミングの話でございますけれども、109万3,000円でございます。アイガモ

ロボットというのを今導入推進をしているところでございますけれども、このプログラミングを

活用した事業をしながら、有機農業の水稲の栽培の除草に最先端技術を活用しているということ

で、学の場を提供するというところで、食と農とＩＴの次世代の育成を担うということでやって

おるところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） すいません、それは、年間何時間ぐらいプログラミングはされるんで

すか。109万円分というのは。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） お答えします。時間数までは手元に置いておりませんので、

後で調べてお知らせしたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 144ページの下から４番目に、先ほど御説明ではここで言われたと思

うんですけど、農林振興事業補助金で堆肥化施設の補助をされるというふうに理解しましたが、

それでいいのかということと、どういう堆肥化施設で、何か所ぐらいあるのかを御説明ください。 

○議長（藤澤和生君） 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） 堆肥化施設整備事業補助金につきましては、農林振興事業と

してやっているところでございます。事業内容としましては、二人以上の農業者または農業団体、

事業費で50万円以上となっております。１施設当たり250万円を上限として、事業費は２分の１

の補助というふうになっております。 

 現在のところ、具体的にどこから申請が上がっているわけではございませんけれども、予算と

しては２団体を予定しているということでございます。 

 補助対象としましては、堆肥の生産利用に必要な施設、堆肥舎等の建設や改修、それから堆肥

を散布する機械等の補助を予定しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 
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 ６款商工費について説明を求めます。 

 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） それでは、６款の説明をさせていただきます。 

 令和６年度の商工観光課におきましては、通潤橋の国宝指定、道の駅通潤橋の開駅、九州中央

自動車道山都通潤橋インターチェンジの供用開始、ワンピースと清和文楽の新作を清和文楽館用

にリメイクした定期公演の開始により、多くの観光客が山都町を訪れる機会となります。観光客

誘致に向けた取組と受入れ体制づくりを行ってまいります。観光情報発信により、町外からの誘

客を促進し、商工業をはじめとする地域経済の振興、観光振興に向けた事業展開を図ってまいり

ます。 

 それでは、162ページをお開きください。 

 ６款商工費、１項商工費、１目商工総務費の本年度予算額は、5,450万7,000円です。前年比

442万8,000円の減です。財源は全て一般財源です。 

 ２節給料から４節共済費については、職員９名分の人件費です。 

 163ページに移りまして、10節需用費から26節公課費までは、公用車の車検経費を計上してお

ります。 

 ２目商工振興費は、4,000万1,000円で、50万2,000円の増です。財源は全て一般財源です。 

 13節使用料及び賃借料は、馬見原明徳稲荷神社下の商店街駐車場土地借上料です。 

 18節負担金補助及び交付金3,980万円を計上しております。くまもと都市圏合同就職説明会負

担金20万円は、連携中枢都市圏の事業で20自治体が参加するオンライン合同就職説明会の負担金

です。負担金20万のうち８割は特別交付税措置対象で、実質４万円の負担となります。商工会活

動補助金1,200万円は、前年比100万円の増額となっておりますが、これまで商店街後継者育成事

業として商工会へ委託事業を実施しておりましたが、今回から商工会活動補助金に含めて実施し

ていただくものです。火伏地蔵祭、八朔祭補助金については、前年と同額です。 

 164ページです。 

 新型コロナウイルス感染症対策特別資金利子補給金240万円は、令和３年度融資実行分に係る

利子の合計240万円を計上しております。事業所改修等支援事業補助金は、８件分で1,000万円を

計上しております。これまでの店舗改修分は、補助率２分の１、上限75万円です。起業に伴う施

設整備、設備備品の整備について、補助対象経費の２分の１を補助するものです。また、経営革

新計画、国、県に承認された計画についてに基づく新事業に必要な施設整備、備品購入費用の補

助を新たに設け、補助率３分の２、上限それぞれ100万円としています。 

 ３目観光費は、7,495万円で、1,609万3,000円の増です。財源内訳の国県支出金60万円は、国

有公園施設清掃管理委託金です。その他867万1,000円については、観光施設使用料、ふるさと応

援基金、森林環境整備基金を充当しております。 

 ８節旅費の特別旅費は、都市圏への観光宣伝ＰＲ用の旅費です。 

 10節需用費は、観光用公衆トイレ、街路灯などの維持管理費です。観光施設修繕料は、内大臣

橋、丸山公園、緑地公園トイレ等の修理を行うものです。 
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 11節役務費は407万円です。回線使用料は、防犯カメラ設置に伴う回線使用料です。高速バス

フルラッピング広告料は、今年１月から、産交高速バスにフルラッピングを施し、国宝通潤橋及

び山都町のＰＲバスを走行させております。年度をまたいだ形になりますが、令和６年12月まで

運行したいと思います。通潤橋放水手数料については、120回分の放水手数料を計上しておりま

す。お出かけウオッチャー人流モニタリング手数料154万円については、携帯アプリをダウンロ

ードし、位置情報の取得を許可したユーザーのスマートフォン端末からＧＰＳで捕捉した情報を

得るというものです。10個の観光スポットを計測するもので、どこから来ているのか、どんな人

が来ているのか、どこを周遊しているのかなどの情報のほかに、属性分析も可能で、性別、年代

構成比などを取得することができるものです。取得したデータを基に、効果的な観光情報の発信

やツールの選択も可能となります。 

 165ページです。 

 12節委託料は4,790万8,000円です。管内観光施設、観光用公衆トイレ、遊歩道、公園等の委託

管理費を計上しております。 

 通潤橋前景観作物管理委託料70万円は、通潤橋前の水田の管理について委託をするものです。

現在ＪＡ青壮年部に管理を委託しております。昨年より金額が上がっておりますけれども、昨年

の７月３日の豪雨で五老ヶ滝川が氾濫をしまして、土砂が流入しております。応急的な土砂の撤

去は町のほうで行いましたけれども、圃場内の整地等を行う必要がございますので、増額をして

おります。通潤橋芝生広場管理委託料245万9,000円については、令和４年に完成しました芝生広

場の管理委託料です。 

 166ページに移りまして、通潤橋周辺景観整備委託料576万5,000円については、４年目になり

ますが、竹林伐採のほか、岩尾城周辺の高木の枝や雑木等の伐採を予定をしております。 

 次に、観光情報発信業務委託料500万円につきましては、新聞、情報誌、ラジオ等への年間の

広告経費を計上しております。 

 観光地景観整備草刈り清掃委託料につきましては、町有地や景観上見苦しい場所の草刈りにつ

いて、これまで職員等で行っておりましたけれども、外部に委託する経費として計上しておりま

す。 

 山都町内登山道安全対策業務委託料については、昨年に引き続き、レスキューポイントの更新

や注意喚起のための登山看板の設置等を計画しております。警察消防、営林署、登山愛好団体等

にお集まりいただき、登山者の安全確保に関する関係団体連絡会を開催し、避難者が発生した場

合の連絡体制の情報の共有を図り、いち早く救助できる体制を取ることを確認しているところで

す。 

 看板撤去・設置委託料148万9,000円については、布田神社周辺、通潤橋前周辺の老朽化した看

板の撤去と新設を行うものです。 

 デジタルスタンプラリーは、ＬＩＮＥ公式アカウントにより、山都町内の観光スポットを巡り、

携帯電話でのスタンプを取得することで、町内を巡っていただくものです。既定の数のスタンプ

を取得した方の中から抽せんで山都町の特産品がもらえる仕組みです。ＬＩＮＥの友達登録も、
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6,000人から8,230人に増えております。イベントや観光情報をＬＩＮＥに流し、誘客を図ります。 

 山都町観光パンフレット等制作委託料は、令和５年度で、本年度ですけども、英語版、台湾語

版を作成しております。令和６年度は、中国語版、韓国語版の政策と、２万5,000部の増刷を行

うものです。 

 通潤橋パンフレットの増刷業務委託料は、日本語版、英語版の増刷と、韓国語、中国語版の制

作を行うものです。 

 国宝通潤橋インターチェンジ開通を軸とした山都町ＰＲ事業は、都市圏のイベントや、テレビ、

新聞広告等を予定しております。 

 五老ヶ滝周辺竹林雑木伐採業務につきましては、五老ヶ滝へ下りる遊歩道沿いの景観整備のた

めに、竹林や雑木の伐採を行うものです。 

 167ページに移りまして、13節使用料及び賃借料は240万6,000円です。土地借上料120万9,000

円は、観光施設の駐車場、遊歩道、観光看板敷地等の借上料です。監視カメラ機器リース料119

万7,000円は、通潤橋周辺に設置しました監視カメラ９台分のリース料です。 

 14節工事請負費236万3,000円は、五老ヶ滝つり橋を渡り北側に向かう遊歩道の途中の路肩が約

４メートルほど崩落しているために復旧工事を行うものです。 

 18節負担金補助及び交付金、1,384万5,000円を計上しております。本町が加入する協議会、広

域連携事業等の負担金など、昨年と同額を計上しております。 

 168ページに移りまして、写真コンテスト、清和文楽の里まつり、紅葉祭り、日向往還歴史ウ

ォーク、九州山地神楽まつり、観光協会助成金につきましても、昨年と同額を計上しております。 

 旅行商品造成事業補助金は、本年に引き続き、10人以上のバス旅行商品に対し、日帰りツアー

は企画旅行等の貸切りバス１台当たり２万5,000円、宿泊ツアー企画旅行についてはバス１台当

たり５万円を助成するものです。 

 商品開発補助金については、国宝通潤橋やインターチェンジの開通などで、新商品の開発に着

手する事業者に対し補助金を交付するものです。詳細は決まっておりませんが、商品デザイン費、

商品の試作費、商品開発指導費、パンフレット製作費等の補助対象経費として、経費の３分の２、

１商品当たり15万円を上限とすることとする計画です。 

 ４目観光施設費は１億8,755万3,000円を計上しております。前年比2,173万8,000円の減です。

全て一般財源です。 

 10節需用費、観光施設修繕料は、そよ風パークホテルウィンディトイレの修繕、物産館雨漏り

修繕、清和高原天文台レストラン雨漏り修繕、清和分楽館劇場ワイヤーの取替えなどです。 

 169ページに移りまして、12節委託料9,250万6,000円を計上しております。主に指定管理施設

の指定管理料、遊具点検委託料を計上しております。 

 170ページです。 

 13節使用料及び賃借料には、重機借上料、一昨年整備しました自動体外式除細動器ＡＥＤリー

ス料13台分と、清和文楽邑駐車場敷地料、フィッシングパーク敷地借上料を計上しております。 

 14節工事請負費は7,900万円を計上しております。そよ風パークのそよ風浴場設備改修工事、
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長崎鼻展望台トイレ整備工事、猿ヶ城キャンプ村シャワー室の改修工事、清和高原天文台キャビ

ン改装工事、青葉の瀬キャンプサイトの浄化槽設置工事と清和文楽邑の第３駐車場の整備工事な

どを行うものです。 

 15節原材料費は工事材料費を計上しております。 

 17節備品購入費は、通潤橋史料館の券売機購入、清和物産館業務用冷蔵ショーケース、清和高

原天文台のロストルクリーナー、業務用冷蔵庫等の購入です。 

 ６目文化交流拠点施設費は757万9,000円を計上しております。前年比31万3,000円の減です。 

 10節需用費から13節使用料及び賃借料については、経常経費ですが、10節需用費、観光文化交

流館修繕料は、突発的な修繕費用として計上しております。 

 12節委託料の観光文化交流施設管理委託料500万円については、展示イベント、企画事業等の

開催経費、管理企画運営職員の人件費となっております。 

 ８目観光施設整備事業費は、本年度予算額３億8,305万2,000円を計上しております。前年比２

億3,630万円の増です。財源内訳を申し上げます。国県支出金１億8,417万8,000円は国の農山漁

村振興交付金、地方債１億8,410万円は過疎対策事業債です。1,477万4,000円が一般財源となっ

ております。 

 11節役務費、登記手数料は、道の駅通潤橋の敷地のうち、北側の大型駐車場と歩道の間の植栽

部分ですが、この部分が国有地になっておりまして、現在、手続については２年ほど前から進め

ておりますが、熊本県を通じ払下げの手続を行っております。手続に時間がかかっており、令和

５年度中の完了が見込めませんので、令和６年度に予算を計上したものです。 

 12節委託料は、通潤橋周辺の民有地について、買収を前提に、不動産鑑定を行うものです。 

 172ページです。 

 13節使用料及び賃借料は175万円を計上していますが、仮設事務所リース料は、虹の通潤館の

仮設営業に係るプレハブリース料です。 

 14節工事請負費、通潤橋周辺整備工事は、農山漁村振興交付金を活用し整備するものです。令

和６年度は、主に、公衆トイレの新設、物産館、通潤橋史料館の改修を予定しております。体育

館の解体後の整備については、令和７年度に計画をしております。道の駅整備事業、駐車場整備

工事341万円は、先ほど説明しました国有地の払下げ手続が完了した後、整備するものです。歩

車道の舗装14.7メートル、植栽、横断防止柵の設置を予定しております。道の駅施設整備工事

450万円については、身障者駐車場から直売所までの屋根を設置、農産物の搬入室入り口にひさ

しの設置等を行います。 

 16節公有財産購入費は、先ほど11節登記手数料のところで説明しました国有地の払下げに伴う

土地購入費を計上しております。 

 17節備品購入費は、農産物搬入室に設置する農産物保冷庫を購入するものです。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） ６款商工費についての説明が終わりました。 

 ここで10分間休憩します。 
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────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午後３時04分 

再開 午後３時14分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 昨年でしたか、私のほうが内大臣橋のトイレに、２、３回内大臣橋の

ほうを回ってたまたま行ったときに、トイレが鍵がかからんで、ひもでひっかけてあったとあり

ましたので、せっかくならきちんと施錠ができるようにしてくださいとお願いしたから、された

のかなと思いましたが、今回の先ほどの説明では、トイレの修繕にやはり内大臣のところも入っ

ていましたので、そこのところを御説明お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 昨年御指摘いただいた内大臣トイレのドアの件については、

昨年修理をしております。 

 熊本地震のときからちょっと不具合だったということで、去年それは終了しておりますけども、

今回、また来年度予算を計上しておりますのは、別のところの修繕ということで計上させていた

だいております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 166ページの、看板撤去と設置委託料って書いてありますけれども、こ

れのどの部分か。 

 それと、五老ヶ滝に下りるところに看板が斜めになっているんですよね。あそこはどこが設置

しとるかということ。 

 それと、下のほうの、五老ヶ滝周辺の竹、雑木伐採はどの範囲までかというのを教えてくださ

い。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。166ページの看板撤去・設置委託料については、

布田神社のトイレの横の大きな観光看板の撤去と新設を考えております。 

 それと、通潤橋の二の丸橋の左側に石の土台の看板が、観光案内看板があるんですけれども、

それの撤去を考えております。 

 議員がおっしゃる看板については、五老ヶ滝へ下りるところの看板のことですか、それも含め

て改修が必要であれば改修をしていきたいというふうに思います。 

 それと、五老ヶ滝の竹林伐採業務委託については、御小屋から五老ヶ滝のほうに下りますけれ

ども、竹林を過ぎて遊歩道から左側の部分ですけれども、主に竹が生えたり雑木が生えたりして
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おりますので、滝つぼに下りる遊歩道の左側の部分を主に考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） ４点お願いします。 

 166ページの通潤橋周辺景観整備委託料ですが、中身についてもう少し伺いたいと思います。

できれば、通潤橋を見ながら四季折々に花が見れるように、季節ごとの桜だったり、それから、

花じゃないですけど、秋は紅葉だったりという形の植栽の計画もあるのかということが一つです。 

 それと、168ページの観光協会への助成金ですけれども、私は、新しい道の駅通潤橋ができた

ら、あそこでの観光案内は観光協会の方が、常時でなくても金土日ぐらいは入って、例えば通潤

橋に行くにはどうしたらいいんですかとか、ここからもっとほかにどんな観光地がありますかと

かいう観光客の方への案内をしてくださる、そんな業務もあるんじゃないかなと期待をしており

ましたが、そういうことができるための助成金の中身もあるのかなというのが一つです。 

 それと、172ページの通潤橋周辺整備工事３億6,836万と大きい額ですが、この内訳をもう少し

詳しくお伝えください。 

 その下にある道の駅、駐車場の整備をおっしゃいましたけど、車椅子の方や障害持った方への、

屋根、駐車場から物産館まで濡れないようにひさしをつけるっておっしゃいましたが、それはそ

れでとてもいいことだと思うんですが、たまたまこの間、そこを利用されている車椅子の方にお

会いして、ちょっとお話ししたら、その方自分で運転されるんですよ。だから、何というかな、

運転席から降りて助手席に車椅子を取りに行ってって、そういうふうにぐるーっと回らないとい

けないわけですね。なので、車止めがないととても、それでも狭く感じたんだけど、車止めがな

いと移動がしやすいとおっしゃったんです。なので、せっかく改修されるなら、車止めはないほ

うがいいというユーザーの声がありますので、車止めを取ってもらって、ちょっとした段差があ

るんですよね、そこから歩道に行くのに。その段差がつらいと言われたので、そこも併せて改修

できないでしょうかというお尋ねをしたいと思います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。まず、166ページの景観整備についてでござい

ますけれども、通潤橋周辺景観整備委託料576万5,000円ですが、これが４年目になります。１年

目は通潤橋側のほうから過去２回して、今年度は岩尾城の周辺を一部やっております。来年さら

に、今年度で不足する部分がございますので、高木の木ですとか竹林あたりの伐採を計画してお

ります。 

 それと、168ページの観光協会への助成金の件ですけれども、新しいほうの道の駅の案内をと

いうことでございましたが、観光協会の社員といいますか職員についても、今ぎりぎりの状況で

されているところもありますし、もともと、新しい道の駅の観光案内については、今の道の駅の

指定管理を受けているそちらのほうで案内をしていただくことになっておりましたので、観光協
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会での案内は考えておりません。現在のところです。 

 それと、172ページの通潤橋周辺整備事業の内訳ということでございましたけれども、まず物

産館の改修について、物産館の改修と通路の工事、それとトイレの工事費、それと通潤橋史料館

の工事について、今回計上をさせていただいております。 

 それと、新しい道の駅のほうの341万円の工事費のところでございますけれども、身障者用の

駐車場から直売所までの通路に屋根を設置するということで考えております。併せて、車止めと

段差を解消していただきたいということでございましたので、工事に入る前にその辺りも重々検

討して、施工していきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 駐車場料金を取るという計画はないとですか。通潤橋周辺の。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 通潤橋前の駐車場についてでございますけども、令和６年と

７年で周辺整備の事業を計画しておりますし、整備は、ある程度見通しが立たないと、駐車場を

有料化するとか、そういうところの話もなかなか進んでいかないんじゃないかというふうに思い

ますので、有料化するとかしないとかというところ自体もまだ決まってない状況でございますの

で、今後その点については進めていきたいというふうに思います。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 道の駅の駐車場整備工事なんですが、先々週だったかな、日曜日、友

達を連れて案内に行きましたら、何しろ多くて、もうユーターンして帰ろうかって次のところに

行こうかなと思って出ようとしたら、誘導員の方が「どうぞ、どうぞ」って言いなるけん、おか

しいな、止まるところじゃないのにと思ったら、せっかく来られたからということでしょう、わ

ざわざ大型のバスのところが空いてたから、そこに縦列して、２台ずつぐらい、出やすいように

駐車させて、誘導されましたから、行きました。そしてから、降りてこうして見ていてたら、そ

の大型の車止めを飛び越えて、壊していたんですよね。確認されているならいいですけど。あれ

はどうなったかなと思ったんですよ。夜に止めたなら防犯カメラでナンバーが分かったかなとか

思いましたが、それがどうなったかと、もしそれが誰か分からないならこの工事費でされるのか、

分かっておられたのかなということをお尋ねします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。ちょっと期日ははっきり覚えていませんけれ

ども、２月だったと思いますが、80代の高齢の男性の方が車を止めようとされて、アクセルとブ

レーキを間違えて、車止めを乗り越えていかれたと。運よくどなたも歩道のほうは通られてなか

ったので、植栽の木を１本なぎ倒したぐらいで済んでらっしゃいます。運転された方もけがはさ

れてなかったので、車が少しへこんだぐらいということで連絡を受けましたので、現場で確認を
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して、一応、松橋の方だったので、車の保険で対応しますということで、車止めあたりが壊れた

状態になっていますけども、向こうの費用でちゃんと直していただくということになっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 172ページの通潤橋周辺整備工事の中身についてもう少し詳しく知り

たいんですけれども、３億8,000万ぐらいの大きなお金でしますので、物産館の改修にどれぐら

いかかって、トイレの工事というのは、この間のあれですね、政策協議の中では、飲食スペース

じゃなかった、石橋を解体してそこにトイレを作るとおっしゃいました。で、資料館の改修につ

いてはどんな改修なのか、昨日言われた分だけなのか、トイレはどれぐらいの個数、もちろん誰

でもトイレは使われると思いますけれども、トイレの中身とかもう少し詳しく教えていただけま

すか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 中身の話でございますけれども、あくまでも金額は概算とい

うことでよろしくお願いします。物産館のほうが約9,000万円ほど。それと、通路については

8,100万円、それとトイレについては4,300万円ほどです。通潤橋史料館については、1,460万ほ

どの積算を現在のところしております。トイレにつきましては、ユニットトイレを予定しており

まして、男子の小が五つ、それと大が一つ、それと、女性のほうは五つあったと思います。それ

と、多目的トイレを１か所という予定だったと思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、飯開政俊君。 

○９番（飯開政俊君） 商工会活動補助金は1,200万ありますけれども、私が非常に心配してい

るのは商店街の中です。商工費として組んでありますけども、大体大半が観光施設のほうの予算

のほうが多くて、私が一番心配しているのは、今年のうちに病院が一つだけ閉められるそうです。

それから、商店も閉めようとしたところ、町民の方々が残ってくれということで、１件だけは残

ろうかということで今相談をされています。商店街が今非常に縮減して減ってきています。商店

街の方々と話すと、農家には、移住で来た新規就農ということで助成金があるし、また、後継者

として家に残ればそれなりの助成金がありますけれども、商店街は何もないんですかと私に言わ

れましたので、本当ですねと私答えて、今、後継の方もおられるし、よそから来てしようかとい

う方も、馬見原のドーナツ屋さんもおられましたし、町内もアイスクリーム屋さんとかいろいろ

おられますけども、その辺のところ、助成はできないものかと。なぜかというと、今のまま商店

が閉まっていくと、造り物小屋はあっても、ずっと散策してさるくときに、店が開いているのと

閉まっているのと、買物はしなくても開いているということが非常に活気が違いますので、そこ

辺のところを、もう少し商店街に目を向けて、どうしたら店を開けていただけるか、また、後継
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者というか、誰でもいいから、農家でも今経営移譲したいという方がおられますように、引き継

ぐ方があればという形の中でされる方があれば助成をするような、町単しかないかもしれません

けども、事業の継承に対する認識を少し持っていただきたいなと思っております。1,200万、こ

れはもう商工会に対する助成でしょうけん、ずっと予算を見たところそういう部分はありません

ので、何かそういうところの考えがあればお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。商店街の後継者育成だったり事業継承に対す

る補助はないかということでございますけれども、164ページの事業所改修等支援事業補助金と

いうのが、1,000万計上させていただいておりますけども、これが、店舗の改修であったり、新

たに起業をしようとするときの店舗、それと設備等の補助も含めて申請ができますので、店舗を

開こうとするときにはこの補助金を使っていただければいいかなと思います。ただ、起業支援の

場合は、上限２分の１で150万までという形にはなります。 

 それと、事業継承という部分では、現在商工会のほうで毎年、後継者育成事業ということで、

年に５回、６回の講座を開催しております。中小企業診断士の先生ですとか社会保険労務士の方

を講師に迎えて、そういったところの事業継承のアドバイスであったり、新たに起業するときの

いろんな考え方ですとか、事業計画書の作り方あたりを指導いただきながら、新規に企業してい

ただいている例もございますので、そういったところにも参加をしていただくように町のほうで

も周知をしていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、飯開政俊君。 

○９番（飯開政俊君） 再度お願いしたいんですけども、本当に町内の店舗は非常にコロナの

後も厳しいということで、皆さん迷っておられます。やはり、町内が電気がついて明かりがつい

て店が開いているということは、町のシンボルでもありますので、そういうところをやはり執行

部の方々にも認識をいただきまして、予算はこれでいいですけども、今後そういうアイデアを考

えて、補正でも何でも組んで、商工会のほうに、特に若い人たちにそういうことを認知していた

だいて、活気を持っていただくような政策をお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 商工会については、私も４年事務局長をしておりましたので、今の

藤原事務局長とも今問題を共有して、私も責任あるし、今の局長も今真剣に悩んでおります。こ

れについては、商工会の人件費1,200万の中に県の商工会連合会の職員が３名おりますけども、

その人件費もかなりの分であります。そういう、商工会の指導員がきっちりとそれぞれの事業者

に指導して、経営指導したりしなければなりませんけども、その指導が今、正直言ってなかなか

できておりませんので、人心一新してしっかりやっていただくようにも会長にお願いしてやって

おります。 
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 商工会の補助金はいろいろあります。業態転換補助金とか事業承継補助金とか、うまく使えば

使える補助金がありますけども、それがまだまだ事業者に分からなくて、その指導を指導員がす

るということで、県職員と同じ給与をもらって、ほぼ同じ給料をもらってやっているわけですか

らしっかりやっていただきたいと、ずっと、私もそうでしたけれども、そこがなかなかできてい

ない部分があって、それは商工会内部の責任でありますけれども、今少しずつそういった事業者

の活動が見えてきております。再度レストランを始めようかとか、しばらく休んでいたのを再度

やるとか、飯開委員がおっしゃったように、いろんな喫茶店とかアイスクリーム屋さんもできて

いますが、今後そういったものができてまいると思います。 

 少しずつ八代港からインバウンドのバスの予約のほうも、先般も４台来ておりましたけれども、

そういった形で受入れ体制づくりをしっかり行っていかなければなりませんので、それは商工会

と観光協会、そして町の商工観光課が、３者がしっかり対応できるように今からやっていけば、

まだ私は遅くはないと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） ３回目ですので、的確にお答えいただければありがたいと思います。 

 通潤橋周辺整備については、全体の構想があっての今回の一部分の予算の提示になっています

ので、本来であれば全体的な構想の中での予算立ての提案をいただけるとありがたいなという思

いでおります。 

 先ほど概算でとおっしゃった金額を足してみると、約２億2,900万ぐらいなんです。３億七千、

八千万ぐらいの中のあとの部分は一体何ですかと。レストランいしばしの解体費用を言われなか

ったので、それなのかなとも思うけど、解体費用に１億もかかりますかねと。お金の動きという

か、どのように使われるのかがちょっとまだ分かりません。すごく、こんなにかかるのかなと正

直思っております。全体の構想の中でと申しましたけど、だから、いしばしは残して、トイレ工

事を別にすれば、またお金の使い方も変わってくるとも思うんですよね。そういう余裕というか、

全体構想の中でそういうふうなところまでの伸び代といいますか、検討の余地があるのかどうか

ということも含めてお願いします。あとの１億5,000万ぐらいは何に使われるのでしょうかとい

うことも含めてお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） すいません、先ほど申し上げた金額については、建物に関す

る部分だけでございまして、土木関係の部分については申し上げておりませんでした。建物に関

する部分が２億3,000万、それと、土木に関わる部分についてが１億3,700万円ほどの現在の積算

になっているところです。 

 いしばしを解体せずにトイレをどこかにという形の御提案でございますけれども、基本的には

大がかりな変更というのはなかなか難しいのかなというふうに考えておりますので、現在お示し

をしている部分で変更ができる部分については、極力そのような形にさせていただきたいという
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ふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 165ページなんですが、下から２番目で、通潤橋前景観作物管理委託料

です。これ通潤橋前の田んぼのことですけれども、ここ、御説明にあったように、今までＪＡの

青壮年部の矢部班の方々かな、にやっていただいているんだろうと思うんですが、それはそれで

特に問題もないかなと、問題ないというか、大変そうにはやっていらっしゃるなと思っています。

すごく御苦労なさっているなというのは正直に感じているところなんですけど、ここですが、矢

部高校、今新しい道の駅通潤橋をつくったときに、矢部高校があそこで米を作っていましたよね、

確か。海外に出すとか何とかいう米じゃなかったかなと思うんですけれども、その田んぼもあっ

たような気がするのですが、ここの田んぼ、矢部高校に作っていただくというのはできないのか

なと思ったりしているんですけれども、そこら辺、商工観光課でお考えなのか、それとも矢部高

校になってくると今度その生涯学習課に絡んでくるのかちょっとよく分からないんですが、そう

いうお考えないのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。現在のＪＡの青壮年部にお願いをしています

けれども、おっしゃるとおりに、日頃の水管理だったりが大変だということで話は聞いておりま

す。ＪＡ青壮年部もそんなに数がたくさんいるわけではないので、もし矢部高校がそういう通潤

橋の前でお米を作るということを引き受けていただける希望があるんであれば、そういうふうに、

ある程度面積を分けながらでもできやしないかなというふうに思います。青壮年部のほうも余裕

を持って作られているわけではないので、その辺りは話ができるのではないかというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） この話は、別に私も矢部高校の先生方とお話しして提案質問している

わけではないんですけれども、あの後、田んぼがなくなってから、どこで授業としてやっていら

っしゃるのかなとも思ったし、今とにかく役場の事業に対して矢部高校が積極的に連携してくれ

ているというのも感じますので、先生方や生徒たちの負担がなく、授業実習にとってもいいとい

うところであれば、行政側から提案に行ってもいいのかなと思ったので質問しました。よければ

前に進めてもらえればと思います。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 私は168ページのところなんですけれども、負担金ですね、毎回言って

いるようで申し訳ないんですが、一番上のところの阿蘇ジオパーク推進協議会負担、それからそ
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の次の次、南阿蘇外輪山観光推進協議会負担、阿蘇の裾野に住む私たちにとっては大事な協議会

ではないかと思っているんですが、１点は、この協議会にどなたがどのような頻度で参加されて

いるのかということをお伺いします。 

 それから、ジオパークって、一般質問の中でも言ったんですけれども、もともと地域性があっ

て、旧蘇陽のところまでしかジオパークに入っていないんですけども、今回国宝通潤橋というの

を抱えて、私たちもいつも通潤橋の説明するときに、これは阿蘇の溶岩が流れてきてつくられた

大事な石というか、その石材があったからこそのこの石橋文化があるんだよって話を私するんで

すよね、子どもたちに。それこそ27万年前の歴史から話をするわけですよ。そういうものを抱え

ている私たちが、もともと阿蘇郡でなかったからということでその枠組みに入ってないんだとは

思うんだけど、こういうのを協議し直すとか提案をしていくとか、こういう推進団体にも入って

いるわけで、そういった本当に同じ財産を抱えるものとしてもっと深く入っていったらいいんじ

ゃないかと。 

 それから、ここには、負担金ではないですが、うちが出資している、毎回言いますが、デザイ

ンセンター、阿蘇の、どうもカルデラの中のことだけやっていらっしゃるという気がして仕方が

ありません。あそこには大事な職員も派遣していますので、もっともっとこちら側に効果がある

ような働きをしていただきたいと思っているんですが、この点についてお伺いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） お答えします。合併するときですけれども、旧蘇陽町は阿蘇

デザインセンターのエリアの中、当然入っておりましたし、矢部・清和地区は入っていなかった

ということで、合併をするときの協議の中で、山都町全体をという話がたしかあったというふう

に記憶をしております。 

 山都全体を入れるならば、それぞれの自治体が出資という形で出しておりますので、そちらに

新たに出資をする必要があるというところで、当時、蘇陽地区のエリアだけとするということが

当時決まっていたのではないかというふうに記憶をしております。 

 それ以来、ジオサイトにつきましても、蘇陽峡と幣立神宮ジオサイトと、山都町にはこの二つ

がジオサイトとして登録をされています。全体としては33か所ほどありますけれども、この２か

所がジオサイトとして登録をしているところでございます。もっと大きくエリアを広げるという

ことになれば、阿蘇地域振興デザインセンターでの協議が当然必要になると思いますし、それに

対する負担が出てくるのではないかというふうに考えます。 

 それと、ジオパーク推進協議会については、誰がどのような形で出席をしているかというとこ

ろでございますけれども、幹事会と理事会というのがございます。幹事会については私が出席を

しておりますし、理事会については、基本的に町長が出席をされております。それと、南阿蘇観

光推進協議会だったですかね、その協議会につきましては、山都町と御船、それと西原、南阿蘇

の４町村で構成をしております。218号線ですとか、山都町から西原に抜ける道路の活用だった

り、山都町から高森のほうへ抜ける道路の活用であったり、57号線を上るよりはこちらから行っ

たほうが早く阿蘇のほうに行けますよとか、そういうこちら側のメリットを、阿蘇を囲む４町村
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で協議をしながら、いろんな観光ＰＲを進めているというようなところでございます。 

 以上で終わります。 

○議長（藤澤和生君） 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 今デザインセンターの理事を私がしておりますので、少し補足させ

ていただきます。 

 デザインセンターは、合併当時、今、藤原課長が言いましたとおりに、山都町全体を含めるか

という議論がありまして、そのときに、各町村の出捐金というのがありますので、山都町全体を

するということであれば１億円積み増す必要がありました。そこまでしてエリアを広げるという

とこは、そこは合併当時の協議の中でなくて、いまだにそういう話がありますけども、もし山都

町全体ということになると、出捐金は１億円積み増す必要があります。 

 今、確かに蘇陽エリアということでしておりますけれども、我々は山都町全体で阿蘇地域の活

動に加わっているような形にしております。今、阿蘇地域デザインセンターは30億の出捐金も持

っておりますけど、その運用益で年間大体7,000万から8,000万ありますので、その運用益でいろ

んな活動をしておりますけど、その部分については、旧蘇陽エリアですけれども、山都町は山都

町として８分の１の活動の支援はいただいております。 

 今職員を派遣しておりますが、彼は彼でデザインセンターの中でいろんな、職員研修という部

分もありますので、そういういろんな阿蘇の地域振興や企画、そういったものを吸収しながら、

今度また帰ってきて山都町でそれを還元してくれるものと思っておりますので、その点について

はかなり蘇陽の時代の出捐金以上にあると思います。 

 出捐金については、デザインセンターは財団ですので、仮に山都町が脱退するとしても、その

１億円は戻ってきません。ですから、そのままにしておいて、山都町全体で活用できるようにと

いうことで今なっているということが現実であります。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 12番、工藤文範君。 

○12番（工藤文範君） 12番、工藤です。 

 先ほどから商店街の活性化についての質問がありまして、答弁がございました。商工会でもい

ろんな補助制度もあるようでございますけれども、しかし、それだけあっても、結果としては今

の現状なんですよ。今から補助があっとじゃなくて、今まであったのに今の現状しかないという

ことで、どこに問題があるかということですよ。 

 それは、やはり貸す人と借る人が直接交渉せいと言うても、なかなかよそから来る起業する人

がそこの家に行ってこの店舗貸してくださいねと言うても、そりゃ簡単にいくもんじゃないです

よね。信頼関係もないし。これは、やっぱり町が積極的に入っていって、例えば、空き店舗があ

れば、そこで貸してもよろしいですかってなれば、そこと町が貸し借りの契約をまずやって、町

が借りると。そして、今度は新しい起業する人がおれば、この店舗がありますよ、ここはいかが

ですかって、そして、改修が必要であれば、町から100万かな、幾らか出ますよと、そういうふ

うな取りつなぎをやらんことには、どぎゃん言うても、知らん人と相対で、貸します、借ります
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と言うわけなかですって。それが今の現実です。 

 ですから、これを打開するためには、町がもうちょっと積極的に商店街を歩いて、そして、将

来的にどぎゃんしますかって聞いて、貸してもいいなら町に貸してくださいって、町なら安心し

て貸さすですよ。そして、来る人も借る人も、町が相手なら安心して借られるということですか

ら、これについては、課長、どんなですかね、取組してもらうわけにいかんですかね。 

○議長（藤澤和生君） 商工観光課長、藤原章吉君。 

○商工観光課長（藤原章吉君） 町内の空き店舗を、積極的に借りたい人につなげるために町

が間に入ってという御意見だったと思います。 

 そうした空き店舗の状況についても、商工会と一緒になって把握をしながら、その辺の借りや

すいようなシステムといいますか、そういったところを今後進めていきたいというふうに思いま

す。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） ここは予算についての会議ですよね。ばってん、よか意見がいっぱい

出よっとですよ。やっぱりこういった会議は持たないかんと思うんですよね。よろしくお願いし

ておきます。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 今、２番議員からもありましたが、先ほどこの審議の中で、４番議員

も先ほどから通潤橋前開発のことについてすごく詳しく聞きたがっておられましたが、やはりこ

の議場で意見を全部出し合うというのは非常に難しいので、ぜひ、この間、一般質問の最後にも

お願いをしたところなんですが、執行部の皆様、特に副町長にお願いをしたいんですが、こうい

うことの意見を出し合う会をぜひ開催していただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。

（拍手） 

 拍手は要らない。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本日の会はこれで延会したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。したがって、本日はこれで延会することに決定

しました。 

 本日はこれで延会します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 
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延会 午後３時57分 
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  議会事務局長   嶋 田 浩 幸   外２名 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

開議 午前10時０分 

○議長（藤澤和生君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第１ 議案第25号 令和６年度山都町一般会計予算について 

○議長（藤澤和生君） 日程第１、議案第25号「令和６年度山都町一般会計予算について」を

議題とします。 

 ３月14日までに６款商工費について質疑が終わっています。 

 ７款土木費について説明を求めます。 

 建設課長、西賢君。 

○建設課長（西  賢君） おはようございます。 

 予算の説明に入ります前に、建設課の資料を御覧ください。 

 令和６年度予算で計上しています工事請負費予算計上の施工箇所図です。 

 左下の凡例を御覧ください。 

 薄い青色が道路舗装工事、黄色が道路改良工事、緑色が防災工事、濃い青色が橋梁補修工事、

ピンク色が河川工事、茶色が住宅関連工事です。施工箇所をそれぞれ赤丸数字で施工箇所を示し

ております。 

 右側の一覧表を御覧ください。 

 その中で、これまで老朽化した舗装の打ち替えについて、維持工事として部分的に対応してい

ましたが、大規模な舗装更新を行うため、公共施設等適正管理推進事業が①から②の２路線、③

が電源立地交付金を財源とした舗装更新工事、④が町単独改良、⑤から⑯が補助事業による道路

改良及び舗装工事、⑰、⑱が防災工事、⑲から㉔が橋梁補修工事、㉕が河川しゅんせつ工事、㉖

が令和５年に被災しました五老ケ滝川災害関連工事、㉗から㉙が住宅関連工事になります。 

 次のページに、事業別の一覧表をつけております。 

 本年度は、これらの工事を含めた土木費予算として11億8,400万円を計上しています。 

 それでは、７款土木費について説明させていただきます。 

 173ページをお願いします。 

 ７款土木費１項土木管理費１目土木管理総務費です。本年度予算5,963万7,000円。財源内訳は、

県補助金359万6,000円。その他の財源は、道路占用料です。 

 ２節給料から４節共済費までは、職員７名分の人件費です。 

 ８節旅費17万7,000円。普通旅費は、職員の県外出張によるもの、特別旅費は、道路建設等要

望活動に対応するものです。 

 10節需用費153万3,000円。工事用図書購入費、その他消耗品費、燃料費、公用車修繕料です。 
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 11節４万4,000円。冬タイヤ交換料です。 

 13節使用料及び賃借料72万2,000円。積算用パソコンソフトリース料、製図用ＣＡＤソフト、

積算用資材単価使用料です。 

 174ページをお願いします。 

 18節負担金補助及び交付金1,014万円。各種団体への負担金は、下記の記載のとおりです。下

から４番目の県工事負担金532万5,000円は、熊本県が施行します道路工事に係る負担金です。仏

原高森線ほか４路線です。負担率は、事業費の15％になっております。 

 戸建木造住宅耐震改修事業補助金109万円、耐震設計診断補助１件の９万円、耐震改修補助１

件分の100万円。 

 175ページをお願いします。 

 民間危険ブロック塀安全確保支援事業補助金１件20万円、土砂災害危険住宅移転補助１件300

万円。戸建住宅の補助109万円から危険住宅移転の300万については、現段階で補助先は未定です

が、早急な対応ができるよう枠取予算として計上しております。 

 ２項道路橋梁費１目道路橋梁総務費、本年度予算498万円。全額一般財源です。 

 10節需用費116万4,000円。道路管理用公用車３台分の冬タイヤ交換、燃料費、修繕費です。 

 役務費79万6,000円。町道へ無償提供用地に対する登記手数料が70万、公用車に対する手数料

が９万6,000円です。 

 12節300万円。高速道路関連を含めた道路台帳作成委託料です。 

 26節２万円。車検を行う公用車２台分の自動車重量税です。 

 176ページをお願いします。 

 ２目道路維持費です。本年度予算１億6,317万3,000円。その他の財源は町道維持管理基金です。 

 ２節から４節は、会計年度職員４名分の人件費です。 

 10節需用費2,155万3,000円。道路維持に係る消耗品費、トンネル照明電気料、舗装補修等の修

繕料です。 

 12節委託料4,350万円。維持工事に伴う測量設計費として150万円、町道の除草作業業務委託と

して39路線3,640万円、町道の維持管理基金を利用しまして、支障木伐採、側溝清掃等を行う委

託料として560万円、合わせて4,200万円を計上しています。 

 177ページをお願いします。 

 13節使用料及び賃借料450万円。町道の維持管理に要する機械借り上げです。土木施工業者、

道路管理人、町道部において、集落施工による草刈りハンマーモアに対応するものです。 

 14節工事請負費7,020万円、維持工事3,000万円。令和５年度に関しては、当初予算2,200万で

したので、800万円の増で計上しております。 

 町道舗装更新工事4,020万円。公共施設等適正管理推進事業による舗装更新２路線分です。２

路線の内訳としましては、中央公民館から畑橋までの下市畑線の舗装更新工事800メーター及び

継続事業の小笹井無田線の200メーターを予定しております。 

 15節原材料費670万円。アスファルト合材、側溝蓋、生コン等の材料費です。 
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 17節備品購入費、道路管理人が使用します舗装転圧プレートの購入費です。 

 21節補償補填及び賠償金60万円。維持工事に伴う支障電柱移転補償費です。 

 ３目道路新設改良事業費、本年度予算3,606万4,000円です。国県支出金の440万円は、電源立

地地域対策交付金です。 

 11節役務費６万8,000円。土木工事に伴う積算用インターネットの回線使用料です。 

 12節委託料928万4,000円。大矢野原演習場周辺民生安定事業において、次期事業として予定し

ております水の田尾下鶴線において、大矢野原演習場内を道路用地として事業を行うため、概略

設計費として551万円、人権センターから役場下の水道町交差点までの２車線化計画における概

略設計費197万1,000円、大川井無田線道路改良事業において、惣津森線との交差点協議が必要で

あるため、交差点詳細設計業務委託180万3,000円、合わせて928万4,000円です。 

 14節工事請負費2,000万円。道路改良工事として加勢群線1,500万、道路舗装工事として栗山線

500万、栗山線について電源立地交付金の440万を充当しております。 

 178ページをお願いします。 

 原材料費40万円。２路線分の砂利、生コン等の材料費です。 

 21節補償補填及び賠償金631万2,000円。加勢群線道路改良工事に伴う電柱移転及び水道事業者、

町に補償する水道管移転補償費です。 

 ４目、地方創生道整備推進交付金事業費です。本年度予算２億3,966万2,000円です。財源は国

庫補助金１億1,500万、一般財源が966万2,000円です。 

 ３節時間外手当等10万円。職員の時間外手当です。 

 10節需用費34万3,000円。コピー用紙等消耗品費です。 

 11節役務費172万5,000円。改良工事に伴う電柱の保護管設置手数料です。 

 13節使用料及び賃借料49万4,000円。現場監督用公用車のリース料です。 

 14節工事請負費２億2,265万4,000円。長谷埋立線、小星線、大川大矢線、原尾野貸上線、二津

留大見口線の５路線です。 

 179ページをお願いします。 

 原材料費100万円。５路線分の原材料費です。 

 21節補償補填及び賠償金1,334万6,000円。長谷埋立線ほか４路線の電柱移転補償及び小星線、

原尾野貸上線に伴う水道事業者、町に対する水道管移転補償費です。 

 ５目大矢野原演習場周辺民生安定事業費、本年度予算2,215万円。前年比１億334万8,000円の

減は、水の田尾下鶴線における計画区間において、令和７年度が最終年度であり、事業量自体が

減によるものです。財源は国庫補助金1,153万2,000円です。 

 １節から４節までは、会計年度任用職員の人件費です。 

 ８節旅費27万2,000円。会計年度職員通勤費費用弁償、普通旅費については、職員の九州防衛

局出張旅費です。 

 180ページをお願いします。 

 10節需用費26万2,000円。消耗品費及び公用車燃料費です。 
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 11節役務費60万円。水の田尾下鶴線道路改良工事に伴う土地登記手数料10万円、改良工事に伴

う九電柱の電線保護管設置手数料50万円です。 

 13節使用料及び賃借料、大判プリンター及びパソコン図面作成ソフトのリース料です。 

 14節工事請負費2,003万6,000円。水の田尾下鶴線道路改良工事分です。 

 15節原材料費10万円。生コン、砂利の原材料費です。 

 16節公有財産購入費、水の田尾下鶴線道路改良工事に伴う土地購入費です。 

 181ページをお願いします。 

 ６目特定防衛施設周辺整備調整交付金事業、本年度予算4,399万円。財源は国庫補助金4,000万

円です。前年比1,898万7,000円の増は、令和６年度より工事が始まるための増額です。 

 １節から３節は、会計年度任用職員と職員の人件費です。 

 ８節旅費18万円。職員による九州防衛局への出張旅費です。 

 10節需用費22万円。コピー用紙等消耗品費、公用車の燃料費です。 

 役務費20万3,000円。郵便料と久留見尾鍛冶床線道路改良工事に伴う支障電柱保護管手数料で

す。 

 13節使用料及び賃借料72万7,000円。工事に伴う重機借り上げ及び大判プリンターパソコン図

面整理ソフトのリース料です。 

 工事請負費3,900万円。久留見尾鍛冶床線道路改良工事の工事費です。 

 182ページをお願いします。 

 15節原材料費30万円。砂利、生コン等の材料費です。 

 21節補償補填及び賠償金258万円。久留見尾線道路改良工事に伴う電柱移転補償費及び水道事

業者、町に補償する水道管移転補償費です。 

 ７目社会資本整備総合交付金事業費、本年度予算１億7,476万円。財源は国交付金9,085万円で

す。 

 ３節職員手当10万円。職員の時間外手当です。 

 ８節旅費18万円。用地交渉に伴う県外出張旅費です。 

 10節需用費37万円。コピー用紙等消耗品費燃料費です。 

 11節160万円。椎原１号線における土地登記手数料及び改良工事に伴う旧電柱の電線保護管設

置手数料です。 

 12節委託料1,453万円。瀬戸福良線におきまして、平成21年度に測量設計を行い、用地取得困

難箇所が本年度、令和５年度に解決したことにより、現在の基準に基づき設計を行う委託料87万

円、土地登記に伴う境界復元測量が226万円、椎原１号線用地測量設計業務委託料850万円、米生

滝下線舗装補修設計が290万円、合わせて1,453万円となっております。 

 183ページをお願いします。 

 13節使用料及び賃借料60万円。道路改良工事に伴う重機借り上げ料です。 

 14節工事請負費１億4,650万円。改良工事３路線１億1,590万円、瀬戸福良線、白小野鶴越線、

長谷花立線です。舗装工事２路線3,060万円、二瀬本花上線、仮屋神ノ前線です。 
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 15節原材料費100万円。工事に係る材料費です。 

 16節公有財産購入費490万円。椎原１号線道路改良工事に伴う土地購入費です。 

 21節補償補填及び賠償金498万円。椎原１号線道路改良工事に伴う立木補償費、長谷花立線の

電柱移転補償費、白小野鶴越線及び長谷花立線において、水道事業者、町に補償する水道管移転

補償費です。 

 ８目自然災害防止事業費、本年度予算4,020万円。 

 14節工事請負費4,020万円。岩立南線、北川内今村線にそれぞれ落石防護網を設置する工事で

す。 

 12節道路メンテナンス事業費、本年度予算１億376万円。財源は国庫補助金6,520万円です。 

 12節委託料2,880万円。令和５年度において、九央道関連の町道認定分を含めて、橋梁数344橋

と16のトンネルを管理しております。平成26年度から、道路法の改正により、５年に１回の点検

が義務付けられたものです。令和６年度は63橋の点検を予定しています。 

 184ページをお願いします。 

 14節工事請負費7,436万円。緑川地区、町道須ノ子赤木線井川尻橋、御所地区、町道西谷線西

御所橋、川口地区、町道川口高千穂野線の円明寺橋、金内地区、萱野線の金内橋、麻山地区、河

内大川線の黒川橋、八木地区、今神ノ木線の砥石平橋の橋梁補修工事です。 

 15節原材料費60万円。生コン等の材料費です。 

 ３項河川費１目河川管理費、本年度予算1,137万1,000円。国県支出金の371万円は、県の委託

金です。 

 14節工事請負費765万円。神ノ前川のしゅんせつ工事を行うものです。 

 18節負担金補助及び交付金371万円。県管理河川の護岸除草助成金です。令和５年度は15河川、

30地区が実施されております。 

 ２目河川等災害関連事業費、令和５年７月の梅雨前線豪雨により被災しました下名連石地区の

五老ケ滝川において、災害関連事業として採択を受けましたので、令和５年度予算に引き続き予

算計上を行うものです。事業期間としては、令和７年度完了に向けて進めてまいります。本年度

予算6,734万円、財源は国庫補助金2,950万円です。 

 ３節職員手当等20万円。職員の時間外手当です。 

 ８節旅費42万円。設計協議等を行うため、国交省への出張旅費です。 

 185ページをお願いします。 

 10節需用費40万円。コピー用紙等の消耗品費です。 

 13節使用料及び賃借料150万円。工事に伴う重機借上料です。 

 14節工事請負費6,382万円。五老ケ滝川河川改修工事です。工事内容としましては、一部区間

において用地買収を行い、河川の断面の拡大を行う。また、落差工を設置し、流速を抑える工事

です。 

 15節原材料費100万円。砂利、生コン等の材料費です。 

 ４項住宅費１目公営住宅管理費です。本年度予算１億6,212万3,000円。財源は国庫補助金
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4,870万8,000円。その他の財源2,651万8,000円は、住宅使用料です。現在、管理戸数40団地、

376戸です。 

 ２節から４節は職員４名分の人件費です。 

 186ページをお願いします。 

 旅費５万7,000円。特別旅費５万7,000円は、公営住宅管理実務者研修旅費です。 

 10節需用費1,132万6,000円。住宅の光熱水道費及び修繕料の865万5,000円です。 

 11節役務費31万4,000円。おおるり住宅の太陽光売電に伴うインターネット回線使用料及び町

営住宅の浄化槽法定検査手数料です。 

 12節855万6,000円。18団地39基の浄化槽の委託管理料及び清掃委託料です。 

 消防設備点検委託料は、川鶴団地及びおおるり住宅の２団地分です。 

 施設管理費は、住宅敷地内ののり面の清掃及び退去後の室内清掃委託料、おおるり住宅の共用

部の清掃委託料です。 

 13節使用料及び賃借料21万9,000円。橘一般住宅の土地借上料及び大川団地の占用料です。お

おるり住宅のフロアマット使用料18万7,000円です。 

 187ページをお願いします。 

 14節工事請負費１億1,690万円。原団地の流末側溝敷設工事130万円、住宅解体工事８戸分の

1,760万円、居住性を向上させるため改修工事として、小原Ｂ団地４棟14戸、5,600万円でユニッ

トバス及び水洗化です。また、南田Ａ団地の建て替え工事、平屋２戸、4,200万円を計上いたし

まして、改修工事費9,800万円を計上しています。 

 18節負担金補助及び交付金。研修会負担金及び南田Ａ団地の新規水道加入金２戸分８万8,000

円を計上しています。 

 21節補償補填及び賠償金50万円。老朽住宅の解体に合わせて集約化を行うため、移転補償費と

して５戸分を計上しています。 

 ２目小集落住宅管理費、管理戸数は30戸です。本年度予算72万8,000円。財源は、住宅使用料

収入です。 

 10節需用費64万8,000円。街灯及び電気料、住宅の修繕費です。 

 12節委託料８万円。空き家部の除草作業委託料です。 

 188ページをお願いします。 

 ６項高速道路管理費１目高速道路対策事業費、九州中央自動車道山都中島西から山都通潤橋イ

ンターチェンジにつきましては、令和６年２月11日に開通式が行われ、同16時より供用開始が始

まったところです。矢部清和の10.3キロについては、令和４年度に事業化され、地元説明会を開

催後、現在、国において実施設計が行われている状況です。また、令和２年３月に事業化されま

した蘇陽五ヶ瀬間7.9キロにつきましては、令和５年11月26日に熊本県側の着工式が行われ、現

在、用地買収に合わせて工事を進められている状況です。本年度予算1,849万3,000円。全て一般

財源です。 

 ２節から４節は、職員２名分の人件費です。 
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 ８節旅費77万6,000円。県外出張及び整備要望に伴う職員旅費です。 

 10節24万円。要望活動に伴う消耗品費12万円、食糧費12万円は、熊本県及び宮崎県合同で行う

地方大会参加者の弁当代です。 

 11節登記手数料、蘇陽五ヶ瀬間建設に伴う町関連の町道等の土地登記手数料です。 

 12節委託料94万6,000円。山都中島西インターチェンジ及び山都中島東インターチェンジの町

区間の除草作業委託料です。 

 189ページをお願いします。 

 13節使用料及び賃借料24万2,000円。地方大会参加に伴うバス借上料です。 

 18節負担金補助及び交付金128万円。九央道期成会への負担金16万円、蘇陽高千穂期成会の負

担金が２万円です。例年８月に開催されております地方大会、500人程度の参加なんですけども、

それを山都町で開催したいと事務局に要望しており、新体育館パスレルのステージを設営する経

費110万円です。 

 以上で７款の土木費の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） ７款土木費についての説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんかか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） ちょっと伺います。175ページ、上のほうに民間危険ブロック塀という

とこありますけども、この説明と、あと184ページの材料代というのがあった。橋の工事のとこ

ろに、材料代というのが別にあるんですけども、ほかのところも工事請け負って材料代というの

が別にあるんですけども、その説明をお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 建設課長、西賢君。 

○建設課長（西  賢君） お答えします。ブロック塀の補助に関しましては、現在、御相談、

申請はあっておりませんけども、それに対応する予算ということで上げております。 

 内容としましては、ブロックのいろんな要件はございますけども、道路面に対するブロック塀

自体の高さが60センチ以上、かつ道路面から80センチの場合、20万を上限に補助が行われるもの

です。一応、今のところ１件分を想定しております。 

 原材料費についてのお尋ねですけれども、原材料費というのは、建設課において、目的を橋梁

補修でしたら、橋梁の補修を工事入るわけですけども、そこの現場におきまして、例えば町道、

農道を通っていくときにコンクリ舗装が割れたと、例えばの例ですけども、業者に瑕疵がない場

合に、材料費を支給して、業者のほうにコンクリ舗装の補修だったり、行ってもらうということ

で、工事請負費に入れてしまいますと諸経費あたりで金額が上がるものですから、この辺は材料

費を業者のほうにお願いして施工させていただくということでしとるようなもので、工事請負費

がある分については、原材料費をよく上げさせて、上げておりますけども、上げておるというよ

うな状況です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 
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○４番（西田由未子君） 185ページの町営住宅のところですけど、その他の財源のところの

2,651万8,000円の中に、先ほどちょっと説明されたおおるり住宅の売電収入も入っているんでし

ょうか。売電収入が分かっていたらお知らせください。 

 おおるりについては、共益費をちゃんといただいて、その中で草取りとか、いろんな環境整備

のほうは任せられていると思いますけれども、ほかの公営住宅については、自分たちでされてい

るんですよね。だから、よければ、そういうふうにできないものかなと、共益費を取って、人を

雇ってしていただいているというのについては、今から先もずっとそうされるのかということも

お尋ねしたいと思います。 

 南田Ｂ団地の居住性向上改修工事の中身を、すみません、聞き損ないましたので、もう一回言

ってもらっていいですか。 

 以上お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 建設課長、西賢君。 

○建設課長（西  賢君） お答えします。おおるり住宅の売電収入につきましては、歳入予

算、41ページになりますけども、その中に５行目、太陽光売電収入30万がこちらのほうで上がっ

てきたような状況です。 

 それと、おおるり住宅につきましては、初め若者向け住宅ということで建設しておりまして、

その中に、今の若い者といいますか、そこの中で、共益部の管理については、共益費でやります

よということで、初めからそのコンセプトでやっておりますので、その分を共益費でいただいて

やっていると。もしそれがなかったら共益費は下がりますけども、自分たちでせなんという中で、

共益費をいただいて共用部分はやっていただいているという状況です。 

 南田住宅につきましては、建て替え工事ということで、今年度解体して造成をやっております

ので、その建て替え工事費ということで、２戸分上げているような状況です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） すみません、私もちょっと聞き逃した点がございまして、177ページあ

たりの町道改良のところで、水道町から何とかの２車線計画というのがあったかと思うんですが、

そこのところの水道町なのでしょうか。どっからどこまでをどういうふうに２車線化されるのか、

もう一度御説明をよろしくお願いします。 

 それから、先日の一般質問の中でも同僚議員からありましたサブリースの件なんですが、もち

ろんそのサブリースという、いわゆる町が空き家を借り上げたりして改修をして、それを家賃を

取って、入居希望の人にまちなかの店舗であるとか、住宅であるとか、そういったところ、それ

をやると町営住宅ということになるので、管理とかもまた増えて大変なのかなと、今300何十戸

されていますが、そのサブリース的な考え、それは建設課だけの担当ではないでしょうけれども、

それが町営というふうなものになっていくと思われますので、そういったところの考え方、この

間の一般質問にもあったように、空き家、空き店舗、そういったものの住宅化、そういったふう

なことについては、どのようにお考えかなというふうに思います。 
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○議長（藤澤和生君） 建設課長、西賢君。 

○建設課長（西  賢君） お答えします。高速道路がいよいよ山都通潤橋インターチェンジ

まで行きました。その中で、町内に入り込む路線としまして、人権センターからこの下の水道町

交差点、この路線につきまして、一部２車線部分もございますけども、ここを完全２車線の計画

ができないかということで、その概略の設計費を上げて、よければ２車線化をやりたいというこ

とで、概略設計費を上げております。 

 サブリースの件ですけども、今年度住宅の基本計画あたりの見直しもやっているところで、建

設課におきましては、町営住宅の管理ということで、これにつきましては、住宅行政に携わると

ころでございますので、別の関係課、もしくは住宅政策につきましては、民間事業者も一緒に入

れて考える必要があると思っております。その中で全体的に考えていければと思っております。

建設課独自にというのはございません。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 ８款消防費について説明を求めます。 

 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） それでは、189ページをお開きください。 

 ８款消防費を説明します。この款は、上益城消防組合や消防団に関するもの、防災、減災に必

要な施設整備や活動に関する予算を計上しております。 

 まず、１目常備消防費です。ここには、上益城消防組合の負担金として２億9,889万1,000円を

計上しております。93名の職員、19台の車両、３施設の維持管理経費を構成団体であります御船、

嘉島、甲佐、山都町で負担しているものでございます。 

 ２目非常備消防費です。これは、非常勤の消防団員の報酬や活動に対する経費等を計上してお

ります。7,290万6,000円です。 

 １節報酬は1,954万6,000円です。団員の見込み数500名分の年報酬額と出動報酬分を計上して

おります。 

 ２節給料は、職員１名分の人件費を計上しております。 

 191ページ、17節備品購入費の主なものは、消防ホース50本の購入を予定しております。 

 18節の負担金補助及び交付金では、消防団員の退職金や災害補償に関する組合負担金1,079万

5,000円、消防団の本部、方面隊や、各分団の運営補助金1,101万3,000円を計上しております。 

 ３目の消防施設費です。消防団車両、消防施設の設置や維持管理に関する経費2,803万8,000円

を計上しております。現在の装備品といたしましては、車両、タンク車１台、ポンプ車１台、積

載車46台、小型ポンプ12台を所有しております。 

 10節需用費は、防火水槽８か所修繕、消防車両31台の車検、ポンプ30台、ポンプ倉庫３か所、

ホース乾燥台６か所の補修や修繕料728万1,000円です。 
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 14節工事請負費は、２基の耐震性貯水槽設置工事費1,932万2,000円を計上しております。 

 18節負担金は、消火用水利確保のための下大川水利組合への負担金3,000円です。 

 ４目の災害対策費です。防災、減災対策、予防対策に要する経費643万9,000円を計上しており

ます。 

 10節では、備蓄品として非常食の購入経費258万円を予定しております。 

 12節の委託料では、県と東京大学との連携で構築されました災害発生時の主な業務管理をタイ

ムライン化し、パソコン等で把握できるシステムの管理運営委託料６万6,000円を計上しており

ます。 

 17節備品購入費では、旧御岳小学校の備蓄品の保管している部屋において、災害備蓄品の品質

保持を行うため、遮光カーテン購入費用58万6,000円を計上しています。 

 18節負担金補助及び交付金では、熊本県防災消防ヘリひばりの運営負担金、海難救助ボランテ

ィア支援の青い羽根負担金、自主防災組織育成補助金や防災リーダー養成研修費５名分を計上し

ております。 

 以上で８款消防費の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） ８款消防費について説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 192ですね、非常用の防水の利用負担金というのは、どういう意味です

か。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。非常用消防水利負担金は、先ほど御説明いた

しました下大川の用水を水利として使って、火事が発生した場合使用するということで、その費

用につきまして、3,000円の負担金を毎年支払いしているということでございます。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 192ページの災害備蓄品の購入で非常食という御説明がありましたけ

れども、もう少し詳しく分かっていればどういうものということと、その中に液体ミルクとかも

入っているかなということでお尋ねしたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） 失礼いたしました。今回購入する予算といたしましては、フリー

ズドライの非常食、それから、飲料水、ペットボトル、10年保存ができるもの、それから、クッ

キーを購入する予定でございます。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 工事請負費の貯水槽の２基分、どちらに設置されるのか教えてくださ

い。 
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○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。本年度設置予定箇所については、これから、

また場所を消防団等々と確認しながら、２か所を設置したいということで考えております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） すみません、同じく災害備蓄品のことですけど、これは全部、御岳

小跡の備蓄倉庫に行くんでしょうか。できれば、６月、７月の雨に向けての、去年開けられた避

難所については、非常食だけでも置いておくということはできないのかなと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。避難所に関しましては、一般質問でも西田議

員のほうから質問をいただきまして、現在、主要な町のほうで備蓄している場所、それから、各

地区で備蓄倉庫を設置されている場所等に、今備蓄をしております。 

 それ以外の無人でまだ設置がない場所におきましては、設置場所等々の問題もありますので、

基本的には、災害があった際、職員がそういった避難所を回りながら必要に応じて搬送するとい

う計画で考えております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 ９款教育費について説明を求めます。 

 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） それでは、９款教育費、学校教育課分の説明を行います。 

 令和６年度における山都町管内小中学校の状況なんですが、小学校５校の児童数が474名、中

学校３校の生徒数が273名、併せて747名。本年度と比較しますと、小学校で７名の減、中学校で

27名の減となる予定です。 

 複式学級は、現時点において中島小学校が２学級、蘇陽小学校が１学級の編制を想定しており、

計３学級となる予定です。 

 重要課題の一つであります義務教育学校整備に関しましては、昨年度における再検討決定後、

教育委員会会議において、安全確保、児童生徒にふさわしい学校規模、通学区域の設定、通学時

間の改善、建設経費の負担、判断にふさわしい時期、タイミングなど、継続して協議しておりま

して、現時点において明確な方針を定めるには至っておりませんが、ある程度材料はそろったも

のと考えておりまして、できるだけ早期に方針を示すことができればと考えております。 

 なお予算に関しては、年度内における再始動の可能性を想定しまして、準備委員会等に係る費

用を計上しております。 

 教育用のＩＣＴ機器、タブレットや電子黒板等なんですが、それや校務用パソコンにつきまし

ては、本年度末に必要とする台数など整備を終えております。今後は、維持更新を基本として調
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整してまいります。将来の児童生徒数の推移を考慮して、維持更新の概要をＩＣＴ計画の中で整

理しており、計画的に調整してまいります。 

 特に、令和２年度において、一括で購入した児童生徒用タブレット639台ございますが、これ

につきましては、耐用年数等を踏まえた計画的な更新が必要となります。現時点では明確ではあ

りませんが、令和６年度から令和８年度の３か年において、国や県が示す予定のタブレット更新

に係る補助メニューに効果的に活用しながら調整してまいります。新年度上半期までには概要が

示されるのではないかと予想しており、今後調整を図ってまいります。 

 また、我々が業務に活用しています総合行政システムと同じように、学校現場における校務等

の効率化を図る校務支援システムにつきまして、県内の多くの自治体で整備が進んでおりまして、

県費教職員の異動に際してのスムーズな事務引継、学校の働き方改革の一環としても導入が急が

れます。国の補助事業を活用しての導入を調整しておりますが、補助の有無について措置する予

算が異なることから、当初予算での計上を見送りました。明確になり次第、補正予算にて提案す

る予定です。 

 そのほか、潤徳小学校の閉校によりまして、給食管理費を含めた学校運営経費を800万円程度

圧縮できたものと考えますけれども、予算の数字上は、本年度における小学校費における机、椅

子の更新とか、教師用教科書等の購入による減額幅が大きく、必要不可欠な教諭補助や調理補助

等の会計年度任用職員の人件費増の影響により、全体を見ると、そこまでの減額は見込めません

でした。 

 また、老朽化が進む学校施設では、防水機能の低下による雨漏りや経年劣化による鉄筋コンク

リートの爆裂等が見られるものがあります。児童生徒に危険が及ばないよう日頃から注意を払っ

ておりますが、義務教育学校の整備前であっても、何らかの手を入れる必要性を感じており、今

後、緊急的な対応を強いられる場面を想像しておく必要があるものと危機感を抱いております。 

 ９款教育費のうち、学校教育課が所管するものとしまして、以降、教育総務費では、教育委員

会の運営全般、小中学校の共通部分、廃校施設等の管理、学校同和教育やＡＬＴに係る費用を、

２項小学校費では、小学校の運営に係る費用を、３項中学校費では、中学校の運営に係る費用に

ついて、それぞれ計上しております。合計して、本年度５億2,000万円程度弱を計上しています。 

 それでは、194ページを御覧ください。 

 ９款教育費１項教育総務費１目教育委員会費は、教育委員に係るものです。179万7,000円を計

上しています。教育委員４名の報酬のほか、毎月１回開催しております委員会会議のほか、式典、

学校訪問、研修会、その他会議等に出席される際の費用弁償等を計上しています。 

 次の２目事務局費は、6,056万6,000円を計上しています。特定財源は、奨学資金返還金の現年

度分、過年度分、合わせた340万6,000円でほぼ占めております。 

 次の195ページの４節までは、特別職１名と学校教育課職員６名の人件費及び共済費です。 

 ４節には、教育委員会全体の会計年度任用職員分も計上しております。 

 196ページをお願いします。 

 13節の車両借上料は、本課にて管理しております公用車３台のうち、１台について、蘇陽支所
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から１台を保管転換して使用していましたが、経年劣化による不具合を生じており、３月の車検

満了をもって処分し、今年度２月に新規にリースを開始した軽自動車分となります。 

 20節奨学資金貸付金は、今年度、新規に貸付けを始めた、大学生４名、高校生１名を含めた継

続貸付けとして、大学生７名、高校生２名分を令和６年度における新規の分を、令和６年度にお

ける新規の貸付け想定としまして、大学生４人、高校生２人分を計上しました。貸付け額は、ひ

と月当たり、大学生２万5,000円、高校生１万5,000円です。 

 なお、奨学資金の給付型に関しましては、高等教育に関し、世帯所得の制限はあるものの、国

の高等学校等就学支援金制度により、国公私立問わず授業料の無償化が図られていること、また、

給付型は、申請者が増える可能性が高く、制度設計の根本的な見直しが必要になると思われ、検

討はしておりません。 

 次の３目教育振興費は、小中学校運営に係る共通費用です。6,417万円を計上しております。

特定財源のうち、国県支出金58万円は、小学校で実施します水俣に学ぶ肥後っ子教室に係る県補

助金で、その他は、ふるさと寄附金の充用1,900万円及び上益城郡教育委員会連絡協議会研究指

定事業助成金10万円となります。 

 １節から197ページの４節までは、会計年度任用職員に係るもので、教育委員会事務補助１人、

学校図書司書２人、教育支援センター山都教室支援員６人、学校教育指導員１名分を計上してお

ります。 

 ７節報償費のうち、義務教育学校準備委員会謝金は、準備委員会に協力いただく学識経験者２

名及び検討部会に協力いただく有識者２名に係る謝金です。冒頭申し上げましたとおり、現時点

で準備委員会の次の開催の見通しは立っておりませんが、速やかに対処できるようあらかじめ措

置するものです。 

 次の講師謝金は、児童生徒を対象にした命の大切さについて考える講演会や、学校経営上の課

題等を踏まえた研修会などに係るものです。各学校における実績を踏まえ計上しております。ま

た、この講演会や研修会などの更新に係る費用弁償を次の８節、旅費に計上しています。 

 二つ下の義務教育学校準備委員会費用弁償は、先ほど報償費で説明しましたように、準備委員

会及び検討部会の必要性が生じたとき速やかに対処できるようあらかじめ措置するものです。 

 次の10節、198ページをお願いします。 

 公用車燃料費は、やまと教室用の公用車分です。 

 次の修繕料は、学習に使用するタブレットの修繕料です。15台程度を見込んでおります。 

 次の調理師研修会材料費は、調理師研修会時の試作用の材料代となります。 

 次に、11節です。中ほど、遠隔授業用通信回線使用料は、家庭の学習用タブレットの持ち帰り

に際し、インターネット環境のない保護者家庭にモバイルルーターを貸出し、通信を伴う学習を

支援するもので、ＳＩＭ基本料及び通信費用を計上しています。令和２年度に取組を開始したも

のです。現状の利用状況を踏まえて減額して計上しております。管内の学校においても、持ち帰

りが増えていますので、さらに活用が活発化し、予算の増額要求ができるよう積極的な活用を推

進してまいります。 
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 ちなみに、自宅にＷｉ－Ｆｉ環境がない世帯なんですが、本年度における学校からの報告では、

兄弟姉妹で重複の可能性もございますが、小中学校全体で12％、70世帯程度となっております。 

 次の小中学校エアコンクリーニング手数料は、機器の能力、寿命を維持するために、３年に１

回程度定期的にメンテナンスを行うもので、令和６年度は27台のクリーニングを見込んでおりま

す。 

 次の13節のうち、中ほどＩＣＴ教育支援業務委託料については、令和４年度からＩＣＴ教育支

援員を２人体制としています。国が示す４校に１人という基準に対し、１週間に１回は、いずれ

かの学校に終日滞在して対応可能な体制としており、令和６年度も同様の体制を維持するもので

す。 

 次の学校産業医委託料は、教職員の健康管理を推進するために、そよう病院の協力を得て、産

業医としての面談をお願いするもので、面談実績に応じて委託料を支払う形としております。希

望する教職員は、産業医との面談を通じて、メンタル面や体調のサポートを受けることができま

すので、管内の教職員に対し、定期的に制度の周知を図っております。 

 次の小中学校教職員ストレスチェック委託料は、県費教職員に係る公立学校共済組合が実施す

る心の健康チェック事業を実施するものです。県費教職員の服務は、市町村教育委員会が管理し

なければならないことから、本年度と同様に計上しているものです。 

 199ページをお願いします。 

 次に、13節です。校務用パソコンリース料は、導入後の経過年数が７年を超えるパソコンの更

新を図るもので、30台の更新を予定しております。本年度30台の更新を行っており、令和８年度

までの４か年で更新を終える予定です。 

 次の公用車リース料は、当課が管理している３台のうちの１台で、やまと教室で使用している

車両分となります。 

 二つ下の電子黒板リース料は、普通教室、特別支援教室及び特別教室に不足した分について、

本年度導入を図った25台分のリース料となります。 

 その下のタブレットリース料は、児童生徒及び授業を担当する教員用のタブレットについて、

長期継続契約で対応している分のリース料となります。本年度、児童生徒用パソコンリース料と

してリース契約継続分を計上しておりますが、令和６年度は、タブレットリース料に統合して計

上しております。 

 なお、新規で108台の更新を図る予定ですが、冒頭で説明しましたように、国県が示すタブレ

ット等の更新に係る補助の動向を見て、今後、補正予算にて予算の組替え等を行う可能性があり

ます。 

 次に、18節負担金補助及び交付金です。一番下の上益城郡学力向上研究指定事業助成金は、蘇

陽中学校区が上益城郡教育委員会連絡協議会の指定を受けまして、児童生徒の学力向上や教員の

指導力向上に向けて、研究実践を行うための助成金となります。２年目となり、令和６年度中に

研究発表会を開催いたします。歳入として、同連絡協議会から同額の助成を受ける予定です。 

 200ページをお願いします。 
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 ４目教育施設管理費です。522万3,000円を計上しています。特定財源は、学校施設使用料２万

円及び教員住宅使用料98万4,000円です。現在、学校教育課で管理しております廃校した中島東

部小、中島南部小、大野小、菅尾小と、今年度末をもって閉校となる潤徳小の計５校の校舎等施

設と教職員住宅の維持管理費を10節から、次の201ページの18節まで計上しています。 

 教職員住宅の現在の入居戸数は、20戸中６戸です。徐々に入居数が減っており、高速道路の開

通の影響もあるかと思いますが、今後の入居も期待できない状態です。このような背景を踏まえ、

建物が古く手を入れる必要があり、入居が難しいと思われる住宅については処分を、また、閉校

した学校の近くにあり、十分使用できると思われるものの入居がない住宅については、引き合い

があれば譲渡等を含め、整理していきたいと考えています。 

 10節需要費の一番下、廃校施設消防設備修繕料につきましては、廃校した施設であっても、行

政財産として使用しており、点検の結果を受け、消火器の更新等を行わなければならないことか

ら計上しているものです。 

 201ページをお願いします。 

 ５目スクールバス運行費は、臨時バス運行委託に係る予算です。1,325万3,000円を計上してい

ます。学校における校外学習や臨時下校等に係るものに、令和６年度からは、コミュニティーバ

スの廃止を受け、平日及び土曜日における定時定路線の運行がなくなるために、土曜日及び長期

休業中における中学校の部活動に対応する臨時運行分を含めております。 

 次に、６目学校同和教育費です。121万6,000円を計上しています。特定財源は、地域改善対策

奨学資金返還事務費交付金３万5,000円です。町、学校、就学前同和教育研究大会や事業研究会

の講師及び協力者等の謝金、記録集の印刷製本費、地域改善対策進学助成金などを計上しており

ます。 

 なお、令和６年11月末に全国人権同和教育研究大会が熊本市で開催される予定で、教職員40名

の参加を想定し、10節消耗品費に当該資料代を含めて計上しております。 

 学校同和教育につきましては、山都町部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくし、人権を擁護

する条例の規定を踏まえ、学校教育に関する施策について、学校、各種団体と連携を図り、協力

しながら、その推進に努めてまいります。 

 202ページをお願いします。 

 ７目外国青年招致事業費は、外国語指導助手であるＡＬＴに係る予算です。1,540万4,000円を

計上しています。全額一般財源ですが、特別交付税措置の対象となります。ＡＬＴの任期は、８

月から翌年７月までの１年間ですが、現在任用している３名のうち、２名が更新しない意思を示

しており、交代となる予定です。引き続き、切れ目なく３名体制での学校配置を予定しています。 

 203ページをお願いします。 

 ２目小学校費です。まず、１目学校管理費は、小学校５校の学校運営や学校施設管理に係るも

のです。7,018万9,000円を計上しています。特定財源の国県支出金は、理科備品購入に係る学校

教育施設整備等補助金です。そのほかは、五ヶ瀬町居住の児童２名の受入れに係る学校委託費児

童負担金５万円、日本スポーツ振興センター負担金19万4,000円及びふるさと寄附金の充用700万
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円です。 

 10節需用費、11節役務費、12節委託料、17節備品購入費には、各学校に配当する予算が含まれ

ております。学校に配当する予算につきましては、個別の説明は省略いたします。 

 学校配当外の予算について説明いたします。 

 まず、10節需用費について、修繕料は、矢部小体育館ステージ壁改修をはじめとする普通修繕

を、別途消防設備修繕や遊具の改修等を予定しております。軽微なものは、各学校の配当分で対

応していただきます。 

 204ページをお願いします。 

 11節の一番下、印刷機設置及び撤去手数料については、各学校の印刷機が所定の期間を超過し、

安価なリース料で対応していただいたところですが、メーカーのサービス対応が難しくなりまし

て、新規での更新が必要となり、既存印刷機の撤去、更新する印刷機の設置に係る手数料となり

ます。これは、中学校費でも同様となります。 

 12節の委託料です。 

 205ページをお願いします。 

 高圧コンデンサー交換及びＰＣＢ分析業務委託料については、メーカーから一部の高圧コンデ

ンサーに微量ＰＣＢの混入の可能性が否定できないものがあり、当該型番の部品が蘇陽南小学校

のキュービクル式高圧受電設備内に使用されているとの連絡を電気工作物保安管理業者から受け

ました。ＰＣＢを含有していないことが確認されるまでの間は、ＰＣＢ廃棄物と同様に、適切な

処置が必要となることから、あらかじめ分析等を行うものです。ＰＣＢの含有が確認された場合

は、継続して使用することに問題はございませんが、当該部品等の処分を行う際には、適切な処

分が必要となりますので、情報を引き継ぐ形となります。 

 13節の使用料及び賃借料の中ほど、印刷機リース料は、先ほど11節に説明しました各校の印刷

機更新を踏まえ計上するものです。中学校費でも同様となります。 

 14節の小学校校舎改修工事は、矢部小トイレブース改修、児童昇降口塗装等、蘇陽小体育館Ｌ

ＥＤ化工事を予定しております。エアコン移設工事は、潤徳小に設置しているエアコン５台を矢

部小の教室など５部屋に移設しようとするものです。 

 206ページをお願いします。 

 17節備品購入費のうち、理科備品購入費は、文科省の理科教育設備費等補助金を受け、学校ま

わしで実施しております。補助率は２分の１です。令和６年度は、矢部小、蘇陽小、蘇陽南小の

３校に、それぞれ30万円ずつ理科備品を購入する予定です。 

 次の教育備品購入費には、矢部小、蘇陽小、蘇陽南小の各給食室へのエアコン設置を含みます。

これは町安全衛生委員会における指摘事項に対応するものです。ほかの学校については、計画性

を持って調整したいと考えています。そのほか、小学校全体の優先順位を勘案して、備品の整備

を図ってまいります。 

 18節の保護者負担軽減費は、見学旅行の施設入場料や学習で用いるワークブック代など、本来、

保護者に負担いただく学級費のうち、児童１人当たり1,500円を町が補助しているものです。 
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 続きまして、２目学校振興費です。5,073万5,000円を計上しております。特定財源の国県支出

金は、特別支援教育就学奨励費補助金です。 

 １節から４節までは、小学校に係る会計年度任用職員の人件費で、一般事務補助１人、教諭補

助13人分を計上しています。教諭補助の人数は、あらかじめ定めました基準に基づき、児童の実

態や学級運営等を考慮し、調整しています。これは中学校費でも同様となります。 

 207ページをお願いします。 

 10節の消耗品費と17節の学校備品購入費は、特別支援学級の学習に必要な分を計上しておりま

す。 

 208ページをお願いします。 

 19節の就学援助費は、準要保護世帯への就学援助費や特別支援教育対象世帯への就学奨励費を

それぞれ支給するものです。このうち、特別支援教育就学奨励費は、補助率２分の１の国庫補助

対象となります。 

 次に、３目給食管理費です。本年度9,082万7,000円を計上しています。 

 ４節までは、給食調理師９人及び給食調理補助６人及び日々雇用分の人件費を計上しています。 

 209ページをお願いします。 

 17節の給食備品購入費は、中島小のガステーブル、矢部小の冷却用冷凍庫、コンロ設置、矢部

小の食缶、蘇陽小の冷蔵庫等の購入を予定しています。 

 210ページをお願いします。 

 ３項中学校費です。まず、１目学校管理費は、中学校３校の学校運営や学校施設管理に係るも

のです。5,670万7,000円を計上しています。特定財源の国県支出金は、理科備品購入に係る学校

教育施設整備費等補助金です。そのほかは、五ヶ瀬町居住の生徒３名の受入れに係る学校委託時

負担金９万円、日本スポーツ振興センター負担金11万2,000円及びふるさと寄附金の充用100万円

です。 

 10節需用費、11節役務費、12節委託料、17節備品購入費には、学校に配当する予算が含まれま

す。こちらも、小学校費と同様に個別の説明は省略し、学校配当以外の予算について説明いたし

ます。 

 10節需用費の下から三つ目、修繕料の内容は、矢部中の体育館パラペット剥落補修、蘇陽中の

ランチルームは雨漏り補修等を予定しています。全体の優先順位を勘案しながら対応してまいり

ます。軽微なものは、各学校の配当分で対応していただきます。 

 212ページをお願いします。 

 14節工事請負費は、矢部中プールろ過機改修工事、部室棟改修工事を予定しております。 

 17節備品購入費のうち、理科備品購入費は、小学校費と同様に補助事業により、学校まわしで

実施しているものです。令和６年度は、矢部中を予定しています。 

 次の教育備品購入費では、中学校全体の優先順位を勘案して、備品の整備を図ってまいります。 

 18節の保護者負担軽減費は、小学校費と同じ趣旨で、本来、保護者に負担いただく学級費のう

ち、生徒１人当たり1,500円を町が補助しているものです。 
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 213ページをお願いします。 

 ２目学校振興費です。3,669万5,000円を計上しております。特定財源の国県支出金は、特別支

援教育就学奨励費補助金63万6,000円、英語検定チャレンジ事業補助金18万6,000円及び部活動指

導員補助金107万8,000円です。 

 １節から４節までは、中学校に係る会計年度任用職員の人件費で、教員補助３名、一般事務補

助１人、部活動指導員４人分を計上しております。 

 なお、部活動指導員は、部活顧問教員の負担軽減の一環として令和４年度から導入しているも

ので、今年度においては、矢部中の剣道部、女子バレーボール部、陸上部にそれぞれ１名、清和

中のバドミントン部に１名の計４名を任用しており、令和６年度も同様の配置となる予定です。

国、県、町で３分の１ずつ経費を負担する事業で、歳入として、国負担分を合算しての県補助金

を見込んでおります。 

 10節の消耗品費は、特別支援学級の学習に必要な分を計上しています。 

 次の教師用教科書等購入費は、中学校用教科書が令和７年度の改定となるため、教師用の教科

書指導書、指導用教材を令和６年度中に購入しておかなければなりませんので、計上するもので

す。生徒分は無償ですが、教師分は、自治体で負担する必要があります。 

 214ページをお願いします。 

 13節の車両借上料は、生徒が参加する各種大会等の行事における送迎に際し、バスの借り上げ

を想定し計上しています。 

 17節の学校備品購入費は、特別支援学級の学習に必要な分を計上しております。 

 19節の就学援助費は、小学校費と同様ですので、説明を省略いたします。 

 215ページをお願いします。 

 ３目給食管理費です。5,258万6,000円を計上しています。 

 １節から４節までは、給食調理師６人及び給食調理補助等４人及び日々雇用分の人件費を計上

しています。 

 216ページをお願いします。 

 17節の給食備品購入費は、矢部中のスチームコンベクションオーブンなどの購入を予定してい

ます。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） ここで10分間休憩いたします。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午前11時17分 

再開 午前11時27分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次の項目について説明を求めます。 

 生涯学習課長、上田浩君。 



- 250 - 

○生涯学習課長（上田 浩君） それでは、９款教育費４項社会教育費と５項保健体育費の予

算について御説明いたします。 

 ページ216ページをお願いします。 

 当初予算では、社会教育費２億796万5,000円及び保健体育費10億3,711万2,000円を計上してお

ります。 

 それでは、項目ごとに主なものについて説明いたします。 

 まず、社会教育費からです。 

 １目社会教育総務費予算額7,086万4,000円。その他財源200万円は、ふるさと応援基金です。 

 １節報酬は、社会教育委員８名及び学校審議会委員８名の報酬です。 

 ２節から４節は、一般職10名の人件費です。 

 ７節報償費の成人式記念品は、20歳の集いの記念写真代です。93名を予定しております。 

 次のページをお願いします。 

 12節委託料451万円で、映写会委託料55万円と山都町文化情報等発信業務委託料396万円は、よ

い映画を観る会による映写会につきましては、年12回、良質な映画を提供しております。また、

文化情報等発信業務は、昨年始めましたユーチューブを使ったＹＡＭＡＴОテレビＮＯＷの情報

発信番組です。毎月10日に配信しており、直近の５か月連続で１万人以上の視聴者に見ていただ

いているところです。 

 18節各種負担金は、例年並みの予算ですが、特に、ふれあいコンサート補助金300万円は、今

年度は、新総合体育館落成記念を兼ねまして、九州交響楽団約50名によるコンサートを計画して

おります。 

 次のページをお願いします。 

 ２目公民館費、予算額3,765万円。矢部、清和、蘇陽地区公民館の維持管理費及び公民館活動

に伴う事業費を計上しております。特定財源のその他99万2,000円は、公民館使用料です。 

 １節報酬、公民館運営審議会委員８名及び会計年度任用職員４名の報酬です。 

 ３節から４節は、会計年度任用職員４名の人件費です。 

 ７節報償費、各地区高齢者学級の講師謝金が主なものですが、新規事業としてバンブードラム

体験講習会ということで、町と芸術文化と観光振興の発展に関わる連携協定者による、ＳＤＧｓ

の一環にもなりますが、竹ドラムの普及活動に取り組んでみたいと考えております。 

 ページ221ページをお願いします。 

 12節委託料、３地区館の施設管理委託料及びＩＴ講習会業務委託料は、パソコン教室です。令

和５年度は20人の参加がありました。 

 ページ222ページをお願いします。 

 14節中央公民館電話改修工事127万1,000円は、20年近くたっており、電話機と電話回線を更新

するものです。 

 17節備品購入費は、キャスター付きつい立てが、これまでの館外貸出、移動等で、至るところ

が消耗しており、10台分の購入料47万円と、竹ドラム10台、23万1,000円の購入費です。 



- 251 - 

 18節公民館新改築補助金では昨年度当初400万円計上しておりましたが、一定程度要望が収ま

りましたので、今年度は200万円としております。 

 ページ223ページをお願いします。 

 ４目同和教育費、予算額331万5,000円。令和４年12月に条例が改正され、山都町部落差別をは

じめあらゆる差別をなくし人権を擁護する条例の目的を踏まえ、啓発活動に努めてまいります。 

 13節車両借上料50万6,000円は、上益城郡社会人権教育研究大会ほか、研修会時のバス借り上

げ代を計上しております。 

 18節負担金では、山都町同和教育推進協議会補助金120万円を計上しております。 

 ページ224ページをお願いします。 

 ５目文化財保護費、予算額712万7,000円。１節報酬文化財保護委員報酬は９名の報酬費です。 

 ７節報償費は、専門員指導謝金は、歴史的建造物等専門員の指導謝金、講座等謝金は、清和文

楽講座専門員の指導員の謝金です。 

 12節で、服掛松築堡演習本営跡整備委託料59万7,000円は、文化財指定の服掛松キャンプ場内

１画の約5,000平米の野営陣地跡の立木伐採、草地の草刈り４回分を計上しております。 

 資料整理等委託料は、各種古文書の資料目録作成、資料写真撮影、翻訳作業に要する費用です。 

 ページ226ページをお願いします。 

 17節備品購入費57万7,000円は、文化財写真のデジタル化に伴い、高性能一眼レフカメラ購入

代です。 

 18節の文化財保存整備事業補助金69万1,000円は、県文化財指定の上川井野地区唐傘松保存事

業に係る補助金です。樹木医による腐朽部の治療、枯れ枝剪定等に対する補助です。 

 次に、６目文化財保存活用事業費、予算額537万9,000円。文化的景観保存推進事業及び天然記

念物ゴイシツバメシジミに係る調査保存事業費です。 

 ７節、８節は、通潤用水と白糸台地の棚田景観保全活用委員開催などの報償費及び旅費等です。 

 227ページをお願いします。 

 12節委託料天然記念物分布調査委託は、ゴイシツバメシジミとシシンランの分布調査です。今

年度の調査では、チョウの成虫２個体を確認しております。引き続き調査を継続したいと存じま

す。また、シシンラン人工増殖試行業務委託は、ゴイシツバメシジミの餌となるシシンランを葉

目挿しによる増殖を行うものです。 

 次に、10目図書館費です。4,234万5,000円です。 

 １節から４節までは、図書館協議会の委員報酬及び図書館長を含む会計年度任用職員人件費で、

司書２名、司書補助４名、館長及び日々雇用１名分です。 

 新たな部分で、230ページの14節図書館本館改修工事費で491万3,000円上げておりますが、図

書館本館北側保育園の見える窓側に、セパレートタイプのカウンター六つ設置や本館東側に職員

が作業するスペースを設けるための改修に係る費用です。 

 17節備品購入費58万8,000円は、図書館本館と蘇陽分館のカウンター用パソコンの購入、本館

レーザープリンター購入、貸出し用ＤＶＤプレーヤーの購入費です。 
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 231ページをお願いします。 

 11目矢部高校応援事業費1,394万9,000円です。その他財源400万円は、ふるさと応援基金繰入

金です。まず、新年度の矢部校の合格者は41名となっております。 

 ８節特別旅費67万9,000円は、地域未来留学において東京会場で行われます対面での学校紹介

に係る参加旅費です。 

 12節高校魅力化支援事業委託料441万1,000円は、矢部高校を魅力ある高校に感じてもらえるよ

う、高校への入学者増と高校の活性化を目的として行うものです。外部への情報発信、ＰＲコン

テンツ作成や県立大との連携しながら、総合的な探求の時間を使ったキャリア教育の支援事業に

係る費用でございます。 

 18節助成金631万2,000円の内訳は、１年生の入学者支援金で、１人４万円の200万円、２年、

３年生の教科書購入費64万円、下宿助成金１人、月１万円の252万円、バス助成金１人当たり、

月１万2,000円の115万2,000円の合計となっております。このほか、振興会助成金50万円と、高

校活性化支援助成金30万円を計上しております。また、新たに、下宿改修等補助金80万円を下宿

先の改修に係る費用の上限額20万円程度を補助したいと考えております。 

 次に、232ページをお願いします。 

 12目地域学校協働活動推進費286万8,000円。特定財源156万9,000円は、国庫事業に伴う歳入で

す。地域と学校が連携して子どもの成長を支え、地域を創生する活動を推進する事業です。全て

の小中学校で取り組んでいただいております。特に、地域コーディネーター、教育活動推進員さ

んの方の協力をいただきながら、この事業は行われているところです。 

 また、12節地域未来塾委託料171万2,000円は、中学３年生を対象として、夏休みの期間を利用

して行うものです。最終日に試験を行っておりますが、点数アップにつながっておるところです。 

 次に、13目通潤橋保存活用事業費、予算額2,446万8,000円。特定財源のその他60万円は、講演

会、シンポジウムに伴う助成金です。 

 ７節報償費から11節役務費までは、通潤橋保存活用検討委員会に係る経費や通潤橋除草ボラン

ティアに係る経費を計上しております。講演会、シンポジウム謝金45万9,000円は、通潤橋保存

国宝指定記念事業としまして、講演会及びシンポジウムを計画しており、講師への謝金です。テ

ーマを分けて、３回の講演会と総合的なシンポジウム１回を計画しております。 

 233ページをお願いします。 

 10節印刷製本費70万4,000円は、通潤橋橋上観覧証３万部の作成費用です。 

 12節委託料では、石垣計測調査委託料150万4,000円。通潤橋左岸上流側のはらみ出し部の変位

調査でございます。２年に１回の頻度で調査を行っていきたいと考えております。 

 このほか橋上公開警備委託料589万9,000円、観覧料収納等委託料154万2,000円、講演会・シン

ポジウム報告書等作成委託料223万8,000円、また、新規の御小屋保存修理基礎資料作成委託料

607万2,000円は、通潤橋国宝指定とあわせて、附指定となりました御小屋の修理、復元に向けた

基本設計を行いまして、方針と概算費用、全体のスケジュール計画等作成する業務です。今後の

文化庁補助申請に当たり必要となってまいります。 
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 御小屋の現状としましては、平成20年に、茅葺屋根の葺き替えを行っておりますが、雨漏りが

し始めているところです。 

 14節吹上口排水路修理工事95万7,000円は、吹上口の東側での法面に設置されております石垣

排水路の漏水による陥没箇所がありまして、補修費用を計上しております。 

 御試吹上樋進入路の周辺伐採等工事306万4,000円は、国宝通潤橋の附指定を受けました御試吹

上樋の現地に至る約200メートルの既存農道の法面の伐開及び補修工事に係る費用を計上してお

ります。 

 続きまして、９款５項保健体育費を説明します。 

 １目保健体育総務費、予算額889万5,000円。 

 １節報酬は、23名のスポーツ推進員報酬を計上しております。 

 235ページをお願いします。 

 12節ｅスポーツ体験会業務委託料は、高齢者及び一般町民向けの熊本県ｅスポーツ協会の協力

を得ながら、体験会２回の開催を計画しておるところでございます。 

 18節町民スポーツ協会助成金は、前年並みの400万円を計上しております。 

 次に、２目体育施設費１億5,954万3,000円。矢部、清和、蘇陽地区３地区の体育施設の維持管

理費を計上しております。 

 236ページをお願いいたします。 

 14節中央体育館解体工事１億3,000万円を計上しております。新総合体育館の供用開始に伴い、

老朽化しました旧中央体育館を解体するものでございます。特定財源には全額を起債に充ててお

ります。また、中央体育館解体と併せて隣接する弓道場も解体をいたします。ここは陣矢弓道場、

専用の弓道場移設については、団体と協議を重ねまして、当初は、専用の建物を要望されたんで

すけど、千寿苑横にあります第２弓道場で本弓と一緒に建物を使っていただくこととなり、この

第２弓道場にはトイレがありませんので、現在、100メートル離れた浜町体育館のトイレを使用

しておりまして、要望があり、第２弓道場に新設のトイレ及び倉庫を設置する費用と陣矢弓道場

として兼用できるよう、改修工事費1,018万9,000円を計上しております。 

 237ページをお願いします。 

 ５項５目中央グラウンド周辺整備事業費、予算額８億2,037万4,000円。 

 12節委託料では、工事監理業務委託料835万円は、開発許可を受けての大規模な公園整備でご

ざいまして、その内容は最終的な開発許可の検査を受けなければなりません。工事現場も、現場

状況に合わせて変更対応が必要でございまして、また、工事発注ごとの数量等把握が必要となり、

人的に、外部に支援を求めなければ業務を遂行することが困難でありますので、そのための工事

監理業務でございます。 

 14節町道改良工事4,000万円は、最終年度の第６期となります公園内道路、延長700メートルご

ざいますが、この道路の完成の予定でございます。 

 ちびっこ運動広場整備工事１億1,000万円は、遊具施設や芝生広場整備を予定しております。 

 中央グラウンド整備工事６億5,000万円は、既存のグラウンドを改修工事、現在の表土が薄い
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ところで２センチ程度しかなく、排水性が悪く、全面改修を行い、グランド周辺には、ランニン

グコースを設置し、照明施設もＬＥＤ照明にやり直す計画です。 

 運動公園器具設置工事600万円は、屋外施設に係る備品等を格納する倉庫設置に係る経費でご

ざいます。 

 238ページをお願いします。 

 17節備品購入費は、新設するサッカー場備品で、サッカーゴール一般用ゴール１対、ジュニア

用ゴール２対、その他ベンチなど備品購入に係る費用でございます。 

 18節水道加入負担金11万円は、サッカー場水道加入負担金でございます。 

 ６目山都町運動公園施設費、予算額4,830万円。 

 12節山都町運動公園施設管理委託料は、令和５年６月議会で議決いただきました令和６年度か

ら８年度までの３か年間における限度額4,730万円を計上しております。 

 18節イベント実施補助金は、新総合体育館落成を記念しまして、令和６年度において実施され

ます大会等に１団体20万円を上限としまして、100万円の補助金を交付する予算で計上しており

ます。 

 以上で予算の説明を終わります。どうぞよろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） ９款教育費についての説明が終わりました。 

 ここで昼食のため１時まで休憩します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午前11時47分 

再開 午後１時０分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ９款教育費についての説明が終わっております。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ６番、矢仁田秀典君。 

○６番（矢仁田秀典君） ページ196ページ、ここに貸付金で奨学資金貸付金というのがありま

すが、大学生が何人、高校生が何人という話がありました。これと類似するやつで、これは貸与

型。ある特定の地域の人には給付型の奨学金があっておりましたが、それがどこにあるかちょっ

と分かりません。今ないのかもしれません。ただ、ある地域の人だけが給付型で、ほかの人は貸

与型というのはおかしくないかと。だから、もし今後、給付型のところが人がいるということで

あれば、全部を給付型にする必要があると思いますので、その辺お答えいただきたいのが１点。 

 それとページ236ページに、中央体育館の解体の予算が載っておりますけども、私は、もう何

年も前から、この体育館を修繕してこの中に造り物を入れて、観光客を呼び込む必要があると、

前の年のをそこに入れて、造り物小屋にはその年の入れておくという、そういうことで呼び込む

必要があるという話をずっとしてきましたが、私の今までの願いというのは、これで最後になる

と思いますが、予算が上げてありますので最後になると思いますが、聞き入れてもらえないので
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しょうか。 

○議長（藤澤和生君） 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） お答えします。議員がおっしゃったのは、予算201ページの18

節の負担金補助及び交付金にあります地域改善対策進学助成金のことではないかなと思います。

この分につきましては、国の事業によりまして、部落差別の解消の推進に関する法律の中で、地

方公共団体は部落差別の解消のための施策を講ずるよう努めるとしておりまして、この本助成は、

この対象地域の児童生徒の教育の充実、向上につなげ、積極的な部落差別解消を図る大切な事業

として捉えているところの部分でございまして、ちょっと奨学金の部分とは若干異なるかとは思

っているところです。 

 冒頭の説明の中でも言いましたけれども、給付型とすると、制限がやっぱきかなくなる。申請

がかなり増えるんじゃないかなというところも予想するところです。ですので、現時点で予算の

兼ね合いもあるんですけれども、給付型にするということは、その後の制度設計とか、それに大

分検討を要する必要があると思いますので、現時点でそこまでの考えに至ってないというところ

です。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。中央体育館の解体で、そこを造り物小屋にで

きなかったかという問いですけど、あそこの建物についてが、もう昭和46年だったと思いますけ

ど、旧耐震化の基準でございまして、使うとなれば、耐震化を図らなければならない建物でござ

います。しかし、解体を前提としたそういう計画でございましたので、耐震化も図っておりませ

ん。外壁等も相当崩れておりますので、そのままでは使うことはできないと思います。１回解体

して、次の新たな計画を立てる以外にはないかと判断しております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ６番、矢仁田秀典君。 

○６番（矢仁田秀典君） 学校教育課の話分かるんですけども、それこそ差別じゃないのかな

あと思うところがあるんですよ。ですから、片一方はもう完全に貸与型で、片一方は給付型とい

うのは、同和対策関係でしょうがないと言われればそれまでかもしれませんけども、やっぱりそ

れは、片一方の貸与型のほうもどうにか、ゼロにならんでもですよ、ちょっと考える必要があり

ゃせんかなって。それこそ差別じゃないかなって思うところがあります。 

 それから、体育館は、もう修繕せなんとも分かっとっとです。ただ、鉄筋でできていますので、

その辺が利用して修繕で済むんじゃないかと、そういう思いがあってのでしたけども、もうでけ

んということであれば、もうそれはしょうがないです。一生懸命私は何年間もこれ話をしてきま

したが、諦めるしかないということです。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） 幾つか項目があるのでそれぞれお願いします。 
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 まず210ページで、中学校費が上がっているんですけれども、各学校に分配してあるので説明

はというところだったんですが、その中で一つちょっと気がかりなところがあるので質問するん

ですが、３年か４年ぐらい前だったと思うんですけど、矢部中学校のグラウンドが陥没している

んですよね。これ学校教育課のほうも御存じかと思います。すぐそこを埋め上げる対応していて、

当時生徒にはけがもなかったみたいですし、大事には至ってないんですけれども、深さが多分膝

丈よりももうちょっと深かったぐらいで、直径も２メーターぐらいあったんじゃないかなと思う

んですが、そのとき私も質問したんですけれども、一般質問で言ったような気がしますが、調査

しないのかと、生徒のやっぱり安全な学校教育ということを考えると、原因の調査ですとか、安

全確保のための通達とかしないのかという話をしたんですけれども、そのときは、図面がないと

か、いろんな理由がありまして難しいような話だったんですが、その後、しかしながら、放置し

ていい問題でもないとは思っていますので、何かそこに向けて学校と協議するなり、課として対

応する予定があるのか、検討が進んでいるのか、その辺を伺いたいと思います。 

 あともう一つは、225ページなんですけれども、そこで刀の展示とメンテナンスというのが表

示されていたと思うんですが、12節委託料の２番目のところで、すみません、これ生涯学習課の

ほうかな、刀展示及びメンテナンス委託料というのがありますけれども、これちょっと具体的に

お伺いできればと思います。 

 刀の何というんでしょうか、本物なりレプリカなり持ってくる予定があるのか、展示するのか。

刀といえば、やはりあの山都町でいえば蛍丸になると思いますので、蛍丸のレプリカとか、蛍丸

たしか岐阜県かどっかの刀鍛冶が３振りぐらい作ったと思うんですけど、そういうものを引っ張

ってくるのか。額的にちょっとそれを持ってくるのには足りないのかもしれないなと思ったんで

すが、どういう予定なのかちょっと教えていただきたいなと思います。 

 続いて227ページで図書館の図書館費が4,000万ほど上がっているんですが、すみません、図書

館の年間の利用者数というか来館者数とか、その辺も教えていただけたらなと思います。しっか

り予算かけて図書館活性化させてほしいなと思っていまして、私たち経済建設常任委員会で、以

前梼原町というところに研修に行ったんですけれども、そのときそこの町の図書館が、梼原とい

う町は非常にその中山間で山都町に似ている、あるいは山都町以上に外部からの来町者数が少な

いようなところにもかかわらず、来館者数聞いたら10万人というふうにおっしゃっていたんです

よね、そこの館の方が。山都町の図書館も、利用がさらに活発化できないのかなとも思いますの

で、来館者数の状況ですとか、より一層町民の皆さん、町外の皆さんが利用できるような施設に

できるように何か策があるのかなと思って質問させていただきたいです。 

 あとすみません、最後ですけれども、ｅスポーツ、これ235ページですか、ｅスポーツの予算

が上がっていました。このｅスポーツ、実際にどういうことを委託なさるのか。内容とその普及、

ｅスポーツというものを町内で普及させる御計画があるのかもしれないなと思って見ていたので、

その辺何かあれば教えてください。お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） お答えいたします。特に今、議員がおっしゃった件につきま
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しては、申し送り的なものは受けておりませんで、そのときに、そういうものがあったというこ

とは承知したんですけれども、多分そのときに大きな対応されて、そこで終えているんじゃない

かなと思うところです。その後、私が今の配属になりまして、特に学校から、その件についてこ

う、こうしてほしいとか、そういうお願いとかそういうのはあっておりませんので、現状、その

ような状況です。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） ３点ほど御質問があったのでお答えしたいと思います。まず、

ページ225ページの刀の件ですけど、これ毎年やまと文化の森で、展示会を１年に１回やってお

ります。これが今図書館のほうに寄託されておりまして、それを年１回、メンテを兼ねて展示会

をしております。刀が伝阿蘇社大宮司所用ということで、阿蘇市に伝わる刀でございます。 

 それと、図書館の来館者数というところで、年間、令和４年が１万2,300人ほど来館者があっ

ております、合計で３館の。令和５年が今12月までで１万444人です。利用冊数でいきますと、

令和４年が４万9,289冊、令和５年度が12月末で３万9,417冊でございます。 

 それとｅスポーツですけど、今回、初めて御意見があってｅスポーツをしないんですかという

御意見があったものですから、今回、県のｅスポーツ協会に御連絡したところ、体験会というこ

とで１回やってみて、その体験された方の意見、アンケートを聞いて、今後、普及どうしていく

か、福祉関係もつながりますので、そういったとことタイアップしながら、またｅスポーツをど

のように持っていくかは、ちょっとそれからまだ決めていきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありますか。 

 ３番、眞原誠君。 

○３番（眞原 誠君） いろいろと理解いたしました。 

 すみません、最後もう１点質問、矢部中の件なんですけれども、申し送り事項で特になかった

というお話ではあるんですが、質問したいのは、学校の設置者として、生徒が安全に学べる環境

を提供するという観点において、グラウンドが陥没したという実績があって、応急措置で終わっ

ていいのかというのは僕は強く思います。それが間違いないです、もう大丈夫ですよ、安全です

よという確認をとるまで、町としてはやる必要があると思うんですけれども、その辺いかがお考

えですか。 

○議長（藤澤和生君） 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） 議員がおっしゃったように学校施設に関しては、かなり注意

を持って日頃から学校の先生方も、巡回とか安全点検していただいていますし、私たちもそれを

受けて対応していくことになるんですけれども、今のおっしゃったグラウンドの件については、

改めて、今学校の現状の確認等と、その後実際どういった対応しているのかというそれも踏まえ

た上でちょっと検討させていただきと思います。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 
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○４番（西田由未子君） お願いします。５点お尋ねをしたいと思います。 

 最初に197ページのフッ化物洗口に関する薬剤の予算が出ています。予算が出ているというこ

とは、今年もされるという方針なのでしょうから、私はもうずっとこれはやめていただきたいと

いうことを申し上げていますが、されるのであれば、職員の精神的な負担や要する時間の負担を

できるだけ軽減するということが必要になると思うので、そこの方策のお考えがあるかお知らせ

ください。 

 それと、子どもたちのタブレットを更新する予定だとおっしゃって、今からなので予算はまだ

ないですよね。更新の予算は出てないんですけど、せっかくですので、更新されるときに、子ど

もたちの目の健康のためにも、前にもちょっと言ったことあるんですが、せっかくの更新の機会

だから、ブルーライトカットフィルムも一緒につけて更新していただきたいと思いますが、その

お考えをお聞かせください。 

 それと211ページに、中学校のエレベーター保守点検だと思うんですが、矢部中学校だと思う

んですけど、大分年数たっているので保守点検された後、もし不具合があったりとか、もうちょ

っとやり直したほうがいいんじゃないかとかということになれば、すぐ予算立てしていただきた

いと思いますが、その辺のお考えをお聞きします。 

 それと213ページに部活動指導員の方が３名だったかな、今年も継続していただくということ

で大変ありがたいと思っています。中学校の働き方改革の大きな課題は、部活指導をどうするか

ということにあると思いますので、この部活動指導員の方の、今年は３名ですが、これから増や

していきたいと思っていらっしゃるのか、それと部活動指導員になるに当たっての研修があると

思うんですけれども、研修内容をちょっと教えていただきたいと思います。 

 最後に、今度237ページの生涯学習課のほうです。中央グランド整備工事費が上がっています

けど、あそこの管理施設とトイレのほうも新しくなるのか、その予算も入っているのかというの

をお尋ねします。管理施設は、たしかもう新体育館のほうが管理というふうに言われていたよう

な気もしますが、御説明ください。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） お答えします。まず、フッ化物洗口の件ですけれども、予算

計上しておりますので、今年度同様６年度につきましても、フッ化物洗口はやっていきたいとい

うことで考えております。 

 町政策として、幼児期の頃から取り組まれておりますので、小中学校においても継続して取り

組みたいと思うのが１点です。それとおっしゃった先生に負担がないようにということで、年度

頭に校長会でもお話するんですけれども、御協力いただくとともに、町の配置の教員補助もあり

ますので、その補助のもとに、学校の負担がかからんような調整をしていただいて、やっていた

だくということで取り組んでいただきたいと思っております。 

 続きまして、タブレット更新時の目の健康上のブルーカットフィルムということなんですけれ

ども、ちょっと予算の、ちょっとどれぐらい費用がかかるかというのはまだ積算とかしておりま
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せんので、ちょっとそれを踏まえた上でちょっと検討させていただきます。 

 それと矢部中学校のエレベーター保守点検なんですが、実はもう矢部中学校、建築から大分た

っておりまして、エレベーターももうかなり年数が経過して、保守管理はしていただいているん

ですが、実は部品、今度補修がもし必要となると交換する部品がもうないという状況でして、現

時点で、エレベーター使用はできているんですけれども、近々、今後の大規模改修とかも見越し

たところになってくるんですけれども、エレベーターそのものの入替えといいますか、そういう

のが必要なってくるんじゃないかなと思っております。 

 それと部活指導員ですけれども、今４名です。一応毎年学校のほうにお呼びかけしまして、部

活指導員の制度があるんでぜひ活用しませんかという募集をしていまして、それに応じて、学校

の要望に応じて配置を計画するというふうにやっておりますので、今後清和中とか、蘇陽中から、

またそういう追加の要望があれば、それに対応していきたいと考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。ページ237ページの施設整備の内容の件で、管

理施設、トイレをどうするかというお問合せですけど、今現在管理棟があるところ、あれは、今

回、解体をする予定でございます約1,000万ほど解体費を計上しております。それと、そこに大

型トイレを11ケツ分を今計画しているところです。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） 申し訳ございません、１点忘れておりました。部活動指導員

の方に対する研修なんですけれども、今具体的にどういう内容かというのまでは、ちょっとまだ

手元にちょっと持っていませんで説明できないんですけれども、基本的に県とかから示された手

引きといいますか、そういうのがあるかと思いますので、そういうものを基にして研修をすると

いうような形になろうかと思います。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 231ページ矢部高校応援事業費なんですが、今年の新入学生が41名の入

学予定とお聞きいたしました。ではその中で、町外からの希望者が何名かと、下宿が改修すると

き上限が20万円で、４件分の予算を計上されておりますが、これまで募集されたときに、２件ぐ

らいまでは把握というか、報告があったようなんですが、実際今のところ、下宿として手を挙げ

ていらっしゃる家庭が何件いらっしゃるのか。今度新入学の町外から来られる方で、把握されて

いる部分だけで結構ですので、例えば寮に入られるのか、下宿されるのか、バスで通ってこられ

るのかというところが分かる範囲で結構ですので、お答えいただきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。昨日、矢部校のほうにちょっとお尋ねして、

入学者数を聞いて41名というのが分かりました。そのうち、県外が１名だけということと、町外
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については、ちょっとまだ分からないというところで聞いております。 

 それと下宿改修等助成金ですけど、１件当たり20万ということで、手を挙げていただいた件数

が２件ほどございまして、その方とは、今度３月19日に入学者の説明会が矢部校であります。そ

のときに、寮に入るのか、下宿先に入るのかというマッチングをされる予定でございます。 

 そこで今回20万については、内容については、想定して、エアコンだったり、Ｗｉ－Ｆｉ設備

だったり、畳の入替えだったり想定したときに、大体30万ぐらいかかる見込み、ケースをそうい

う考えて、20万というところで１回決めたところでございます。 

 寮生につきましては、令和５年当初が男子寮が13名、女子寮が６名で19名でスタートして、卒

寮をされて、今現在は寮的には、もう入学者数を見ると寮で足りる予定でございます。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 竹ドラムといって予算つけてあったんですけれども、これをどういっ

た感じで普及させていくかというのと、あと一個、さっき３番議員がおっしゃった刀、あれのほ

かのやつを、いろいろ鎧とか、太刀があと２本、小刀があるんですけれども、それを町としてど

んなお考えかをお聞きします。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。竹ドラムの普及ということで、来年度、新年

度予定をしております。この竹ドラムは、子どもから大人まで募集して取り組んでいきたいとい

うことを考えております。 

 今回、潤徳小学校のほうで、閉校記念で竹ドラムを使ったイベントがありましたが、それには、

今協定を結んでいる堤さんの協力を得ながら、竹ドラムを普及していく予定でございます。竹ド

ラムは、山都町にある竹を使って、７節あるんですけど、それを切って、ＳＤＧｓにもつながる

なというところで、それを色を塗って、それを普及させていきたいと。最終の狙いとしては、こ

れをふるさと納税あたりでも、使っていったらいいなということまでも考えておるところでござ

います。 

 それとほかの刀剣、刀の展示以外については、今のところ具体的な構想は持っておりません。

御意見があれば、また、展示していきたいと思います。よろしくお願います。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ４番、西田由未子君。 

○４番（西田由未子君） 先ほどのエレベーターの件ですけれども、交換部品がないというこ

とであれば、使い続けていくためには、もう新しく付け替えるしかないと思うんです。国のほう

の方針が、新築の学校にはもうエレベーターは必須であると、既存の修理についても、たしか５

か年計画があって、今年が何年目かちょっと分からないんですけども、まだ入っていると思うん

です。５か年の中であれば、補助が大きくあるというふうにちょっと記憶しておりますので、今

回点検いただいても、やっぱりちょっと使うのは無理だってなれば、なるべく早くせっかくの補

助がある期間のうちに付け替え等を検討をお願いしたいと思いますが、それについてもう一回い
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いですか。 

○議長（藤澤和生君） 学校教育課長、工藤博人君。 

○学校教育課長（工藤博人君） お答えします。おっしゃった計画は、恐らくバリアフリー計

画かなと思います。たしか国のほうで令和７年度ぐらいまでに対応しなさいということで定めら

れたやつだと思います。それを踏まえまして、今度保守点検また入りますけれども、それを踏ま

えて、令和６年度中で、その辺のどう見込むべきかとか、その辺を実際どれぐらいかかるかとか、

その辺を踏まえた上で、実際予算化の必要があるのかとかを含めて検討したいと思っております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 私は社会教育のほう、今230ページに竹ドラムのことがございましたが、

この購入というふうなことも書いてありまして、ということは、これは町内の竹を切っていらっ

しゃる方から購入をするということでしょうか。このバンブードラムスって固有名詞なんで、な

んかどうでもいいんですけれども、何かつづりがちょっと英語じゃないので、何か読みづらいな

とか思って、これも堤さんの発案の名称なんでしょうかと思いますが、指導は当然その堤さんと

いう方がしなさることなんでしょうね、というふうに思っています。その竹ドラムの竹を今ふる

さと納税までつなげたいというふうなことをおっしゃったので、どこから調達されるのかという

こと、竹ドラムってわざわざ言わんでも、竹細工を今まで各小学校でやっているわけですよね、

清和でもそうでしたし、それをあえて、この横文字であらわし、普及をさせるというところが何

となくちょっと違和感があるんですけれども、それは、ぜひ普及すればいいとは思っていますの

で、よろしくお願いしたいと思いますが、それと、図書館の件です。 

 先ほど３番議員からもあったんですけれども、やはり利用者数をもっと伸ばすために、いろん

な工夫をしなくちゃいけないなというふうに思っているところですが、今回は、改修予算が入っ

ているので結構大きな4,000万を超えるようなお金が図書館費というふうにして入ってございま

す。 

 一般質問のときも申し上げたんですが、やはり、これはこの金額でやっぱ11万冊の本を扱い、

どう町民に渡していくか、使っていただくかということに注力するためには、やはり職員が不足

しているんじゃないかというふうに思いますので、今回、人件費というかそういったところに入

ってございませんけれども、今後、やはり正職員の方をあそこにちゃんと意思決定として、みん

なの現場の話を吸い上げて、今館長がそれをされているとは思うんだけれども、やはりそこでし

っかりと本庁とつながっていく職員を配置していただきたいというふうに思います。そのお考え

をお伺いします。 

 それともう一つ、これもしつこく言っていますけれども、附の吹上樋のところ、御試の。あそ

このところの農道を整備していただくのは大変ありがたいことになっています。しかしながら、

あそこの入り口のところのバリケードの話はつきましたでしょうか。農道が整備されても、あそ

こに相変わらずピンクテープが張ってあるようでは、中には簡単に入れないというふうに思うん
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ですけれども、そこの交渉あたりはどういうふうになっているかお伺いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。１点目の竹ドラムの調達の件ですけど、これ

に向けて、昨年２基ほど作ってみました。その竹は、通潤橋、御小屋の先にある竹の伐採がして

ありますけど、そこから竹をちょっといただいて試験的に作ってみたというところです。 

 今後調達に向けてはそういった情報を聞きながら、竹をいただくようなことをちょっと考えて

作っていきたいというふうに思っております。 

 それと11万冊、不足する職員の人員をどうするかということですけど、これについては、一般

質問でもあったかと思いますけど、体制づくりについては、また、総務課のほうとも相談しなが

ら、私の一存では何ともお答えようはできませんので、よろしくお願いします。 

 附指定のバリケードの件ですけど、事前に地権者のほうと御相談しまして、あそこがイノシシ

だったり、鹿だったり入るので、自己防衛策で柵をされています。それについては、通ってもい

いよという話ですけど、そこは基本的には閉めとってくれという話なので、開閉ができる扉をつ

けてくれないかということだったので、そういうのを表示しながら、来た人は通っていいですよ

という、そういう表示をさせて通っていただくようにしようかというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） 竹ドラムについては、これは、希望者がおられたのでしょうか。この

予算の項目の中では、老人会の学習活動みたいなの中に入っておりますが、これは、全町民を対

象ということですか。町民から希望があったのかということです。 

 それから、ＹｏｕＴｕｂｅ作成費が390万です。これは収益が上がっとらんかと心配しており

ます。その点はどうなっていますでしょうか。 

 また、その下の218ページの下のふれあいコンサート、これは５年度の実績は幾らだったでし

ょうか。こんな高くはなかったと思いますが、お願いします。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） まず、バンブードラムの希望者については、一応全町民を対

象に考えております。要望があったのかということですけど、ＳＤＧｓの一環で、生涯学習課と

しても何かできないかというところから始まったものでございます。竹を使って、山都町ＰＲで

きないかというところでスタートしておるところでございます。 

 また、ＹｏｕＴｕｂｅの件ですけど、収益性はということでございますけど、特に収益性を狙

ってやっているものではございませんで、山都町の文化発信、山都町の情報を広く情報発信をし

たいというところで、山都町のファンを増やしたい、オール山都町で、その中で生涯学習課が何

を担うべきかというところで、今やっているところでございます。 

 それと、ふれあいコンサートの実績でございますが、昨年は200万の補助金で、実際これは時

の橋の公益基金で運営されていますので、これ以上に費用がかかっている分でございます。今回
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の300万予定ですけど、実際は、九州交響楽団による、50人も呼びますので、今回は特別にとい

うところで時の橋さんが、支出が825万予定されております。そのうちの300万をうちが予定して

おります。支出はもう向こうが多い分でございます。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに。 

 ５番、中村五彦君。 

○５番（中村五彦君） ＹｏｕＴｕｂｅが１万人も超えるならば、お金が、収益が生まれてい

るんじゃないかという心配です。 

 それからバンブーとＳＤＧｓがどういうふうに関係するんでしょうか。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） 収益性、収益が上がっているんじゃないかというところです

けど、上がったとしても、１件0.05円でございまして、一万のときが500円だったですか、500円

になるかと思います。収益性は、ほとんどもう何十万とか上がらないと、ほとんどが上がってな

いと思います。 

 バンブーとＳＤＧｓということですけど、荒廃した竹山の整備あたり、やっぱり切って出せば、

幾らかお金がなるならばというところの、最終的には、そういったサイクルが生まれてくればい

いなというふうに思っております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） すみません、先ほどの附、もう１回質問させていただきたいと思いま

す。今課長のお話ですと、幸いなことに地権者の理解を得ながらあそこに、ピンクテープでのバ

リケードではなく、扉つけてもいいんじゃないのということでしたので、これはぜひ進めていた

だきたい。そして、本当、また次年度予算とかではなくて、もう本当今年度中にせり出せるよう

な金額ではないかなというふうに思いますので、そこは進めてほしいという点が１点と、それか

ら、実際の石樋がやっぱり川沿いにあるので、土砂で埋まったりするときもあるわけなんですけ

ども、そういうようなふうな対策は、どのようにお考えでしょうか。あそこどうしても増水した

りとか砂が上がってきて半分ぐらい埋もれてきたりなんかするんですよね。それは、あれの保存

という意味と、浸食されて傷むということがあるのかなどうなのか、170年間そこにおんなはる

から、大したことないのかもしれないけれども、そういったところの補完をどういうふうに考え

ていらっしゃるのかというところをお伺いしたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 生涯学習課長、上田浩君。 

○生涯学習課長（上田 浩君） お答えします。吹上樋の試験、御試吹上樋の件ですけど、今、

試験石をあらわにしていますけど、あれは、もともと埋まっていたんですよ。それを今回、総合

報告書のために、１回出したところでございます。今後も埋まる可能性がありますけど、それを、

見せ方もあるんですけど、その辺はどのように保管していくかは、また、学芸員もおりますので、

その辺は協議してまいりたいと思います。 
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 扉の件です。なるべく附指定受けたあれが今後、観光客あたりが来られる事が想像できますの

で、予算をいただいたならば速やかに工事発注して、それができるように体制を整えたいと思っ

ております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 10款災害復旧費について説明を求めます。 

 農林振興課長、松本文孝君。 

○農林振興課長（松本文孝君） それでは、災害復旧費予算について御説明をいたします。 

 239ページをお願いいたします。 

 10款１項１目現年度農業施設災害復旧費21万7,000円を計上しております。 

 ８節に旅費、10節に需用費として消耗品を計上しております。 

 ２目過年度農業施設災害復旧費８億3,632万円を計上しております。 

 14節工事請負費に８億2,500万円を過年度分災害復旧費として計上しております。これは令和

３年災77件、令和５年災160件分の過年度の災害復旧費の予算としております。 

 240ページをお願いいたします。 

 ３目現年度林業施設災害復旧費です。100万円を計上しております。 

 13節に使用料賃借料として、崩土除去等の林道災害に伴う重機借上料として計上をしておると

ころです。 

 ４目過年度林業施設災害復旧費です。4,583万円を計上しております。 

 14節工事請負費は、林道松尾線の災害復旧費の予算としております。 

 以上となります。どうかよろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 次の項目について説明を求めます。 

 建設課長、西賢君。 

○建設課長（西  賢君） 240ページをお願いします。 

 10款２項公共土木施設災害復旧費について説明します。近年、災害が頻発する中、令和２年災

までは、令和５年度中に完了することができました。令和３年災、令和４年災までの発注業務は

完了しておりますが、変更対応分の経費を計上しております。 

 また、甚大な被害を受けました令和５年災につきましては、234件中90件については発注済み、

144件を過年災予算として計上して発注業務を進めてまいります。令和６年度の重点目標にも上

げておりますので、早期復旧に向けて努めてまいります。 

 それでは、１目現年度公共土木施設災害復旧費、本年度予算509万4,000円。全額一般財源です。 

 １節から次のページ241ページ、４節は、会計年度職員及び職員の人件費です。 

 ７節報償費15万円。災害対応について、迅速な情報収集、また、職員の安全確保のため、ドロ

ーンの購入及び現場タブレットのリースを計上しております。それに伴います操作講習を行うた

めの講師謝金です。座学、現場を含めて２日間、３名を予定しています。 
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 ８節旅費13万2,000円。会計年度職員通勤費用弁償、普通旅費の12万円は、災害発生時の事前

協議等九州地方整備局への旅費です。 

 10節需用費30万円は、コピー用紙等消耗品費、現場監督用の燃料費、修繕費です。 

 11節16万8,000円。現場用タブレットの回線使用料です。 

 13節使用料及び賃借料183万9,000円。100万円は、崩土除去に係る重機借上料です。大型プリ

ンターのリース料、次のページ、タブレットリース料、公用車リース料です。 

 15節原材料費、生コン等原材料費です。 

 17節備品購入費30万円。ドローン１台分の購入費です。 

 ２目過年度公共土木施設災害復旧費、本年度予算額30億2,080万円。財源は国庫負担金23億

7,073万4,000円です。令和３年災から令和５年災に対応する予算です。 

 ３節職員手当等120万円。職員の時間外手当です。 

 10節需用費40万円は、コピー用紙等、工事用監督自動車の燃料費です。 

 11節役務費260万円。令和５年災の電線保護管設置手数料200万円、令和３年、４年災の電線保

護管設置料60万円を計上しています。 

 13節使用料及び賃借料1,150万円。作業道路の保護等河川災害復旧に隣接した河川しゅんせつ

等による重機借上料です。 

 243ページをお願いします。 

 14節工事請負費29億9,440万円。令和３年災、令和４年災の変更対応分及び令和５年災144件の

工事発注分、変更対応分の工事請負費です。 

 15節原材料費、生コン、砕石等の材料費です。 

 21節補償補填及び賠償金490万円。立木補償及び電柱移転補償費です。 

 以上で10款災害復旧費の説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 10款災害復旧費について説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 11款公債費、12款諸支出金及び13款予備費並びに歳入については、一括で説明を求めます。 

 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） それでは、243ページの11款公債費から説明をいたします。 

 地方債の償還、いわゆる返済に係る経費です。元金が８億9,673万8,000円。利子が3,935万円

です。令和６年度に係る償還金の対象件数は140件です。特定財源として１億2,743万円を計上し

ておりますが、内訳は、減債基金１億1,560万7,000円、通潤橋未来への懸け橋基金９万5,000円、

災害援助資金返還金77万円、町営住宅使用料942万円、地域総合整備資金返還金153万8,000円で

す。 

 次のページをお願いいたします。 

 12款の諸支出金です。 
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 １目財政調整基金では、基金への積み増し分として62万8,000円、基金利子を1,000円計上して

おります。 

 ２目から８目、10目、12目、19目は、基金積立金として利子分を1,000円、損目として計上し

ております。 

 ９目の学校教育施設整備基金ですが、廃校施設分76万4,000円及び利子分1,000円を積み立てる

ものです。廃校施設の有償貸与につきましては、旧白糸第２、同じく第３、中島西部小、それぞ

れの有償貸与契約期間において、国と協議し、残存価格により積算した金額を補助金相当額とし

て積み立てる必要があります。契約期間を更新する場合、その都度、国と協議を行うものです。 

 次のページをお願いいたします。 

 11目ふるさと応援基金は、寄附金想定額２億円から諸経費を差し引いた分を積み立てることと

しております。 

 17目森林環境整備基金は、森林環境贈与税9,301万8,000円及び利子分1,000円を積み立てるも

のです。 

 続きまして、246ページ予備費です。 

 3,000万円ということで前年度と同額で計上をしております。 

 続いて、247ページです。 

 地方債の現在高の見込みに関する調書です。 

 表中の左から３列目、前年度末現在高見込額は、令和５年度末の見込額になります。現時点で

は、94億8,387万1,000円です。その左にあります当該年度中増減見込みは、令和６年度中におけ

る増減見込みとなります。よって、右端の欄の合計額100億3,253万3,000円が、令和６年度末現

在高の見込みになると想定しているところでございます。 

 次の248ページから250ページにつきましては、債務負担行為に関する調書でございます。複数

年にわたる契約等に基づく将来にわたる地方公共団体の債務負担の状況を示したものです。令和

６年度の当初予算時点では、250ページの合計欄の中ほどにあります９億4,784万円が、将来にわ

たる債務負担の総額ということになります。 

 続く251ページから257ページは、特別職や一般職の給与費の明細、そして、それらを款項別に

示したものを掲載しております。議会への予算案を提出する場合、給与水準の適正化を図るため

に予算書に合わせて提出する説明書の一つでございます。 

 最後のページ、258ページをお願いいたします。 

 ここには、地方消費税交付金が充てられている社会保障施策に要する経費を事業別に示したも

のです。より分かりやすい形で使途を明確化することが求められておりますので、予算書の説明

資料としているものです。 

 令和６年度に係る地方消費税交付金、いわゆる社会保障財源分の金額は１億7,454万5,000円。

これに対しまして、本町の社会保障施策に要する経費は、合計欄の39億1,897万円となります。

これら特定財源を除きました一般財源の一部に地方消費税交付金が充てられるという構成になっ

ております。 
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 続きまして、歳入の説明に移りますので、12ページをお願いします。 

 歳出のほうで、特定財源やそれぞれの款で財源を説明いたしたものにつきましては、省略いた

します。また、説明した以外で、主なものについてのみ説明させていただきます。 

 14ページの２款から17ページの11款までは、地方譲与税及び各種交付金です。ここ数年の交付

実績や財政情報を分析しながら、収入見込額として計上しております。 

 17ページをお願いいたします。 

 12款地方交付税につきましては、説明をさせていただきます。 

 今年度57億円を計上いたしました。普通地方交付税の見込額を52億5,000万円、特別地方交付

税の見込額４億5,000万円を計上しております。 

 続きまして、13款から17款までは、それぞれの所管課により説明がありましたので、省略いた

します。 

 35ページから37ページの18款は財産収入となります。家屋貸付収入につきましては、廃校施設

貸付分や蘇陽支所の一部をＪＡ阿蘇、阿蘇森林組合で使用されている分が主なものです。土地貸

付収入につきましては、清和、米生の阿蘇森林組合の加工場、井無田と旧朝日グラウンドの太陽

光分、行政財産使用料としましては、ＮＴＴの電柱敷地料を計上し、普通財産貸付収入は、分譲

地のＮＴＴ等の電柱敷地料、町有原野貸付料は、清和地区19件分を計上しております。 

 37ページ、19款寄附金です。一般寄附金は、損目として1,000円計上しております。 

 ふるさと寄附金では、寄附金額を２億円を見込み計上しております。 

 20款の繰入金です。財政調整基金からの繰入金５億105万1,000円、減債基金からの繰入金１億

1,560万7,000円をそれぞれ計上しております。 

 以下、それぞれの特定目的基金を御覧の金額で繰入れ、つまり基金の取崩しを行い、各事業の

財源として使用するものであります。 

 ふるさと応援基金繰入金の充当事業につきましては、一覧表を作成しておりますので、後ほど

御確認ください。 

 39ページの21款繰越金です。ここは、令和５年度からの繰越金を１億円と見込んで、令和６年

度に予算化したものです。 

 次に、43ページをお願いします。 

 23款の町債になります。目としては、経費別に総務債、土木債等がありますが、総務債の説明

欄に、臨時財政対策債という名称の記載があります。これだけ具体的な事業名がついていません

が、これは、地方公共団体の財源不足を補うための特例として発行される地方債のことです。上

限額は設定されるものの、必要に応じて地方自治体が発行し、償還費用は全額国が基準財政需要

額に算入するという形で負担するものです。実質的に、地方交付税の代替措置ということで理解

をいただければ結構でございます。 

 戻っていただきまして、８ページをお願いいたします。 

 第２表、債務負担行為です。令和７年度から新たに設定するものです。令和６年度分は、予算

計上のため、記載されておりません。 
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 次のページをお願いいたします。 

 第３表、地方債です。歳入で事業ごとに充当しました起債を、今度は起債の目的ごとに区分し

まして計上したものでございます。総額で14億4,540万円を今回は計上しております。 

 それでは、表紙の次のページをお願いいたします。 

 令和６年度山都町一般会計予算。 

 令和６年度山都町の一般会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ170億7,300万円と定める。 

 ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。 

 債務負担行為。第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることがで

きる事項、期間及び限度額は、第２表、債務負担行為による。 

 地方債。第３条、地方自治法第230条第１項の規定により、起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表、地方債による。 

 一時借入金。第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は40億と定める。 

 歳出予算の流用。第５条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定により、歳出予算の各項

の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 １号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足が生じた場合における

同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

 令和６年３月６日、山都町長職務代理者。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 以上で11款公債費、12款諸支出金及び13款予備費並びに歳入について

の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ２番、坂本幸誠君。 

○２番（坂本幸誠君） 12ページの歳入、２億ぐらい税金上がっていますよね。太陽光発電の

収入っておっしゃったんですが、これ全部ですか。 

 それと国民宿舎を売却して、それの税収というのはどうなっていますか。 

○議長（藤澤和生君） 税務住民課長、高橋尚孝君。 

○税務住民課長（高橋尚孝君） お答えします。町税固定資産税、２億ほど多く計上しており

ますが、これは蘇陽の長谷地区の大規模太陽光発電所の分がほとんどであります。およそ、ほと

んどそうです。 

○議長（藤澤和生君） ほかにありませんか。 

 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。通潤山荘の売却につきましては、まだ今手続

中でございますので、今回の予算には入っておりません。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第25号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第25号「令和６年度山都町一般会計予算について」は、原案のとおり可決さ

れました。 

 ここで10分間休憩いたします。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午後２時05分 

再開 午後２時16分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第２ 議案第26号 令和６年度山都町国民健康保険特別会計予算について 

○議長（藤澤和生君） 日程第２、議案第26号「令和６年度山都町国民健康保険特別会計予算

について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 健康ほけん課長、木實春美君。 

○健康ほけん課長（木實春美君） それでは、議案第26号、令和６年度山都町国民健康保険特

別会計予算について御説明いたします。 

 国民健康保険は、平成30年度の国保制度改革以降、県が財政運営の責任主体となって中心的な

役割を担い、市町村と一体となり運営しております。改革以降、本町における保険税率は据置き

のまま安定運営に向け取り組んでまいりました。 

 しかしながら、年々被保険者が減少する中、１人当たりの療養給付費は増加をたどり、また、

医療の高度化もあり、今後も同じように推移していくことが予測されております。この傾向は、

県及び全国的にも同様にあります。 

 今後の安定運営を維持するため、県では、保険料水準の統一に向けた計画が策定され、引き続

き市町村との協議を継続しながら、被保険者の負担の公平性及び国保財政のさらなる安定化を図

ってまいります。町としましても、国保財政運営の安定化を図るため、医療費の適正化及び予防、

健康づくりの取組の強化に努めます。また、本年12月２日をもって廃止となる被保険者証につい

ても、住民への分かりやすい説明や周知に努めてまいります。 

 それでは、予算の説明に入ります。 

 まず、前年度からの変更点としまして、本年３月末をもって退職者医療制度が廃止されること
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に伴い、関連予算はなくなりますので廃目としております。 

 歳出のほうから、主なものについて御説明いたします。 

 15ページをお願いします。 

 １款１項１目一般管理費では、被保険者証や各種通知書等に必要な事務的経費や共同電算処理

やシステム改修等の委託料、また関係機関への負担金等を計上しております。本年度予算額は

930万8,000円でございます。前年度と比較しますと272万2,000円の増となっております。主な要

因は、被保険者証廃止関連システム委託料及び診療報酬明細等点検事務の業務拡大によるもので

す。財源内訳は、特定財源としまして、県支出金262万9,000円、一般会計からの繰入金が667万

9,000円です。 

 10節需用費消耗品では、被保険者証交付等の必要消耗品等、また印刷製本費では、関係する封

筒の印刷や保険証カード7,000枚等の印刷代を計上しております。 

 11節役務費224万9,000円のうち、郵便料に166万3,000円を計上しております。保険証等の年度

切替えによる送付、またその他通知発送分です。 

 12節委託料では、それぞれの項目ごとに、国保連合会へ委託しているものを計上しております。

合わせまして584万4,000円です。 

 下の段から２番目の診療報酬明細点検事務業務委託177万6,000円のうち、今度追加いたします

結核精神調査分としまして88万8,000円につきましては、国の補助10分の10となっております。 

 また、一番下の被保険者証廃止関連システム委託料におきましても、国の補助10分の10となっ

ております。 

 16ページをお願いします。 

 18節負担金補助及び交付金15万7,000円のうち、オンライン資格確認等の実施に伴う市町村運

営負担金に14万8,000円を計上しております。国保中央会へ支払うものです。 

 ２目連合会負担金は、本年度予算額103万4,000円で、国保連合会負担金及び広報共同事業負担

金をそれぞれ計上しております。国保連合会により算出されている金額となっております。 

 17ページをお願いします。 

 ３項１目運営協議会費の本年度予算額は32万5,000円でございます。前年度と同額となってお

ります。こちらは、国保運営委員12名分の会議費、会議及び研修会時の報酬及び費用弁償を計上

しております。財源は、一般会計からの繰入金が21万3,000円です。 

 17ページから18ページを御覧ください。 

 ２款１項療養諸費でございます。全体の予算額は17億7,645万円でございます。前年度と比較

しますと１億3,481万3,000円の増となっております。財源内訳は、県からの保険給付費等交付金

の普通交付金に17億7,180万円がございます。これは、療養費全体のうち、18ページの５目審査

支払手数料を除いた全ての保険給付費に対して交付されるものでございます。 

 17ページにお戻りいただきまして、１目一般被保険者療養給付費が、本年度予算額17億6,400

万円で、前年度と比較しますと１億3,482万円の増額となっております。県の推計方法を参考に

算出しております。被保険者数は減少しておりますが、１人当たりの医療費は増加を見込んでお
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ります。 

 ３目一般被保険者療養費は780万円を計上しております。こちらは、主に補装具等に係るもの

で、一旦自費で療養を受けられ、その後に現金給付をするものでございます。前年度と同額で計

上しております。 

 18ページをお願いします。 

 ５目一般被保険者審査支払手数料です。465万円を計上しております。各審査支払手数料は、

国保連合会に支払うもので、診療報酬審査支払手数料、レセプト電算処理システム手数料等、お

およそひと月7,000件で計上しております。 

 19ページをお願いします。 

 ２項高額療養費では、合計２億8,813万円を計上しております。こちらも同様の算出でござい

ます。財源も全額県から保険給付費等交付金の普通交付金として交付されます。 

 １目一般被保険者高額療養費は、２億8,800万円を計上しております。前年度と比較しますと

1,200万円の増となっております。 

 ３目一般被保険者高額介護合算療養費は、国保と介護保険の限度額適用後に合算して、一定の

限度額を超えられた場合に申請により支給するもので、13万円を計上しております。 

 20ページをお願いします。 

 ４項１目出産育児一時金の本年度予算額は750万円で、15件の計上です。財源としましては、

一般会計からの繰入金が３分の２、500万円でございます。 

 21ページをお願いします。 

 ５項１目葬祭費は、本年度予算額70万円で、前年度と同様に35件を見込んでおります。 

 ６項１目傷病手当金は、本年度予算額19万2,000円を計上しております。 

 21ページから22ページ、３款国民健康保険事業費納付金です。こちらは、県の算定によるもの

で、県全体の医療費総額を推計し、その見込額から前期高齢者交付金や療養給付費等負担金の公

費等を差し引いて、市町村ごとに所得水準や年齢調整後の医療費水準に応じて納付金額となって

おります。医療費給付分が、本年度予算額４億6,512万円で、前年度と比較しますと1,522万

2,000円の増となっております。 

 22ページをお願いします。 

 ２項後期高齢者支援金等分が１億2,887万円で、前年度比較しますと13万2,000円の減となって

おります。 

 ３項介護納付金は、本年度予算額が4,925万9,000円で、前年度と比較しますと305万4,000円の

増となっております。 

 ３款の財源内訳は、特定財源としまして、県特別交付金が3,972万6,000円、一般会計からの保

険基盤安定繰入金、未就学児均等割保険税繰入金が、２億880万4,000円でございます。 

 23ページをお願いします。 

 ６款１項１目保健衛生普及費が、本年度予算額578万4,000円でございます。前年度と比較しま

して113万8,000円の増となっております。主な要因は、会計年度任用職員の人件費の増と歯周病
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健診の事業開始によるものです。こちらにつきましては、主に、国の補助対象の保健事業としま

して、健診未受診者への勧奨通知、健診結果入力、台帳管理等を行うものでございます。財源の

内訳は、県支出金の特別調整交付金が578万4,000円です。 

 １節から８節までは、会計年度任用職員１名分の人件費でございます。 

 11節役務費80万4,000円は、未受診者用通知、医療費通知、重症化予防保健事業に係る対象者

や歯周病健診対象者への通知、ジェネリック差額通知等の郵便料を計上しております。 

 23ページから24ページをお願いします。 

 12節委託料では177万7,000円を計上しております。国保連合会へ支払うものです。令和６年度

から開始します歯周病健診、一般会計の４款でも御説明しましたが、歯周病健診のうち、国保被

保険者に当たる分の委託料50万6,000円もこちらに含まれております。 

 24ページから25ページをお願いします。 

 ２項１目特定健康診査等事業費では、本年度予算額2,409万6,000円を計上しております。財源

内訳は、県支出金の特別調整交付金です。2,409万6,000円となっております。 

 12節委託料に2,405万9,000円を計上しております。特定健診診査委託料に40歳から74歳の対象

者数の63％で計上しております。そのほか、眼底検査や特定保健指導委託料を含んで計上してお

ります。節目人間ドックにおきましても、先ほどと同様に一般会計の健康増進費で、これまでド

ック分については支出しておりましたが、国保の被保険者分については、こちらの会計から支出

に変更しております。年齢も同様に65歳まで拡大となっております。また、医療機関支払分には、

糖尿病性腎症の早期発見のため、令和３年度から町独自で開始しております微量アルブミン尿検

査分が含まれております。おおよそ70人分で計上しております。 

 25ページから26ページをお願いします。 

 ７款基金積立金及び９款諸支出金については、御覧のとおりです。 

 26ページ、３項１目直営診療施設勘定繰出金は、蘇陽病院の保健事業分として繰り出すもので、

本年度予算額は66万4,000円です。財源は、県支出金の特別調整交付金です。 

 27ページ、14款予備費は調整です。 

 続きまして、歳入を御説明いたします。 

 ８ページをお願いします。 

 １款国民健康保険税です。 

 １目一般被保険者国民健康保険税４億380万6,000円を計上しております。前年度と比較します

と1,244万9,000円の減となっております。こちらにつきましては、令和５年分の所得の見込みに

よって算定しております。被保険者数は、4,143人から3,921人と222名の減少となっております。 

 ９ページをお願いします。 

 ４款１項１目保険給付費等交付金が21億3,386万4,000円でございます。 

 １節普通交付金は、歳出の項で御説明しましたとおり、国保連合会の審査手数料、出産育児一

時金、葬祭費を除く保険給付費に対して全額交付されるものです。 

 ２節特別交付金は、御覧の項目ごとにそれぞれ交付されます。 
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 10ページをお願いします。 

 ７款１項１目一般会計繰入金は、本年度予算額１億6,196万6,000円でございます。前年度と比

較しますと346万8,000円の減となっております。主な要因は、保険基盤安定繰入金が減少してい

るもの、また、出産育児一時金繰入金の減が主な要因となっております。 

 １節の保険基盤安定繰入金の保険税の軽減分に当たりますにつきましては、県の補助が４分の

３、また２節の保険基盤安定繰入金の保険者支援分及び７節の未就学児均等割保険税繰入金につ

きましては、国の補助２分の１、県の補助４分の１でございます。 

 11ページをお願いします。 

 ７款繰入金１項基金繰入金5,500万円を計上しております。国保事業費納付金の財源不足分を

基金から取崩し充用するものです。さきに開催しました国保運営協議会においても御承認いただ

いております。この基金は、納付金の財源不足及び保健事業に対しても基金からの投入で、医療

費の抑制化を図るために繰入れて充用するものです。 

 ８款繰越金は800万円を計上しております。 

 ９款諸収入につきましては、14ページまで御覧のとおりとなっております。 

 それでは、表紙の次のページをお願いします。 

 令和６年度山都町国民健康保険特別会計予算。 

 令和６年度山都町の国民健康保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ27億6,342万8,000円と定め

る。 

 ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。 

 一時借入金。第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は8,000万円と定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第26号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第26号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案とおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第26号「令和６年度山都町国民健康保険特別会計予算について」は、原案の

とおり可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 
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 日程第３ 議案第27号 令和６年度山都町後期高齢者医療特別会計予算について 

○議長（藤澤和生君） 日程第３、議案第27号「令和６年度山都町後期高齢者医療特別会計予

算について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 健康ほけん課長、木實春美君。 

○健康ほけん課長（木實春美君） 令和６年度の当初予算説明の前に、資料を御覧ください。 

 今回、令和６年度及び令和７年度後期高齢者医療保険料率の改定による御説明を申し上げます。

熊本県後期高齢者医療広域連合の資料を抜粋しております。 

 一番に制度を取り巻く状況や改正等の背景を載せております。御承知のとおり、後期高齢者医

療の保険は、おおむね２年を通じて財政の均衡を保つことができるように都道府県単位で決定す

ることとなっております。 

 後期高齢者医療制度においては、令和４年度から、団塊の世代が75歳となり始め、今後も被保

険者数及び医療費が増大する中で、後期高齢者医療制度を将来にわたり安定的に運営していくた

めに、①の保険料、患者負担、公費負担の組み合わせ、②で世代間、世帯間の負担の公平性の確

保、③の負担能力に応じた負担、④で医療費の伸びの適正化を行う必要があります。 

 今般、出産育児一時金に係る後期高齢者医療保険からの支援金の導入、また、後期高齢者の医

療給付費を後期高齢者と現役世代で公平に支え合うため、後期高齢者負担率の見直し等を踏まえ、

保険料率等を改正することとなりました。 

 なお、低所得者層の負担増に配慮するために、賦課限度額や所得に係る保険料率を引き上げる

形で、負担能力に応じた負担としつつも、激変緩和措置も講じられております。 

 ２番には、保険料の仕組みを載せております。図で示されているとおり、いわゆるこの黄色で

塗り潰されている部分が保険料となり、約１割が後期高齢者医療保険で、あとの緑の部分は、現

役世代負担分の後期高齢者支援金が４割となっております。 

 次のページをお願いします。 

 保険料算定の状況としまして、黄色で塗り潰して太い枠組みでされておりますところが、今回

の六、七年度の保険料値となっております。御覧のとおり、均等割額も、所得割額も全て上がっ

ておりまして、１人当たり平均保険料は７万4,260円となっております。 

 それでも（２）番に書いてありますとおり、保険料率の上昇を抑制するために、後期高齢者医

療特別会計に生じております余剰金の60億円を活用されておりまして、活用しない場合は、左側

の表の６万3,500円、12.27％で、１人当たり８万1,451円となっておりますが、今回余剰金を活

用されておりますので、真ん中の太枠のとおりとなっております。 

 また、賦課限度額につきましては、保険料の賦課限度額は66万円から80万円に引き上げられま

した。ただし激変緩和措置としまして、引上げに伴う保険料の急増に配慮しまして、令和６年度

中に新たに75歳に到達された方を除き、賦課限度額は２年かけて段階的に引き上げられることと

なっております。 

 また、４からその他としまして、熊本県の推移を載せておりまして、被保険者数が一番上の表、
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また、（２）が１人当たりの医療費となっておりまして、いずれも、やはり保険者数が増えて、

医療費も伸びておることが分かると思います。 

 また、（３）で先ほど述べました出産育児支援金への投入された要因が書かれております。こ

れを試算されておりまして、下の表にちょっと令和六、七年度の費用ということで書かれており

ますが、後期高齢者医療制度全体での影響額が130億円と想定されておりまして、熊本県でのそ

の対象者の人数を割り出して、大体、熊本県によりますと１人当たりは約650円ほど、この出産

育児一時金分として保険料に投入されていることになっております。 

 以上で説明を終わります。 

 それでは、予算書のほうの説明となります。 

 それでは、歳出から御説明いたします。 

 10ページをお願いいたします。 

 １款１項１目一般管理費、被保険者証及び納付書交付や各種通知書等発送に係る経費等で、本

年度予算額は293万3,000円でございます。前年度比15万8,000円の増です。主に、被保険者の増

によるものと思われます。財源内訳は、特定財源としまして、一般会計からの事務費繰入金が

293万3,000円です。 

 ８ページをお願いします。 

 ６款２項１目保険料還付金、本年度予算額50万円で、前年度と同額でございます。すみません、

ちょっと飛びました。 

 10ページの10節需用費の印刷費では、納付書や各通知書、簡易書留等の印刷費で55万4,000円

を計上しております。 

 11節役務費のうち、郵便料は、納付書、保険証等決定通知書や督促等に係る通知に係るもので

229万9,000円を計上しております。 

 １款２項１目徴収費が５万3,000円でございます。前年に比べまして３万5,000円の増となって

おります。口座振替手数料の単価が上がったことと、未納者対策としまして、預金取扱い明細紹

介金融機関手数料を新たに設けまして、徴収率向上を目指しております。こちらの財源も、特定

財源としまして、一般会計からの事務費繰入金でございます。 

 11ページをお願いします。 

 ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。本年度予算額３億3,847万3,000円

を計上しております。前年度と比較しますと4,845万9,000円の増となっております。内訳は、被

保険者保険料負担金としまして２億1,757万7,000円、保険基盤安定負担金としまして１億2,089

万6,000円でございます。前年度と比べますと、被保険者保険料負担金で約3,445万7,000円、保

険基盤安定負担金で1,400万2,000円の増となっております。主な原因は、被保険者の増及び保険

料改定によるものと考えられます。こちらの財源につきましては、被保険者からの保険料は１億

2,089万6,000円、一般会計からの保険基盤安定繰入金が２億1,757万7,000円です。保険基盤安定

負担金につきましては、県補助が４分の３となっております。 

 ４款１項１目保険料還付金は、本年度予算額50万円を計上しております。これは死亡、更正等
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に伴う保険料の還付になります。前年度と同額で計上しております。 

 10款予備費は、調整です。 

 それでは、歳入を御説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。 

 １款１項後期高齢者医療保険料でございます。１目特別徴収保険料、２目普通徴収保険料、合

わせまして２億1,757万7,000円でございます。熊本県後期高齢者医療広域連合による算定となり

ます。前年度比較しますと3,445万7,000円の増となっております。主な要因は、繰り返しとなり

ますが、被保険者の増及び保険料改定によるものと考えられます。 

 ７ページから８ページをお願いします。 

 ４款１項一般会計繰入金が合計で１億2,388万2,000円でございます。こちらにつきましては、

歳出のほうで御説明しましたので、割愛させていただきます。 

 ８ページをお願いします。 

 ６款２項１目保険料還付金は、本年度予算額50万円でございます。前年度と同額となっており

ます。過年度分の過誤納保険料分として、後期高齢者医療連合に請求し受け入れるものでござい

ます。 

 ９ページを御覧ください。 

 ６款諸収入は、御覧のとおりでございます。 

 それでは、表紙の次のページをお願いします。 

 令和６年度山都町後期高齢者医療特別会計予算。 

 令和６年度山都町の後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億4,200万2,000円と定め

る。 

 ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。 

 一時借入金。第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による、一時借入金の借入れの最

高額は8,000万円と定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第27号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第27号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第27号「令和６年度山都町後期高齢者医療特別会計予算について」は、原案

のとおりに可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第４ 議案第28号 令和６年度山都町介護保険特別会計予算について 

○議長（藤澤和生君） 日程第４、議案第28号「令和６年度山都町介護保険特別会計予算につ

いて」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） それでは、議案第28号、令和６年度山都町介護保険特別会計予算

について御説明いたします。 

 初めに、２月末現在の要支援、要介護認定者数につきまして御報告いたします。要支援１の方

が97名、要支援２の方が202名、要介護１の方が265名、要介護２の方が366名、要介護３の方が

237名、要介護４の方が211名、要介護５の方が130名で、合計1,508名の方が介護認定されており

ます。65歳以上の方は、２月末で6,812名、高齢化率51.5％、介護認定率は約22％になります。 

 健康で生き生きとした高齢者が暮らす山都町を目指し、介護予防をはじめ、介護度が進行しな

いよう、また、住み慣れた地域や家庭で暮らせる在宅生活の支援等の事業に取り組んでおります。

各種事業を歳出予算として大きく分けますと、介護サービス、介護予防サービス、地域支援事業

の三つとなります。 

 それでは、歳出から主なものにつきまして御説明いたします。 

 15ページをお願いいたします。 

 １款総務費です。１項１目一般管理費428万2,000円は、介護保険制度の円滑な運営のために必

要な経費を計上いたしております。 

 １節から８節まで会計年度任用職員、一般事務１名分の人件費を計上いたしております。 

 12節委託料71万3,000円は、国保連合会の委託料になります。 

 17ページをお願いいたします。 

 ３項１目認定調査等費2,473万4,000円につきましては、介護認定に必要な基礎資料を取得する

ための認定調査や主治医意見書作成の経費でございます。 

 １節から８節まで認定調査を行う会計年度任用職員４名分の人件費を計上いたしております。 

 続きまして、18ページをお願いいたします。 

 11節役務費のうち、主治医意見書作成手数料634万7,000円につきましては、１人当たり3,300

円から5,500円の調査手数料で、約1,400人分を計上いたしております。国保連合会へ支払うもの

です。 

 12節委託料のうち、介護認定調査票作成システム管理委託料127万2,000円につきましては、調

査票の記入方法を統一するためシステムを導入しておりまして、認定調査業務を円滑に図ること

といたしております。 

 下の段です。２目認定審査会共同設置負担金600万2,000円は、介護の必要性とその程度を公平
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公正に審査、判断いたしております上益城広域連合への認定調査会の負担金になります。 

 19ページをお願いいたします。 

 ４項１目趣旨普及費48万1,000円は、今年度介護保険制度改正に伴うパンフレット800冊の印刷

費になります。 

 ５項１目事業計画策定委員会費37万1,000円は、今年度に策定します第９期高齢者保健福祉計

画の進捗の審議に係る費用を計上いたしております。 

 続きまして、２款保険給付費です。１項介護サービス等諸費の１目から次のページの９目まで

です。介護サービスの利用に応じた保険給付に係る負担金を計上いたしております。こちらは、

要介護１から要介護５までの方が対象となる経費です。 

 21ページをお願いいたします。 

 一番上段の合計24億7,860万円になります。前年の実績と今年度の見込み量により算出いたし

ております。 

 次に、同じく21ページの２項介護予防サービス等諸費です。１目から次のページの９目まで、

介護予防サービスの利用に応じた保険給付に係る負担金を計上いたしております。こちらは、要

支援１、要支援２の方が対象となる経費です。１項と同様に前年の実績と今年度の見込み量で算

出いたしております。合計の欄です。7,080万円になります。傾向として要支援者の施設利用の

増加の傾向が見られます。 

 次に、３項その他諸費につきましては、国保連合会へ委託し、保険給付に関する書類審査業務

を行うものです。その審査手数料で240万円を計上いたしております。 

 23ページです。 

 ４項１目高額介護サービス費7,992万円につきましては、介護サービスを利用された際の自己

負担額について、利用者の経済的な負担を軽減するもので、ひと月の利用額、自己負担額が定め

られた限度額を超えた場合に支払われる給付費であります。前年度の実績に基づき計上いたして

おります。 

 ５項１目高額医療合算介護サービス960万円につきましては、今の説明に加えまして、医療保

険を加えたところでの自己負担額の合算額が高額になった場合の負担額の一部を負担するもので

す。 

 ７項特定入所者介護サービス等費につきましては、生活保護世帯など所得の少ない方に対しま

して、ショートステイなどを含む介護保険施設の利用料のうち、居住費と食費の軽減措置に係る

経費を負担するものです。 

 １目特定入所者介護サービス費は、要介護の方、次のページの３目特定入所者介護予防サービ

ス費は、要支援の方が対象になります。 

 続きまして、同じ24ページの一番下の段になります。 

 ５款地域支援事業です。１項１目サービス事業費18節負担金補助及び交付金については、要支

援１、要支援２事業対象者の方に係る経費です。通所デーや訪問ヘルパー等、サービス利用分が

4,884万1,000円。 
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 次のページをお願いいたします。 

 介護予防支援事業負担金744万円につきましては、ケアプラン作成費等を国保連合会に支払う

ものです。 

 ２目介護予防ケアマネジメント事業費1,963万1,000円につきましては、利用者の状況に合った

適切なサービスが提供されるようケアマネジメント業務を行うものです。 

 12節委託料のうち、介護支援専門員人材派遣委託料1,725万6,000円につきましては、まちづく

りやべから派遣していただくケアマネジャー４名分を計上いたしております。 

 26ページをお願いいたします。 

 ２項一般介護予防事業費です。65歳以上の全ての方が対象となります。１目一般介護予防事業

８節旅費４万8,000円につきましては、適正な住宅改修のために、町内事業所のリハビリ専門職、

理学療法士等の方です、に助言をいただく際の経費になります。 

 12節委託料229万7,000円につきましては、介護予防教室や介護予防サポーター、フォロー講座

などを実施するために専門業者へ委託するものです。令和６年度より予算を増額して計上いたし

ております。令和６年度は、12回コースの介護予防教室を２地区、11か月の通年型のフォローア

ップ教室を２地区行う予定です。 

 18節のうち、幸齢者はぴねすポイント補助金を100万円計上いたしております。昨年度と同額

です。次年度は６年目の取組になりますが、コロナ感染症の影響も落ち着き、サロン活動等の支

援も進めていきたいと考えております。今年度２月末現在で申請者が542名で、大体昨年度と同

等の人数になっております。感染症の流行等もあって、昨年度と申請者数がほぼ同じという状況

ですけども、次年度は、介護教室、予防教室のほうも積極的に展開していくので、申請者が増え

るように取り組んでいきたいと考えております。また、ボランティア活動等もポイントの対象と

しているので、幅広くポイントを獲得できるように周知も続けていきたいと考えております。 

 次に、３項包括的支援事業任意事業費です。こちらは、地域包括支援センターの運営や任意事

業、生活者支援体制の整備事業等に係る予算です。１目総合相談事業費64万9,000円につきまし

ては、高齢者の生活全般に関する相談、高齢者の家族や地域住民の方からの相談にケアマネジャ

ー等の専門職が対応する費用になります。 

 27ページをお願いいたします。 

 ２目権利擁護事業89万6,000円につきましては、高齢者の方の心身や財産の権利を守る事業の

経費です。成年後見の町長申立て分の経費になります。５名分の経費になります。 

 12節委託料２万円は、県で組織されている高齢者虐待対応専門チームで、これは県で組織され

るものですが、事案が発生した場合に備えて委託を行うものです。 

 28ページをお願いいたします。 

 ４目任意事業費です。７節報償費のうち、介護相談員派遣事業謝金72万円につきましては、10

名分を計上いたしております。介護施設を巡回し、利用者の相談等の対応を行います。 

 12節委託料です。食の宅配サービス委託料372万円は、ＪＡに委託しております。２月末現在

で、月平均で約100名の利用、2,800食の対応となっております。 
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 緊急通報装置設置委託料は、180名分を計上いたしております。２月末で132名の利用があって

おります。 

 生活支援体制整備事業委託料1,510万円については、社会福祉協議会の委託事業になります。

地域の見守り体制再構築に向け、シニアクラブ、シルバーヘルパー、30地区福祉会、民生委員、

ボランティア協力校との活動支援と連携強化を図ります。 

 見守り安心ネットワーク連携強化として、令和５年度も、民生委員、福祉委員に加え、町内事

業所、金融機関、コンビニ、ガス会社、警察、消防等の、日頃から住民と接する事業所との情報

連絡会議を行っております。次年度以降も継続する予定です。民間事業所の目線からの見守りの

状況を把握でき、連携の重要性を認識することができております。今後も継続した情報共有の場

としたいと考えております。また、矢部高校との連携事業として、認知症パズルの作成や子ども

食堂との連携などの取組を進めております。 

 この予算の中には、30地区福祉会へのサロン等への活動助成金150万円も含まれております。 

 次に、29ページです。 

 ６目認知症施策総合推進事業費です。７節報償費14万2,000円につきましては、認知症初期集

中支援チーム員であります医師１名と介護福祉士１名の２名分で、本課の職員とあわせて５名程

度でチームをつくり、情報共有を図っております。 

 18節負担金補助及び交付金のうち、補助金10万円は、徘回のおそれがある高齢者の援助を目的

としたＧＰＳ機器購入の補助金10万円分を計上いたしております。これは機器購入費のみで通信

費は自己負担になります。令和５年度からの事業でありますが、現在は実績はございません。町

内のケアマネジャー等を通して周知を行っております。 

 30ページをお願いいたします。 

 中段の５項１目高額介護予防日常生活支援総合サービス費、６項１目高額医療合算介護サービ

ス費の18節負担金補助及び交付金は、一定の負担限度額を超えた場合に、払戻しされる費用を計

上いたしております。 

 31ページをお願いいたします。 

 ６款諸支出金です。１項償還金及び還付加算金につきましては、過年度の保険料返還金等を計

上いたしております。 

 続きまして、歳入を説明いたします。 

 ８ページをお願いいたします。 

 １款１項１目第１号被保険者保険料です。１節特別徴収保険料は、年金からの天引きになりま

す。65歳になりますと特別徴収ということで年金からの天引きとなります。 

 ２節は、普通徴収保険料です。これは、納付書による徴収になります。64歳までは、それぞれ

が加入している医療保険から差し引かれますが、年金への天引きの切り替え手続が半年から１年

かかりますので、その間は納付書による普通徴収ということになります。 

 ９ページをお願いいたします。 

 ３款国庫支出金から11ページの５款県支出金につきましては、介護給付、各事業等に係る国県
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の支出金になります。 

 12ページ、７款繰入金につきましては、一般会計からの繰入金、一番下の欄の合計額になりま

す４億979万3,000円を計上いたしております。 

 13ページ、２項基金繰入金につきましては、介護給付準備基金1,000万円を予算として計上い

たしております。 

 次に、表紙に戻っていただきまして、２枚目をお願いいたします。 

 令和６年度山都町介護保険特別会計予算。 

 令和６年度山都町の介護保険特別会計予算は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ29億9,479万9,000円と定め

る。 

 ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。 

 一時借入金。第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高

額は8,000万円と定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第28号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） 各施設に入所されている方の、いわゆる介護相談員というのが10名い

らっしゃるということなんですが、施設にいらっしゃる方は大抵が施設の中でいろんな、役職と

いうか、相談される方がおられるけども、それでも、改善できないことの悩みとかいろんなのを

相談されると思いますが、全体的にどんなことでこんな介護相談が上げられるのかと、年間の件

数が分かってれば、どのくらい相談が上がっているのかをお尋ねしたいと思います。 

 それから、はぴねすポイント事業とか、これを受けるのには、括弧書きして、介護保険料が未

納ならば受けられません、サービスを受けられませんって書いてありますし、介護サービスを受

けるときも、もちろん介護保険料を納めてなければ負担金が高くなりますよね。そこで、やっぱ

りこんなふうに、今皆さんちょっと家計が圧迫されているところなんかは、未納者が多分におら

れると思いますけども、そういったところ、介護サービス受けたいけども保険料を納めてないが

ために負担金が高くなるから入れないとか、サービスを受けられないという方もいらっしゃるん

じゃないかと思いますが、そういったことがあったらば教えていただきたいと思います。 

○議長（藤澤和生君） 福祉課長、髙野隆也君。 

○福祉課長（髙野隆也君） お答えいたします。介護相談員につきましては、10名いらっしゃ

って、各介護施設のほうを回って、実際に利用されている方との懇談、いろんな話をされており

ます。例えば、そこの施設の職員さんに話せないようなちょっと身の上話とか、そういうのを聞

いて、入所者の方の安心していただくというようなことがまず目的であります。件数につきまし

ては、ちょっと手元にございませんので、後ほどお答えしたいと思います。 
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 はぴねすポイントと介護事業の利用に関しては、原則介護保険料100％納付という方で、納付

されてない方につきましては、サービスの限度制限がございます。実際に制限されていらっしゃ

る方も数件はいらっしゃいます。その方につきましては、納付の分割の誓約書等々をいただきな

がら、なるべくサービスを受けられるような体制は整えてはおります。納付についての相談も、

随時行っている状況です。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第28号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第28号「令和６年度山都町介護保険特別会計予算について」は、原案のとお

りに可決されました。 

 お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

 本日はこれで延会します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

延会 午後３時12分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月 18 日（月曜日） 
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令和６年３月第１回山都町議会定例会会議録 

 

１．令和６年３月６日午前10時０分招集 

２．令和６年３月18日午前10時０分開議 

３．令和６年３月18日午前11時21分閉会 

４．会議の区別 定例会 

５．会議の場所 山都町役場議場 

６．議事日程（第13日）（第７号） 

日程第１ 議案第29号 令和６年度山都町水道事業会計予算について 

日程第２ 議案第30号 令和６年度山都町病院事業会計予算について 

日程第３ 議案第31号 町有財産の無償貸付について 

日程第４ 議案第32号 町有の組合委託林立木の処分について 

日程第５ 議案第33号 山都町過疎地域持続的発展計画の変更について 

日程第６ 議案第34号 山都町と熊本市との間における一般廃棄物の処分に関する事務の委

託について 

日程第７ 同意第１号 山都町教育長の任命について同意を求める件 

日程第８ 同意第２号 山都町教育委員の任命について同意を求める件 

日程第９ 委員会の閉会中の継続審査申出について 

日程第10 委員会の閉会中の継続審査申出について 

日程第11 議員派遣の件 

日程第12 議長報告 各常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の閉会中の継続調査申

出について 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

７．本日の出席議員は次のとおりである（13名） 

  １番 東    昭     ２番 坂 本 幸 誠     ３番 眞 原   誠 

  ４番 西 田 由未子     ５番 中 村 五 彦     ６番 矢仁田 秀 典 

  ８番 藤 川 多 美     ９番 飯 開 政 俊     10番 吉 川 美 加 

  11番 後 藤 壽 廣     12番 工 藤 文 範     13番 藤 原 秀 幸 

  14番 藤 澤 和 生 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

８．本日の欠席議員は次のとおりである。（１名） 

  ７番 興 梠   誠 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

９．地方自治法第121条の規定により会議事件説明のため出席した者の職・氏名 

  副 町 長   䬞 林 力 也    教 育 長   井 手 文 雄 

  総 務 課 長   坂 本 靖 也    清 和 支 所 長   長 崎 早 智 
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  蘇 陽 支 所 長   村 上 敬 治    会 計 管 理 者   飯 星 和 浩 

  企画政策課長   北   貴 友    税務住民課長   高 橋 尚 孝 

  健康ほけん課長   木 實 春 美    福 祉 課 長   髙 野 隆 也 

  環境水道課長   有 働 賴 貴    農林振興課長   松 本 文 孝 

  建 設 課 長   西     賢    山の都創造課長   木 野 千 春 

  商工観光課長   藤 原 章 吉    学校教育課長   工 藤 博 人 

  生涯学習課長   上 田   浩    そよう病院事務長  枝 尾 博 文 

  監 査 委 員   志 賀 美枝子 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

10．職務のため出席した事務局職員の職・氏名 

  議会事務局長   嶋 田 浩 幸   外２名 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

開議 午前10時０分 

○議長（藤澤和生君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第１ 議案第29号 令和６年度山都町水道事業会計予算について 

○議長（藤澤和生君） 日程第１、議案第29号「令和６年度山都町水道事業会計予算について」

を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） おはようございます。それでは、議案第29号、令和６年度山

都町水道事業会計予算について説明を申し上げます。 

 厳しさを増す経営状況の中で、簡易水道特別会計の法適用化のため、公営企業会計である上水

道会計との統合を行い、山積する各種課題に対応し安定的な水道事業を持続させるために、今後

も水道施設等更新計画に基づき事業に取り組んでまいります。 

 それでは、予算説明書にて説明いたします。22ページを御覧ください。 

 収益的収入及び支出から説明します。収入です。 

 １款１項営業収益です。２億548万4,000円を計上しております。 

 １目給水収益につきましては、水道料金で、前年度の実績に基づき計上しております。 

 ３目その他の営業収益につきましても、前年度の実績に基づき、材料売却収益、督促手数料、

設計審査手数料、雑収益を計上しております。主な増額分は水道加入金129万円です。 

 ２項営業外収益です。１億8,112万2,000円を計上しております。 

 次のページを御覧ください。 

 ４目長期前受金戻入につきましては、減価償却の補助金分を収益化するものです。増加分は大

矢野原簡易水道分です。 
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 ６目他会計補助金につきましては、一般会計からの繰入金で、人件費３名分及び旧簡易水道事

業償還金利息分と交付金です。主な増加分は、過疎地域持続的発展支援交付金と会計統合に伴い

借り入れた起債の初年度償還分です。 

 24ページを御覧ください。 

 収益的収入の合計は３億8,661万円となります。 

 25ページを御覧ください。支出です。 

 １款１項営業費用です。３億5,099万2,000円を計上しております。 

 １目原水及び浄水費につきましては、原水の水質検査や浄水施設に関する管理委託料、薬品代、

電気料など施設維持に必要な費用を計上しております。全般的に増加しており、大矢野原簡水分

も計上してあります。 

 次のページを御覧ください。 

 ２目配水及び給水費につきまして、主なもので、次のページを御覧ください。７節委託料です。

検針員９名分の委託や施設の清掃、水道管路情報システムデータの更新委託、今年度行う漏水調

査及び、次のページで、浄水の水質検査等に係る経費を計上しております。 

 10節修繕費につきましては、漏水等修繕及び配水池修繕に係る経費を計上しております。 

 29ページを御覧ください。 

 ４目総係費です。１節、２節及び次のページの３節、６節、７節につきましては、職員４名及

び会計年度任用職員２名分の人件費を計上しております。５節報酬は、審議会委員12名分を計上

しております。 

 31ページを御覧ください。 

 15節委託料のうち、公営企業会計に係る指導・助言業務委託につきましては、予算、決算、経

理業務の運用等に関して指導・助言をお願いしております。 

 32ページを御覧ください。 

 ５目から７目につきましては説明欄のとおりです。 

 ３項特別損失につきましては、６万1,000円を計上しております。 

 ４項予備費として、410万円を計上しております。調整です。 

 次のページで、収益的支出の合計は３億7,720万6,000円となります。 

 35ページをお願いいたします。 

 次に、資本的収入及び支出を説明します。収入です。 

 １款１項１目企業債につきましては、水道施設更新整備事業に係る起債を借り入れる予定です。 

 ２項１目出資金につきましては、災害復旧事業、旧簡易水道事業及び旧上水道事業償還金につ

きまして、一般会計から繰り入れるものです。 

 ３項１目負担金につきましては、町道の加勢群線ほか５路線改良に伴う配水管布設替工事の工

事負担金を計上しております。 

 ４項１目国庫（県）補助金につきましては、次のページを御覧ください。施設等更新整備事業

に係る補助金を計上しております。増加分は、菅尾で行います紫外線照射処理施設分です。 
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 収入合計は３億6,273万7,000円となります。 

 37ページを御覧ください。支出です。 

 １款１項１目原水施設改良費のうち３節工事請負費は、水源地等のポンプの取替え工事を予定

しております。 

 ２目配水施設改良費のうち６節委託料につきましては、突発的な水道工事の設計に係る業務委

託分を計上しております。 

 次のページをお願いします。 

 ８節材料費につきましては、町道千滝長野線改良工事と、突発的な水道工事対応分を計上して

おります。 

 10節工事請負費につきましては、旧簡易水道の東竹原と菅尾の２地区での水道管更新工事で、

２億2,600万円、道路改良工事に伴う配水管布設替工事等で3,531万1,000円、そのほか、漏水等

における工事対応分1,000万円を計上しております。 

 ３目固定資産購入費のうち１節固定資産購入費につきましては、量水器及び水道機材等の購入

を計上しております。 

 ２項１目企業債償還金につきましては、水道事業、旧簡易水道事業分及び企業統合に係る起債

償還金を計上しております。 

 39ページを御覧ください。 

 ３項予備費として410万円を計上しております。 

 資本的支出の合計は４億7,851万5,000円となります。 

 40ページ以降は令和６年度予定貸借対照表です。 

 18ページに戻っていただき、令和５年度予定損益計算書と予定貸借対照表及び予算書に関する

注記を掲載しております。 

 次に、２ページを御覧ください。 

 令和６年度山都町水道事業会計予算。 

 総則。第１条、令和６年度山都町の水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 １号、給水戸数5,200戸。２号、年間給水量110万立方メートル。３号、１日平均給水量3,013

立方メートル。４号、主な建設改良事業、水道施設等更新工事２億2,600万円。 

 収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 第１款、水道事業収益３億8,661万円。第１項、営業収益２億548万4,000円。第２項、営業外

収益１億8,112万2,000円。第３項、特別利益4,000円。 

 支出。第１款、水道事業費用３億7,720万6,000円。第１項、営業費用３億5,099万2,000円。第

２項、営業外費用2,205万3,000円。第３項、特別損失６万1,000円。第４項、予備費410万円。 

 次のページをお願いします。 

 資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額１億1,577万8,000円は、当年度分損益勘定留保資金、過
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年度分損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び建設改良積立金で補填す

るものとする。 

 収入。第１款、資本的収入３億6,273万7,000円。第１項、企業債１億3,750万円。第２項、出

資金１億2,637万8,000円。第３項、負担金1,739万2,000円。第４項、国庫（県）補助金8,146万

6,000円。第５項、固定資産売却代金1,000円。 

 支出。第１款、資本的支出４億7,851万5,000円。第１項、建設改良費２億8,454万2,000円。第

２項、企業債償還金１億8,987万3,000円。第３項、予備費410万円。 

 企業債。第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定

める。 

 起債の目的、水道施設等更新設備、限度額１億3,750万円。起債の方法、証書借入。利率、

５％以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金につい

て、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率。償還の方法、借入れ先の融資条

件による。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還または低利に借り換えることができる。 

 次のページをお願いします。 

 一時借入金。第６条、一時借入金の限度額は、１億円と定める。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用。第７条、予定支出の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。１号、各項に計上した経費に係る予定額に過不足を生じた

場合における、同一款内でのこれらの経費の各項間の流用。 

 議会の議決を経なけらば流用することのできない経費。第８条、次に掲げる経費については、

この経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流

用する場合は、議会の議決を経なければならない。１号、職員給与費3,851万3,000円。 

 他会計からの補助金。第９条、水道事業に助成するため山都町一般会計からこの会計へ補助を

受ける金額は、１億241万3,000円である。 

 たな卸資産購入限度額。第10条、たな卸資産の購入限度額は、270万円と定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第29号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） ページ15ページの公会計のことで、指導で委託料を組んでありますが、

委託先を教えてください。 

 それと、町では、そよう病院も公会計を入れておられますが、町として結んでおるのか、それ

とも水道会計だけで単独で結んでいるのかをお尋ねします。町１本で例えば結んでいたら、少し

でも、そよう病院と水道会計で指導を受けて、経費が抑えられないかなという思いがありました

のでお尋ねいたします。 

○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 
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○環境水道課長（有働賴貴君） お答えします。現在、今年度契約を結んでいるのは、トーマ

ツさんというところです。 

 契約の仕方ですが、水道事業会計として契約を結んでおります。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第29号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第29号「令和６年度山都町水道事業会計予算について」は、原案のとおりに

可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第２ 議案第30号 令和６年度山都町病院事業会計予算について 

○議長（藤澤和生君） 日程第２、議案第30号「令和６年度山都町病院事業会計予算について」

を議題とします。 

 本案についての提案理由の説明を求めます。 

 そよう病院事務長、枝尾博文君。 

○そよう病院事務長（枝尾博文君） それでは、議案第30号、令和６年度山都町病院事業会計

予算について御説明いたします。 

 病院事業におきましては、令和６年の病院目標を「地域医療の実践と継続」と掲げまして、山

下院長の下、職員一丸となり、救急医療をはじめ感染症対応など自治体病院として地域医療の確

保に努め、住民の生命と健康を守り、地域の健全な発展に貢献するように努めてまいります。 

 令和６年度は診療報酬改定と介護報酬の同時改定が行われ、病院・病床の機能の分化・強化に

おける連携、地域間・診療科間の偏在の是正、予防対策の強化、在宅医療の充実等における改定

内容となっており、これらのことを踏まえた予算作成の下、病院事業としてさらなる地域包括ケ

アシステムの構築に努めてまいります。 

 それでは、20ページを御覧ください。 

 令和６年度病院事業会計予算説明書、収益的収入及び支出です。 

 収入。 

 １款１項１目入院収益４億9,658万3,000円。 

 ２目外来収入３億8,110万8,000円は、今年度の実績を基に、１日平均入院患者数46名、１日平

均外来患者数158名を見込み、計上しております。 

 ３目繰入金6,765万9,000円は、令和６年度に予定されている救急・保健事業における他会計負

担金を計上しております。 
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 ４目その他の医業収益2,421万6,000円は、室料差額、公衆衛生活動、文書料を、令和６年度に

予定している患者数より算出し計上しております。 

 次に、２項医業外収益です。 

 １目受取利息14万円、これは預金における利息です。 

 ２目補助金1,766万1,000円は、へき地医療、国保補助金等による補助予定額を計上しておりま

す。 

 ３目繰入金１億599万6,000円は、救急・保健事業以外の他会計補助金、負担金を計上していま

す。 

 ４目長期前受金戻入1,014万7,000円は、減価償却において割り切った費用を計上しております。 

 ５目その他医業外収益1,436万円は、材料等における購入予定額を、今年度の実績により計上

しています。 

 ６目訪問看護ステーション収益1,718万4,000円は、病院附帯事業であります訪問看護における

収益額を、今年度実績により利用数を予定した数値を基に計上しています。 

 ３項１目過年度損益修正益は1,000円を計上しております。 

 次のページ、21ページを御覧ください。 

 支出です。主なものにつきまして御説明いたします。 

 １款１項医業費用１目給与費７億518万円です。 

 １節給与費２億7,854万6,000円。 

 ２節職員手当１億6,997万8,000円は、職員数75名、非常勤数32名、会計年度任用職員６名の合

計113名によるものです。今年度より非常勤２名、会計年度任用職員２名の合計４名を減少した

人数で計上しております。常勤医師につきましては、歯科医師を含め、今年度同様の８名の予算

計上となっております。８名計上の中には、熊本県、熊本大学の配慮により派遣いただいており

ます自治医科大学卒業医師１名、熊本県の地域医療枠医師２名、人吉総合病院の１名を含んだ数

になっております。 

 ３節報酬8,397万5,000円は、非常勤医師である総合診療内科、循環器内科、代謝内科、整形外

科、眼科、歯科口腔外科において、熊本大学から引き続き派遣をお願いしているものです。また、

個人契約となっている消化器内科等における医師を含め、非常勤医師数20名の医師数となってお

ります。 

 ４節退職金から６節法定福利費は、職員数を基に計上しています。 

 次のページ、22ページを御覧ください。 

 ２目材料費１億2,392万9,000円は、１節薬品費、２節診療材料費、３節給食材料費、４節医療

消耗品においては、今年度の実績を基に計上しています。１節薬品費におきましては、後発品で

ありますジェネリック薬品比率が現在74％となっています。経費削減、患者負担軽減に向けてジ

ェネリック医薬品比率の利用拡大を図りたいと考えております。 

 ３目経費１億9,647万9,000円。１節旅費から19節貸倒引当金繰入額につきましても、今年度の

予定額を積算し計上しています。11節委託費は、医療機器の保守点検、外注検査、医療事務委託
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や臨床研修医の人件費における計上となっております。臨床研修医において、令和６年度は、熊

本赤十字病院、熊本市民病院、くまもと森都総合病院、人吉医療センターから10名が、10か月に

わたり派遣されることとなっております。 

 ４目減価償却費5,290万6,000円は、固定資産より算出し計上しております。 

 次のページ、23ページを御覧ください。 

 ２項医業外費用4,471万2,000円。 

 １目支払利息914万8,000円は、企業債利息を計上しております。 

 ２目その他医業外費用211万8,000円は、兼職及び研修医に係る給食材料費です。 

 ３目消費税及び地方消費税250万円は、公営企業における貯蔵品購入費として取り扱う薬品、

診療材料、給食材料における額を計上しているものです。 

 ４目訪問看護ステーション運営費3,094万6,000円は、看護師４名を配置した中で運営費として

計上しております。 

 ３項１目過年度損益修正益200万円は、レセプト等における過年度分の収益によるもので、今

年と同額を計上しています。 

 ４項１目100万円は予備費です。 

 次のページ、24ページを御覧ください。資本的収入及び支出です。 

 収入。 

 １款２項１目補助金253万円は、へき地医療拠点病院の設備整備事業です。 

 ３項１目繰入金2,634万5,000円は、他会計出資金における繰入金です。 

 次のページ、25ページを御覧ください。 

 支出。 

 １款２項１目企業債償還金4,416万4,000円。 

 ３項１目機械器具購入費851万5,000円。２件の医療機器購入を予定しているものです。１件目

は、血液検査において臨床検査で使用しております多項目自動血球分析装置、２件目は、血液透

析を行う場合に人工透析で使用している個人用多用途透析装置です。いずれの医療機器も更新に

なります。 

 ４項１目自動車購入費182万5,000円は、訪問看護で使用する老朽化した車両の更新の額を計上

しております。この車両は、車椅子での利用が可能となっております。 

 以上のほか、10ページから19ページまで、予定キャッシュフロー計算書、職員給与費明細書、

企業債明細書、26ページからは、令和５年度予定損益計算書、予定貸借対照表、令和６年度予定

貸借対照表をつけておりますので、後で御覧いただければと思います。 

 それでは、３ページにお戻りいただきますようお願いいたします。 

 令和６年度山都町病院事業会計予算。 

 総則。第１条、令和６年度山都町の病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。１号、病床数、一般病床57床。

２号につきましては、年間患者数、１日平均患者数の順に申し上げます。患者数５万9,192人、2
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19.1人。入院患者１万6,836人、46.0人。外来患者４万2,356人、173.1人。 

 ４ページを御覧ください。 

 収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次の定めるところによる。 

 収入。第１款、病院事業収益11億3,505万5,000円。 

 第１項、医業収益９億6,956万6,000円。第２項、医業外収益１億6,548万3,000円。第３項、特

別利益1,000円。 

 支出。第１款、病院事業費用11億3,505万5,000円。 

 第１項、医業費用10億8,734万3,000円。第２項、医業外費用4,471万2,000円。第３項、特別損

失200万円。第４項、予備費100万円。 

 次に、５ページを御覧ください。 

 資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額2,562万9,000円は、当年度分損益勘定留保資金、過年度

分損益勘定留保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び減債積立金で補填するものと

する。 

 収入。第１款、資本的収入2,887万6,000円。 

 第１項、企業債1,000円。第２項、補助金253万円。第３項、繰入金2,634万5,000円。 

 支出。第１款、資本的支出5,450万5,000円。 

 第１項、建設改良費1,000円。第２項、企業債償還金4,416万4,000円。第３項、機械器具購入

費851万5,000円。第４項、自動車購入費182万5,000円。 

 次に、６ページを御覧ください。 

 一時借入金。第５条、一時借入金の限度額は、8,000万円と定める。 

 予定支出の各項の経費の金額の流用。第６条、予定支出の各項の経費の金額を流用することが

できる場合は、次のとおりと定める。１号、各項に計上した費用に係る予定額に過不足が生じた

場合における、同一款内でのこれらの経費の流用。 

 議会の議決を経なければ利用できない経費。第７条、次に掲げる経費については、その経費の

金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場

合は、議会の承認を経なければならない。１号、職員給与費７億3,054万4,000円。２号、交際費

28万9,000円。 

 他会計からの補助金。第８条、病院事業に助成するため山都町一般会計からこの会計へ補助を

受ける金額は、２億66万5,000円である。 

 たな卸資産の購入限度額。第９条、たな卸資産の購入限度額は、１億8,000万円と定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 以上で説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第30号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 
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○８番（藤川多美君） お隣の宮崎県の西臼杵郡の高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町では病院事

業の広域的な協議がなされ、高千穂町の病院が何か拠点となるお話を伺って久しくなります。そ

れで、これまでは五ヶ瀬町の町立病院から、ＭＲＩなどの五ヶ瀬町の町立病院で検査できないも

のは、そよう病院のほうに来られていました。なので、五ヶ瀬町からの収入というのが多分多く

あったと思いますが、今度このように五ヶ瀬町の病院が高千穂の病院のほうに検査等で行かれる

のであれば、そよう病院に来られなくなると病院収入が減るかなと思いましたので、方向性はど

のようになっているのかなと。そういう話合いがあっても、今現在、五ヶ瀬のほうから検査の依

頼を受けておられるのかをお尋ねいたします。 

○議長（藤澤和生君） そよう病院事務長、枝尾博文君。 

○そよう病院事務長（枝尾博文君） お答えいたします。令和６年度から宮崎県西臼杵郡であ

ります高千穂、日之影、五ヶ瀬町が経営統合されるということで、主に急性期の医療を高千穂町

立病院が行うものとお聞きしております。その中ではございますが、特に五ヶ瀬町におきまして

も鞍岡地区はどうしても山都町を経由してしか五ヶ瀬、高千穂の病院には行けないというところ

もありまして、ＭＲＩ等の高度医療に係る検査に関しましては引き続きそよう病院のほうにお願

いしますということで、先日から事務長ともお話をしているところでございます。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、飯開政俊君。 

○９番（飯開政俊君） 素朴な疑問です。22ページの、13番の被服代、被服費６万8,000円です。

項目は白衣の購入費とかいろいろ書いてありますけれども、病院という職場において非常に被服

代が低いというのは以前も言ったことあるんですけども、自前で仕事をされているのかなと思い

まして、お聞きしたいんですけど。 

○議長（藤澤和生君） そよう病院事務長、枝尾博文君。 

○そよう病院事務長（枝尾博文君） お答えいたします。現在、予定額として計上しておりま

す被服費、これは主に新入職員におきまして夏冬２着ずつを支給するよう予算計上しております。

また、これ以上、通常の業務内で被服が必要となる場合に関しましては、個人負担において購入

をしていただいているところでございます。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

 ９番、飯開政俊君。 

○９番（飯開政俊君） 病院という職場の環境を考えれば、そういう白衣なんかはやはり提供

するのが本来ではないかと思います。働き方改革とかいろんな形の中で今言われておりますので、

その辺のところはもう少し改善してほしいと思います。希望です。もう回答はいいです。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第30号を採決します。 

 お諮りします。 
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 本案は原案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第30号「令和６年度山都町病院事業会計予算について」は、原案のとおりに

可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第３ 議案第31号 町有財産の無償貸付について 

○議長（藤澤和生君） 日程第３、議案第31号「町有財産の無償貸付について」を議題としま

す。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） それでは説明いたします。 

 議案第31号、町有財産の無償貸付について。 

 町有財産を次のとおり無償で貸し付けることとする。 

 令和６年３月６日、山都町長職務代理者。 

 １、物件の所在。所在、山都町小峰字引地1385番地、旧小峰小学校。地目、学校用地。面積、

１万6,388平方メートル。 

 ２、貸付対象物件。旧校舎棟、鉄筋コンクリート造1,650平方メートル。 

 ３、使用目的。障がい者自立支援法に基づく障がい者福祉サービスを行う施設として。 

 ４、貸付料。無償。 

 ５、貸付期間。令和６年４月１日から令和９年３月31日まで、３年間です。 

 ６、貸付の相手方。住所、山都町神ノ前242番地15。氏名、社会福祉法人御陽会明星学園、理

事長、武元典雅。 

 提案理由です。町有財産を公共的団体以外に無償で貸し付けるためには、地方自治法第237条

第２項の規定により、議会の議決を経る必要があります。これが、この議案を提出する理由です。 

 本施設は、障がい者福祉サービス施設として、障がいを持った方の住まいの場所の提供と、利

用者の社会参加を支援する施設として、平成19年から活動されており、生活能力を身につけるた

めの男性専用グループホームとして利用されております。利用状況としましては、20名の方が入

居されております。 

 次のページに平面図がございます。斜線で囲みました部分を貸し付けるものです。令和６年度

からの更新を行うものであり、今回が４回目の契約更新となります。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第31号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 
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 これから議案第31号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第31号「町有財産の無償貸付について」は、原案のとおりに可決されました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第４ 議案第32号 町有の組合委託林立木の処分について 

○議長（藤澤和生君） 日程第４、議案第32号「町有の組合委託林立木の処分について」を議

題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 蘇陽支所長、村上敬治君。 

○蘇陽支所長（村上敬治君） 議案について説明いたします。 

 議案第32号、町有の組合委託林立木の処分について。 

 町有の組合委託林立木を次のとおり処分することとする。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 １、物件の所在。所在地・面積、山都町八木字鈴屋170番４、1.2ヘクタールです。 

 ２、処分対象物件。杉、ヒノキほか677本。 

 ３、処分の方法。伐採を行わず、契約地の立木評価を行い、町有林造林契約に基づき分収し、

立木の権利を譲り受ける。 

 ４、造林委託の相手方。今滝下造林組合、代表者、沢田夘喜男。 

 提案理由です。 

 旧蘇陽町の組合委託林立木を処分するには、地方自治法施行令第３条の規定に基づき山都町に

おいて引き続き施行した蘇陽町町有林分収条例第４条の規定に基づき、議会の議決を得る必要が

あります。これが、この議案を提出する理由です。 

 次の資料をお願いいたします。 

 町が委託しています当該組合とは、昭和33年に、立木処分代金の10分の７を造林組合に交付す

る造林契約を締結しており、これまで保育管理を行ってきました。しかしながら、組合員の減少

や高齢化などで維持管理ができなくなったことから、当該組合より全伐の申請がありました。町

では関係者と協議を重ねまして、解約に際し立木の伐採は行わず、町有林として管理することで

合意し、処分するものです。 

 ２の処分の方法です。契約地の立木を評価した上で、町有林造林契約第５の規定に定める割合

で評価額を分収し、町が立木の権利を譲り受けるものです。 

 ３、立木評価の方法です。契約地内において毎木調査を行いました。契約地内の立木の本数、

胸高直径、樹高を調査し材積を求積しました。 

 ４、立木評価の算出は、売上げ価格が１の484万7,000円です。経費が２の伐採等経費、３の市
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場等経費、４の毎木調査の経費の合計で、386万7,790円です。差引きが立木評価額の97万9,210

円となりまして、0.7を乗じ、契約組合には68万5,447円を交付するものです。 

 次の３ページの資料は位置図となります。４ページ、５ページは写真を添付しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第32号の説明は終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから議案第32号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第32号「町有の組合委託林立木の処分について」は、原案のとおりに可決さ

れました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第５ 議案第33号 山都町過疎地域持続的発展計画の変更について 

○議長（藤澤和生君） 日程第５、議案第33号「山都町過疎地域持続的発展計画の変更につい

て」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 企画政策課長、北貴友君。 

○企画政策課長（北 貴友君） それでは説明します。 

 議案第33号、山都町過疎地域持続的発展計画の変更について。 

 山都町過疎地域持続的発展計画を別紙のとおり変更することとする。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者です。 

 提案理由です。山都町過疎地域持続的発展計画の本文及び事業の追加による変更により、過疎

地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第８条第10項の規定により準用する第８条第１項の

規定により議会の議決を経る必要があります。これが、この議案を提出する理由です。 

 本町は、過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法における過疎地域市町村に該当するた

め、令和３年９月に山都町過疎地域持続的発展計画を策定し、過疎対策に取り組んでいるところ

です。この計画に基づく対策事業につきましては、過疎対策事業債、国庫補助金の補助率のかさ

上げなど財政上の支援を受けることが可能です。 

 山都町公共施設管理計画との整合を図るとともに、健全な財政運営を前提とし、各年度におい

て必要な事業においては適宜予算と並行して本計画の変更の見直しを進めております。本件議案

につきましては、令和６年度以降に計画している事業であり、過疎対策事業債等の活用の見込み

があるものについて漏れなく本計画に記載しておく必要があるため変更を行います。 
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 なお、変更手続は大きな変更と軽微な変更に分かれており、今回の本計画変更においては大き

な変更として手続を進めております。この大きな変更とは、新たな事業の追加または中止、目標

または達成状況の評価の変更等、計画全体に大きな影響を及ぼす事項を指し、議会の議決が必要

となります。 

 変更しました過疎計画につきましては、議会の議決をいただいた後に国に提出するという形に

なっております。 

 計画書につきましては55ページからありますので、新旧対照表にて説明いたします。 

 58ページを御覧ください。変更後が左側、変更前が右側となっております。58ページの上段部

分、椎原１号線が事業内容の追加となっております。下段、一般廃棄物の説明文に関して、赤文

字で本文の一部変更を行っております。 

 今回の変更は、本文の一部変更や追加及び事業の追加を行っております。いずれも大きな変更

として変更するものです。 

 新旧対照表も13ページありますので、個別の説明は省かせていただきます。 

 最後の３ページ、71ページですが、71ページに資料として今回の計画に追加する27事業の一覧

としてつけております。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第33号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これで、議案第33号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第33号「山都町過疎地域持続的発展計画の変更について」は、原案のとおり

に可決されました。 

 ここで10分間休憩します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

休憩 午前10時54分 

再開 午前11時04分 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

○議長（藤澤和生君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第６ 議案第34号 山都町と熊本市との間における一般廃棄物の処分に関する事務の委
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託について 

○議長（藤澤和生君） 日程第６、議案第34号「山都町と熊本市との間における一般廃棄物処

分に関する事務の委託について」を議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） まず、説明をする前に、先ほど８番議員のほうの回答のほう

で誤りがありましたので。 

 トーマツとお答えしましたが、実際はぎょうせいのほうで、トーマツは昨年度からの統合に関

わるアドバイザー事業に入ってもらっていた会社ですので、改めておわびして訂正します。すみ

ません。 

 それでは、議案第34号について御説明いたします。山都町と熊本市との間における一般廃棄物

の処分に関する事務の委託について。 

 地方自治法第252条の14第１項の規定により、山都町の一般廃棄物の処分に関する事務を熊本

市へ委託するため、協議により別紙のとおり規約を定める。 

 令和６年３月６日提出、山都町長職務代理者。 

 提案理由です。山都町と熊本市との間における一般廃棄物の処分に関する事務の委託について、

地方自治法第252条の14第３項において準用する同法第252条の２の２第３項の規定に基づき、議

会の議決を求める必要があります。これが、この議案を提出する理由です。 

 令和２年３月30日に上益城郡５町と熊本市の間で締結された覚書に基づき、令和７年度から可

燃ごみを熊本市の熊本市東部環境工場へ搬入するのに伴い、関係する事務を熊本市へ委託するた

め関係市町で協議してまいりました。内容がまとまりましたので、規約を定める必要があります。 

 次のページを御覧ください。 

 委託事務の範囲、期間、管理及び執行の方法について、第１条から第３条で規定し、第４条か

ら第７条で経費の負担及び予算の執行、収入の帰属、決算の措置について規定しております。ま

た、委託事務の管理及び執行状況や関係する条例等の制定・改廃について協議するため、第８条

から次のページの第10条に規定しております。 

 附則です。第１項で、施行期日を令和７年４月１日からと規定しております。第２項から第４

項で、委託期間の開始前の事務及び経費、途中廃止の場合の取扱いについて規定しております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○議長（藤澤和生君） 議案第34号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ８番、藤川多美君。 

○８番（藤川多美君） いよいよ来年から委託されるということなんですが、この１年間で、

例えば運搬等の計画とか、もう最終的な煮詰めをしなければいけない段階なんですが、今はどの

くらいその計画が進んでいるでしょうか。例えば運搬業者さんたちもとても心配しておられます。

分かる範囲で。 
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○議長（藤澤和生君） 環境水道課長、有働賴貴君。 

○環境水道課長（有働賴貴君） お答えします。可燃ごみの運搬について、収集業者さんを集

めて、全体で２回、個別の会議を複数回行っております。その中で、ある程度のルート編成につ

いての協議と、ちょうど来年度から行いますプラスチックごみの分別収集の会議も併せて行って

おりますので、その中である程度のルートのほうの打合せは終わっております。 

 それと、熊本市の許可関係ですが、令和６年の10月以降から翌年度以降の許可の手続がありま

すので、その方法とかについての説明を１回はしております。あとは直前になりまして、その熊

本市への許可については直接業者のほうがしていただく必要がありますので、情報提供並びにや

り方等を周知していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから議案第34号を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおりに決することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第34号「山都町と熊本市との間における一般廃棄物の処分に関する事務の委

託について」は、原案のとおりに可決されました。 

 ここでしばらくお待ちください。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第７ 同意第１号 山都町教育長の任命について同意を求める件 

○議長（藤澤和生君） 日程第７、同意第１号「山都町教育長の任命について同意を求める件」

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 同意第１号、山都町教育長の任命について同意を求める件。 

 次の者を山都町教育長に任命したいので、同意を求める。 

 令和６年３月18日提出、山都町長職務代理者。 

 同意を求める者。住所、山都町浜町48番地プレジール201、氏名、井手文雄氏です。生年月日、

昭和32年８月５日、66歳。 

 提案理由です。教育長を任命するには、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条の規

定により、議会の同意を得る必要があります。これが、この同意案を提出する理由です。 

 井手氏につきましては、平成30年４月より、本町の教育長として教育行政の課題に真摯に対応

していただき、現在に至っております。長年教育現場に携わり、教育・文化に関する見識も高く、
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引き続き重要な教育行政に取り組んでいただけると確信し、今回再任をお願いしたく同意を求め

るものです。 

 なお、任期は令和６年４月１日から令和９年３月31日までの３年間となります。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 同意第１号の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 質疑なしと認めます。 

 これから、同意第１号「山都町教育長の任命について同意を求める件」を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件はこれに同意することに賛成の方は起立をお願いします。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤澤和生君） 全員起立です。 

 したがって、同意第１号「山都町教育長の任命について同意を求める件」は、同意することに

決定しました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第８ 同意第２号 山都町教育委員の任命について同意を求める件 

○議長（藤澤和生君） 日程第８、同意第２号「山都町教育委員の任命について同意を求める

件」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 副町長、䬞林力也君。 

○副町長（噪林力也君） 同意第２号、山都町教育委員任命について同意を求める件。 

 次の者を山都町教育委員に任命したいので、同意を求める。 

 令和６年３月18日提出、山都町長職務代理者。 

 同意を求める者。山都町菅尾459番地、田中大輔氏。生年月日、昭和50年６月20日、48歳。 

 教育委員を任命するためには、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条の規定により

議会の同意を得る必要があります。これが、この同意案を提出する理由です。 

 田中大輔氏につきましては、熊本学園大学を卒業後に民間企業へ就職を経、平成14年２月に社

会福祉法人御陽会明星学園に就職され、その後、令和４年４月に障がい者を対象とした相談支援

事業所クレッシェンドを設立され、障がい者の自立支援に向けた取組をされ、現在に至っておら

れます。 

 田中氏は、社会福祉法人御陽会明星学園時代には、利用者の対応、相談業務に従事され、その

傍ら介護福祉士や地域障害支援専門員等の資格を取得し、障がい者の支援に当たっておられまし

た。また、同氏は地区消防団活動や地元中学校の野球部の指導にも携わり、現在は山都町社会福

祉協議会の評議員を務めるなど地域貢献にも積極的に関わられております。自身も現在子育て世
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代であることから教育行政に真摯に取り組んでいただける方と確信しておりますので、ここに任

命の同意を求めます。 

 なお、任期は令和６年３月26日からの４年間となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

 失礼します。田中氏の生年月日につきまして昭和50年６月20日と申し上げましたけれども、昭

和50年６月10日に訂正させていただきます。 

○議長（藤澤和生君） 同意第２号の説明が終わりした。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 10番、吉川美加君。 

○10番（吉川美加君） 教育委員さんが大変若返られたということで、私もこの方のことを直

接は存じませんけれども、すばらしい方なんだろうなと今の御説明を聞いて思ったところです。 

 ただ、男女のバランスについて一応お伺いします。これで今、男性のほうが３、女性が１とい

うことになりましたが、今後の選任について、来年度以降そういったバランスのこともしっかり

考えていただきたいと思いますが、その点を１点だけお伺いいたします。 

○議長（藤澤和生君） 総務課長、坂本靖也君。 

○総務課長（坂本靖也君） お答えいたします。今回、男性の方を任命していただくというこ

とで上程しました。今後その辺につきましても、状況を見ながら判断をしていきたいというふう

に思っております。 

○議長（藤澤和生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） これで質疑を終わります。 

 これから、同意第２号「山都町教育委員の任命について同意を求める件」を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（藤澤和生君） 全員起立です。したがって、同意第２号「山都町教育委員の任命につ

いて同意を求める件」は同意することに決定いたしました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第９ 委員会の閉会中の継続審査申出について 

○議長（藤澤和生君） 日程第９、委員会の閉会中の継続審査申出についてを議題とします。 

 お手元に配付しました申出書のとおり、会議規則第75条の規定により、経済建設常任委員長か

ら、経済建設常任委員会において審査中の事件について、閉会中の継続審査の申出がありました。 

 お諮りします。 

 経済建設常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、経済建設常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しま
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した。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第10 委員会の閉会中の継続審査申出について 

○議長（藤澤和生君） 日程第10、委員会の閉会中の継続審査申出についてを議題とします。 

 お手元に配付した申出書のとおり、会議規則第75条の規定により、経済建設常任委員長から、

経済建設常任委員会において審査中の事件について、閉会中の継続審査の申出がありました。 

 お諮りします。 

 経済建設常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、経済建設常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しま

した。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第11 議員派遣の件 

○議長（藤澤和生君） 日程第11、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣の件については、お手元に配付したとおり派遣することにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 議員派遣の件は、お手元に配付のとおり派遣することに決定しました。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

 日程第12 各常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の閉会中の継続調査申出について 

○議長（藤澤和生君） 日程第12、各常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会の閉会中の

継続調査申出についてを議題とします。 

 お手元に配付しました申出書のとおり、会議規則第75条の規定により、各委員長から所管事務

について閉会中の継続調査の申出がありました。 

 当該申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（藤澤和生君） 異議なしと認めます。 

 したがって、各委員長から申出のとおり閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 これで本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。令和６年第１回山都町議会定例会を閉会します。 

────―────―────―────―────―────────―────────― 

閉会 午前11時21分 
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令和６年３月定例会に議した事件のてんまつは、次のとおりである。 

 

議案第35号 工事請負変更契約の締結について（山都町運動公園運動施設 

      等整備工事）                      ３月６日 原案可決 

議案第36号 工事請負変更契約の締結について（山都町運動公園サッカー 

      場施設整備工事）                    ３月６日 原案可決 

議案第５号 山都町一般職の職員の給与に関する条例の一部改正について 

                                  ３月６日 原案可決 

議案第６号 山都町職員育児休業等に関する条例及び山都町会計年度任用 

      職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について  ３月６日 原案可決 

議案第８号 山都町監査委員に関する条例等の一部改正について     ３月６日 原案可決 

議案第12号 山都町水道事業の設置等に関する条例の一部改正について  ３月６日 原案可決 

議案第13号 山都町飲料水供給施設等の設置及び管理に関する条例の制定 

      について                        ３月６日 原案可決 

議案第10号 山都町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 

      に関する基準を定める条例等の一部改正について      ３月８日 原案可決 

議案第11号 山都町介護保険条例の一部改正について          ３月８日 原案可決 

議案第14号 山都町二瀬本ふれあい館条例の廃止について        ３月８日 原案可決 

議案第15号 山都町二瀬本研修センター条例の廃止について       ３月８日 原案可決 

議案第16号 山都町営体育館条例の一部改正について          ３月８日 原案可決 

議案第17号 山都町営弓道場条例の一部改正について          ３月８日 原案可決 

議案第18号 山都町猿ヶ城キャンプ村条例の一部改正について      ３月８日 原案可決 

議案第19号 山都町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正につい 

      て                           ３月８日 原案可決 

議案第７号 山都町防犯カメラの設置及び運用に関する条例の制定につ 

      いて                          ３月８日 原案可決 

議案第９号 山都町デマンド型乗合タクシー条例の制定について     ３月８日 原案可決 

議案第20号 令和５年度山都町一般会計補正予算（第９号）について   ３月８日 原案可決 

議案第21号 令和５年度山都町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

      について                        ３月８日 原案可決 

議案第22号 令和５年度山都町介護保険特別会計補正予算（第３号）につ 

      いて                          ３月８日 原案可決 

議案第23号 令和５年度山都町簡易水道特別会計補正予算（第４号）につ 

      いて                          ３月８日 原案可決 

議案第24号 令和５年度山都町病院事業会計補正予算（第２号）について ３月８日 原案可決 
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議案第25号 令和６年度山都町一般会計予算について          ３月15日 原案可決 

議案第26号 令和６年度山都町国民健康保険特別会計予算について    ３月15日 原案可決 

議案第27号 令和６年度山都町後期高齢者医療特別会計予算について   ３月15日 原案可決 

議案第28号 令和６年度山都町介護保険特別会計予算について      ３月15日 原案可決 

議案第29号 令和６年度山都町水道事業会計予算について        ３月18日 原案可決 

議案第30号 令和６年度山都町病院事業会計予算について        ３月18日 原案可決 

議案第31号 町有財産の無償貸付について               ３月18日 原案可決 

議案第32号 町有の組合委託林立木の処分について           ３月18日 原案可決 

議案第33号 山都町過疎地域持続的発展計画の変更について       ３月18日 原案可決 

議案第34号 山都町と熊本市との間における一般廃棄物の処分に関する 

      事務の委託について                   ３月18日 原案可決 

同意第１号 山都町教育長の任命について同意を求める件        ３月18日 原案同意 

同意第２号 山都町教育委員の任命について同意を求める件       ３月18日 原案同意 

 

 

会議規則第120条の規定によりここに署名する。 

 

 

            山都町議長                        

 

 

            山都町議員                        

 

 

            山都町議員                        
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